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炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応及び水の

放射線分解による水素ガス及び酸素ガスが，原子炉格納容器内に放出された場

合においても水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため，水素濃度

制御を行う対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した手順等に

ついて説明する。 

  

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

損傷を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 

（１）ＢＷＲ 

ａ）原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格納容器内における水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整

備すること。 

（２）ＰＷＲのうち必要な原子炉 

ａ）水素濃度制御設備により、原子炉格納容器内における水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。 

（３）ＢＷＲ及びＰＷＲ共通 

ａ）原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するために必要な設備が、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解によ

る水素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手

順等を整備すること。 
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1.9.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，水の

放射線分解及び金属腐食（以下「ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等」

という。）により発生する水素ガス及び酸素ガスの水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手順と自

主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備:技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十二条及び技術基準規則第

六十七条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を第 1.9－1表に整理する。 

ａ．水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設

備 

(a) 原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止

ⅰ 窒素ガス制御系による原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するため，発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内は，不活性ガス

（窒素ガス）置換により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態に

なっており，炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム

－水反応，水の放射線分解等にて発生する水素ガス及び酸素ガスにより

原子炉格納容器内で水素爆発が発生することを防止する。なお，格納容

器ベントを開始するまでは，原子炉格納容器内は不活性ガス（窒素ガス）

が封入された状態となっている。 

原子炉格納容器内の不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止で使

用する設備は以下のとおり。 

・窒素ガス制御系

ⅱ 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器内の酸素濃度が上昇した
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場合に原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減させるため，可搬式窒

素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段がある。 

この対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための手順等」における「原子炉格納容器負圧破損の防止」にて選定

する対応手段及び設備と同様である。 

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器水素爆発防止で使用する設

備は以下のとおり。 

・可搬式窒素供給装置 

 

(b) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

ⅰ 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，

水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素

ガスを，格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器外に排出する

ことにより，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手段があ

る。 

これらの対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための手順等」における「格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様で

ある。 

なお，格納容器フィルタベント系を可搬式窒素供給装置から供給する

不活性ガス（窒素ガス）にて，発電用原子炉起動前に不活性化した状態

としておくことで，格納容器ベント実施時における水素爆発を防止する。 

(ⅰ) 可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化 

可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化

で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬式窒素供給装置 

・格納容器フィルタベント系 

(ⅱ) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスの排出 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスの排出で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器フィルタベント系 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

ⅱ 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，
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水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素

ガスを可燃性ガス濃度制御系により低減し，水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止する手段がある。 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御で使用

する設備は以下のとおり。 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

・可燃性ガス濃度制御系 配管・弁 

・残留熱除去系 

・残留熱代替除去系 

 

(c) 水素濃度及び酸素濃度の監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，

水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素

ガスの濃度を測定し，監視する手段がある。 

ⅰ 格納容器水素濃度(ＳＡ)及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内において変動する可能性のある範囲にわたり水素濃

度及び酸素濃度を測定する設備は以下のとおり。 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

ⅱ 格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度による原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素燃焼の可能性を把握するのに十分な計測範囲

で水素濃度及び酸素濃度を測定する設備は以下のとおり。 

・格納容器水素濃度（Ａ系） 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器酸素濃度（Ａ系） 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

(d) 代替電源による必要な設備への給電 

上記「(b) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆

発防止」や「(c) 水素濃度及び酸素濃度の監視」で使用する設備につい

て，全交流動力電源又は直流電源喪失時に，代替電源設備から給電する

手段がある。 

代替電源設備による必要な設備への給電で使用する設備は以下のとお

り。 

・常設代替交流電源設備 
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・可搬型代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

・代替所内電気設備 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電で使用する設備は

以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器水素爆発防止で使用する設

備のうち，可搬式窒素供給装置は重大事故等対処設備として位置付ける。 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出で使用する設備のうち，格納容器フィルタベント系，第１

ベントフィルタ出口水素濃度及び第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）は重大事故等対処設備として位置付ける。 

水素濃度及び酸素濃度の監視で使用する設備のうち，格納容器水素濃

度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度（Ｂ系）及び

格納容器酸素濃度（Ｂ系）は重大事故等対処設備として位置付ける。 

代替電源による必要な設備への給電で使用する設備のうち，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬

型直流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.9.1） 

以上の重大事故等対処設備により，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・可燃性ガス濃度制御系 

炉心損傷による大量の水素ガスが発生するような状況下では，可燃性

ガス濃度制御系の処理能力を超える水素ガスが発生することから，可燃

性ガス濃度制御系による水素ガスの処理には期待できず，また原子炉格

納容器圧力の上昇に伴い可燃性ガス濃度制御系の使用に制限がかかるが，

格納容器ベント又は格納容器スプレイにより原子炉格納容器内の圧力を

可燃性ガス濃度制御系運転可能圧力まで低下し，かつ電源復旧等により

設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系を運転することが可

能であれば，中長期的な格納容器内水素対策として有効である。 
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・格納容器水素濃度（Ａ系） 

・格納容器酸素濃度（Ａ系） 

 

原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇に伴い格納容器水素濃度（Ａ

系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）は使用できない場合があるが，残留

熱除去系（格納容器冷却モード），残留熱代替除去系，格納容器代替ス

プレイ又は格納容器ベントにより原子炉格納容器内の圧力及び温度が低

下し，かつ電源等が復旧し，格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸

素濃度（Ａ系）の使用が可能となれば，水素濃度及び酸素濃度監視の手

段として有効である。 

なお，原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止

として使用する設備である窒素ガス制御系は，発電用原子炉運転中に原

子炉格納容器内を常時不活性化する手段として使用する設計基準対象施

設であり，重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処

設備とは位置付けない。 

（添付資料 1.9.2） 

 

ｂ．手順等 

上記「ａ．水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応

手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として「事故時操作

要領書（シビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」という。）」，「ＡＭ設備別操

作要領書」及び「原子力災害対策手順書」に定める（第 1.9－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備

についても整理する（第 1.9－2表，第 1.9－3表）。 

（添付資料 1.9.3） 
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1.9.2 重大事故等時の手順 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(1) 原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止

ａ．発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，水

の放射線分解等で発生する水素ガスにより，原子炉格納容器内における水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉起動時

に原子炉格納容器内を不活性ガス（窒素ガス）により置換し，発電用原子

炉運転中は原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態を維持する。 

これらの操作は，重大事故等時に対応するものではなく通常の運転操作

により対応する。 

概要図を第 1.9－4図に示す。 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発生す

る水素ガス及び酸素ガスの反応による水素爆発により原子炉格納容器が破

損することを防止するため，可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ

窒素ガスを供給する。 

(a) 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の除熱を開始

した場合※２に，可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御ができない場

合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

※２：残留熱代替除去系又は残留熱除去系による原子炉格納容器内の除

熱を開始した場合。 

(b) 操作手順

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の手順は

以下のとおり。手順の対応フローを第 1.9－2 図及び第 1.9－3 図に，概

要図を第 1.9－5図に，タイムチャートを第 1.9－6図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，原子

炉格納容器への窒素ガス供給のための可搬式窒素供給装置の準備を緊

急時対策本部に依頼する。

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に可搬式窒素供給装置の準備を指

示する。
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③ａ窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給

の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬式窒素供給装置を

配備した後，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給装置を接続す

る。 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使

用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可搬式窒素供給装置を

配備した後，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給装置を接続す

る。 

③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用し

た原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に可搬式窒素供給装置

を配備した後，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給装置を接続

する。 

④緊急時対策要員は，可搬式窒素供給装置を起動する。 

⑤緊急時対策要員は，可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒

素ガス供給の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。また，

緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器酸素濃度（ＳＡ）

又は格納容器酸素濃度を確認し，ドライウェル及びサプレッション・

チェンバのうち酸素濃度が高い方への窒素ガス供給開始を緊急時対策

要員に指示する。 

⑦ａ窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給

の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）にて，可搬式窒素供給装

置を起動した後，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）又はＡ

ＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全開操作を実施し，窒素

ガスの供給を開始するとともに，当直長に原子炉格納容器への窒素ガ

ス供給を開始したことを報告する。また，当直副長は中央制御室運転

員に格納容器内の酸素濃度の監視を指示する。 

⑦ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使

用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，可搬式窒素供給装

置を起動した後，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）

又はＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全開操作を

実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，当直長に原子炉格納容

器への窒素ガス供給を開始したことを報告する。また，当直副長は中
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央制御室運転員に格納容器内の酸素濃度の監視を指示する。 

⑦ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用し

た原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）にて，可搬式窒素供給

装置を起動した後，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）

又はＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全開操作を

実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，当直長に原子炉格納容

器への窒素ガス供給を開始したことを報告する。また，当直副長は中

央制御室運転員に格納容器内の酸素濃度の監視を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，原子炉格納容器への窒素ガス供給が開始され

たことを格納容器酸素濃度（ＳＡ）又は格納容器内酸素濃度指示値の

低下により確認し，当直副長へ報告する。 

⑨ａドライウェルへ窒素ガス供給を実施している場合 

中央制御室運転員Ａは，格納容器酸素濃度（ＳＡ）又は格納容器内酸

素濃度指示値により，サプレッション・チェンバ内の酸素濃度が

4.0％以上に到達したことを確認し，当直副長へ報告する。 

⑩ａ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策要員へ窒素ガ

スの供給先を切り替えるように指示する。 

⑪ａ窒素供給ライン接続口を使用して原子炉格納容器へ窒素ガスを供給

している場合，緊急時対策要員は，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁

（Ｓ／Ｃ側）を全開した後，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ

側）を全閉し，サプレッション・チェンバへの窒素ガス供給を開始し

たことを当直長へ報告する。窒素供給ライン接続口（建物内）を使用

して窒素ガスを供給している場合，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン

元弁（Ｓ／Ｃ側）を全開した後，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元

弁（Ｄ／Ｗ側）を全閉する。なお，サプレッション・チェンバ圧力

（ＳＡ）指示値が 427kPa［gage］（１Pd）に到達するまで可搬式窒素

供給装置による原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ側）への窒素ガス供給を継続

する。その後，中央制御室運転員Ａは中央制御室にて，サプレッショ

ン・チェンバ圧力（ＳＡ）指示値が 427kPa［gage］（１Pd）に到達し

たことを確認し，当直副長に報告する。 

⑨ｂサプレッション・チェンバへ窒素ガス供給を実施している場合 

中央制御室運転員Ａは，格納容器酸素濃度（ＳＡ）又は格納容器内酸

素濃度指示値により，ドライウェル内の酸素濃度が 4.0％以上に到達

したことを確認し，当直副長へ報告する。 

⑩ｂ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策要員へ窒素ガ

スの供給先を切り替えるように指示する。 

⑪ｂ窒素供給ライン接続口を使用して原子炉格納容器へ窒素ガスを供給
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している場合，緊急時対策要員は，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁

（Ｄ／Ｗ側）を全開した後，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ

側）を全閉し，ドライウェルへの窒素ガス供給を開始したことを当直

長へ報告する。窒素供給ライン接続口（建物内）を使用して窒素ガス

を供給している場合，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ

側）を全開した後，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）

を全閉する。なお，ドライウェル圧力（ＳＡ）指示値が 427kPa

［gage］（１Pd）に到達するまで可搬式窒素供給装置による原子炉格

納容器（Ｄ／Ｗ側）への窒素ガス供給を継続する。その後，中央制御

室運転員Ａは中央制御室にて，ドライウェル圧力（ＳＡ）指示値が

427kPa［gage］（１Pd）に到達したことを確認し，当直副長に報告す

る。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に原子炉格

納容器内の圧力が 427kPa［gage］（１Pd）に到達したことを報告し，

原子炉格納容器への窒素ガス供給停止を依頼する。 

⑬緊急時対策本部は，緊急時対策要員に原子炉格納容器への窒素ガス供

給停止を指示する。 

⑭緊急時対策要員は，原子炉格納容器への窒素ガス供給を停止するため，

⑪ａにより窒素供給ライン接続口を使用して原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ

側）へ窒素ガス供給をしていた場合は，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元

弁（Ｓ／Ｃ側）を全閉とする。窒素供給ライン接続口（建物内）を使

用して（Ｓ／Ｃ側）へ窒素ガス供給をしていた場合は，ＡＮＩ建物内

代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）を全閉とする。また，⑪ｂによ

り窒素供給ライン接続口を使用して原子炉格納容器（Ｄ／Ｗ側）への

窒素ガス供給を継続した場合は，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｄ

／Ｗ側）を全閉とする。窒素供給ライン接続口（建物内）を使用して

原子炉格納容器（Ｄ／Ｗ側）への窒素ガス供給を継続した場合は，Ａ

ＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／Ｗ側）を全閉とする。なお，

緊急時対策要員は，原子炉格納容器（Ｓ／Ｃ側）又は原子炉格納容器

（Ｄ／Ｗ側）への窒素ガス供給を停止した後，緊急時対策本部に報告

する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑮当直副長は，中央制御室運転員に原子炉格納容器内の酸素濃度の確認

を指示する。 

⑯中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント判断基準である原子炉格納容

器内のドライ条件の酸素濃度が 4.4vol％及びウェット条件の酸素濃

度が 1.5vol％に到達したことを確認し，当直副長に報告する。 

⑰当直副長は，中央制御室運転員にサプレッション・プール水温度の確

認を指示する。 

⑱サプレッション・プール水温度（ＳＡ）指示値が 100℃以上の場合 
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当直副長は，中央制御室運転員に格納容器ベント開始前に外部水源で

ある低圧原子炉代替注水系（常設）の起動及び内部水源である残留熱

除去系又は残留熱代替除去系の停止を指示する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガ

ス供給開始までの想定時間は以下のとおり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の

場合，２時間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用

した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合，２時間以内で可能であ

る。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した

原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響がある場合），６時間 40 分以内で可

能である。 

なお，本操作は，格納容器ベント前又は格納容器ベント後に時間が経

過した後の操作であることから，大気中に放出された放射性物質から受

ける放射線量は低下しているため，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト

及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保する。 

（添付資料 1.9.4－1） 
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(2) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止

ａ．可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化 

格納容器フィルタベント系は，可搬式窒素供給装置から供給する不活性

ガス（窒素ガス）にて，発電用原子炉起動前に格納容器フィルタベント系

を不活性化した状態としておくことで，格納容器ベント実施時における系

統内での水素爆発を防止する。この操作は，重大事故等時に対応するもの

ではなく通常の運転操作により対応する。 

ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度

を監視し，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等により原子炉格納容

器内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された場合，格納容器フィルタ

ベント系を使用した格納容器ベント操作により原子炉格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスを排出することで原子炉格納容器の水素爆発による破損を

防止する。 

なお，格納容器フィルタベント系を使用する場合は，プルームの影響に

よる被ばくを低減させるため，運転員は中央制御室待避室へ待避しプラン

トパラメータを継続して監視する。

格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃性ガス濃度制御系による原

子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による

原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並びに原子炉格納容

器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未満，原子炉格納容器内の温度 171℃未

満及び原子炉格納容器内の水素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確

認した場合はＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライウ

ェル出口隔離弁（以下「第１弁」という。）を全閉とし，格納容器ベントを

停止することを基本として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，

適切に対応する。 

なお，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁（以下「第２弁」という。）又は

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁（以下「第２弁バイパス弁」

という。）は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１系統

回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

(a) 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※１において，可燃性ガス濃度制御系による水

素濃度及び酸素濃度の制御ができず，原子炉格納容器内のドライ条件の

酸素濃度が 4.0vol％に到達及びウェット条件の酸素濃度が 1.5vol％に到

達した場合※２ 
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※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

※２：炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力容器への注水を実

施する必要がある場合又は原子炉格納容器の破損を防止するため

に原子炉格納容器内へスプレイを実施する必要がある場合は，こ

れらの操作を完了した後に格納容器ベントの準備を開始する。た

だし，発電用原子炉の冷却ができない場合又は原子炉格納容器内

の冷却ができない場合は，速やかに格納容器ベントの準備を開始

する。 

(b) 操作手順

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガス排出手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.9－1 図

に，概要図を第 1.9－7 図に，タイムチャートを第 1.9－8 図及び第 1.9－

9図に示す。 

なお，格納容器フィルタベント系補機類の操作手順は「1.7.2.1(1)ａ.

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」に

て整備する。 

ウェットウェルベント（以下「Ｗ／Ｗベント」という。）の場合(ドラ

イウェルベント（以下「Ｄ／Ｗベント」という。）の場合，手順⑪以外は

同様) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，格納容器フィルタベント

系によるウェットウェル（以下「Ｗ／Ｗ」という。）側からの格納容

器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する（Ｗ／Ｗ側からの格

納容器ベントができない場合は，ドライウェル（以下「Ｄ／Ｗ」とい

う。）側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納容器

フィルタベント系による原子炉格納容器ベントの準備開始を報告する。

③ａ非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替盤にて，格納

容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な第２弁，第２弁

バイパス弁及び第１弁の電源切替え操作を実施する。

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，格納容器フィルタベン

ト系による格納容器ベントに必要な第２弁，第２弁バイパス弁及び第
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１弁の電源切替え操作を実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格納容器ベ

ントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視計器の電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認する。

⑥中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の確認として，格納容器隔

離信号が発生している場合は，格納容器隔離信号の除外操作を実施す

る。

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，ＳＧＴ

ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，Ｓ

ＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔

離弁後弁の全閉及びＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁（以

下「第３弁」という。）の全開を確認後，第２弁を全開し，格納容器

フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告す

る。第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を全開し格

納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を当直副長に

報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタベント系

による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度を適宜確認し，緊急時対策本部に報告する。

⑩当直副長は，原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.4vol％

に到達したこと及びウェット条件の酸素濃度が 1.5vol％に到達した

ことを確認し，運転員に格納容器フィルタベント系による格納容器ベ

ント開始を指示する。

⑪ａＷ／Ｗベントの場合

中央制御室運転員Ａは，第１弁（Ｗ／Ｗ）の全開操作により，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントを開始する。また，中央制

御室からの操作以外の手段として，遠隔手動弁操作機構による操作に

て第１弁（Ｗ／Ｗ）を全開する手段がある。

⑪ｂＤ／Ｗベントの場合

中央制御室運転員Ａは，第１弁（Ｄ／Ｗ）の全開操作により，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントを開始する。また，中央制

御室からの操作以外の手段として，遠隔手動弁操作機構による操作に

て第１弁（Ｄ／Ｗ）を全開する手段がある。

⑫中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による原子炉格納

容器ベントが開始されたことを，格納容器内水素濃度指示値及び格納
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容器内酸素濃度指示値の低下，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。また，当直長は，

当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタベント系による格納

容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント開始後，第１ベントフィルタ

出口水素濃度による水素濃度の監視及び第１ベントフィルタ出口放射

線モニタによる放射線量率の監視を行う。また，緊急時対策要員は，

第１ベントフィルタ出口放射線モニタから得た放射線量率及び事前に

フィルタ装置出口配管表面の放射線量率と配管内部の放射性物質濃度

から算出した換算係数を用いて放射性物質濃度を推定する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位指示値を確認し，水位調整が必要な場合は当直副長に報

告する。また，当直長は，当直副長からの依頼に基づき，第１ベント

フィルタスクラバ容器の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依

頼する。 

⑮中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残

留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で，かつ可燃

性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能

及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使

用可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage]（１Pd）

未満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより，第１

弁の全閉操作を実施し，格納容器フィルタベント系による格納容器ベ

ントを停止する。

⑯当直副長は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能が更に１

系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，第２弁又は第２

弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示する。

⑰中央制御室運転員Ａは，第２弁又は第２弁バイパス弁の全閉操作を実

施する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を

実施した場合，格納容器ベント準備については，作業開始を判断してか

ら格納容器ベント準備完了まで 45 分以内で可能である。 

格納容器ベント開始については，格納容器ベント判断基準到達から格

納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出開始まで 10分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信
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連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.9.4－2(1)） 
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ｃ．可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度

を監視し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された

場合，可燃性ガス濃度制御系により原子炉格納容器内の水素濃度の抑制を

行う。 

なお，可燃性ガス濃度制御系の運転に際しては，原子炉格納容器圧力を

可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力（177kPa[gage]）以下に維持する。 

(a) 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の酸素濃度が

4.5vol％以下で，可燃性ガス濃度制御系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 177kPa[gage]（可燃性ガス濃度制御

系運転時の制限圧力）以下であり，設備に異常がなく，電源，残

留熱除去系又は残留熱代替除去系から供給される冷却水（サプレ

ッション・プール水）が確保されている場合。 

(b) 操作手順

可燃性ガス濃度制御系（Ａ）による原子炉格納容器内の水素濃度制御

手順の概要は以下のとおり（可燃性ガス濃度制御系（Ｂ）による原子炉

格納容器内の水素濃度制御手順も同様）。 

手順の対応フローを第 1.9－1 図に，概要図を第 1.9－10 図に，タイム

チャートを第 1.9－11図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に可燃

性ガス濃度制御系（Ａ）による原子炉格納容器内の水素濃度制御の準

備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，可燃性ガス濃度制御系（Ａ）による原子炉格

納容器内の水素濃度制御に必要なブロワ，ヒータ，電動弁及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へガスター

ビン発電機の負荷容量確認を依頼し，可燃性ガス濃度制御系が使用可

能か確認する。

④中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（Ａ）（サプレッション・プー

ル水冷却モード）又は残留熱代替除去が運転中であり，可燃性ガス濃

度制御系（Ａ）冷却器への冷却水供給が可能であることを確認する。 
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⑤中央制御室運転員Ａは，可燃性ガス濃度制御系（Ａ）起動準備として，

可燃性ガス濃度制御系（Ａ）隔離信号の除外操作を実施する。 

⑥当直副長は，原子炉格納容器内の圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時

の制限圧力（177kPa[gage]）以下であることを確認し，中央制御室運

転員に可燃性ガス濃度制御系の起動操作を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＦＣＳ入口隔離弁及びＡ－ＦＣＳ出口隔

離弁を全開した後，可燃性ガス濃度制御系（Ａ）の起動操作を実施し，

Ａ－ＦＣＳ系統入口流量指示値，Ａ－ＦＣＳブロワ入口流量指示値，

Ａ－ブロワ入口圧力指示値の上昇後，系統が安定に運転していること

を確認する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，可燃性ガス濃度制御系ヒータが正常に動作し

ていることをＡ－ＦＣＳ加熱器ガス温度指示値，Ａ－ＦＣＳ加熱器出

口温度指示値，Ａ－ＦＣＳ加熱器壁温度指示値，Ａ－再結合器ガス温

度指示値及びＡ－ＦＣＳ再結合器壁温度指示値の上昇により確認し，

予熱運転が開始したことを確認する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，可燃性ガス濃度制御系起動後３時間以内に可

燃性ガス濃度制御系の予熱運転が完了することを確認し，その後再結

合器内ガス温度指示値が規定値で安定し温度制御されることを確認す

る。 

⑩中央制御室運転員Ａは，格納容器内水素濃度指示値及び格納容器内酸

素濃度指示値から可燃性ガス濃度制御系の吸引流量と再循環流量の調

整を実施する。 

⑪中央制御室運転員Ａは，可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御が

行われていることを格納容器内水素濃度指示値及び格納容器内酸素濃

度指示値が低下することにより確認し，当直副長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始判

断から可燃性ガス濃度制御系起動までは 20 分以内で可能である。また，

可燃性ガス濃度制御系起動後，再結合運転開始までの予熱時間は３時間

以内で可能である。 

（添付資料 1.9.4－2(2)） 
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(3) 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，水

の放射線分解等で原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガスの濃

度を格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）により監視

する。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び

格納容器酸素濃度（ＳＡ）が使用可能な場合※２ 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

※２：設備に異常がなく，電源が確保されている場合。 

 

(b) 操作手順 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フロー図を第 1.9－1 図に，概要図を第 1.9－12 図に，タイ

ムチャートを第 1.9－13図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に格納

容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，格納容器水素濃度（ＳＡ）

及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング装置による原子炉格納

容器内の水素濃度及び酸素濃度計測に必要なサンプリングポンプ，電

動弁及び監視計器の電源が確保されていること並びに格納容器水素濃

度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング装置の暖気

が開始※1又は完了していることを状態表示等にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，格納容器水素濃度（ＳＡ）

及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング装置の暖気完了を確認

した後，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）の

サンプリング装置の起動操作を行い，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び

格納容器酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング装置により原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度の測定※２が開始されたことを確認し，当

直副長に報告する。 

※１：通常時からＳＡコントロールセンタは外部電源系にて受電され
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暖気しており，全交流動力電源の喪失時は常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源

設備として使用する高圧発電機車によりＳＡコントロールセン

タを受電した後，暖気が自動的に開始される。

※２：格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）のド

ライウェル側，サプレッション・チェンバ側の雰囲気ガスのサ

ンプリングは自動で切り替わる。

④中央制御室運転員Ａは，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素

濃度（ＳＡ）による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視

を強化する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度

（ＳＡ）の計測開始まで 45分以内で可能である。 

（添付資料 1.9.4－3） 

ｂ．格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度による原子炉格納容器内の水素

濃度及び酸素濃度の監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，水

の放射線分解等で原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガスの濃

度を格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度により監視する。 

なお，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度は通常時から常時監視

が可能である。 

(a) 手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器水素濃度及び格納容器

酸素濃度が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保されている場合。

(b) 操作手順

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）による原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視手順の概要は以下のとおり

（格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）による原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視手順も同様）。手順の対応フ
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ロー図を第 1.9－1図に，概要図を第 1.9－14図に示す。

なお，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，

重大事故等時には代替交流電源設備からの給電により電源を確保し，原

子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保した後，

計測を開始する。 

代替交流電源設備からの電源供給手順については，「1.14.2.1(1)ａ．

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電」手順及

び「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

受電」手順にて対応する。 

原子炉補機代替冷却系による冷却水確保手順については，「1.5.2.2(1)

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」手順にて対応する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に格納

容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）による原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素

濃度（Ｂ系）による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視

を強化する。また，全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源

設備から給電されていることを確認後，格納容器水素濃度及び格納容

器酸素濃度を起動し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監

視を強化する。

(c) 操作の成立性

上記の中央制御室対応は，中央制御室運転員１名により監視を実施す

る。運転員による準備や起動操作はない。 
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1.9.2.2 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の電源を

代替電源設備から給電する手順 

炉心の著しい損傷が発生し，全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合に，

水素爆発による原子炉格納容器破損を防止するために使用する設備へ代替電源

設備により給電する手順を整備する。 

代替電源設備により給電する手順については，「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

 

1.9.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

原子炉補機代替冷却系による冷却水確保手順については，「1.5 最終ヒート

シンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

格納容器フィルタベント系補機類の操作手順については，「1.7 原子炉格納

容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流

電源設備として使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用する

ＳＡ用 115V系蓄電池，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳ

Ａ用 115V系充電器による可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ，可燃性ガス

濃度制御系再結合器，電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに可搬式窒素

供給装置，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機及び可搬

型代替交流電源設備若しくは可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車

への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関

する手順等」にて整備する。 

 

1.9.2.4 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロー

チャートを第 1.9－15図に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合は，格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃

度，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）により原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視する。 

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された場合において， 

原子炉格納容器内の圧力を可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下に維持

可能で，原子炉格納容器内の水素濃度が規定値以下の場合は，可燃性ガス濃度

制御系を起動し，原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを再結合させるこ

とで，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度が可燃限界へ到達することを防止す

る。 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度の抑制ができない

場合，原子炉格納容器内で発生する水素ガス及び酸素ガスの反応による水素爆
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発を防止するため，可搬式窒素供給装置により不活性ガス（窒素ガス）を原子

炉格納容器へ注入する準備を行い，準備完了後，不活性ガス（窒素ガス）を原

子炉格納容器へ注入する。原子炉格納容器内の酸素濃度が規定値に到達した場

合は，格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内に滞留している水素

ガス及び酸素ガスを排出することで，水素爆発の発生を防止する。 

なお，格納容器フィルタベント系を用いて，原子炉格納容器内に滞留してい

る水素ガス及び酸素ガスを排出する際には，スクラビングによる放射性物質の

排出抑制を期待できるＷ／Ｗを経由する経路を第一優先とする。Ｗ／Ｗベント

ラインが水没等の理由で使用できない場合は，Ｄ／Ｗを経由して第１ベントフ

ィルタスクラバ容器を通る経路を第二優先とする。 

発電用原子炉起動時には，原子炉格納容器内の空気を窒素ガスにより置換し，

発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態を維持する

ことで，原子炉格納容器内の気体の組成が可燃限界に至ることを防ぎ，原子炉

格納容器内における水素爆発の発生を防止している。 

（添付資料 1.9.5） 
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第 1.9－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順一覧(１／２) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
内
不
活
性
化
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
爆
発
防
止

窒素ガス制御系※１ 

－※４ 

－※１ 

可搬式窒素供給装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「放出」

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器の窒素ガス置換」 

－ 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸
素
ガ
ス
の
排
出

格納容器フィルタベント系※２ 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ） 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口
重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「放出」

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」

－ 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
格
納
容
器

フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
不
活
性
化

可搬式窒素供給装置 

格納容器フィルタベント系 

－※６ 

－※５ 

※１：原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。

※２：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※４：窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。

※５：発電用原子炉起動前に格納容器フィルタベント系内は不活性化した状態とする。

※６：可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化に用いる可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉起動前に使用するものであり，重大

事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 
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対応手段，対処設備，手順一覧(２／２) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系 

に
よ
る
水
素
濃
度
制
御 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

可燃性ガス濃度制御系 配管・弁 

残留熱除去系 

残留熱代替除去系 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＳによる格納容器水

素・酸素濃度制御」 

－ 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＡＭＳによる格納容器

水素・酸素濃度測定」 

「ＣＡＭＳによる格納容器水

素・酸素濃度測定」 

格納容器水素濃度（Ａ系） 

格納容器酸素濃度（Ａ系） 

自
主
対
策
設
備 

－ 

代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な
設
備
へ
の
給
電 

常設代替交流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

代替所内電気設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※３ 

※１：原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。 

※２：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

※５：発電用原子炉起動前に格納容器フィルタベント系内は不活性化した状態とする。 

※６：可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化に用いる可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉起動前に使用するものであり，重大

事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 
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第 1.9－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(1) 原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

の窒素ガス置換」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器への注水量 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

補機監視機能 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 
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監視計器一覧(２／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(2) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 
Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 
Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

スクラバ容器水位 

スクラバ容器圧力 

スクラバ容器温度 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 
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監視計器一覧(３／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(2) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

ｂ．可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の水素濃度 
Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 
Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

補機監視機能 

Ａ，Ｂ－ＦＣＳ系統入口流量 

Ａ，Ｂ－ＦＣＳブロワ入口流量 

Ａ，Ｂ－ブロワ入口圧力 

Ａ，Ｂ－ＦＣＳ加熱器ガス温度 

Ａ，Ｂ－ＦＣＳ加熱器出口温度 

Ａ，Ｂ－ＦＣＳ加熱器壁温度 

Ａ，Ｂ－再結合器ガス温度 

Ａ，Ｂ－ＦＣＳ再結合器壁温度 
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監視計器一覧(４／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(3)原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＡＭＳによる格納容器水素・酸素濃度測

定」 
判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

操
作 

原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(3)原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

ｂ．格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＡＭＳによる格納容器水素・酸素濃度測定」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッショ

ン・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 
Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 
Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 
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第 1.9－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.9】 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための手順等 
格納容器フィルタベント系 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

窒素ガス制御系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

非常用ガス処理系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

 

ＳＡ用 115V 系 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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第 1.9－1図 ＳＯＰ 「放出」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.9－2図 ＳＯＰ 「除熱－１」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.9－3図 ＳＯＰ 「除熱－２」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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搬
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間
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Ｇ
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Ｇ
Ｔ
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Ｇ
Ｃ
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Ｇ
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Ｇ
Ｔ
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Ｃ
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Ｔ
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Ｃ
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Ｓ
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Ｎ
Ｇ
Ｃ
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２
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⑰
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Ｇ
Ｃ
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２
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⑮
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２
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／
Ｗ
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Ｄ
／
Ｗ
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第 1.9－15図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

【凡例】 

：プラント状態，確認 

：操作 

：判断 

：重大事故等対処設備 

 

Yes 

No 

炉心の著しい損傷の発生 

優先②※２ 
 

格納容器フィルタベント系による 

Ｗ／Ｗ側水素ガス・酸素ガス排出 

ＲＨＲ若しくはＲＨＡＲによる
原子炉格納容器の除熱 

可燃性ガス濃度制御系による長
期的な水素濃度制御 

原子炉格納容器内の不活性化※１ 

※１ 運転中は原子炉格納容器内を窒素ガスで不活性化している。 

 
原子炉格納容器内の 

水素・酸素濃度指示上昇 

No 
代替交流電源 

代替直流電源 

による給電 

電源の喪失 
ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等 

による水素ガス・酸素ガス発生 

格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃

度（ＳＡ）による原子炉

格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度監視 

格納容器水素濃度及び

格納容器酸素濃度によ

る原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度

の監視 Yes 

 

原子炉格納容器内の圧力
を可燃性ガス濃度制御系
運転時の制限圧力以下に

維持可能 

優先③※２ 
 

格納容器フィルタベント系による 

Ｄ／Ｗ側水素ガス・酸素ガス排出 

No 

Yes 

※２ 優先順位は，①→②→③の順とする。 

優先①※２ 

 
可燃性ガス濃度制御系による原
子炉格納容器内の水素濃度制御 

 Ｗ／Ｗ側からのベント可能 

 
原子炉格納容器のドライ条件の
酸素濃度が 4.0vol%及びウェット
条件の酸素濃度が 1.5vol%到達 

Yes 

No 

可搬型窒素供給装置による 
原子炉格納容器への窒素ガス供給 

ＲＨＲ若しくはＲＨＡＲによる
原子炉格納容器の除熱 

格納容器フィルタベント系によ
る水素ガス・酸素ガス排出準備 

 
原子炉格納容器のドライ条件の
酸素濃度が 4.4vol%及びウェット
条件の酸素濃度が 1.5vol%到達 

Yes 

No 

1.9-49



添付資料 1.9.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／４) 

※1：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。

 窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

技術的能力審査基準（1.9） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、

炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器

内における水素による爆発（以

下「水素爆発」という。）によ

る破損を防止する必要がある

場合には、水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止する

ために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されてい

ること。 

① 

【解釈】 

１ 「水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するため

に必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行

うための手順等をいう。 

－ 

（１）BWR

ａ）原子炉格納容器内の不活性

化により、原子炉格納容器内に

おける水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するた

めに必要な手順等を整備する

こと。

② 

（２）PWR のうち必要な原子炉 

ａ）水素濃度制御設備により、

原子炉格納容器内における水

素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するために必要

な手順等を整備すること。 

－ 

（３）BWR 及びPWR 共通

ａ）原子炉格納容器内における

水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するために必

要な設備が、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすること。

③ 

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－

ジルコニウム反応及び水の放

射線分解による水素及び酸素

の水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止する手順等

を整備すること。 

④ 

設置許可基準規則（五十二条） 技術基準規則（六十七条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損

傷が発生した場合において原子炉格納容

器内における水素による爆発（以下「水

素爆発」という。）による破損を防止する

必要がある場合には、水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するために必

要な設備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損

傷が発生した場合において原子炉格納容

器内における水素による爆発（以下「水

素爆発」という。）による破損を防止す

る必要がある場合には、水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備を施設しなければならない。 

⑤ 

【解釈】 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第６７条に規定する「水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

－ 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化するこ

と。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化するこ

と。 
⑥ 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 
－ 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出

する場合には、排出経路での水素爆発を

防止すること、放射性物質の低減設備、

水素及び放射性物質濃度測定装置を設け

ること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出

する場合には、排出経路での水素爆発を

防止すること、放射性物質の低減設備、

水素及び放射性物質濃度測定装置を設け

ること。 

⑦ 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変

動する可能性のある範囲で測定できる監

視設備を設置すること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変

動する可能性のある範囲で測定できる監

視設備を設置すること。 ⑧ 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

⑨ 

添
付
資
料

1.9.2

1.9-50r2



審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／４) 
：重大事故等対処設備 

※1：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。

 窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
格
納
容
器
内
不
活

性
化
に
よ
る
原
子
炉
格
納

容
器
水
素
爆
発
防
止

窒素ガス制御系※１ 
既設

新設 
①
②
⑤
⑥

－ － － － － － 

可搬式窒素供給装置 新設 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び

酸
素
ガ
ス
の
排
出

格納容器フィルタ 

ベント系 
新設 

①
④
⑤
⑦

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
に
よ
る
水
素

濃
度
制
御

可燃性ガス濃度制御

系再結合器ブロワ 

常設 20 分 1 人 

自主対策

設備とす

る理由は

本文参照 

第１ベントフィルタ 

出口水素濃度 
新設 

可燃性ガス濃度制御

系再結合装置 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）

新設 

可燃性ガス濃度制御

系配管・弁 

残留熱除去系 

残留熱代替除去系 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視

格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ） 
新設 

①
⑤
⑧

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視

格納容器酸素濃度（Ａ

系） 

常設 

10 分 1 人 

自主対策

設備とす

る理由は

本文参照 

格納容器水素濃度（Ｂ

系） 
既設 

格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ） 
新設 

格納容器酸素濃度（Ａ

系） 
常設 

格納容器酸素濃度（Ｂ

系） 
既設 

代
替
電
源
に
よ
る

必
要
な
設
備
へ
の
給
電

常設代替交流電源設備 新設 

①
③
⑤
⑨

－ － － － － － 

可搬型代替交流電源設

備 
新設 

常設代替直流電源設備 新設 

可搬型直流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／４) 

 

※1：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。 

窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等時に使用するものではないため，

重大事故等対処設備とは位置付けない。 

 

 

 

技術的能力審査基準（1.9） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素による爆発（以下「水素爆発」

という。）による損傷を防止する必要がある場

合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器内における水素爆発による破

損を防止する必要がある場合には，水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止する手段と

して，格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器水

素濃度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（ＳＡ）及

び格納容器酸素濃度（Ｂ系）により水素濃度及

び酸素濃度が変動する可能性のある範囲を監

視し，可搬式窒素供給装置による原子炉格納容

器水素爆発防止に必要な手順等を整備する。ま

た，格納容器フィルタベント系による原子炉格

納容器内の水素排出を実施するために必要な

手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な手順等」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

― 

（１）BWR 

ａ）原子炉格納容器内の不活性化により、原

子炉格納容器内における水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な手順等を整備すること。 

発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内雰

囲気を窒素ガス制御系により不活性化し，原子

炉格納容器内における水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な手順

等を整備する。また，炉心の著しい損傷が発生

した場合において，原子炉格納容器内における

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

する手段として可搬式窒素供給装置により原

子炉格納容器を不活性化し，原子炉格納容器内

における水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な手順等を整備する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／４) 

 

※1：発電用原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。 

窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等時に使用するものではないため，

重大事故等対処設備とは位置付けない。 

 

技術的能力審査基準（1.9） 適合方針 

（２）PWR のうち必要な原子炉 

ａ）水素濃度制御設備により、原子炉格納容

器内における水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するために必要な

手順等を整備すること。 

対象外 

（３）BWR 及び PWR 共通 

ａ）原子炉格納容器内における水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な設備が、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

炉心の著しい損傷が発生し，全交流動力電源

が喪失した場合においても，原子炉格納容器内

における水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な設備（格納容器フィ

ルタベント系，格納容器水素濃度（ＳＡ），格

納容器水素濃度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系））へ代替電

源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直

流電源設備及び代替所内電気設備）により給電

する手順を整備する。 

なお，電源の供給に関する手順については

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備

する。 

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム

反応及び水の放射線分解による水素及

び酸素の水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止する手順等を整備する

こと。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器内における水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止する手段として，格

納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度（Ｂ

系），格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器

酸素濃度（Ｂ系）により水素濃度及び酸素濃度

が変動する可能性のある範囲を監視し，格納容

器フィルタベント系による原子炉格納容器内

の水素排出を実施するために必要な手順等を

整備する。 
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添付資料 1.9.2 
 

自主対策設備仕様 

機器名称 常設／可搬 耐震性 容量 個数 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロア 常設 Ｓクラス 

255m3/h[normal] 

（1 台あたり） 

2 台 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置 常設 Ｓクラス ― 2 基 

 

機器名称 常設／可搬 耐震性 測定方法 計測範囲 個数 

格納容器水素濃度（Ａ系） 常設 Ｓクラス 熱伝導式 0～100％ 1 個 

格納容器酸素濃度（Ａ系） 常設 Ｓクラス 磁器風式 0～25％ 1 個 
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添付資料 1.9.4－1 

重大事故対策の成立性 

1. 原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止

(1) 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給

ａ．操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発生す

る水素ガス及び酸素ガスの反応による水素爆発により原子炉格納容器が破

損することを防止するため，原子炉格納容器に窒素ガスを供給する。 

窒素ガスの供給は可搬式窒素供給装置にて行い，当該装置を窒素ガス代

替注入系にホースで接続し，窒素供給弁を操作することで窒素ガス供給を

行う。 

ｂ．作業場所 

【窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場

合】 

屋外（原子炉建物南側） 

【窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用した

原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合】 

屋外（原子炉建物西側） 

原子炉建物付属棟１階（非管理区域） 

【窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した原子

炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）】 

屋外（タービン建物北側） 

原子炉建物付属棟１階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給に必要な要

員数，想定時間は以下のとおり。 

(a) 窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の

場合 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間 ：２時間以内（所要時間目安※１：１時間 42分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算出した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目安

32分
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・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エ

リア）

●車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間 10分，所要時間目

安 10分

・車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安 10分（第４

保管エリア）

●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間５分，所要時間目安２分

・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保

管エリア～屋外（原子炉建物南側））

●可搬式窒素供給装置の接続，暖機運転：想定時間１時間，所要時間目

安 53分

・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36分（ホース接続：屋

外（原子炉建物南側））

・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋

外（原子炉建物南側））

●弁開操作：想定時間 10分（所要時間目安５分）

・弁開操作：所要時間目安５分（操作対象１弁：屋外（原子炉建物南

側））

(b) 窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を使用し

た原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間 ：２時間以内（所要時間目安※１：１時間 44分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算出した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エ

リア）

●車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間 10分，所要時間目

安 10分

・車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安 10分（第４

保管エリア）

●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間５分，所要時間目安２分

・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保

管エリア～屋外（原子炉建物西側））

●可搬式窒素供給装置の接続，暖機運転：想定時間１時間，所要時間目
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安 53分 

・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安 36分（ホース接続：屋

外（原子炉建物西側）～原子炉建物付属棟１階）

・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋

外（原子炉建物西側））

●弁開操作：想定時間 10分（所要時間目安７分）

・弁開操作：所要時間目安７分（操作対象１弁：原子炉建物付属棟１

階）

(c) 窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用した原

子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響がある場合） 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：６時間 40分以内（所要時間目安※１：６時間 18 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算出した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員】 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エ

リア）

●車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：想定時間 10分，所要時間目

安 10分

・車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）：所要時間目安 10分（第４

保管エリア）

●可搬式窒素供給装置の移動：想定時間５分，所要時間目安２分

・可搬式窒素供給装置の移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保

管エリア～屋外（タービン建物北側））

●可搬式窒素供給装置の接続，暖機運転：想定時間５時間 35分，所要

時間目安５時間 19分

・可搬式窒素供給装置の接続：所要時間目安５時間２分（ホース接

続：屋外（タービン建物北側）～原子炉建物付属棟１階）

・可搬式窒素供給装置暖気運転：所要時間目安 17分（暖気運転：屋

外（タービン建物北側））

●弁開操作：想定時間 15分（所要時間目安 15分）

・弁開操作：所要時間目安 15 分（操作対象１弁：原子炉建物付属棟

１階）
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ｄ．操作の成立性について 

(a) 現場操作

作業環境  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯

により，夜間における作業性を確保している。また，操

作は格納容器ベント後の汚染を考慮し，防護具（全面マ

スク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を

装備するが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の

環境を考慮した被水防護服等を装備した作業を行う場合

がある。 

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯

を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性 ：送気ホースの接続は，差し込み式であり容易に実施可能

であり，操作に必要な工具はない。また，弁の開閉操作

についても，必要な工具はなく通常の弁操作と同様であ

る。作業エリア周辺には支障となる設備はなく，十分な

作業スペースがある。 

連絡手段  ：有線式通信設備，衛星電話設備（固定型，携帯型），無線

通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，

所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能

な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部に連絡す

る。 

ホース接続作業
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添付資料 1.9.4－2(1) 

2. 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止

(1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出

ａ．操作概要 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスの排出に必要な状況において，原子炉建物付属棟３階まで移動すると

ともに，現場でのＳＡ電源切替盤操作により電源切替えを実施する。また，

中央制御室操作により系統構成及び格納容器ベント操作を実施し，格納容

器ベントを実施する。 

ｂ．作業場所 

電源切替え 原子炉建物付属棟３階（非管理区域） 

系統構成，格納容器ベント操作 制御室建物４階（非管理区域）（中央

制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素

ガスの排出として，最長時間を要するＳＡ電源切替盤による電源切替えを

実施し，第一優先のＷ／Ｗベントを使用した格納容器ベントに必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

なお，Ｗ／Ｗベントに必要な想定時間，Ｄ／Ｗベントに必要な想定時間

は同一時間とする。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）20分以内（所要時間

目安※１：８分） 

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）20分以内（所要時間

目安※１：４分） 

電源確認（中央制御室）５分以内（所要時間目安※１：４

分） 

系統構成（中央制御室）５分以内（所要時間目安※１：４

分） 

ベント実施操作（中央制御室）10分以内（所要時間目安※

１：３分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安４分

・電源確認：所要時間目安４分（電源確認：中央制御室）
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●系統構成：想定時間５分，所要時間目安４分

・系統構成：所要時間目安４分（操作対象１弁：中央制御室）

●ベント実施操作（第１弁（Ｗ／Ｗ）開操作）：想定時間 10分，所要時

間目安３分

・ベント実施操作（第１弁（Ｗ／Ｗ）開操作）：所要時間目安３分（操

作対象１弁：中央制御室）

【現場運転員】 

●移動，ＳＡ電源切替操作（Ａ系：第１弁）：想定時間 20分，所要時間

目安８分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属

棟３階）

・ＳＡ電源切替操作（Ａ系：第１弁）：所要時間目安３分（電源切替操

作：原子炉建物付属棟３階）

●移動，ＳＡ電源切替操作（Ｂ系：第２弁）：想定時間 20分，所要時間

目安４分

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟３階）

・ＳＡ電源切替操作（Ｂ系：第２弁）：所要時間目安３分（電源切替操

作：原子炉建物付属棟３階）

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性 ：操作スイッチによるによる操作であるため，容易に実施

可能である。 

(b) 現場操作

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリ

アに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を

携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は

防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服）を装備して作業を行う。 

移動経路  ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しており接近

可能である。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバック

アップとして携行している。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段  ：有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連
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絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室との連絡が可能である。 
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添付資料 1.9.4－2(2) 

(2) 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御

ａ．操作概要 

中央制御室操作により，可燃性ガス濃度制御系の系統構成を行い，再結

合運転を開始する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

可燃性ガス濃度制御系の起動操作及び予熱に必要な要員数，時間は以下

のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：３時間 20分以内（所要時間目安※１：３時間８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確保及び冷却水確保確認：所要時間目安３分（中央制御室）

●隔離信号除外操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・格納容器隔離信号の除外操作：所要時間目安１分（中央制御室）

●系統構成：想定時間 10分，所要時間目安４分

・系統構成及びブロア起動：所要時間目安４分（操作対象２弁：中央制

御室）

●予熱：想定時間３時間，所要時間目安３時間

・可燃性ガス濃度制御系暖機運転：所要時間目安３時間

ｄ．操作の成立性について 

(a) 中央制御室操作

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能で

ある。 
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添付資料 1.9.4－3 

3. 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

(1) 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格

納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

ａ．操作概要 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）の起動操作及

び系統暖機を実施する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）の起動操作及

び系統暖機に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：45分以内（所要時間目安※１：41分）  

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●起動操作：想定時間５分，所要時間目安３分 

・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室） 

・格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）起動操作：

所要時間目安１分（中央制御室） 

●システム起動，暖気：想定時間 40分，所要時間目安 38分 

・格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）系統暖気：

所要時間目安 30分 

・格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）起動：所要

時間目安８分 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配

備している。 

操作性   ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能で

ある。 
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添付資料 1.9.5 

炉心損傷，原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について 

島根原子力発電所２号炉では，炉心損傷が生じた場合あるいは事象が進展し，

原子炉圧力容器(以下「ＲＰＶ」という。)破損に至った場合の緊急時対策本部に

よる対応をアクシデントマネジメントガイド(以下「ＡＭＧ」という。)に，運転

員による対応を，事故時操作要領書(シビアアクシデント)(以下「ＳＯＰ」とい

う。)に定めている。このため，有効性評価における炉心損傷後の重大事故時の

運転員の対応はＳＯＰに従ったものとなっている。 

ＳＯＰには，炉心損傷後の状況に応じた対応が可能となるよう対応フローを定

めており，対応の優先順位等についても定めている。このため，想定される状況

に対して網羅的に対応可能な手順になっていると考えるが，ここでは，炉心損傷

後の原子炉格納容器内の状況を場合分けし，それらについてＳＯＰによる対応が

可能であることを確認する。ＳＯＰの対応フローを第１図に示す。また，原子炉

格納容器の構造図を第２図に示す。 

１．各炉心損傷モードへの対応の網羅性 

炉心損傷モードのうち，格納容器先行破損の炉心損傷モード※１を除くと，Ｔ

ＱＵＶ，ＴＱＵＸ，ＴＢ（長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＤ，ＴＢＰ），ＬＯＣＡが抽

出される。 

このうち，ＴＱＵＶ，ＴＱＵＸ，ＴＢ（長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＤ，ＴＢＰ）

は，炉心損傷の時点でＲＰＶが健全であり，ＲＰＶ内の原子炉冷却材はＳＲＶを

通じてサプレッション・チェンバ（以下「Ｓ／Ｃ」という。）に放出されている

点で，炉心損傷の時点でのＲＰＶの健全性及び原子炉格納容器の原子炉冷却材の

状況が同じ炉心損傷モードである。ＴＱＵＶ，ＴＢＰは炉心損傷の時点でＲＰＶ

内が減圧されていることに対し，ＴＱＵＸ，長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＤでは炉心

損傷の時点でＲＰＶ内が減圧されていないが，ＳＯＰにおいて，原子炉水位が燃

料棒有効長底部より燃料棒有効長の 20%高い位置でＲＰＶを減圧する手順とし

ていることから，その後は同じ対応となる。

一方ＬＯＣＡ（ＬＯＣＡ後の注水失敗による炉心損傷）は，炉心損傷の時点で

ＲＰＶバウンダリ機能を喪失しており，ＲＰＶ内の原子炉冷却材がドライウェル

（以下「Ｄ／Ｗ」という）に直接放出される炉心損傷モードである。このため，

炉心損傷時点での原子炉格納容器の圧力，温度等のパラメータには他の炉心損傷

モードとの違いが生じるが，各々のパラメータに応じた運転操作がＳＯＰに定め

られており，対応は可能である。 

※１ 格納容器先行破損の炉心損傷モードによって炉心損傷に至った場合，炉心損傷の時点で原子炉格納容

器が破損していることから，ＳＯＰに想定する対応の可否についての不確かさが大きいと考え，ここで

の考察から除外した。しかしながら，現実的にはＳＯＰ に準じ，注水及び除熱を試みるものと考えられ

る。
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また，ＬＯＣＡが発生し，Ｄ／Ｗに放出された原子炉冷却材は原子炉格納容器

下部に流入し，原子炉格納容器下部に水位が形成されると考えられる。 

炉心損傷後の手順として，ＲＰＶの破損及び原子炉格納容器下部への溶融炉心

落下に備えた原子炉格納容器下部への注水を定めており，ペデスタル水位が

2.4m（注水量 225m3）に到達していることを確認した後，原子炉格納容器下部へ

の注水を停止する。先述のとおり，ＬＯＣＡの場合にはあらかじめ水位が形成さ

れている可能性が考えられるものの，どの炉心損傷モードを経た場合であっても

ペデスタル水位計にて水位 2.4m を確認した後，原子炉格納容器下部への注水を

停止する。 
溶融炉心落下時のペデスタル水位は，原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用（以下「炉外ＦＣＩ」という。）及び溶融炉心・コンクリート相互作用（以

下「ＭＣＣＩ」という。）への対応を考慮し，2.4m 相当としている。しかしな

がら，仮にペデスタル水位が 2.4m より高い場合であっても，炉外ＦＣＩやＭＣ

ＣＩによる原子炉格納容器の機能維持に問題ないことを確認※２している。 

以上より，いずれの炉心損傷モードを経た場合についてもＳＯＰによって炉心

損傷後の対応をとることが可能である。 

 

２．注水及び除熱の考え方 

炉心損傷後の注水及び除熱の考え方については，ＲＰＶの破損の有無で大別し

ている。 

まず，ＲＰＶの破損に至る前の段階においては，ＲＰＶ内の炉心の状況によら

ずＲＰＶへの注水を優先する手順としている。その後，ＲＰＶを破損させること

なく原子炉水位を安定させることに成功した場合はＲＰＶへの注水及び必要に

応じて原子炉格納容器からの除熱を並行して実施する手順としている。ただし，

ＲＰＶ下鏡温度が 300 ℃に到達し，ＲＰＶ下部プレナムへの溶融炉心の落下が

想定される場合はＲＰＶへの注水と並行して原子炉格納容器下部への注水(水位

2.4m（注水量 225m3))を実施する手順としている。 

 

※２ 島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評価について「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－

冷却材相互作用 添付資料 3.3.3原子炉格納容器下部への水張り実施の適切性」参照。ペデスタル水位が

高い方が物理現象発生時の原子炉格納容器への負荷が高くなると考えられる炉外 FCI について，溶融炉

心が原子炉格納容器下部に落下する前に，原子炉格納容器下部に約 3.8m（制御棒駆動機構搬出入口下端

位置）の水位が形成されているものとした。これ以上の水位を形成させるためには，ドライウェル床面

全面を満たしながら上昇させる必要があることから，仮に原子炉格納容器下部注水を入れすぎたとして

も制御棒駆動機構搬出入口下端位置以上の水位となることは考えにくい。また，ここでは現実的な溶融

炉心の落下様態を想定した条件を適用して評価した場合，原子炉格納容器下部の内側鋼板の最大応力は

14MPaであり，原子炉格納容器下部の内側鋼板の降伏応力（490MPa）を十分に下回っており，格納容器破

損に至る恐れはないことを確認している。原子炉格納容器下部の水位上昇の要因がＬＯＣＡに起因する

原子炉冷却材であった場合，サブクール度は低くなり炉外 FCI 発生可能性そのものを小さくするととも

に，発生した場合でも発生する最大応力は小さくなるものと考える。 
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次に，ＲＰＶが破損した後は，原子炉格納容器下部に崩壊熱に余裕をみた量の

注水を実施する手順としている。ＳＯＰ及びＡＭＧに定めるＲＰＶ破損の判定方

法に基づきＲＰＶの破損を判定した後は，原子炉格納容器下部に直接崩壊熱に余

裕をみた量の注水を実施することとしており，その注水量はペデスタル水位及び

原子炉格納容器外の流量計にて確認する手順としている。なお，本流量計の先に

ある原子炉格納容器下部以外への分岐配管については，逆止弁または常時閉の手

動弁があり，他系統へ流入することなく，確実に原子炉格納容器下部への注水量

を確認できる設備構成となっている。また，原子炉格納容器からの除熱が必要な

場合は原子炉格納容器下部への注水と原子炉格納容器からの除熱とを並行して

実施する手順としている。 

しかしながら，ＲＰＶが破損した後は，ＲＰＶ内の溶融炉心の状態，ＲＰＶ破

損口の状態，原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下量，格納容器圧力及び温度

等，原子炉格納容器内の状態の不確かさが大きく，また，注水又は除熱を実施可

能な設備が限定され，注水又は除熱に使用できる流量が不足する場合を想定する

と，重大事故時に確実なアクシデントマネジメントを実施できるよう，注水及び

除熱の優先順位を明確化しておく必要がある。このため，ＳＯＰ及びＡＭＧでは

ＲＰＶ破損判定後の運転操作の優先順位を次の様に定めている。 

 

優先順位１：Ｄ／Ｗスプレイ 

・開始条件：格納容器圧力 640kPa（1.5Pd）以上又は格納容器温度 190℃以上 

・停止条件：格納容器圧力 588kPa以下又は格納容器温度 171℃以下 

・流量：120m3／h 

  

優先順位２：原子炉格納容器下部注水 

・流量：崩壊熱に余裕をみた量（スクラム後～５時間：60m3／h，５～10 時間：

55m3／h，10～20 時間：35m3／h，20 時間～40 時間：30m3／h，40 時間～80

時間：20m3／h，80 時間～120 時間：15m3／h，120 時間以降：12m3／h）で注

水 

 

優先順位３：ＲＰＶ破損後のＲＰＶへの注水 

・流量：15m3／h（Ｓ／Ｃ水源でＥＣＣＳを運転できる場合は全量注水） 
 

これらは可能な限り並行して実施すべきものであるが，中でも格納容器スプレ

イを優先する理由は，格納容器スプレイを開始する状況は格納容器過圧又は過温

破損の防止及び早期の格納容器ベントを抑制するための運転操作が必要な状況

であり，これに即応する必要があるためである。Ｄ／ＷスプレイとＳ／Ｃスプレ

イでは，より広い空間にスプレイすること等により，原子炉格納容器の圧力及び

温度の抑制効果が高いと考えられるＤ／Ｗスプレイを実施することとしている。

また，Ｄ／Ｗにスプレイを実施することで原子炉格納容器下部へ冷却材が流入す
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るため，原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却にも期待できる。 

原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却については，ＲＰＶ破損前の注水により

原子炉格納容器下部には約70m3(スクラム後５～10時間後の崩壊熱に換算すると

約２時間分)の冷却材が確保されていること及びＤ／Ｗスプレイした冷却材がＤ

／Ｗ床面から原子炉格納容器下部へ流入することにも期待できることを考慮し，

Ｄ／Ｗスプレイに次ぐ優先順位としている。 

ＲＰＶ破損後のＲＰＶへの注水には，ＲＰＶ内に残存する溶融炉心の冷却及び

ＲＰＶ破損口から原子炉冷却材が流出することによる原子炉格納容器下部に堆

積している溶融炉心の冷却にも期待できると考えられるが，ＲＰＶ破損口からの

原子炉冷却材の流出の状況を確実に把握することは困難なことから，原子炉格納

容器下部注水に必要な流量を確保した後の優先順位としている。 

しかしながら，ＲＰＶが破損した後の注水及び除熱の優先順位については，今

後の検討結果により，前述の優先順位は変わりうるものと考えている。 

Ｄ／Ｗスプレイまたは注水により，Ｓ／Ｃ水位が通常水位＋約 1.3m に到達す

る時点でスプレイを停止し，格納容器ベントを実施する。ベント開始後は，崩壊

熱に余裕をみた量の注水を継続し，原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却を継続

する。 

以上のとおり，原子炉格納容器内の状態の不確かさを考慮しても，ＳＯＰによ

って確実なアクシデントマネジメントを実施することが可能である。 
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3. 長期安定停止に向けた対応について 

長期安定停止に向けて格納容器圧力及び温度を低下させることを目的として，

残留熱除去系及び残留熱代替除去系による格納容器除熱を実施し，格納容器の

健全性を維持する。 

また，炉心損傷後は水の放射線分解により格納容器内で水素ガス及び酸素ガ

スが発生するため，水素燃焼を防止する観点から，格納容器フィルタベント系

による格納容器除熱操作（以下「格納容器ベント」という。）を実施する。 

(1) 事故後長期にわたる格納容器の健全性について 

有効性評価における原子炉格納容器限界温度・圧力は 200℃，２Pdと設定

しており，200℃，２Pdについて時間経過を考慮した評価が必要な部位はシ

ール部と考えている。このため，シール部については 200℃，２Pdの状態が

７日間（168時間）継続した場合でもシール機能に影響ないことを確認する

ことで限界温度・圧力における原子炉格納容器閉じ込め機能の健全性を示し

ている。 

ここでは，200℃，２Pdを適用可能な７日間（168 時間）以降においても，

有効性評価で得られている厳しい条件を考慮し，格納容器の閉じ込め機能を

示す。 

また，上記に加えて，７日間（168時間）以降の累積放射線照射量につい

ても，原子炉格納容器の閉じ込め機能に影響がないことを確認する。 

７日間（168時間）以降において，格納容器圧力が最も高くなるのは，「雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において残留

熱代替除去系を使用する場合のシーケンス及び「高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱」で想定されるシーケンスである。これらのシーケンスは，

残留熱代替除去系による格納容器除熱を開始した時点で，格納容器内酸素濃

度上昇による格納容器ベントを遅延するため，427kPa[gage]までサプレッシ

ョン・チェンバへの窒素注入を行う手順としており，第１表で示すとおり，

７日間（168時間）以降の格納容器圧力は最大で 427kPa[gage]となる。代表

的に，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に

おいて残留熱代替除去系を使用する場合のシーケンスにおける格納容器圧力

の推移を第３図に示す。 
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第３図 原子炉格納容器圧力の推移（「雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」において残留熱代替除去系を使用する場合） 

 

 

７日間（168 時間）以降の格納容器雰囲気温度が最も高くなるのは，「雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において残留熱代

替除去系を使用できない場合のシーケンスである。このシーケンスの格納容器

雰囲気温度の推移を第４図に示すが，７日間（168時間）時点で 150℃未満であ

り，その後の格納容器雰囲気温度は崩壊熱の減衰によって低下傾向となるため，

７日間（168時間）以降は 150℃を下回る。また，格納容器バウンダリにかかる

温度（壁面温度※）についても，事象発生後約10時間後に生じる最高値は約181℃

であるが，７日間以降は 150℃を下回る。 

 

※：評価に用いているＭＡＡＰコードは，ＦＰ沈着に伴う発熱を考慮したも

のとなっている。格納容器内のＦＰ挙動については，原子力安全基盤機

構（ＪＮＥＳ）の「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及び

ＦＰ挙動解析」において，ＦＰのほとんどが原子炉キャビティ内の床や

壁表面にとどまり，格納容器全体に飛散することがないことが確認され

ており，健全性が維持されたシール部等の貫通部への局所的なＦＰ沈着

は発生しにくく，ＭＡＡＰコードによる壁面温度の結果は妥当と考える。 
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第４図 原子炉格納容器温度の推移（「雰囲気圧力・温度による 

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において 

残留熱代替除去系を使用しない場合） 

 

 

第１表 事故発生後の経過時間と原子炉格納容器圧力・温度の関係 

事故発生後 

の経過時間 
0～168時間 168時間以降 

原子炉格納容器

圧力 

原子炉格納容器限界圧力とし

て２Pd（853kPa）を設定 

有効性評価シナリオで最大

427kPa[gage]となる（第３図） 

原子炉格納容器

温度 

原子炉格納容器限界温度とし

て 200℃を設定 

有効性評価シナリオで 150℃

を下回る（第４図） 
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①長期（168時間以降）の原子炉格納容器圧力と閉じ込め機能の関係について 

時間経過により健全性に影響を及ぼす部位はシール材である。シール部

の機能維持は，第５図の模式図に示す通り，原子炉格納容器圧力の上昇に

伴うフランジ部の過渡的な開口挙動に対し，シール材料の復元量が十分に

確保されていることをもって確認している。つまり，原子炉格納容器温度

によるシール材の熱劣化を考慮しても，圧縮永久ひずみ試験結果によりシ

ール材の復元量が十分であれば，シール部の機能は健全である。長期のケ

ースとして，有効性評価シナリオにおいて 168h時の原子炉格納容器圧力が

高い残留熱代替除去系運転ケースを評価しても，原子炉格納容器圧力は約

0.3MPaであり開口量は小さい（第２表参照）。 
 

 

第５図 シール部の機能維持確認の模式図 

 

第２表 原子炉格納容器圧力と開口量の関係 

フランジ部位 溝 

残留熱代替除去系

運転ケースの 168h

時（0.3MPa） 

２Pd 

（0.853MPa） 

ドライウェル

主フランジ 

内側 

外側 

機器搬入口 
内側 

外側 

 

②長期（168時間以降）の原子炉格納容器温度と閉じ込め機能の関係について 

原子炉格納容器温度の上昇に伴う，時間経過によるシール材の長期的

（150℃を下回る状況）な影響を調査する。ここでは，ドライウェル主フラ

ンジや機器搬入口等に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用いて，

168時間以降の温度・時間とシール材料の劣化挙動を確認するため，シール

材の基礎特性試験を実施した。試験結果を第３表に示す。 

 

 
本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第３表 改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データの経時変化 

試験時間 0日～7日 7日～14日 14日～30日 

試験温度 200℃ 150℃ 150℃ 

圧縮永久ひずみ率[％] 

硬度変化 

質量変化率[％] 

注記：γ線 1.0MGy 照射済の試験体を用い，飽和蒸気環境下に暴露した後の測定値 

 

第３表に示すように，168 時間以降，150℃の環境下においては，改良Ｅ

ＰＤＭ製の基礎特性データには殆ど変化はなく，経時劣化の兆候は見られ

ない。したがって，SA 後 168 時間以降における原子炉格納容器の温度を

150℃と設定した場合でも，シール部の機能は十分維持される。なお，ＥＰ

ＤＭは一般特性としての耐温度性は 150℃であり，第３表の結果は改良ＥＰ

ＤＭ製シール材が 200℃条件を７日間経験しても，一般特性としての耐熱温

度まで低下すれば，それ以降は有意な劣化傾向は見られないことを示して

いると考えている。また，第３表の結果から圧縮永久ひずみ率は  時

の改良ＥＰＤＭ製シール材復元量とフランジ開口量のイメージを第６図に

示しており，第２表で示す 168 時間以降の原子炉格納容器圧力に対しても

十分追従可能な復元量を維持していることも確認できる。 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第６図 圧縮永久ひずみ  時のシール材復元量とフランジ開口量 

 

＜時間を踏まえた限界温度・圧力の考え方＞ 

有効性評価結果からも，7日間（168時間）以降は原子炉格納容器温度がＥＰ

ＤＭの一般特性としての耐熱温度である 150℃を下回ることが判っている。ま

た，原子炉格納容器圧力についても１Pd到達時に窒素注入を停止した以降，圧

力は低下しており，開口量は限界圧力時と比較しても小さいことが確認できて

いる。なお，残留熱代替除去系を使用するシーケンスの場合，中長期的には，

水の放射線分解によって生じる水素と酸素が格納容器圧力の上昇に寄与するが，

酸素濃度がドライ条件で 4.4vol％に到達した場合にはベントを実施すること

としていることから，格納容器圧力は１Pdから数十 kPaまでの上昇にとどまる。 

よって，当社としては，限界温度・圧力（200℃・２Pd）が 7日間経験しても

シール材が問題ないことを確認することで，長期の原子炉格納容器閉じ込め機

能を確保できると考えている。 
 

＜168時間以降の考え方＞ 

前述の結果を踏まえ，168 時間以降については，原子炉格納容器温度・圧力

は低下していること，及び残留熱代替除去系を使用するシーケンスにおける中

長期的な水の放射線分解に伴う水素と酸素の発生寄与も大きくないことから，

最初の 168時間に対して限界温度・圧力を超えないよう管理することで，長期

的な格納容器閉じ込め機能は維持されると考えている。ただし，事故環境が継

続することにより，熱劣化等の閉じ込め機能低下要因が存在することも踏まえ，

長期的なプラントマネジメントの目安として，168 時間以降の領域においては

原子炉格納容器温度が 150℃を超えない範囲で，また，原子炉格納容器圧力に

ついては１Pd程度（１Pd＋数十 kPa※）以下でプラント状態を運用する。 

※酸素濃度をドライ換算で 4.4vol％以下とする運用の範囲 

締結前 初期締結 

 

圧縮永久ひずみ  時 

の復元量  

フランジ開口量 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 原子炉格納容器圧力の 168 時間以降の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８図 原子炉格納容器温度の 168 時間以降の考え方 
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＜7日間（168時間）以降の放射線照射量と閉じ込め機能の関係について＞ 

時間経過によるシール材の長期的な影響を調査する。ここでは，ドライウェ

ル主フランジや機器搬入口等に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材を用い

て，168 時間以降の累積放射線照射量・時間とシール材料の劣化挙動を確認す

るため，シール材の基礎特性試験を実施した。試験結果を第４表に示す。累積

放射線照射量による影響は，試験結果より，有意な変化がないことから，7 日

間以降のシール機能は，維持できる。 

 

第４表 改良ＥＰＤＭ製シール材の累積放射線照射量とひずみ率の関係 

累積放射線照射量 ひずみ率 

試験条件 

雰囲気：蒸気環境 

温度・劣化時間：200℃・168 時間＋150℃・168時間 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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添付資料 1.9.7 

手順のリンク先について 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等について，手

順のリンク先を以下に取りまとめる。 

1. 1.9.2.1(2)ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスの排出

・格納容器フィルタベント系補機類の操作手順

＜リンク先＞ 1.7.2.1(1)ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

2. 1.9.2.1(3)ｂ．格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度による原子炉格納容

器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

・代替交流電源設備からの電源供給手順

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

・原子炉補機代替冷却系による冷却水確保手順

＜リンク先＞ 1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

3. 1.9.2.2 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の電

源を代替電源設備から給電する手順 

・代替電源設備により給電する手順

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による

ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセン

タ受電

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直

流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

4. 1.9.2.3 その他の手順項目について考慮する手順

・原子炉補機代替冷却系による冷却水確保手順

＜リンク先＞ 1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

1.5.2.2(1)ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

・格納容器フィルタベント系補機類の操作手順

＜リンク先＞ 1.7.2.1(1)ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 
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・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流

電源設備として使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用す

るＳＡ用115V系蓄電池，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，

ＳＡ用115V系充電器による可燃性ガス濃度制御系再結合器ブロア，可燃性ガ

ス濃度制御系再結合器，電動弁及び監視計器への電源供給手段並びに可搬式

窒素供給装置，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，

可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車への燃料給油手順 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による

ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセン

タ受電

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直

流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.5(1)  ガスタービン発電機用軽油タンク又はディー

ゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補

給 

1.14.2.5(2)  タンクローリから各機器等への給油

1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

＜目 次＞ 

1.10.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための対応手段及び設備 

(a) 水素濃度制御による原子炉建物等の損傷防止

(b) 原子炉格納容器外への水素ガス漏えい抑制

(c) 水素ガス排出による原子炉建物等の損傷防止

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．手順等 

1.10.2 重大事故等時の手順 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素ガス漏えい抑制のための対応手順 

(1) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）

1.10.2.2 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための対応手順 

(1) 原子炉建物内の水素濃度監視

(2) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素排出

1.10.2.3 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の電源を代

替電源設備から給電する手順 

1.10.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.10.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

添付資料 1.10.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.10.2 自主対策設備仕様 

添付資料 1.10.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.10.4 重大事故対策の成立性 

1. 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水

（淡水／海水）

2. 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素

排出

添付資料 1.10.5 解釈一覧 

1．操作手順の解釈一覧

2．操作の成立性の解釈一覧 

3．弁番号及び弁名称一覧 

添付資料 1.10.6 手順のリンク先について

1.10-1



1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納

するための施設（ 以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を

防止する必要がある場合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止

するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による

損傷を防止するため、水素濃度制御設備又は水素排出設備により、水素爆

発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等を整備す

ること。 

ｂ）水素爆発による損傷を防止するために必要な設備が、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とする手順等を整備するこ

と。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素ガスが原子炉格納容器内に放

出され，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えいした場合においても，

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための対処設備を整備する。ここ

では，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.10.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発生した水

素ガスが原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えいした場合に,水素爆

発による原子炉建物等の損傷を防止するための対応手段及び重大事故等対処

設備を選定する。 

また，原子炉格納容器外への水素ガスの漏えいを抑制するための対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※1を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基準」

という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十三条及び技術基準規則第六十

八条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されてい

ることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順

についての関係を第 1.10－1表に整理する。 

ａ．水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための対応手段及び設備 

(a) 水素濃度制御による原子炉建物等の損傷防止 

ⅰ 静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発

生した水素ガスが原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えいし

た場合に，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，水素爆

発を防止するため，静的触媒式水素処理装置により漏えいした水素ガ

スと酸素ガスを触媒反応によって再結合させる手段がある。 

なお，静的触媒式水素処理装置は触媒反応により受動的に起動する

設備であり，運転員による起動操作は必要としない。 

静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制で使用する設備は以下

のとおり。 

・静的触媒式水素処理装置 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・原子炉建物原子炉棟 
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ⅱ 原子炉建物内の水素濃度監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物原子炉棟内の

水素濃度が変動する可能性のある範囲にわたり水素濃度を測定し，監視

する手段がある。 

原子炉建物原子炉棟内の水素濃度監視で使用する設備は以下のとお

り。 

・原子炉建物水素濃度 

上記設備は原子炉建物原子炉棟に７個（そのうち，原子炉建物原子

炉棟４階（燃料取替階）に２個）設置している。 

 

ⅲ 代替電源による必要な設備への給電 

上記「ⅰ 静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制」及び「ⅱ 原

子炉建物内の水素濃度監視」で使用する設備について，全交流動力電源

又は直流電源喪失時に，代替電源設備から給電する手段がある。 

代替電源による必要な設備への給電で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

・代替所内電気設備 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電で使用する設備

は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

(b) 原子炉格納容器外への水素ガス漏えい抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器頂部を冷却

してドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を緩和することにより，

ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制し，原子炉建物等の

水素爆発を防止する手段がある。 

ⅰ 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車

により原子炉ウェルに注水し，原子炉格納容器頂部を冷却することで，

ドライウェル主フランジからの水素ガスの漏えいを抑制する。 

原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

1.10-4



・ホース・接続口

・原子炉ウェル代替注水系 配管・弁

・燃料プール冷却系 配管・弁

・原子炉ウェル

・燃料補給設備

また，原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水は，輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の淡水だけでなく，海水も利

用できる。 

(c) 水素ガス排出による原子炉建物等の損傷防止

ⅰ 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素ガスの排出 

原子炉建物原子炉棟内に水素ガスが漏えいし，原子炉建物原子炉棟内

の水素濃度が上昇した場合，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

を開放し，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）天井部の水素ガスを

大気へ排出することで，原子炉建物原子炉棟内における水素ガスの滞留

を防止する手段がある。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素ガスの排

出で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

・大型送水ポンプ車

・ホース

・放水砲

・燃料補給設備

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備

水素濃度制御による原子炉建物等の損傷防止で使用する設備のうち，静

的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水

素処理装置出口温度，原子炉建物原子炉棟，原子炉建物水素濃度，常設代

替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬

型直流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.10.1） 

以上の重大事故等対処設備により，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいても，水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・原子炉ウェル代替注水系

原子炉格納容器からの水素ガス漏えいを防止する効果に不確かさは
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あるが，原子炉格納容器頂部を冷却してドライウェル主フランジのシー

ル材の熱劣化を緩和することにより原子炉建物への水素漏えいを抑制

できることから有効である。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを開放する操作であり放

射性物質を低減する機能はないが，仮に原子炉建物原子炉棟内に漏えい

した水素ガスが静的触媒式水素処理装置で処理しきれない場合におい

て，水素ガスを排出することで原子炉建物原子炉棟内における水素ガス

の滞留を防止する手段として有効である。 

（添付資料 1.10.2） 

ｂ．手順等 

上記「ａ．水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための対応手段

及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領

書（シビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」という。）及び原子力災害対策

手順書に定める（第 1.10－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第 1.10－2表，第 1.10－3表）。 

（添付資料 1.10.3） 
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1.10.2 重大事故等時の手順 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素ガス漏えい抑制のための対応手順 

(1) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物等の水素爆発を防

止するため，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として原子炉

ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部

を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟への水素ガス漏えいを抑制

する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が 171℃を超

えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合。※２ 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２））が確保されている場合。 

 

ｂ．操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.10－1 図及び第 1.10－2 図に，概要図を第

1.10－3図に，タイムチャートを第 1.10－4図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に原子炉

ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に原子炉ウェ

ル代替注水系による原子炉ウェルへの注水準備のため，大量送水車の配

置，ホース接続及び起動操作を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に原子炉ウェル代替注水系による原

子炉ウェルへの注水の準備を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへ

の注水に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

⑤緊急時対策要員は，大量送水車の配置，ホース接続及び起動操作を行い，

大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また， 緊

急時対策本部は当直長に報告する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，原子炉格納容器内の温度が 171℃に到達したこと

を確認し，当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策要員に原子炉ウェ

ル代替注水系による原子炉ウェルへの注水開始を指示する。 
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⑧緊急時対策要員は，ＡＲＷＦ Ａ-注水ライン流量調整弁又はＡＲＷＦ 

Ｂ-注水ライン流量調整弁のどちらかを開操作して送水流量を必要流量

に調整し，送水開始について当直長に報告する。また，当直長は緊急時

対策本部に報告する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉ウェルに注水が開始されたことを原子炉

ウェル水位により確認し，当直副長に報告する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策要員にドライウェ

ル主フランジが冠水するために必要な注水量の注水及び注水後の停止操

作を依頼する。 

⑪緊急時対策要員は，ドライウェル主フランジが冠水するために必要な注

水量の注水及び停止したことを当直長に報告する。また，当直長は，緊

急時対策本部に報告する。 

 

ｃ．操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル代

替注水系による原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊

急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉

ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水開始まで２時間 10 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗

闇における作業性についても確保している。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸発に

よる水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジが冠水す

る水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可能である。 

（添付資料 1.10.4-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10-8



1.10.2.2 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための対応手順 

(1) 原子炉建物内の水素濃度監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内で発生した水素ガスが

原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えいする可能性があることから，

原子炉建物水素濃度にて原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）壁面及び天井

付近の水素濃度，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）以外のエリアの水素

濃度（以下「原子炉建物内の水素濃度」という。）及び非常用ガス処理系吸込

配管付近の水素濃度を監視する。また，静的触媒式水素処理装置の動作状況を

確認するため，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度を監視する。 

   また，非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度の上昇を確認した場合は， 

非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を回避するため，非常用ガス処理系を

停止する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１ 

   ※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

ｂ．操作手順 

原子炉建物内の水素濃度監視手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを第 1.10－5図に，概要図を第 1.10－6図に，タイムチャートを第 1.10－

7図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断に基づき，中央制御室運転員に原子炉建物

水素濃度による原子炉建物内の水素濃度の監視及び静的触媒式水素処理

装置入口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度による静的触媒式水素

処理装置の動作状況の監視を指示する。また，非常用ガス処理系吸込配

管付近の水度濃度が 1.8vol％に到達した場合は，非常用ガス処理系が運

転中であれば非常用ガス処理系を停止するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉建物水素濃度による原子炉建物内の水素

濃度の監視及び静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素処理

装置出口温度による静的触媒式水素処理装置の動作状況の監視を強化す

る。なお，全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合は，代替電源設

備から給電されていることを確認後，原子炉建物内の水素濃度の監視及

び静的触媒式水素処理装置の動作状況の監視を強化する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度指示

値が 1.8vol%に到達したことを確認した場合は，非常用ガス処理系を停止

する。 
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ｃ．操作の成立性 

原子炉建物内の水素濃度の監視及び静的触媒式水素処理装置の動作状況の

監視は，中央制御室運転員１名にて対応を実施する。 

また，非常用ガス処理系の停止操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから非常用ガス処理系の停止まで５分以

内で可能である。 

 

(2) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建物内の水素濃度が可燃限界に

達する前に，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを開放することにより，

原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）天井部に滞留した水素ガスを大気へ排

出し，原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止する。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを開放する場合は，放水

砲を用いた原子炉建物への放水を実施する。なお，放水砲を用いた原子炉建物

への放水については，「1.12.2.1(1)a.大型送水ポンプ車及び放水砲による大

気への放射性物質の拡散抑制」にて整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉建物内の水素濃度の上昇により格納容器ベントを実施したにもかか

わらず，原子炉建物内の水素濃度が低下しない場合。 

 

ｂ．操作手順 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放操作の概要は以下のとおり。

手順の対応フローを第 1.10－5図に，概要図を第 1.10－8図に，タイムチャー

トを第 1.10－9図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，原子炉

建物燃料取替階ブローアウトパネル開放の実施を緊急時対策本部に依頼

する。また，中央制御室運転員に原子炉建物４階（燃料取替階）天井付

近の水素濃度を継続的に監視するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉建物内の水素濃度の監視に必要な監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

③緊急時対策本部は，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放の

準備開始を緊急時対策要員に指示する。 

④緊急時対策要員は，工具を準備し，原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネルの開放の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑤緊急時対策本部は，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放の

実施を緊急時対策要員に指示する。 

⑥緊急時対策要員は，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放を

実施し，緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に

報告する。 
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⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開

放により原子炉建物４階（燃料取替階）の原子炉建物水素濃度指示値が

低下したことを確認し，当直副長に報告する。

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ルの開放まで１時間 30分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，通信連絡設備を整備する。反

力受けブラケット及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放用ワイ

ヤーロープのレバーブロックへの取り付け，レバーブロックの操作は容易に実

施可能である。 

また，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性につ

いても確保している。なお，放射性物質の放出が予想されることから，防護具

を装備して作業を行う。 

（添付資料 1.10.4-2） 
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1.10.2.3 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の電源を代

替電源設備から給電する手順 

炉心の著しい損傷が発生し，全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合に，

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するために使用する設備へ代替電源

設備により給電する手順を整備する。 

代替電源設備により給電する手順については，「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

 

1.10.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への水の補給手段及び水源から接

続口までの大量送水車による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，常設代替直流電源

設備として使用するＳＡ用 115V系蓄電池，可搬型代替交流電源設備として使用

する高圧発電機車，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，ＳＡ用

115V 系充電器による原子炉建物水素濃度，静的触媒式水素処理装置入口温度，

静的触媒式水素処理装置出口温度及び中央制御室監視計器類への電源供給手順

並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交

流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，大量送水車及

び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

放水砲を用いた原子炉建物への放水については，「1.12 発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」にて整備する。 

 

1.10.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり，対応手段の選択フローチ

ャートを第 1.10－10図に示す。 

(1) 原子炉ウェル注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ドライウェル主フランジから

の水素ガス漏えいを抑制するため，原子炉格納容器内の温度の上昇が継続して

いる場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可能であれば原子炉ウェル代替注

水系による原子炉ウェルへの注水を実施する。 

 

 (2) 原子炉建物内の水素濃度監視及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル開放 

原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）の水素濃度を原子炉建物水素濃度

により監視し，静的触媒式水素処理装置の動作状況を静的触媒式水素処理装置
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入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度により監視する。 

静的触媒式水素処理装置の動作により，原子炉建物内の水素濃度の上昇は

抑制されるが，仮に原子炉建物原子炉棟内に漏えいした水素ガスが静的触媒式

水素処理装置で処理しきれない場合は，非常用ガス処理系吸込配管付近の水素

濃度指示値が 1.8vol%到達後非常用ガス処理系を停止するとともに，水素ガス

の発生源を断つため，格納容器ベント操作を実施する。 

それでもなお原子炉建物内の水素濃度が低下しない場合は，原子炉建物の

水素爆発を防止するため，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放によ

り水素ガスの排出を実施する。 
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第 1.10－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
素
濃
度
制
御
に
よ
る
原
子
炉
建
物
等
の
損
傷
防
止 

― 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
に
よ
る

水
素
濃
度
抑
制 

静的触媒式水素処理装置※１ 

静的触媒式水素処理装置入口温度※１ 

静的触媒式水素処理装置出口温度※１ 

原子炉建物原子炉棟 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

―※１ 

原
子
炉
建
物
内
の 

水
素
濃
度
監
視 

原子炉建物水素濃度 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「水素」 

代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な 

設
備
へ
の
給
電 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

常設代替直流電源設備※２ 

可搬型直流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

―※２ 

※１：静的触媒式水素処理装置は，中央制御室運転員による操作不要の水素濃度制御設備である。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※４：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／２） 

※１：静的触媒式水素処理装置は，中央制御室運転員による操作不要の水素濃度制御設備である。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※４：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
外
へ
の
水
素
ガ
ス
漏
え
い
抑
制

― 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
代
替
注
水
系
に
よ
る

原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※３ 

輪谷貯水槽（西２）※３ 

ホース・接続口

原子炉ウェル代替注水系配管・弁

燃料プール冷却系配管・弁原子炉ウェル

燃料補給設備※２ 自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「注水-1」

「注水-4」

ＡＭ設備別操作要領書  

「大量送水車による原子炉 

ウェル注水」

水
素
ガ
ス
排
出
に
よ
る
原
子
炉
建
物
等
の
損
傷
防
止

― 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
開
放

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

大型送水ポンプ車※４ 

ホース※４

放水砲※４

燃料補給設備※２

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント）

「水素」

原子力災害対策手順書 

「水素爆発防止のための 

島根２号機原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル開放

手順」 
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第 1.10－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧（１／２） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素ガス漏えい抑制のための対応手順 

(1) 原子炉ウェル注水 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水-1」 

「注水-4」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉ウェル注水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 
判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度（ＳＡ） 

水源の確認 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度（ＳＡ） 

原子炉ウェルへの注水量 原子炉ウェル水位 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確認 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧（２／２） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.10.2.2 水素爆発による原子炉建物等の損傷防止のための対応手順 

(1) 原子炉建物内の水素濃度監視

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「水素」 

判
断
基
準

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）  

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ）

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ）

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉建物内の水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

・原子炉建物原子炉棟４階

・原子炉建物原子炉棟２階

・原子炉建物原子炉棟１階

・原子炉建物原子炉棟地下１階

静的触媒式水素処理装置入口温度

静的触媒式水素処理装置出口温度

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作

原子炉建物内の水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

・原子炉建物原子炉棟４階

・原子炉建物原子炉棟２階

・原子炉建物原子炉棟１階

・原子炉建物原子炉棟地下１階

静的触媒式水素処理装置入口温度

静的触媒式水素処理装置出口温度

補機監視機能 
Ａ－非常用ガス処理系系統流量 

Ｂ－非常用ガス処理系系統流量 

1.10.2.2 水素爆発による原子炉建物等の損傷防止のための対応手順 

(2) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「水素」 

原子力災害対策手順書 

「水素爆発防止のための島根２号機原子炉

建物燃料取替階ブローアウトパネル開放手

順」  

判
断
基
準

静的触媒式水素処理装置の動作状

況監視 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

原子炉建物内の水素濃度 
原子炉建物水素濃度 

・原子炉建物原子炉棟４階

操
作

原子炉建物内の水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

・原子炉建物原子炉棟４階

・原子炉建物原子炉棟２階

・原子炉建物原子炉棟１階

・原子炉建物原子炉棟地下１階
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第 1.10－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 

給電元 

給電母線 

【1.10】 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための手順等 静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

 

ＳＡ用115V系 

原子炉建物水素濃度 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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第 1.10－10図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 
・原子炉建物水素濃度監視 

原子炉建物燃料取替階ブローアウト 

パネル開放 

原子炉ウェル代替注水系による 

原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

Yes 

No 

No 

Yes 

【凡例】 
     ：プラント状態 
     ：操作，確認 
     ：判断 
     ：重大事故等対処設備 

 
 

炉心の著しい損傷の発生 

 原子炉格納容器内の 

温度上昇継続 

 
原子炉建物内の 

水素濃度の上昇あり 

 
原子炉建物内の 

水素濃度が低下しない 

格納容器ベント 

Yes 

No 
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添付資料 1.10.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／２） 

：重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装

置
に
よ
る
水
素
濃
度
抑
制

静的触媒式水素処理装置 新設 

①
②
④
⑤

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階

ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
開

放

原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル 
常設 

1 時間 30 分 4 人 

自 主

対 策

と す

る 理

由 は

本 文

参照 

静的触媒式水素処理装置 

入口温度 
新設 大型送水ポンプ車 可搬 

静的触媒式水素処理装置 

出口温度 
新設 ホース 可搬 

放水砲 可搬 

― ― 燃料補給設備 
常設 

可搬 

原
子
炉
建
物

内
の
水
素
濃

度
監
視

原子炉建物水素濃度 新設 ①
④
⑥

― ― ― ― 

― ― 

代
替
電
源
に
よ

る
必
要
な
設
備

へ
の
給
電

常設代替交流電源設備 新設 

①
③
④
⑦

― ― ― ― ― ― 

可搬型代替交流電源設備 新設 

常設代替直流電源設備 新設 

可搬型直流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 

― ― ― 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
代
替
注
水
系
に

よ
る
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

（
淡
水
／
海
水
）

大量送水車 可搬 

2 時間 10 分 13 人 

自 主

対 策

と す

る 理

由 は

本 文

参照 

ホース・接続口
常設 

可搬 

原子炉ウェル代替 

注水系配管・弁 
常設 

燃料プール冷却系 配管・弁 常設 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
常設 

原子炉ウェル 常設 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

技術的能力審査基準（1.10） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損

傷が発生した場合において原子炉建屋その他

の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放

射性物質を格納するための施設（ 以下「原子

炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を

防止する必要がある場合には、水素爆発による

当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

① 

【解釈】 

１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な手順等」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等をいう。 

－ 

ａ） 炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止

するため、水素濃度制御設備又は水素排出設備

により、水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な手順等を整備する

こと。 

② 

ｂ） 水素爆発による損傷を防止するために必

要な設備が、交流又は直流電源が必要な場合は

代替電源設備からの給電を可能とする手順等

を整備すること。 ③ 

設置許可基準規則（五十三条） 技術基準規則（六十八条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損

傷が発生した場合において原子炉建屋そ

の他の原子炉格納容器から漏えいする気

体状の放射性物質を格納するための施設

（以下「原子炉建屋等」という。）の水素

爆発による損傷を防止する必要がある場

合には、水素爆発による当該原子炉建屋

等の損傷を防止するために必要な設備を

設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損

傷が発生した場合において原子炉建屋

その他の原子炉格納容器から漏えいす

る気体状の放射性物質を格納するため

の施設（以下「原子炉建屋等」という。）

の水素爆発による損傷を防止する必要

がある場合には、水素爆発による当該原

子炉建屋等の損傷を防止するために必

要な設備を施設しなければならない。 

④ 

【解釈】 

１ 第５３条に規定する「水素爆発による

当該原子炉建屋等の損傷を防止するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第６８条に規定する「水素爆発によ

る当該原子炉建屋等の損傷を防止する

ために必要な設備」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 

－ 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子

炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機

器等に水素爆発を防止する機能を付ける

こと。放射性物質低減機能を付けるこ

と。）を設置すること。 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子

炉建屋等で水素爆発のおそれがないこ

とを示すこと。）又は水素排出設備（動

的機器等に水素爆発を防止する機能を

付けること。）を設置すること。 

⑤ 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動

する可能性のある範囲で推定できる監視

設備を設置すること。 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動

する可能性のある範囲で推定できる監

視設備を設置すること。 

⑥ 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とすること。 

⑦
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／２) 

技術的能力審査基準（1.10） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉建屋

その他の原子炉格納容器から漏えいする気

体状の放射性物質を格納するための施設

（ 以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆

発による損傷を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切

に示されていること。 

炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉建物等の水素爆発による損傷を防

止する手段として，原子炉建物内の水素濃度

が変動する可能性のある範囲を監視し，原子

炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放

による水素ガスの排出に必要な手順等を整

備する。また，静的触媒式水素処理装置によ

る水素濃度抑制に必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための

手順等をいう。 

－ 

ａ） 炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉建屋等の水素爆発によ

る損傷を防止するため、水素濃度制御

設備又は水素排出設備により、水素爆

発による当該原子炉建屋等の損傷を

防止するために必要な手順等を整備

すること。 

炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉建物等の水素爆発による損傷を防

止する手段として，原子炉建物内の水素濃度

が変動する可能性のある範囲を監視し，原子

炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放

により水素ガスを排出し，水素濃度抑制設備

である静的触媒式水素処理装置により水素

濃度の上昇を抑制するために必要な手順等

を整備する。 

ｂ） 水素爆発による損傷を防止するため

に必要な設備が、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給

電を可能とする手順等を整備するこ

と。 

炉心の著しい損傷が発生し，全交流動力又

は直流電源が喪失した場合においても，原子

炉建物等の水素爆発による損傷を防止する

ために必要な設備（静的触媒式水素処理装置

及び原子炉建物水素濃度）へ代替電源設備

（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流

電源設備及び代替所内電気設備）により給電

する手順を整備する。 

なお，電源の供給に関する手順について

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。 

1.10-31



添付資料 1.10.2 

 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震性 容量 揚程 個数 

大量送水車 可搬 
― 

（Ss機能維持） 
120m3/h ― １台 
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添付資料 1.10.4-1 

重大事故対策の成立性 

１．原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

（１）原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）

ａ．操作概要 

  緊急時対策本部は，原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水が

必要な状況において，外部接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，取水

箇所まで移動するとともに，送水ルートを確保した後，原子炉ウェル代替注水

系として使用する大量送水車により原子炉ウェルに送水する。 

ｂ．作業場所 

  屋外（原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺））

ｃ．必要要員数及び想定時間 

  原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水として，最長時間を要

する第４保管エリア，第３保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 

必要要員数：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間 ：２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 41 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目安 32

分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10 分（第４保管エリ

ア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安

34分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物西側

法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子炉建
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物西側法面，原子炉建物南側 

接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定時間 25分，所要時間目

安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物南側接続口周

辺） 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺， 

原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30分，所要時間目安 28分

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要時間

目安 10 分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分（第

３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺） 

●大量送水車起動，注水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動，注水開始：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される

可能性があることから，防護具（全面マスク，個人線量計，綿

手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行

しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移

動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動

できる経路を移動する。 
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操作性 ：原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車からのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。 

また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作

業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携

帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装

置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 

ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.10.4-2 

２．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素排出 

（１）原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放操作

ａ．操作概要 

レバーブロックを原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放用ワイヤ

ーロープ及び反力受けブラケットに取り付け，レバーブロック操作により原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放用ワイヤーロープを引っ張り，

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを開放する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物付属棟屋上 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放操作に必要な要員数，想定

時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（緊急時対策要員３名） 

想定時間  ：１時間 30分以内（所要時間目安※１：１時間６分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員３名】 

●緊急時対策所～２号原子炉建物付属棟屋上移動：想定時間 45分，所要時

間目安 36分 

・移動：所要時間 36分（移動経路：緊急時対策所～２号原子炉建物付属

棟屋上） 

●原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放操作：想定時間 45分，所

要時間目安 30分 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放：所要時間 30分（２号

原子炉建物付属棟屋 

上） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：ヘッドライト及び懐中電灯により，暗闇における作業性を確保

している。また，放射性物質が放出される可能性があることか

ら，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚

染防護服）を装備して作業を行う。 
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移動経路：ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており，暗闇においても接

近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

操作性 ：反力受けブラケット及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル開放用ワイヤーロープのレバーブロックへの取り付け及び

レバーブロック操作は容易に実施可能であり，また作業エリア

周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保

している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を

含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

 

 

開放用工具収納箱 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

開放準備状態 

 

ワイヤーロープ，レバーブロック接続作業 

レバーブロック，開放用 

ワイヤーロープ 

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル 

開放用 

ワイヤーロープ 

反力受け 

ブラケット 

レバーブロック 
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添付資料 1.10.6 

手順のリンク先について 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための手順等について，手順の

リンク先を以下に取りまとめる。

1．1.10.2.2(2) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素排出 

・放水砲を用いた原子炉建物へ放水手順

＜リンク先＞ 1.12.2.1(1)ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放

射性物質の拡散抑制 

2．1.10.2.3 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の電源を

代替電源設備から給電する手順 

・代替電源設備により給電する手順

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ 

／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ 

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受 

電 

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流 

電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ.可搬型直流電源設備による給電 

3．1.10.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

・放水砲を用いた原子炉建物へ放水手順

＜リンク先＞ 1.12.2.1(1)ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放 

射性物質の拡散抑制 

・輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への水の補給手段及び水源から

接続口までの大量送水車による送水手順

＜リンク先＞ 1.13.2.1(6)ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした大量送水車による送水 

1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，常設代替直流電

源設備として使用するＳＡ用115V系蓄電池，可搬型代替交流電源設備として

使用する高圧発電機車，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，
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ＳＡ用115V系充電器による原子炉建物水素濃度，静的触媒式水素処理装置入

口温度，静的触媒式水素処理装置出口温度及び中央制御室監視計器類への電

源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，

可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機

車，大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ 

／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ 

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受 

電 

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流 

電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ.可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル 

燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6(1) 非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

＜目 次＞ 

1.11.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模

な漏えい発生時の対応手段及び設備 

(a) 燃料プール代替注水

(b) 漏えい抑制

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設備 

(a) 燃料プールスプレイ

(b) 漏えい緩和

(c) 大気への放射性物質の拡散抑制

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手段及び設備 

(a) 燃料プールの監視

(b) 代替電源による給電

(c) 重大事故等対処設備

ｄ．燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手段及

び設備 

(a) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除

熱

(b) 重大事故等対処設備

ｅ．手順等 

1.11.2 重大事故等時の手順 

1.11.2.1 燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小

規模な漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プール代替注水

ａ．消火系による燃料プールへの注水 

ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

（淡水／海水） 

ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注

水（淡水／海水） 

1.11.2.2 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プールスプレイ

ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプ
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レイ（淡水／海水）

ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのス

プレイ（淡水／海水） 

(2) 漏えい緩和

ａ．燃料プール漏えい緩和 

1.11.2.3 重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手順 

(1) 燃料プールの状態監視

ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動 

ｂ．代替電源による給電 

1.11.2.4 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手

順 

(1) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

1.11.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

1.11.2.6 重大事故等時の対応手段の選択 
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添付資料 1.11.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.11.2 自主対策設備仕様 

添付資料 1.11.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.11.4 重大事故対策の成立性 

1.消火系による燃料プールへの注水

(1) 消火栓を使用した燃料プールへの注水

(2) 復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水

2.燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プ

ール注水及びスプレイ（淡水／海水）

3.燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料

プール注水及びスプレイ（淡水／海水）

4.漏えい緩和

5.燃料プール監視カメラ用冷却設備起動

6.代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プ

ールの除熱

添付資料 1.11.5 燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について(1) 

添付資料 1.11.6 燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について(2) 

添付資料 1.11.7 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プ 

ール注水及びスプレイ（淡水／海水）におけるホース敷設につ 

いて 

添付資料 1.11.8 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧

2.操作手順の解釈一覧

3.弁番号及び弁名称一覧

添付資料 1.11.9 手順のリンク先について 
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1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

【要求事項】 

１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料

体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他

の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、

又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成

２５年６月１９日原子力規制委員会決定））第３７条３－１(a)及び(b)で定

義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位

の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨

界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等

以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備によ

り、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界

を防止するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重

大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を

防止するために必要な手順等を整備すること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び

臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備に

より、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備す

ること。 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための

手順等を整備すること。 
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４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によ

ること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯

蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測

定できること。 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合には、

代替電源設備からの給電を可能とすること。 

 

使用済燃料貯蔵槽（以下「燃料プール」という。）の冷却機能又は注水機能が

喪失し，又は燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの

水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料体又は使用済燃料（以下「燃

料プール内の燃料体等」という。）を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するための対処設備を整備する。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プール

の水位が異常に低下した場合において，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の

進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するための対処設備を整

備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.11.1 対応手段と設備の選定 
(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

燃料プールの冷却機能を有する設計基準対象施設として，燃料プール冷却系

及び残留熱除去系（燃料プール冷却）を設置している。 

また，燃料プールの注水機能を有する設備として，残留熱除去系（残留熱除

去ポンプによる補給機能），復水輸送系及び燃料プール補給水系を設置してい

る。 

これらの冷却及び注水機能が故障等により喪失した場合，又は燃料プールに

接続する配管の破断等による燃料プールの小規模な水の漏えいにより水位の

低下が発生した場合は，その機能を代替するために，各設計基準対象施設が有

する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能喪失原因対策分析」という。）

上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する

（第 1.11－1図）。 

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能喪失時，又は燃料プールの小規模な

漏えい発生時において，発生する水蒸気による重大事故等対処設備への悪影響

を防止するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

燃料プールから大量の水が漏えいし，燃料プールの水位が維持できない場合

を想定し，燃料プールへのスプレイにより燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷を緩和するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。なお，燃料

プール内の燃料体等をボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵すること

により，未臨界は維持される。 

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能喪失時，又は燃料プール水の小規模

な漏えい若しくは燃料プールからの大量の水の漏えい発生時において，燃料プ

ールの水位，水温及び上部の空間線量率について変動する可能性のある範囲に

わたり測定するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※1を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十四条及び技術基準規則第

六十九条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，燃料プールの冷却設備若しくは注水設備が故

障等により機能喪失した場合，燃料プールに接続する配管の破断等による燃料

プールの小規模な水の漏えいにより水位の低下が発生した場合，又は燃料プー

ルから大量の水が漏えいし，燃料プールの水位が維持できない場合を想定する。 

設計基準対象施設に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び

審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使用す

る重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準対象施設，対応に使用する重大事故等対

処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.11－1表に整理

する。 

ａ．燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模

な漏えい発生時の対応手段及び設備 

(a) 燃料プール代替注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの小

規模な水の漏えい発生時に，燃料プールへの注水により燃料プール内の燃

料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手段がある。 

ⅰ 消火系による燃料プールへの注水 

消火系による燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。 

・補助消火ポンプ 

・消火ポンプ 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

・消火系 配管・弁・注水用ホース，代替注水ノズル，代替注水配管 

・復水輸送系 配管・弁 

・燃料プール冷却系 配管・弁 

・燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク 

・燃料プール 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・非常用交流電源設備 

 

ⅱ 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 
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・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・燃料プールスプレイ系 配管・弁 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料プール 

・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プー

ルへの注水は，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅲ 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・弁 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料プール 

・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

なお，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プ

ールへの注水は，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

  

(b) 漏えい抑制 

燃料プールに接続する配管の破断等により，燃料プールディフューザ配

管からサイフォン現象による燃料プール水漏えいが発生した場合に，燃料

プールのサイフォン防止機能を有するサイフォンブレイク配管により，サ

イフォンブレイク配管下端まで水位が低下した時点で，自動的にサイフォ

ン現象の継続を防止することで，漏えいを停止する手段がある。 

漏えい抑制で使用する設備は以下のとおり。 

・サイフォンブレイク機能 
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(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料プール代替注水で使用する設備のうち，大量送水車，ホース・接続

口，燃料プールスプレイ系配管・弁，常設スプレイヘッダ，可搬型スプレ

イノズル，可搬型ストレーナ，燃料プール及び燃料補給設備は重大事故等

対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)

項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

漏えい抑制で使用する設備のうち，サイフォンブレイク機能は重大事故

等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.11.1） 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プール内の燃料体等を冷却し，

放射線を遮蔽し，及び臨界を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消火系 

配管・弁・注水用ホース，代替注水ノズル，代替注水配管，復水輸送

系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合において，燃料プール

内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手段と

して有効である。 

（添付資料 1.11.2） 
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ｂ．燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設備 

(a) 燃料プールスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えい発生時，燃料プールへのスプレイに

より燃料損傷を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減する手段

がある。 

ⅰ 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・燃料プールスプレイ系 配管・弁 

・常設スプレイヘッダ 

・燃料プール 

・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プー

ルへのスプレイは，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。 

 

ⅱ 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・弁 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料プール 

・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

なお，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プ

ールへのスプレイは，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。 
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(b) 漏えい緩和 

燃料プール内側から漏えいしている場合に，シール材を張り付けたステ

ンレス鋼板を燃料プール開口部付近までロープで吊り下ろし，漏えいする

プール水の流れやプール水による水圧を利用して開口部を塞ぐことで漏

えいを緩和する手段がある。 

この手段では漏えいを緩和できない場合があること，重いステンレス鋼

板を使用するため作業効率が悪いことから，今後得られた知見を参考に，

より効果的な漏えい緩和策を取り入れていく。 

漏えい緩和で使用する資機材は以下のとおり。 

・シール材 

・接着剤 

・ステンレス鋼板 

・吊り降ろしロープ 

 

(c) 大気への放射性物質の拡散抑制 

重大事故等により，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合

において，大気へ放射性物質が拡散するおそれがある場合は，原子炉建物

放水設備により大気への拡散を抑制する手段がある。 

大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・放水砲 

・燃料補給設備 

 

なお，大気への放射性物質の拡散抑制の操作手順については，「1.12 発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料プールスプレイで使用する設備のうち，大量送水車，ホース・接続

口，ホース・弁，燃料プールスプレイ系配管・弁，常設スプレイヘッダ，

可搬型スプレイノズル，可搬型ストレーナ，燃料プール及び燃料補給設備

は重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」

【解釈】１b）項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

大気への放射性物質の拡散抑制に使用する設備のうち，大型送水ポンプ

車，ホース，放水砲及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 
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（添付資料 1.11.1） 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷の進行を緩和し，臨界を防止すること及び放射性物質の放出を低減させ

ることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・シール材，接着材，ステンレス鋼板，吊り降ろしロープ 

漏えい箇所により漏えいを緩和できない場合があり，また，プラン

トの状況によって燃料プールへのアクセスができない場合があるが，

使用できれば漏えいを抑制する手段として有効である。 
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ｃ．重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手段及び設備 

(a) 燃料プールの監視 

重大事故等時において，燃料プールの水位，水温及び上部の空間線量率

について変動する可能性のある範囲にわたり測定するための手段がある。 

燃料プールの監視で使用する設備（監視計器）は以下のとおり。 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含

む。） 

 

(b) 代替電源による給電 

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合において，燃料プールの状

態を監視するため，代替電源設備により燃料プール監視計器へ給電する手

段がある。 

代替電源による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

(c) 重大事故等対処設備 

燃料プールの監視で使用する設備（監視計器）のうち，燃料プール水位

（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料

プール監視カメラ用冷却設備を含む。）は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

代替電源による給電で使用する設備のうち，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.11.1） 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プールの水位，水温及び上部の

空間線量率について変動する可能性のある範囲にわたり測定することが

できる。 
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ｄ．燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手段及

び設備 

(a) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

燃料プール冷却系が全交流動力電源喪失により起動できず，燃料プール

から発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性があ

る場合は，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供

給することで燃料プール冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保す

ることで燃料プール冷却系を起動し，燃料プールを除熱する手段がある。 

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除

熱で使用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール冷却ポンプ

・燃料プール

・燃料プール冷却系熱交換器

・燃料プール冷却系 配管・弁

・燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク

・燃料プール冷却系 ディフューザ

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

・原子炉補機代替冷却系

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

(b) 重大事故等対処設備

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除

熱で使用する設備のうち，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール，燃料プー

ル冷却系配管・弁，燃料プール冷却系スキマ・サージ・タンク，燃料プー

ル冷却系ディフューザ，燃料プール冷却系熱交換器，原子炉補機代替冷却

系及び常設代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。ま

た，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.11.1） 

以上の重大事故等対処設備により，燃料プール冷却系が全交流動力電源

喪失により起動できない場合においても，燃料プール冷却系の電源を確保

し，燃料プールを除熱することができる。 
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ｅ．手順等 

上記「ａ．燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール

水の小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備」，「ｂ．燃料プールからの大

量の水の漏えい発生時の対応手段及び設備」，「ｃ．重大事故等時における燃

料プールの監視のための対応手段及び設備」及び「ｄ．燃料プールから発生

する水蒸気による悪影響を防止するための対応手段及び設備」により選定し

た対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員として事故時操作要領書（徴

候ベース）（以下，「ＥＯＰ」という。）,ＡＭ設備別操作要領書及び原子力災

害対策手順書に定める（第 1.11－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備に

ついても整備する。（第 1.11－2表，第 1.11－3表） 

（添付資料 1.11.3） 
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1.11.2 重大事故等時の手順 

1.11.2.1 燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小

規模な漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プール代替注水 

ａ．消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プール水の小規模な

漏えいが発生した場合に，補助消火水槽を水源として補助消火ポンプにより

又は，ろ過水タンクを水源として消火ポンプにより注水用ホース又は復水輸

送系ラインを経由して燃料プールへ注水する。 

(a) 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※１。ただし，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生してい

ない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽又はろ過水タ

ンク）が確保されている場合 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※２。ただし，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生してい

ない場合及び燃料プールエリアへアクセスができない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽又はろ過水タ

ンク）が確保されている場合 

 

(b) 操作手順 

消火系による燃料プールへの注水手順の概要は以下のとおりである。手

順の対応フローを第 1.11－2図に，概要図を第 1.11－3図に，タイムチャ

ートを第 1.11－4図に示す。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系（消火栓 

からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水準備開始を指示 

する。 

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷 

却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完 

了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プール水位が視認 
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できることを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，消火系（消火栓からの注水用ホース接続）に 

よる燃料プールへの注水に必要なポンプ及び監視計器の電源が確保 

されていることを状態表示等にて確認する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）の消火 

栓から代替注水ノズル又は代替注水配管まで注水用ホースの敷設を行

い，代替注水ノズル又は代替注水配管に接続する。 

⑤a補助消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合 

中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。 

⑤b消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合 

中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消火ポンプ 

吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。 

⑥当直副長は，現場運転員に消火系（消火栓からの注水用ホース接続） 

による燃料プールへの注水の開始を指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて， 

消火系（消火栓からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水 

を開始する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，消火系（消火栓からの注水用ホース接続）に 

よる燃料プールへの注水が開始されたことを燃料プール監視カメラ及 

び燃料プール水位・温度により確認し，当直副長に報告する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて， 

消火栓により燃料プール水位を燃料プール水位低レベル以上に維持す

る。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に消火

系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水準備開始を指示す

る。 

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷

却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完

了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プール水位が視認

できることを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，消火系（復水輸送系ライン）による燃料プー

ルへの注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止としてＣＷＴ Ｔ

／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤a補助消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合 

中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。 
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⑤b消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合 

中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消火ポンプ 

吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，消火系（復水輸送系ライン）による燃料プー

ルへの注水の系統構成として，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）

及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁の全開操作を実施し，当直副長に消

火系による燃料プール注水の準備完了を報告する。 

⑦当直副長は，中央制御室運転員に消火系（復水輸送系ライン）による

燃料プールへの注水開始を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁の開操

作を実施する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，燃料プールへの注水が開始されたことを燃料

プール監視カメラ及び燃料プール水位指示値の上昇により確認し当直

副長に報告するとともに，燃料プールの水位を燃料プール水位低レベ

ル以上に維持する。 

 

(c) 操作の成立性 

消火系による燃料プールへの注水操作は，作業開始を判断してから消火

系による燃料プールへの注水開始までの必要な要員及び想定時間は以下

のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，40

分以内で可能である。 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.11.4－1，添付資料 1.11.5，添付資料 1.11.6） 
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ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

（淡水／海水） 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水

の漏えいが発生した場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を

水源として燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を使用した大量送

水車により燃料プールへ注水する。 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水ができ

ない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。 

 

(b) 操作手順 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注

水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2図に，概要

図を第 1.11－5図に，タイムチャートを第 1.11－6図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，｢1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷

却設備起動｣手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完

了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認でき

ることを確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系配管・弁の接続口への燃料プールスプレイ系（常設スプ

レイヘッダ）として使用する大量送水車の接続を依頼する。 

④緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プールへの注水で使用する燃料プールスプレイ系配

管・弁の接続口を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプ

レイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水準備開始を

指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへの注水に必要な監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示にて確認する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系（常設ス

プレイヘッダ）による燃料プールへの注水準備が完了したことを報告

する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）として使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに
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緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）とし

て使用する大量送水車の起動を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）と

して使用する大量送水車を起動した後，ＳＦＰＳ Ａ－注水ライン流

量調整弁又はＳＦＰＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁を全開とし，燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

を開始したことを当直長に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系（常設スプレ

イヘッダ）による燃料プールへの注水が開始されたことの確認を指示

する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，燃料プールへの注水が開始されたことを燃料

プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度により確認し，当直副長

に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が開始されたことを緊

急時対策本部へ報告する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールの水位を燃料プ

ール水位低レベル以上に維持するよう，大量送水車の間欠運転又は現

場での流量調整を緊急時対策要員に指示する。 

 

(c) 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注

水操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及び想定時間

は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した

場合，２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）として

使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.11.4－2，添付資料 1.11.5，添付資料 1.11.6） 
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ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注

水（淡水／海水） 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水 

の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ） 

による燃料プールへの注水を優先して実施するが，燃料プールスプレイ系（常 

設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施できない場合は，輪谷 

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として燃料プールスプレイ系 

（可搬型スプレイノズル）として使用する大量送水車により燃料プールへ注 

水する。 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プールへの注水ができない場合。ただし，燃料プールエ

リアへアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。 

(b) 操作手順 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの

注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2図に，概

要図を第 1.11－7図に，タイムチャートを第 1.11－8図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注

水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，｢1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷

却設備起動｣手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完

了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認でき

ることを確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水の

準備開始を依頼する。 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プールへの注水の準備として，大量送水

車の配置，及び原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）に可搬型スプ

レイノズルの設置を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへの注水に必要な監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水の

準備が完了したことを報告する。 
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⑦緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールへの注水の準備として，大量送水車を配置するとと

もに，原子炉建物原子炉棟南側扉から北東側階段を経由して原子炉建

物原子炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を行い，原子炉建物

原子炉棟４階（燃料取替階）にて可搬型スプレイノズルを設置しホー

スと接続する。 

 原子炉建物原子炉棟南側扉が使用できない場合は，原子炉建物原子炉

棟西側扉から南西側階段を経由して原子炉建物原子炉棟４階（燃料取

替階）までホースの敷設を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プールへの注水の準備が完了したことを

報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）として使用する大量送水車による送水開始を報告するととも

に緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

として使用する大量送水車の起動を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

として使用する大量送水車を起動し，ホース内の水張りを実施した後，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水を開始したことを当直長に報告する。 

⑪当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系（可搬型スプ

レイノズル）による燃料プールへの注水が開始されたことの確認を指

示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，燃料プールへの注水が開始されたことを燃料

プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度により確認し，当直副長

に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系（可

搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水が開始されたことを

緊急時対策本部に報告する。 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールの水位を燃料プ

ール水位低レベル以上に維持するよう，大量送水車の間欠運転又は現

場での流量調整を緊急時対策要員に指示する。 

 

(c) 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの

注水操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系（可搬型スプ

レイノズル）による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及び想定

時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて実施し，原

子炉建物原子炉棟南側扉又は原子炉建物原子炉棟西側扉から接続した場
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合，２時間 50分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍

に配備する。燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）として使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作

業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運

転時と同程度である。 

（添付資料 1.11.4－3，添付資料 1.11.5，添付資料 1.11.6，添付資料

1.11.7） 
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1.11.2.2 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プールスプレイ 

ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプ

レイ（淡水／海水） 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低

下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合

に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車に

より，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を

緩和し，臨界を防止する。 

(a) 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれか

の状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位（Ｓ

Ａ）にて確認した場合。 

 

(b) 操作手順 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのス

プレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2 図に，

概要図を第 1.11－5図に，タイムチャートを第 1.11－6図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプ

レイの準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，｢1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷

却設備起動｣手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完

了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認でき

ることを確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系配管・弁の接続口への燃料プールスプレイ系（常設スプ

レイヘッダ）として使用する大量送水車の接続を依頼する。 

④緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プールへの注水で使用する燃料プールスプレイ系配

管・弁の接続口を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプ

レイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイの準備

開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。 
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⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系（常設ス

プレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイの準備が完了したこと

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）として使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに

緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）とし

て使用する大量送水車の起動を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）と

して使用する大量送水車を起動した後，ＳＦＰＳ Ａ－注水ライン流

量調整弁又はＳＦＰＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁を全開とし，燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

を開始したことを当直長に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系（常設スプレ

イヘッダ）による燃料プールへのスプレイが開始されたことの確認を

指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，燃料プールへのスプレイが開始されたことを

燃料プール監視カメラにより確認し，当直副長に報告するとともに，

燃料プール内の燃料へ均等にスプレイされていること及び燃料プール

がオーバーフローしていないことを監視する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイが開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系（常設ス 

プレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ開始までの必要な要員数

及び想定時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ

開始まで２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）として

使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料1.11.4－2） 
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ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのス

プレイ（淡水／海水） 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常に低

下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合

に燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先して使用するが，燃

料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能が喪失した場合は，大量

送水車により，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を使用した

スプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を

緩和し，臨界を防止する。 

(a) 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれか

の状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料

プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセ

スできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位（Ｓ

Ａ）にて確認した場合。 

 

(b) 操作手順 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの

スプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2図に，

概要図を第 1.11－7図に，タイムチャートを第 1.11－8図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのス

プレイの準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，｢1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷

却設備起動｣手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完

了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認でき

ることを確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレ

イの準備開始を依頼する。 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイの準備として，大量

送水車の配置，及び原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）に可搬型

スプレイノズルの設置を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへのスプレイに必要な監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示にて確認する。 
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⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレ

イの準備が完了したことを報告する。 

⑦緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールへのスプレイの準備として，大量送水車を配置する

とともに，原子炉建物原子炉棟南側扉から北東側階段を経由して原子

炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を行い，原子炉

建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて可搬型スプレイノズルを設置し

ホースと接続する。原子炉建物原子炉棟南側扉が使用できない場合は，

原子炉建物原子炉棟西側扉から南西側階段を経由して原子炉建物原子

炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイの準備が完了したこ

とを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）として使用する大量送水車による送水の開始を報告するとと

もに緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

として使用する大量送水車の起動を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

として使用する大量送水車を起動し，ホース内の水張りを実施した後，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイを開始したことを当直長に報告する。 

⑪当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系（可搬型スプ

レイノズル）による燃料プールへのスプレイが開始されたことの確認

を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，燃料プールへのスプレイが開始されたことを

燃料プール監視カメラにより確認し，当直副長に報告するとともに，

燃料プール内の燃料へ均等にスプレイされていること及び燃料プール

がオーバーフローしていないことを監視する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系（可

搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイが開始されたこ

とを緊急時対策本部へ報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ開始までの必要な要員数

及び想定時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて実

施し，原子炉建物原子炉棟南側扉又は原子炉建物原子炉棟西側扉から接続

した場合，２時間 50分以内で可能である。 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機

材は作業場所近傍に配備する。燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノ

ズル）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能で

ある。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運

転時と同程度である。 

（添付資料 1.11.4－3，添付資料 1.11.7） 
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(2) 漏えい緩和 

ａ．燃料プール漏えい緩和 

燃料プールからの大量の水の漏えいが発生した場合において，あらかじめ

準備している漏えい緩和のための資機材を用いて，燃料プール内側からの漏

えいを緩和する。 

(a) 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれか

の状況に至り，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位（Ｓ

Ａ）にて確認した場合。 

 

(b) 操作手順 

燃料プールからの漏えい緩和の手順の概要は以下のとおり。タイムチャ

ートを第 1.11－9図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に資機

材を用いた燃料プールからの漏えい緩和措置のための準備開始を指示

する。 

②中央制御室運転員Ａは，｢1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷

却設備起動｣手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完

了していること及び監視カメラにて燃料プールが視認できることを確

認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に資機材を

用いた燃料プールからの漏えい緩和措置の開始を依頼する。 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に資機材を用いた燃料プールから

の漏えい緩和措置を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，資機材を用いた燃料プールからの漏えい緩和

措置に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて

確認する。 

⑥緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて，シ

ール材を接着させたステンレス鋼板を吊り降ろし用のロープにより，

貫通穴付近まで吊り下げ，手すり等に固縛・固定し，漏えい緩和措置

が完了したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部

は当直長に報告する。 

⑦当直副長は，中央制御室運転員に資機材を用いた燃料プールからの漏

えい緩和措置が完了したことの確認を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，燃料プールからの漏えい量が減少したことを

燃料プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度にて確認し，当直副

長に報告する。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業

を実施する。作業開始を判断してから燃料プールからの漏えい緩和措置完

了まで１時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機

材は作業場所近傍に配備する。 

（添付資料 1.11.4-4） 
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1.11.2.3 重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手順 

燃料プールの冷却機能又は注水機能喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏え

い発生時又は燃料プールからの大量の水の漏えいが発生した場合，燃料プール監

視計器の環境条件は，燃料プール水の沸騰による蒸散が継続し，高温（大気圧下

のため 100℃を超えることはない。），高湿度の環境が考えられるが，監視計器の

構造及び位置により直接検出器の電気回路部等に接しないことから，監視計器を

事故時環境下においても使用できる。 

なお，燃料プール監視カメラについては，耐環境性向上のため冷気を供給する

ことで冷却する。 

燃料プールの監視は，想定される重大事故等時においては，これらの計器を用

いることで変動する可能性のある範囲を各計器がオーバーラップして監視する。

また，各計器の計測範囲を把握した上で燃料プールの水位，水温，上部空間線量

率及び状態監視を行う。 

また，燃料プールの温度，水位及び上部の空間線量率の監視設備並びに監視カ

メラは，非常用所内電源設備から給電され，交流又は直流電源が必要な場合は，

代替電源設備から電源が給電される。これらの監視設備を用いた燃料プールの監

視は運転員が行う。 

(1) 燃料プールの状態監視

通常時の燃料プールの状態監視は，燃料プール水位，燃料プール温度及び燃

料取替階エリア放射線モニタにより実施する。 

重大事故等時においては，重大事故等対処設備である燃料プール水位（ＳＡ），

燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により燃料プールの水

位，水温，上部空間線量率及び状態監視を行う。上記の重大事故等対処設備に

よる監視計器は常設設備であり設置を必要としない。また，通常時から常時監

視が可能な設備であり，継続的に監視を実施する。 

燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ）の機能が喪失している場合は，あらかじめ評価（使用

済燃料配置変更ごとに行う空間線量率評価）し把握した相関（減衰率）関係に

より燃料プール空間線量率を推定する。 

ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動 

(a) 手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至った場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。
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(b) 操作手順

燃料プールの状態監視に必要な燃料プール監視カメラ用冷却設備の起

動手順の概要は以下のとおり。また，概要図を第 1.11－10 図に，タイム

チャートを第 1.11－11図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に燃料プール監視

カメラ用冷却設備の起動準備を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認

できること及び燃料プール監視カメラ用冷却設備起動に必要な電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。

③現場運転員Ｂ及びＣは，燃料プール監視カメラ用冷却空気出口弁の全

開操作後，燃料プール監視カメラ用冷却設備を起動する。

④中央制御室運転員Ａは，燃料プール監視カメラの状態に異常がないこ

とを確認する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから燃料プール監視カメラ用冷却設備起

動まで 25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.11.4－5） 

ｂ．代替電源による給電 

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合，燃料プールの状態を監視す

るため，代替電源により燃料プール監視設備へ給電する手順を整備する。 

代替電源により燃料プール監視設備へ給電する手順は，「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 
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1.11.2.4 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手

順 

(1) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

全交流動力電源の喪失により燃料プール冷却系による燃料プールの除熱が

できず，燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼ

す可能性がある場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機により燃料プール冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，

燃料プール冷却系による燃料プールの除熱を実施する。なお，燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近でない場合は，「1.11.2.1(1)燃料プール代替注水」

又は「1.11.2.2(1)燃料プールスプレイ」と同様の手順により燃料プール水位

をオーバーフロー水位付近とする。また，常設代替交流電源設備として使用す

るガスタービン発電機に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により非常用高圧母線Ｃ系

及びＤ系の受電が完了し，燃料プール冷却系が使用可能な状態※1である場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，水源（スキマ・サージ・タンク）及び原

子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替

冷却系による補機冷却水が確保されている状態。 

ｂ．操作手順（Ａ系のポンプ及び熱交換器を使用の例） 

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2図に，概要図を

第 1.11－12図に，タイムチャートを第 1.11－13図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料プ

ール冷却系による燃料プールの除熱の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷却

設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了し

ていること及び燃料プール監視カメラにて燃料プール水位が視認でき

ることを確認する。

③中央制御室運転員Ａは，燃料プール冷却系の起動に必要なポンプ，電動

弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する

とともに，補機冷却水が確保されていることを確認する。

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービ

ン発電機の負荷容量確認を依頼し，燃料プール冷却系が使用可能か確認

する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱の系統構成を指示する。
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⑥中央制御室運転員Ａは，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱の系

統構成として，ＦＰＣフィルタ入口弁を全閉操作，ＦＰＣフィルタバイ

パス弁の全閉確認，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁の全開確認を実施する。

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プール冷却系による燃料

プール除熱の開始を緊急時対策本部に報告する。

⑧当直副長は，中央制御室運転員に燃料プール冷却系による燃料プール除

熱の開始を指示する。

⑨中央制御室運転員Ａは，Ａ－燃料プール冷却ポンプの起動操作を実施す

る。

⑩中央制御室運転員Ａは，ＦＰＣフィルタバイパス弁を調整開とし，燃料

プール冷却系系統流量指示値の上昇及び燃料プール水温度指示値の低

下により燃料プールの除熱が開始されたことを確認する。

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プール冷却系による燃料

プール除熱が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから燃料プール冷却系による燃料プール除熱開始まで 10 分以内

で可能である。 

（添付資料 1.11.4－6） 
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1.11.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

燃料プール冷却系への原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順は，

「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制手順については，

「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への水の補給手段並びに水源から

接続口までの大量送水車による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束

に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機，常設代替交流電

源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用

する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V系蓄電池

又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V系蓄電池

による燃料プール冷却ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手

順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替

交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送

水車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」にて整備する。 
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1.11.2.6 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手順の選択方法は以下のとおり。対応手順の選択フローチ

ャートを第 1.11-14図に示す。 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の漏えいが発

生した場合は，燃料プール水位低又は燃料プール温度高警報の発生により事象を

把握するとともに，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃

料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監

視カメラにて状態の監視を行う。 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プールの水位が低下し

た場合は，その程度によらず,大量送水車を使用した燃料プールへの注水又はス

プレイが可能となるように準備する。大量送水車の準備が完了していない場合は，

消火系による燃料プールへの注水を実施する。 

なお，消火系による燃料プールへの注水は，発電所構内における火災への対応

や消火系を用いた原子炉冷却等の用途に用いられていないことが確認できた場

合に実施する。 

消火系が使用できない場合は，大量送水車による燃料プールへの注水を実施す

る。 

大量送水車による燃料プールへの注水又はスプレイを実施する際は，輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として使用し，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合は海水を使用する。 

また，可搬型スプレイノズルよりも系統構成が容易で燃料プール近傍での現場

操作がなく，スロッシング等により燃料プールの水位が低下しても被ばくを低減

できることから，常設スプレイヘッダの使用を優先する。 

大量送水車による燃料プールへの注水を実施しても燃料プールの水位の低下

が継続する場合は，漏えい量が緩和できればその後の対応に余裕が生じることか

ら，漏えい緩和を実施する。ただし，漏えい緩和には不確定要素が多いことから

大量送水車による燃料プールへのスプレイを実施する。大量送水車が使用できず，

燃料プールへのスプレイが実施できない場合は，大気への放射性物質の拡散を抑

制するための対応を実施する。 

全交流動力電源の喪失により燃料プール冷却系による燃料プールの除熱がで

きず，燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可

能性がある場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に

より燃料プール冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水の確保及び燃料プール代替注水

により燃料プール水位をオーバーフロー水位付近とすることで，燃料プール冷却

系による燃料プールの除熱を実施する。 
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第 1.11－1表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／４) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
喪
失
時
，
又
は
燃
料
プ
ー
ル
水
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時 

燃料プール冷却系 

残留熱除去系 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

（
消
火
栓
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
の
場
合
） 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁・注水ホース，代替注水ノズル，

代替注水配管 

燃料プール 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消

火ポンプによる燃料プール注

水」 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

（
復
水
輸
送
系
ラ
イ
ン
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
の
場
合
） 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

燃料プール冷却系 配管・弁 

燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク 

燃料プール 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる燃料プール注

水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。 

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／４)  

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
喪
失
時
，
又
は
燃
料
プ
ー
ル
水
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時 

燃料プール冷却系 

残留熱除去系 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料プールスプレイ系 配管・弁 

常設スプレイヘッダ 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 

 
自
主
対
策
設
備 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料
プ
ー

ル
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・弁 

可搬型スプレイノズル 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

「原子炉建物内ホース展張によ

る燃料プールへの注水及びスプ

レイ」 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 

 

自
主
対
策
設
備 

－ 

漏
え
い
抑
制 

サイフォンブレイク機能 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※４ 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。 

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

  

1.11-38



対応手段，対処設備，手順書一覧(３／４) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時 

－ 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
に
よ
る
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料プールスプレイ系 配管・弁 

常設スプレイヘッダ 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 

 

自
主
対
策
設
備 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
）

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ 

大量送水車 

ホース・弁 

可搬型スプレイノズル 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

「原子炉建物内ホース展張に

よる燃料プールへの注水及

びスプレイ」 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 

 
自
主
対
策
設
備 

－ 

漏
え
い
緩
和 

シール材 

接着剤 

ステンレス鋼板 

吊り降ろしロープ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「燃料プール漏えい緩和」 

－ 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散

抑
制 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

燃料補給設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制」※３ 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。  

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。  
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／４) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視

－ 

燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
監
視

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＦＰ監視カメラ用冷却設

備起動」 

代
替
電
源
に
よ
る
給
電

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

所内常設蓄電式直流電源設備※２ 

常設代替直流電源設備※２ 

可搬型直流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

－※２ 

燃
料
プ
ー
ル
か
ら
発
生
す
る
水
蒸
気
に
よ
る
悪
影
響
の
防
止

全交流動力電源 

代
替
交
流
電
源
設
備
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
に
よ
る

燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール 

燃料プール冷却系熱交換器 

燃料プール冷却系 配管・弁 

燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク 

燃料プール冷却系 ディフューザ 

原子炉補機代替冷却系※６ 

常設代替交流電源設備※２

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＰＣによる燃料プール除

熱」 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※６ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
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第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.1 燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プール代替注水 

ａ．消火系による燃料プールへの注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる

燃料プール注水」 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料取替階エリア放射線モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(２／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.1 燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プール代替注水 

ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料取替階エリア放射線モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

補機監視機能 
大量送水車ポンプ出口圧力 

燃料プールスプレイ流量 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(３／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.1 燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プール代替注水 

ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

「原子炉建物内ホース展張による燃料プー

ルへの注水及びスプレイ」 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料取替階エリア放射線モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

補機監視機能 
大量送水車ポンプ出口圧力 

燃料プールスプレイ流量 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(４／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.2 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プールスプレイ 

ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料取替階エリア放射線モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

補機監視機能 
大量送水車ポンプ出口圧力 

燃料プールスプレイ流量 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(５／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.2 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

(1) 燃料プールスプレイ 

ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

「原子炉建物内ホース展張による燃料プー

ルへの注水及びスプレイ」 

 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料取替階エリア放射線モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

補機監視機能 
大量送水車ポンプ出口圧力 

燃料プールスプレイ流量 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(６／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.2 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

 (2) 漏えい緩和 

ａ．燃料プール漏えい緩和 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「燃料プール漏えい緩和」 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料取替階エリア放射線モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 
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監視計器一覧(７／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.11.2.4 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手順 

(1) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＰＣによる燃料プール除熱」 

判
断
基
準 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 

操
作 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール温度高 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

スキマサージタンク水位 

燃料プール冷却ポンプ出口流量 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 
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第 1.11－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 

給電元 

給電母線 

【1.11】 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

燃料プール監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

Ｂ－１１５Ｖ系 

ＳＡ用 115V 系 

燃料プール冷却ポンプ 

常設代替交流電源設備 

 

Ｌ／Ｃ Ｃ系 

Ｌ／Ｃ Ｄ系 

燃料プール冷却系弁 

常設代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失

する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要

に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

 

第 1.11－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 
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第 1.11－2図 ＥＯＰ「燃料プール制御」における対応フロー 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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【凡例】 
     ：プラント状態 
      ：操作，確認 
      ：判断 

：重大事故等対処設備 
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第 1.11－14図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（２／２） 
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【凡例】 
     ：プラント状態 
      ：操作，確認 
      ：判断 

：重大事故等対処設備 
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添付資料 1.11.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する

技術的能力審査基準（1.11） 番号 設置許可基準規則（五十四条） 技術基準規則（六十九条） 番号 

【本文】 

１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃

料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使

用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯

蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮

蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切

に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽から

の大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び

臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されて

いること。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料

貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合にお

いて貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽

し、及び臨界を防止するために必要な設備を設

けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽

からの大量の水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場

合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な

設備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において

使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以

下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放

射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な

設備を施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽か

らの大量の水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合

において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備

を施設しなければならない。 

⑧ 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽か

らの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成２

５年６月１９日原子力規制委員会決定））第３７条

３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事

故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低

下をいう。 

― 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料

貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」と

は、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義す

る想定事故１及び想定事故２において想定する

使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、設

置許可基準規則解釈第３７条３－１(a)及び(b)

で定義する想定事故１及び想定事故２において

想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

― 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、

放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な

手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合にお

いて、代替注水設備により、使用済燃料貯蔵槽内燃

料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために必要な手順等を整備すること。 

② 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷

却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備

（注水ライン及びポンプ車等）を配備すること。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却

し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注

水ライン及びポンプ車等）を配備すること。 

⑨ 

ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合にお

いて発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響

を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止す

るために必要な手順等を整備すること。 

③ 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却

設備及び注水設備が機能喪失し、又は小規模な

漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の

水位を維持できるものであること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設

備及び注水設備が機能喪失し、又は小規模な漏え

いがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を

維持できるものであること。 

⑩ 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必

要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等を

いう。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合に

おいて、スプレイ設備により、燃料損傷を緩和し、

臨界を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。 

④ 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止する

ために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備

（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ

車等）を配備すること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（ス

プレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ車等）

を配備すること。 

⑪ 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使

用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合で

も、燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用

済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合でも、燃

料損傷を緩和できるものであること。 

⑫ 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質

の放出を低減するための手順等を整備すること。 ⑤ 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性

物質の放出を低減するための設備を整備するこ

と。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物

質の放出を低減するための設備を整備すること。 ⑬ 

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料

貯蔵槽の監視は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間

線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等に

より変動する可能性のある範囲にわたり測定できる

こと。 

⑥ 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃

料貯蔵槽の監視は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の

空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大

事故等により変動する可能性のある範囲にわた

り測定可能であること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料

貯蔵槽の監視は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空

間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわたり測

定可能であること。 

⑭ 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流

電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を

可能とすること。 

⑦ 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が

必要な場合には、代替電源設備からの給電を可

能とすること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必

要な場合には、代替電源設備からの給電を可能と

すること。 

⑮ 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監

視できること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視

できること。 
⑯ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８） 
 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。  

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する  

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

基準 

解釈対応 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系 

（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
に
よ
る 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

大量送水車 新設 

①
②
⑧
⑩ 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
消
火
栓
を
使
用
し
た
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水
の
場
合
） 

補助消火ポンプ  常設 

40 分 ３名 

自主対策と

する理由は

本文参照 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 既設 消火ポンプ 常設 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 既設 補助消火水槽 常設 

ホース・接続口 新設 ろ過水タンク 常設 

燃料プールスプレイ系 配管・

弁 
新設 

消火系 配管・弁，代替注水ノ

ズル，代替注水配管 
常設 

常設スプレイヘッダ 新設 注水用ホース 可搬 

燃料プール 既設 燃料プール 常設 

燃料補給設備※２ 新設 常設代替交流電源設備※２ 常設 

可搬型ストレーナ 新設 可搬型代替交流電源設備※２ 可搬 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系 

（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
） 

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

大量送水車 新設 

①
②
⑧
⑨
⑩ 

代替所内電気設備※２ 常設 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 既設 非常用交流電源設備※２ 常設 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 既設 
－ － 

ホース・弁 新設 

可搬型スプレイノズル 新設 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
復
水
輸
送
系
ラ
イ
ン 

を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
の
場
合
） 

補助消火ポンプ 常設 

25 分 １名 
自主対策と

する理由は

本文参照 

燃料プール 既設 消火ポンプ 常設 

燃料補給設備※２ 新設 補助消火水槽 常設 

可搬型ストレーナ 新設 ろ過水タンク 常設 

漏
え
い 

抑
制 

サイフォンブレイク機能※４ 既設 
① 
⑧ 

消火系 配管・弁 常設 

復水輸送系 配管・弁 常設 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系 

（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
に
よ
る 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ 

大量送水車 新設 

①
④
⑤
⑧
⑫
⑬ 

燃料プール冷却系 配管・弁 常設 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 既設 燃料プール冷却系 配管・弁 

燃料プール冷却系 スキマ・サ

ージ・タンク 

常設 

常設 輪谷貯水槽（西２）※１※５ 既設 

ホース・接続口 新設 燃料プール 常設 

燃料プールスプレイ系 配管・

弁 
新設 常設代替交流電源設備※２ 常設 

常設スプレイヘッダ 新設 可搬型代替交流電源設備※２ 可搬 

燃料プール 既設 代替所内電気設備※２ 常設 

燃料補給設備※２ 新設 非常用交流電源設備※２ 常設 

可搬型ストレーナ 新設 － － 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系 

（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃

料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ 

大量送水車 新設 

①
④
⑤
⑧
⑪
⑫
⑬ 

－ － － － － － 

輪谷貯水槽（西１）※１※５ 既設 

輪谷貯水槽（西２）※１※５ 既設 

ホース・弁 新設 

可搬型スプレイノズル 新設 

燃料プール 既設 

燃料補給設備※２ 新設 

可搬型ストレーナ 新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

1.11-71



審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８） 

 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

基準 

解釈対応 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

－ － － －

漏
え
い
緩
和

シール材

可搬 １時間30分 ３名 

自主対策とす

る理由は本文

参照 

接着材 

ステンレス鋼板

吊り降ろしロープ 

大
気
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡
散
抑
制

大型送水ポンプ車 新設 

①
⑤
⑧
⑬

－ － － － － －
ホース 新設 

放水砲 新設 

燃料補給設備※２ 新設 

燃
料
プ
ー
ル
の
監
視

燃料プール水位（ＳＡ） 新設 

①
⑥
⑧
⑭
⑯

－ － － － － －

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 新設 

燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 
新設 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む） 
新設 

代
替
電
源
に
よ
る

給
電

常設代替交流電源設備※２ 新設 

①
⑦
⑧
⑮

－ － － － － －

可搬型代替交流電源設備※２ 新設 

代替所内電気設備※２ 新設 

所内常設蓄電式直流電源設備

※２
新設 

常設代替直流電源設備※２ 新設 

可搬型直流電源設備※２ 新設 

代
替
交
流
電
源
設
備
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
の
除
熱

燃料プール冷却ポンプ 既設 

①
③
⑧

－ － － － － －

燃料プール 既設 

燃料プール冷却系熱交換器 既設 

燃料プール冷却系 配管・弁 既設 

燃料プール冷却系 スキマ・
サージ・タンク

既設 

燃料プール冷却系 ディフュ
ーザ 

既設 

原子炉補機冷却系（原子炉補
機海水系を含む。）※６ 

既設 

原子炉補機代替冷却系 新設 

常設代替交流電源設備※２ 新設 

代替所内電気設備※２ 新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

1.11-72r2



審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／８) 

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

【要求事項】 

１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃 

料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪 

失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の 

漏えいその他の要因により当該使用済 

燃料貯蔵槽の水位が低下した場合にお 

いて使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は 

使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」 

という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、 

及び臨界を防止するために必要な手順 

等が適切に整備されているか、又は整備 

される方針が適切に示されていること。 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪

失し，又は燃料プールの水位が低下した場合

において，燃料プール内の燃料体等を冷却

し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手

段として，燃料プールスプレイ系（常設スプ

レイヘッダ），燃料プールスプレイ系（可搬

型スプレイノズル）及び燃料プール冷却系に

よる燃料プール内の燃料体等を冷却するた

めに必要な手順等を整備する。 

２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵 

槽からの大量の水の漏えいその他の要 

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位 

が異常に低下した場合において貯蔵槽 

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和 

し、及び臨界を防止するために必要な手 

順等が適切に整備されているか、又は整 

備される方針が適切に示されているこ 

と。 

 燃料プールからの大量の水の漏えいその

他の要因により使用済燃料プールの水位が

以上に低下した場合において，使用済燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し，及び臨界を防止する手段として，燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及

び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノ

ズル）による燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和するために必要な手順

等を整備する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／８) 

  

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使

用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合」とは、実用発電

用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈（原

規技発第 1306193号（平成２５年６月１

９日原子力規制委員会決定））第３７条

３－１(a)及び(b)で定義する想定事故

１及び想定事故２において想定する使

用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

― 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を 

冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防 

止するために必要な手順等」とは、以下 

に掲げる措置又はこれと同等以上の効 

果を有する措置を行うための手順等を 

いう。 

― 

1.11-74



 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／８) 

  

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した

場合において、代替注水設備により、

使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却

し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために必要な手順等を整備する

こと。 

想定事故１及び想定事故２が発生した場

合において，燃料プール内の燃料体等を冷却

し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手

段として，代替注水設備である燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プ

ールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プール内の燃料体等を冷却するた

めに必要な手順等を整備する。 

ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した

場合において発生する水蒸気が重大

事故等対処設備に悪影響を及ぼす可

能性がある場合は、当該悪影響を防止

するために必要な手順等を整備する

こと。 

想定事故１及び想定事故２が発生した場

合において発生する水蒸気が重大事故等対

処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合

に，当該悪影響を防止する手段として，燃料

プール冷却系による燃料プールを冷却する

ために必要な手順等を整備する。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の 

著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を 

防止するために必要な手順等」とは、以 

下に掲げる措置又はこれらと同等以上 

の効果を有する措置を行うための手順 

等をいう。 

― 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(７／８) 

  

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できな

い場合において、スプレイ設備によ

り、燃料損傷を緩和し、臨界を防止す

るために必要な手順等を整備するこ

と。 

燃料プールの水位が維持できない場合に

おいて，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する

手段として，スプレイ設備である燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料損傷を緩和するために必要な手

順等を整備する。 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放

射性物質の放出を低減するための手

順等を整備すること。 

燃料損傷時に、できる限り環境への放射性

物質の放出を低減する手順として，燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ），燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

及び大型送水ポンプ車による大気への拡散

を抑制するために必要な手順等を整備する。 

なお，大型送水ポンプ車による大気への放

射性物質の拡散抑制に関する手順について

は「1.12 発電所外への発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための手順等」にて整

備する。 

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用 

済燃料貯蔵槽の監視は、以下によるこ 

と。 

― 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(８／８) 

 

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上

部の空間線量率について、燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定でき

ること。 

重大事故等時において，燃料プールの水

位，水温及び上部の空間線量率について変動

する可能性のある範囲にわたり測定する手

段として，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プ

ール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プ

ール監視カメラ用冷却設備を含む）による燃

料プールの水位，水温及び上部の空間線量率

を監視するために必要な手順等を整備する。 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流

又は直流電源が必要な場合には、代替

電源設備からの給電を可能とするこ

と。 

全交流動力電源又は直流電源が喪失した

場合において，燃料プールの計測に必要な設

備（燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水

位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール

監視カメラ用冷却設備を含む））へ代替電源

設備（常設代替交流電源設備及び可搬型代替

交流電源設備並びに所内常設蓄電式直流電

源設備及び可搬型直流電源設備）により給電

する手順等を整備する。 

なお，電源の供給に関する手順については

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 
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添付資料 1.11.2 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

補助消火ポンプ 常設 Ｃ 
72m3/h 

（１台あたり） 
80m ２台 

補助消火水槽 常設 Ｃ 200m3 － ２基 

消火ポンプ 常設 ― 
60m3/h 

（１台あたり） 
60m ２台 

ろ過水タンク 常設 ― 3,000m3 － １基 
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添付資料 1.11.4－1 

重大事故対策の成立性 

 

１．消火系による燃料プールへの注水 

 (1）消火栓を使用した燃料プールへの注水 

ａ．操作概要 

消火栓を使用した燃料プールへの注水が必要な状況において，原子炉建物原

子炉棟４階まで移動するとともに，注水用ホースの敷設及び消火栓，代替注水

ノズル又は代替注水配管へ接続し，補助消火ポンプ又は消火ポンプにより燃料

プールに注水する。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

原子炉建物原子炉棟４階（管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

消火栓を使用した燃料プールへの注水に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 

 

必要要員数  ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：40分以内（所要時間目安※１：23分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分 

・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室） 

●ポンプ起動：想定時間５分，所要時間目安２分 

・ポンプ起動：所要時間目安２分（中央制御室） 

 

【現場運転員】 

●移動，ホース敷設，系統構成：想定時間 35分，所要時間目安 22分 

・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原子炉建物原子炉

棟４階（管理区域）） 

・ホース敷設，系統構成：所要時間目安 15分（原子炉建物原子炉棟４ 

階（管理区域）） 

●注水操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・注水操作：所要時間目安１分（原子炉建物原子炉棟４階（管理区域））
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ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 

 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人

線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を着用又は携行して

作業を行う。 

移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能で

ある。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 通常の弁操作であり容易に操作可能である。また，操作対象

弁は操作性が確保された場所に設置されており，操作性に支

障はない。 

連絡手段 : 有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電

力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備より，中央制

御室との連絡が可能である。 
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(2）復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水

ａ．操作概要 

消火系による燃料プールへの注水が必要な状況において，系統構成を実施

し，補助消火ポンプ又は消火ポンプにより燃料プールに注水する。 

ｂ．作業場所 

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

消火系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間  ：25分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認，バイパス流防止操作：想定時間 10分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室）

・バイパス流防止操作：所要時間目安１分（中央制御室）

●ポンプ起動，系統構成，注水操作：想定時間 15分，所要時間目安５

分

・ポンプ起動，系統構成，注水操作：所要時間目安５分（操作対象３

弁：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.11.4－2 

２．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水及

びスプレイ（淡水／海水） 

ａ．操作概要 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水及

びスプレイが必要な状況において，外部接続口及び水源を選定し，取水箇所ま

で移動するとともに，送水ルートを確保した後，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）として使用する大量送水車により燃料プールへ送水する。

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（

西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水及

びスプレイ（淡水／海水）として，最長時間を要する第４保管エリア，第３保

管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を使

用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間 ：２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エ

リア）

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，所要時間目安 10

分（第４保管エリア） 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管

エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55分，所要

時間目安 34分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物

西側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原

子炉建物西側法面，原子炉建物南側接続口周辺）
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●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定時間 25分，

所要時間目安 21分

・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～原子炉建物南側接続

口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物南側接

続口）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

周辺，原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30分，所要時間目安

28分

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エ

リア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所

要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10

分（第３保管エ

リア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）周辺）

●大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：想定時間 10分，所要時間

目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：所要時間目安 10分（輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中電灯により夜間における

作業性を確保している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し
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ており，夜間においても接近可能である。また，アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

操作性 ：燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）として使用する大

量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に

実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備は

無く，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を

含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.11.4－3 

３．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水

及びスプレイ（淡水／海水） 

ａ．操作概要 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注

水及びスプレイが必要な状況において，水源を選定し，原子炉建物原子炉棟

南側扉又は原子炉建物原子炉棟西側扉からホースを敷設するとともに可搬型

スプレイノズルを所定の場所へ運搬，設置及び接続した後，燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）として使用する大量送水車により送水する。

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物原子炉棟南側扉周辺，原子炉建物原子炉棟西側扉周辺， 

取水箇所（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺） 

屋内（原子炉建物原子炉棟１階～４階（管理区域）） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注

水及びスプレイ（淡水／海水）として，最長時間を要する第４保管エリア，

第３保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間  ：２時間 50分以内（所要時間目安※１：２時間 25分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物原子炉棟南側扉周辺作業，原子炉建 

物原子炉棟１階～４階（管理区域）） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エ

リア）

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分（第４保管エリア） 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10 分（第４保管エ

リア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目

安 34分 
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・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物

西側法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子

炉建物西側法面，原子炉 

建物原子炉棟南側扉周辺） 

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物原子炉棟南側扉）：想定時間 20分，所

要時間目安 16分 

・送水準備（ヘッダ～原子炉建物原子炉棟南側扉）：所要時間目安 10

分 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象１弁：原子炉建物原子炉棟

南側扉周辺） 

●移動，扉開放：想定時間 10分，所要時間目安８分

・移動，扉開放：所要時間目安８分（移動経路：原子炉建物原子炉棟

南側扉周辺～原子炉建物原子炉棟１階） 

●送水準備（屋内ホース敷設，スプレイヘッダ準備）：想定時間 35分，

所要時間目安 29 

分 

・送水準備（屋内ホース敷設，スプレイヘッダ準備）：所要時間目安

29分 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）周 

辺，原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エ

リア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10 分，所

要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10

分（第３保管エリ

ア） 

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側
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法面） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２），周辺） 

●大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：想定時間 10分，所要時間

目安 10分（輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）） 

・大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：所要時間目安 10分（輪

谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）） 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）屋外作業 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により夜間にお

ける作業性を確保している。操作は汚染の可能性を考慮し，防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護

服）を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯

しており，夜間においても接近可能である。また，アクセスル

ート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）として使用す

る大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具での接続

であり容易に接続可能である。また，作業エリア周辺には，支

障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携

帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装

置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部

との連絡が可能である。 

（ｂ）屋内操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，

綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十

分な作業スペースを確保していることから容易に接続可能で

ある。また，可搬式スプレイノズルは，設置後の操作は不要で
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ある。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携

帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装

置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部

との連絡が可能である。 

ホース接続作業（昼間） ポンプ起動操作（夜間） 

ホース敷設
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添付資料 1.11.4－4 

４．漏えい緩和 

ａ．操作概要 

燃料プール漏えい緩和が必要な状況において，原子炉建物原子炉棟４階ま

で移動するとともに，燃料プール近傍に保管する資機材を用いて，シール材

を接着したステンレス鋼板に吊り降ろしロープを取り付け，燃料プールに吊

り下げることにより燃料プールの漏えいを緩和する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建物原子炉棟４階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

燃料プール漏えい緩和における，現場での燃料プールの漏えい緩和措置に

必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：１時間 30分以内（所要時間目安※１：48分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証と模擬の組み合わせにより算定

した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35分，所要時間目安 34分

・移動：所要時間目安 34分（移動経路：緊急時対策所～原子炉建物原子

炉棟４階） 

●燃料プールからの漏えい緩和：想定時間 55分，所要時間目安 14分

・燃料プールからの漏えい緩和：所要時間目安６分（原子炉建物原子炉

棟４階燃料プール周辺） 

・移動：所要時間目安８分（移動経路：原子炉建物原子炉棟４階～原子

炉建物付属棟１階西側扉） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに 

配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行して 

いる。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個 

人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を装備又は携行 

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘ 

ッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能 

である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：ステンレス鋼板への吊り降ろしロープ取り付けに工具等は必 

要とせず，十分な作業スペースを確保していることから， 
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容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型 

，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備 

（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急 

時対策本部との連絡が可能である。 

 

 

 

SFP漏えい緩和治具 
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添付資料 1.11.4-5 
 

５．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動 

 

ａ．操作概要 

燃料プールの状態監視のため，現場にて燃料プール監視カメラ用冷却設備の

起動を実施する。 

 

ｂ．作業場所 

  制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

  原子炉建物付属棟３階（非管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

燃料プール監視カメラ用冷却設備起動に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：25分以内（所要時間目安※１：13分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分 

・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室） 

 

【現場運転員】 

●移動，冷却装置起動：想定時間 20分，所要時間目安 11分 

・移動：所要時間目安 11 分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属

棟３階（非管理区域）） 

 

ｄ．操作の成立性について 

（ａ）中央制御室操作 

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

 

（ｂ）現場操作 

作業環境 : 常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配

備しており，建物内照明消灯時における操作性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。操作は汚染 

の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服)を装備又は携行して作業を行う。
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移動経路 : 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  : 簡易なスイッチ操作と同等であり，容易に実施可能である。 

連絡手段 : 有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力

保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御

室との連絡が可能である。 
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添付資料 1.11.4‐6 

 

６. 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 

 

ａ．操作概要 

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

に必要なポンプ，電動弁の電源を確保し，中央制御室での系統構成を実施す

る。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間 ：10分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分 

 ・電源確認：所要時間目安３分（中央制御室） 

●系統構成，ポンプ起動：想定時間５分，所要時間目安５分 

・系統構成，ポンプ起動：所要時間目安５分（中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ 

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備して 

いる。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について（１） 

 

１．燃料プールの概要 

  図１に燃料プール等の平面図を示す。 

  定期検査時において，多くの場合はプールゲートが開放され，燃料プールは原子炉ウェ

ル，蒸気乾燥器・気水分離器ピット（以下「ＤＳＰ」という。），キャスク仮置ピットと

繋がっているが，有効性評価においては，プールゲートを閉鎖している場合を想定し，原

子炉ウェル，ＤＳＰ及びキャスク仮置ピットの保有水量は考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 燃料プール等の平面図 
 

２．放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位について 

図２に放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位について示す。 

  放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位は，その状況（必要となる現場及び

操作する時間）によって異なる。重大事故等であることを考慮し，例えば 10mSv/hの場合

は，通常水位から約 2.6m下の位置より高い遮蔽水位が必要である。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図２ 放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位 
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３．燃料プールの構造高さ，断面積及び保有水の容積について 

  図３に燃料プールの構造高さを，表１に燃料プールの断面積及び保有水の容積を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図３ 島根２号炉の燃料プールの構造高さ 

 

表１ 燃料プールの断面積及び保有水の容積 

領域 断面積[m２] 保有水の容積[m３] 

① 約 167 約 439 

② 約 167 約 704 

③ 約 95 約 456 

合 計 約 1,599 

 

  図３に示す各領域①～③の保有水の容積は，燃料プール容積から燃料プール内の機器

の容積を差し引くことで算出し，各領域の断面積については，①の領域では燃料プール

の寸法より求めた断面積を使用し，②，③の領域では求めた各領域の容積から高さで除

して求めた。なお，燃料プールの断面積については各領域での平均的な値を示している

が，燃料プール内に設置されている機器は領域②又は領域③のプール下部であるため，

保有水量に対する水位の低下という観点で保守的な評価となっている。 

 

４．想定事故１における時間余裕 

燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失時における崩壊熱による燃料プール水の沸 

騰までの時間，沸騰開始後の水位低下時間及び沸騰による水位低下平均速度について，以 

下の式を用いて評価を行った。事象を保守的に評価するため，燃料プールの初期水温は， 

運転上許容される上限値である 65℃とする。また，発生する崩壊熱は全て燃料プールの 

水温上昇及び蒸発に寄与するものとし，燃料プールの水面，壁面等からの放熱は考慮しな 

い。 

  

 

 

約 6.8m 

約 4.5m 

約 3.2m 

 

使用済

制御棒 

 
燃料 

集合体 

約 2.6m 
約 3.9m 

約 4.8m 

約 4.2m 

① 

② 

③ 

通常水位 

放射線の遮蔽が維持される 

最低水位（10mSv/hの場合） 

燃料棒有効長頂部冠水部※ 

※有効性評価では保守的に燃料ハンドル上部

（燃料棒有効長頂部より 0.6m 程度高い位置） 

を燃料棒有効長頂部冠水部とする。 
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○評価方法及び評価条件 

①冷却機能喪失から沸騰（燃料プール水 100℃到達）までの時間 

 沸騰までの時間(h)= 

（100[℃]-65[℃]）×燃料ﾌﾟｰﾙ保有水の比熱[kJ/㎏/℃]※1×燃料ﾌﾟｰﾙ水量[m
3

]×燃料ﾌﾟｰﾙ水密度 [kg/m
3

] ※2 

   燃料崩壊熱[MW]×10
3

×3600 

 

②沸騰による蒸発量と沸騰開始から燃料棒有効長頂部冠水部まで水位が低下するまでの

時間 

                             燃料崩壊熱[MW]×10
3

×3600 

                         燃料ﾌﾟｰﾙ水密度[kg/m3]※2×蒸発潜熱[kJ/㎏]※3 

  水位低下時間[h]= 

通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの燃料ﾌﾟｰﾙ水量[m
3

]×燃料ﾌﾟｰﾙ水密度[kg/m
3

]※2×蒸発潜熱[kJ/kg]※3 

燃料崩壊熱[MW]×10
3

×3600 

 

③沸騰による燃料プール水位の低下平均速度 

                 通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの高低差[m] 

               通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの水位低下にかかる時間[h] 

   

燃料プールの下部は機器等が設置されており，保有水が少ないため，燃料プールの下

部では水位低下速度は早く，燃料プール上部では水位低下速度は遅い。燃料棒有効長頂

部に水位が到達するまでの時間評価では，保守的に一律の水位低下速度を想定する。 

 

表２ 評価に使用する値 

プール保有水の比熱

[kJ/㎏/℃]※1 
プール水量［m3］ 

プール水密度 

[kg/m3] ※2 
燃料の崩壊熱［MW］ 

4.185 約 1,599 958  約 7.8 

 

蒸発潜熱[kJ/Kg]※3 

通常水位から燃料棒有

効長頂部冠水部までの

プール水量[m3]※4 

通常水位から燃料棒有

効長頂部冠水部までの

高低差[m] 

通常水位から 2.6m 下

までのプール水量［m3］ 

2,256.47 約 1,143 約 6.8 約 439 

※１：65℃から 100℃までの飽和水の比熱のうち，最小となる 65℃の値を採用。（1999年蒸

気表より） 

※２：65℃から 100℃までの飽和水の密度のうち，最小となる 100℃の値を採用。（1999年

蒸気表より） 

※３：100℃の飽和水のエンタルピと 100℃の飽和蒸気のエンタルピの差より算出。（1999 

年蒸気表より） 

※４：保有水量の算出では燃料棒有効長頂部冠水部として燃料ハンドル上部（燃料棒有効長 

1時間当たりの沸騰による蒸発量[m3/h]＝ 

水位低下速度[m/h]＝ 
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頂部より 0.6m程度高い位置）を設定 

 

なお，①～③の式による算出については以下の保守的な仮定及び非保守的な仮定に基

づく評価である。 

＜保守的な仮定＞ 

 ・燃料プール水温の温度変化に対する比熱及び密度の評価にて，時間を短く評価する最

も厳しくなる値を想定している。 

 ・燃料プールの水面，壁面等からの放熱を考慮せず，崩壊熱が全て燃料プール水温上昇

及び蒸発に寄与するものとしている。 

＜非保守的な仮定＞ 

 ・簡易的な評価とするために燃料プール水温を全て均一の温度とし，プール全体が 100℃

に到達した時間を沸騰開始としており，燃料プール水温の非一様性を考慮していない。

なお，発熱源は燃料プール下方に位置する燃料集合体であり，自然対流の効果により

非一様性は緩和される。 

非保守的な仮定を設定することを踏まえ，事象発生直後から沸騰による燃料プール水

位の低下が開始すると想定した場合の評価についても実施する。 

なお，注水等の操作時間余裕は十分に大きいことからこれらの評価の仮定による影響

は無視できる程度であると考える。 

 

表３ 評価結果 

項目 算定結果 

燃料プール水温が 100℃に到達するまでの時間[h] 約 7.9 

燃料の崩壊熱による燃料プール保有水の蒸発量[m3/h] 約 13 

燃料プール水位が通常水位から約 2.6m低下するまでの時間[h] 約 41 

燃料棒有効長頂部冠水部まで燃料プール水位が低下するまでの時間[h] 約 95 

燃料プール水位の低下速度[m/h] 約 0.08 

 

燃料プールの冷却機能が喪失した場合，燃料の崩壊熱により燃料プール水温が上昇し，事

象発生から約 7.9時間後に沸騰が開始され，蒸発により燃料プールの水位低下が始まる。こ

の時の蒸発量は，約 13m3/hである。 

よって，燃料プール水位が放射線の遮蔽に必要な通常水位から約 2.6m(10mSv/h の場合)下の

位置まで低下するまでの時間は，事象発生から約 41時間後であり，重大事故等対策として期

待する燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による注水操作の時間余裕は十分に

ある。 
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添付資料 1.11.6 

燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について（２） 

 

１．燃料プールの概要 

  添付資料 1.11.5と同様である。 

 

２．放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位について 

  添付資料 1.11.5と同様である。 

 

３．想定事故２における時間余裕 

   図１に示すように想定事故２では燃料プール冷却系配管及び残留熱除去系配管に設置

されている逆止弁については開固着を仮定する。サイフォンブレイク配管により，サイフ

ォン現象による流出を防止するため，燃料プール水位は燃料プール冷却系戻り配管水平部

高さ付近（通常水位から約 0.35m下）までの低下にとどまり，保守的にこの水位まで瞬時

に低下するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 想定事故２の想定 

 

配管破断により保有水が漏えいし，燃料プール冷却系戻り配管水平部高さ付近（通常水

位から約 0.35m下）まで水位が低下した場合，崩壊熱除去機能喪失に伴い，事象発生から

約 7.6時間後に沸騰の開始により水位が低下する。

燃料プール水位が通常水位から放射線の遮蔽が維持される最低水位（通常水位から約

2.6m下）まで低下する時間は，事象発生から約 36時間であり，重大事故等対策として期

待している燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水操

作の時間余裕は十分ある。（評価結果は表１の通り） 
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表１ 崩壊熱除去機能喪失及びサイフォン現象発生時の評価結果 

項目 算定結果 

燃料プール水温が 100℃に到達するまでの時間[h] 約 7.6 

燃料崩壊熱による燃料プール保有水の蒸発量[m3/h] 約 13 

燃料プール水位が通常水位から約 2.6m低下するまでの時間[h] 約 36 

燃料棒有効長頂部冠水部まで燃料プール水位が低下するまでの時間[h] 約 90 

燃料プール水位の低下速度[m/h] 約 0.08 
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添付資料 1.11.7 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による 

燃料プール注水及びスプレイ（淡水／海水）におけるホース敷設について 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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低
レ
ベ

ル
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
通
常
水
位

 

㎜
 

ｃ
．
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
ス

プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の

注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
低
レ
ベ

ル
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
通
常
水
位

 

㎜
 

1
.
1
1.
2
.4

 
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
発
生

す
る
水
蒸
気
に
よ
る
悪
影
響
を
防
止

す
る
た
め
の
対
応
手
順

 

(
1
)

代
替
交
流
電

源
設
備
を
使
用
し

た
燃
料
プ
ー
ル
冷

却
系
に
よ
る
燃
料

プ
ー
ル
の
除
熱

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
系
統

流
量
指
示
値
の
上
昇

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
系
統
流
量
指

示
値
が

19
8
m
3 /
h
程
度
ま
で
上
昇
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弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

 

弁
番
号

 
弁
名
称

 
操
作
場
所

 

Ｍ
Ｖ
２
７
１
－
１
９
７
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
 
Ｔ
／
Ｂ
供
給
遮
断
弁

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
７
３
－
３
０
０
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
系
・
消
火
系
連
絡
止
め
弁
（
消
火
系
）

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
７
１
－
１
０
 

Ｃ
Ｗ
Ｔ
系
・
消
火
系
連
絡
止
め
弁

 
中
央
制
御
室

 

タ
ー
ビ
ン
建
物
１
階
給
水
加
熱
器
室
（
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
１
６
－
１
０
 

Ｆ
Ｐ
Ｃ
ス
キ
マ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
補
給
水
元
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
３
階
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
室
（
管
理

区
域
）
 

Ｖ
２
Ｂ
７
－
１
Ａ
 

Ｓ
Ｆ
Ｐ
Ｓ
 
Ａ
－
注
水
ラ
イ
ン
流
量
調
整
弁
 

屋
外
 

Ｖ
２
Ｂ
７
－
１
Ｂ
 

Ｓ
Ｆ
Ｐ
Ｓ
 
Ｂ
－
注
水
ラ
イ
ン
流
量
調
整
弁
 

屋
外
 

Ｖ
２
１
６
－
２
０
０
１
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
空
気
出
口
弁
 

原
子
炉
建
物
付
属
棟
３
階
北
西
通
路
（
非
管
理
区
域
）

 

Ｍ
Ｖ
２
１
６
－
１
 

Ｆ
Ｐ
Ｃ
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁
 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
中
２
階
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ポ
ン
プ
室
（
管
理

区
域
）
 

Ｍ
Ｖ
２
１
６
－
６
 

Ｆ
Ｐ
Ｃ
フ
ィ
ル
タ
バ
イ
パ
ス
弁

 
中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
３
階
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
室
（
管
理

区
域
）
 

Ｍ
Ｖ
２
１
６
－
５
Ａ
 

Ａ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
入
口
弁
 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
３
階
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
室
（
管
理

区
域
）
 

Ｍ
Ｖ
２
１
６
－
５
Ｂ
 

Ｂ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
入
口
弁
 

中
央
制
御
室

 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
３
階
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
室
（
管
理

区
域
）
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添付資料 1.11.9 

手順のリンク先について 

 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等について，手順のリンク先を以下に

取りまとめる。 

1．1.11.2.3(1)ｂ．代替電源による給電 

・代替電源により燃料プール監視設備へ給電する手順 

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電 

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によ 

るＳＡロードセンタ及びＳＡコントロー 

ルセンタ受電 

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替 

直流電源設備による給電 

 

2．1.11.2.4 (1) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料 

プールの除熱 

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等 

＜リンク先＞ 1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によ 

るＳＡロードセンタ及びＳＡコントロール 

センタ受電 

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はデ 

ィーゼル燃料貯蔵タンクからタンクロー 

リへの補給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への給油 

 

3．1.11.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

・燃料プール冷却系への原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順 

＜リンク先＞ 1.5.2.2(1) ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

        1.5.2.2(1) ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

・大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制手順 

＜リンク先＞ 1.12.2.1(1) ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大 

気への放射性物質の拡散抑制 

・輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への水の補給手段並びに水源 

から接続口までの大量送水車による送水手順 

＜リンク先＞ 1.13.2.1(6) ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西 

２）を水源とした大量送水車による送水 

1.13.2.2(2) ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東 

２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯 

水槽（西２）への補給
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1.13.2.2(2) ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水 

槽（西２）への補給 

 

・非常用交流電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機，常設代替交 

流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備 

として使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ 

用 115V系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び 

ＳＡ用 115V系蓄電池による燃料プール冷却ポンプ，電動弁及び中央制御室 

監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用する 

ガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備と 

して使用する高圧発電機車及び大量送水車への燃料補給手順 

 

＜リンク先＞  1.14.2.1 (1) 代替交流電源設備による給電 

1.14.2.2 (1) ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

1.14.2.3 (1) ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車に 

よるＳＡロードセンタ及びＳＡコント 

ロールセンタ受電 

1.14.2.2 (1) ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代 

替直流電源設備による給電 

1.14.2.5 (1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はデ 

ィーゼル燃料貯蔵タンクからタンクロー 

リへの補給 

1.14.2.5 (2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6 (1) 非常用交流電源設備による給電 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞  1.15.2.1 監視機能喪失 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 
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1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等

の著しい損傷時の対応手段及び設備 

(a)大気への放射性物質の拡散抑制

(b)海洋への放射性物質の拡散抑制

ｂ．原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の対応手段及

び設備 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制

(b) 航空機燃料火災への泡消火

ｄ．手順等 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料

体等の著しい損傷時の手順 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制

ａ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択

1.12.2.2 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置

ａ．化学消防自動車等による泡消火 

(2) 航空機燃料火災への対応

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 
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添付資料 1.12.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.12.2 自主対策設備仕様 

添付資料 1.12.3 大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散 

抑制 

添付資料 1.12.4 放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

添付資料 1.12.5 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

添付資料 1.12.6 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の 

絞り込み 

添付資料 1.12.7 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

【放射性物質吸着材の運搬，設置】 

添付資料 1.12.8 シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

【シルトフェンスの運搬，設置】 

添付資料 1.12.9 初期対応における延焼防止処置 

【化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車の配置，泡消火】 

添付資料 1.12.10 初期対応における延焼防止処置 

【小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲の

配置，泡消火】 

添付資料 1.12.11 航空機燃料火災への泡消火  

【大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火】 

添付資料 1.12.12 放水設備における泡消火薬剤の設定根拠について 

添付資料 1.12.13 消火設備の消火性能について 

添付資料 1.12.14 手順のリンク先について 
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1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又

は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物

質の拡散を抑制するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等」とは、以

下に規定する措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手

順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著し

い損傷に至った場合において、放水設備により、工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備すること。 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の著

しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等について

説明する。 
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1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において，発電所外へ放射性物質が拡散するおそれが

ある。発電所外へ放射性物質の拡散を抑制するための対応手段と重大事故等対

処設備を選定する。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した

場合において，消火対応するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自

主対策設備※1を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基準」

という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十五条及び技術基準規則第七十

条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されている

ことを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段とその対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順

についての関係を第 1.12－1表に整理する。 

 

ａ．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等

の著しい損傷時の対応手段及び設備 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれがある場合又は燃

料プール内燃料体等の著しい損傷のおそれがある場合は，大気への放射性物

質の拡散抑制，放射性物質を含む汚染水が発生する場合は，海洋への放射性

物質の拡散抑制を図る。 

 

(a) 大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合は，原子炉建物放水設備により，大気への放射性

物質の拡散抑制を行う手段がある。 

大気への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（原子炉建物放水設備）

は以下のとおり。 
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・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・放水砲 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・燃料補給設備 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

(b) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において，原子炉建物への放水により放射性物質

を含む汚染水が発生する場合は，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う手

段がある。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（海洋拡散抑制設備）は

以下のとおり。 

・放射性物質吸着材 

・シルトフェンス 

・小型船舶 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.12.1） 

 

ｂ．原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の対応手段及

び設備 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場

合，初期対応における延焼防止処置により，火災に対応する手段がある。 

初期対応における延焼防止処置に使用する設備は以下のとおり。 

・化学消防自動車 

・小型動力ポンプ付水槽車 

・小型放水砲 

・泡消火薬剤容器 

・消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽） 

・ろ過水タンク 

・補助消火水槽 

・純水タンク  

・取水口  
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・取水管  

・取水槽 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場

合，航空機燃料火災への泡消火により，火災に対応する手段がある。 

航空機燃料火災への泡消火に使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・放水砲 

・泡消火薬剤容器 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・燃料補給設備 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべ

て網羅されている。 

（添付資料 1.12.1） 

 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

審査基準及び基準規則に要求される，大気への放射性物質の拡散抑制に

使用する設備のうち，大型送水ポンプ車，ホース，放水砲及び燃料補給設

備は，いずれも重大事故等対処設備として位置付ける。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備のうち，放射性物質吸着

材，シルトフェンス及び小型船舶は重大事故等対処設備として位置付ける。 

以上の重大事故等対処設備により発電所外への放射性物質の拡散抑制

が可能であることから，以下の設備は自主対策設備として位置付ける。併

せて，その理由を示す。 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

これらの設備については，大気への放射性物質の拡散を直接抑制する手

段ではないが，原子炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放水する際

に，原子炉建物から漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として有効

である。 

 

(b) 航空機燃料火災への泡消火 

基準規則に要求される，航空機燃料火災への泡消火に使用する設備のう
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ち，大型送水ポンプ車，ホース，放水砲，泡消火薬剤容器及び燃料補給設

備は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

以上の重大事故等対処設備により航空機燃料火災への泡消火が可能で

あることから，以下の設備は自主対策設備として位置付ける。併せて，そ

の理由を示す。 

・化学消防自動車 

・小型動力ポンプ付水槽車 

・小型放水砲 

・泡消火薬剤容器 

・消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽） 

・ろ過水タンク 

・補助消火水槽 

・純水タンク  

 

これらの設備については，航空機燃料火災への対応手段として放水量が

少ないため，同等の放水効果は得られにくいが，早期に消火活動が可能で

あり，航空機燃料の飛散によるアクセスルート及び建物への延焼拡大防止

の手段として有効である。 

 

ｄ．手順等 

上記のａ．，ｂ．及びｃ．により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，緊急時対策要員の対応として，原子力災害対策手順書に定

める。（第 1.12－1表） 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整備する。（第 1.12

－2表） 
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1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料

体等の著しい損傷時の手順 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止

するため，格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱や格納容器フィ

ルタベント系及び残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱させる手段がある。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール注水設備で注水しても水位が維持できない場合は，燃

料プールスプレイにより燃料破損を緩和する手段がある。 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建物から直接放射性物質が拡散す

る場合を想定し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に海水を放

水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注水手段を講じても発

電用原子炉への注水が確認できない場合 

・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆる注水手段を講じて

も水位低下が継続する場合 

・大型航空機の衝突など，原子炉建物の外観で大きな損傷を確認した場

合 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を

超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場

合。 

 

(b) 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散を抑制

する手順の概要は以下のとおり。手順の概要図を第1.12－1図に，タイム

チャートを第1.12－2図に，ホース敷設ルート及び放水砲の設置位置を第

1.12－3図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員に

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制の
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準備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を海水取水箇所周辺に設置する。 

③緊急時対策要員は，ホースを大型送水ポンプ車の水中ポンプに接続後，

水中ポンプを取水箇所へ設置し，大型送水ポンプ車の吸込口にホース

を接続する。

④緊急時対策要員は，放水砲を設置し，ホースの運搬，大型送水ポンプ

車から放水砲までのホース敷設を行い，放水砲にホースを接続する。

⑤緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の水中ポンプを起動し，水張り

を行う。

⑥緊急時対策要員は，放水砲噴射ノズルを原子炉建物の破損口等の放射

性物質放出箇所に向けて調整し，準備完了を緊急時対策本部に報告す

る。

⑦緊急時対策本部は，手順着手を判断した時の状況が継続しており，以

下のいずれかの状況が該当し，放射性物質吸着材の設置が完了されて

いる場合は，大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質

の拡散抑制実施を緊急時対策要員に指示する。

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注水できず，原子炉

格納容器の破損のおそれがあると判断した場合

・原子炉格納容器からの異常漏えいにより，格納容器フィルタベント

系で原子炉格納容器の減圧及び除熱をしているものの，原子炉建物

内の水素濃度が低下しないことにより原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネルを開放する場合

・燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プール

スプレイができない場合

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの指示がオーダーレ

ベルで上昇した場合

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の送水ポンプを起動し，放水砲

により原子炉建物の破損口等の放射性物質放出箇所へ海水の放水を開

始し，緊急時対策本部に報告する。

⑨緊急時対策本部は，大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制開始について当直長に報告する。

⑩緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を継続監視し，定格

負荷運転時における給油間隔を目安に燃料の給油を実施する。（燃料

を給油しない場合，大型送水ポンプ車は約３時間の運転が可能）

(c) 操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員12名にて実施した場合，所要時間は，複

数あるホース敷設ルートのうち，人力で設置する作業がない原子炉建物西

側連絡ルートを優先的に選択することで，作業開始を判断してから大気へ
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の放射性物質の拡散抑制の準備完了まで４時間30分以内で可能である。

（ホースを人力で設置する排気筒南側連絡ルートでホースを敷設した場

合は，４時間30分以内で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了する

こととしている。） 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。作業環境の周辺温度は外気温と同程度である。大型

送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように大型送水

ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。また，車両の作業

用照明，ヘッドライド及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性

についても確保している。 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射性物質の拡散抑制を

開始する。緊急時対策要員５名にて実施し，大型送水ポンプ車及び放水砲

による大気への放射性物質の拡散抑制の実施指示から10分以内で放水す

ることが可能である。 

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定することが可能であ

り，風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じて，最も効果的な方角か

ら原子炉建物の破損口等の放射性物質の放出箇所に向けて放水する。 

なお，原子炉建物への放水に当たっては，原子炉建物から漏えいする放

射性物質や熱を検出する手段として，必要に応じてガンマカメラ又はサー

モカメラを活用する。原子炉建物の破損箇所や放射性物質の放出箇所が確

認できない場合は，原子炉建物の中心に向けて放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで放水形状を直線状又

は噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状とするとより遠くまで放水でき

るが，噴霧状とすると，直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期待で

きることから，なるべく噴霧状を使用する。 

また，直線状で放水する場合も到達点では，噴霧状になっているため放

射性物質の拡散抑制効果がある。 

なお，大型送水ポンプ車及び放水砲の準備にあたり，プラント状況や周

辺の現場状況，ホースの敷設時間などを考慮し，複数あるホース敷設ルー

トから全対応の作業時間が短くなるよう適切なルートを選択する。 

 

（添付資料1.12.3，1.12.4，1.12.5） 

 

ｂ.ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み 

原子炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放水する際に，原子炉建物か

ら放出される放射性物質の漏えい箇所を把握し，大気への放射性物質の拡散抑

制をより効果的なものとするため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射

性物質や熱を検出し，放射性物質漏えい箇所を絞り込む手順を整備する。 
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(a) 手順着手の判断基準 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制を

行う手順の着手を判断した場合において，放射性物質の漏えい箇所が原子

炉建物外観上で判断できない場合。 

 

(b) 操作手順 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏えい箇所を特定

する手順の概要は以下のとおり。また，手順の概要図を第1.12－4図，タ

イムチャートを第1.12－5図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員へ

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏えい箇所を絞り

込む作業の開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，ガンマカメラ又はサーモカメラを原子炉建物が視

認できる場所に運搬する。 

③緊急時対策要員は，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射性物質

の漏えい箇所を絞り込む。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してからガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい

箇所の絞り込み作業開始まで１時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。また，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗

闇における作業性についても確保している。 

（添付資料1.12.6） 

 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ａ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合，又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合は，原子炉建物から直接放射性物質

が拡散する場合を想定し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に

海水を放水する場合は，放射性物質を含む汚染水が発生する。 

防波壁内側の合計３箇所に放射性物質吸着材を設置することにより，海洋

への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制を

行う手順着手の判断をした場合。 
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(b) 操作手順 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順の

概要は以下のとおり。放射性物質吸着材の設置位置図を第1.12－6図に，

タイムチャートを第1.12－7図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員へ

放射性物質吸着材の設置開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，放射性物質吸着材を，設置位置近傍まで運搬する。 

③緊急時対策要員は，放射性物質吸着材を設置する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員５名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから放射性物質吸着材設置完了まで４時間20分以内で可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料1.12.7） 

 

ｂ．シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等

の著しい損傷に至った場合において，原子炉建物から直接放射性物質が拡散

する場合を想定し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に海水を

放水する場合は，放射性物質を含む汚染水が発生する。 

放射性物質を含む汚染水は雨水排水路及び２号炉放水接合槽から海へ流

れ込むため，シルトフェンスを設置することで，海洋への放射性物質の拡散

を抑制する手順を整備する。 

人力にて２号炉放水接合槽に，小型船舶を用いて輪谷湾にシルトフェンス

を設置する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

放射性物質吸着材の設置作業が完了した後において，シルトフェンスの

設置が可能な状況（大津波警報，津波警報が出ていない又は解除された等）

である場合。 

 

(b) 操作手順 

シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順の概

要は以下のとおり。シルトフェンスの設置位置図を第1.12－8図に，小型

船舶の保管場所及び運搬ルートを第1.12-9図に，タイムチャートを第1.12

－10図に示す。 
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＜２号炉放水接合槽に設置する場合＞ 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員へ

シルトフェンスの設置開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，シルトフェンスと付属資機材を設置位置近傍に運

搬する。 

③緊急時対策要員は，シルトフェンスに固定用ロープを設置する。併せ

て，シルトフェンス両端部を所定の箇所に固定する。 

④緊急時対策要員は，シルトフェンスのカーテン部を結束していたロー

プを解き，カーテン部を開放する。 

⑤緊急時対策要員は，固定用ロープを使用してシルトフェンスを水面ま

で降ろしていく。 

⑥緊急時対策要員は，同作業完了後，引き続き，同様の手順により２重

目のシルトフェンスを設置する。 

 

＜輪谷湾に設置する場合＞ 

⑦緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員へ

シルトフェンスの設置開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，シルトフェンス，付属資機材及び海上作業に必要

な小型船舶を設置位置近傍に運搬する。 

⑨緊急時対策要員は，シルトフェンスに固定用ロープを取り付ける。 

⑩緊急時対策要員は，小型船舶で対岸まで固定用ロープを曳航し，対岸

の所定の箇所に固定用ロープを取りつけ後，元の位置に引き返し固定

用ロープを所定の箇所に取り付ける。 

⑪緊急時対策要員は，連結させたシルトフェンスを順次，荷揚場護岸か

ら海面に投入し，シルトフェンスが所定の位置に配置するまで固定用

ロープを引っ張る。 

⑫その際，緊急時対策要員は，小型船舶を使用し，シルトフェンスが水

面上で支障物等に絡まないよう調整する。 

⑬緊急時対策要員は，シルトフェンス配置後，両端部の固定用ワイヤー

を護岸の所定の箇所へ固定する。 

⑭緊急時対策要員は，小型船舶を使用し，シルトフェンスのカーテン部

を結束していたロープを切断し，カーテン部を開放する。 

⑮緊急時対策要員は，同作業完了後，引き続き，同様の手順により２重

目のシルトフェンスを設置する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作のうち２号炉放水接合槽への１重目のシルトフェンスの設

置については，緊急時対策要員７名にて作業を実施した場合，作業開始を
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判断してから設置完了まで３時間以内で可能である。 

輪谷湾への１重目のシルトフェンスの設置については，緊急時対策要員

７名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから設置完了まで24時

間以内で可能である。 

それぞれ１重目のシルトフェンスの設置完了後，緊急時対策本部の指示

により，２重目のシルトフェンスを設置する。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を

用いることで，暗闇における作業性についても確保している。 

さらに，積み込み，運搬等にユニック車等を使用することで重量物であ

るシルトフェンス等を効率的に運搬でき，また，海上作業では小型船舶を

使用することでシルトフェンスの展開作業が容易となり，作業安全を確保

するとともに作業時間の短縮を図る。 

（添付資料1.12.8） 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉

建物に海水を放水することで放射性物質を含む汚染水が発生するため，放射性

物質吸着材の設置による汚染水の海洋への拡散抑制を開始する。 

海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れを第1.12－11図に示す。 

放射性物質吸着材は，放水した汚染水が流れ込む雨水排水路集水桝３箇所に

設置することで，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

その後，シルトフェンスを設置するが，シルトフェンスの設置が困難な状況

（大津波警報，津波警報が出ている状況等）である場合，シルトフェンスの設

置が可能な状況となり次第，シルトフェンスの設置を開始する。 

また，放射性物質吸着材の設置作業とシルトフェンスの設置作業を異なる要

員で対応できる場合，並行して作業を実施することが可能である。  
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1.12.2.2 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

ａ．化学消防自動車等による泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場

合において，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車，又は，小型動力

ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲により初期対応における泡

消火を行う手順を整備する。使用可能な淡水源がある場合は，消火栓（ろ過

水タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンク，使

用可能な淡水が無ければ海水を使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

化学消防自動車等による泡消火を行う手順の概要は以下のとおり。航空

機燃料火災への対応の概要図を第1.12－12図に，タイムチャートを第1.12

－13図に，水利の配置図を第1.12－14図に示す。 

 

①自衛消防隊の自衛消防隊長は，発電所敷地内において航空機衝突によ

る火災を確認した場合，現場の火災状況及び安全距離を確保した後，

初期消火に必要な設備の準備を開始する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの状況） 

・消火の水源に，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タ

ンク，補助消火水槽，純水タンクを使用する場合は，水量が確保さ

れ使用できることを併せて確認する。 

・化学消防自動車等による泡消火の実施判断は現場火災状況を基に自

衛消防隊の自衛消防隊長が自衛消防隊へ指示する。 

②自衛消防隊の自衛消防隊長は，現場火災状況を緊急時対策本部へ報告

する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの状況） 

・消火の水源 

・化学消防自動車等による泡消火の実施判断の結果 

 

＜化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用しない場合）＞ 

③自衛消防隊は，水源近傍に化学消防自動車を設置し，水利を確保する。 

④自衛消防隊は，火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，水源

近傍に小型動力ポンプ付水槽車を，水源と火災発生場所の中間位置付

近に化学消防自動車を設置し，水利を確保するとともに，小型動力ポ

ンプ付水槽車から化学消防自動車までのホース敷設，接続及び準備作
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業を行う。 

⑤自衛消防隊は，化学消防自動車から初期消火活動場所までのホース敷

設，接続及び準備作業を行う。 

⑥自衛消防隊は，火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，小型

動力ポンプ付水槽車より取水し，化学消防自動車へ送水を開始する。 

⑦自衛消防隊は，消火用水と泡消火薬剤を混合させて，化学消防自動車

による泡消火を開始する。現場状況により，小型動力ポンプ付水槽車

による泡消火又は延焼防止を実施する。（必要に応じて，緊急時対策

要員を活用する。） 

⑧自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤の補給を実施する。 

 

＜化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用する場合）＞ 

⑨自衛消防隊は，水源近傍に化学消防自動車を設置し，水利を確保する。 

また，火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，水源近傍に小

型動力ポンプ付水槽車を，水源と火災発生場所の中間位置付近に化学

消防自動車を設置し，水利を確保する。 

⑩自衛消防隊は，初期消火活動場所へホースを敷設するとともに小型放

水砲へホースを接続する。 

⑪自衛消防隊は，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車より取水

し，小型放水砲へ送水を開始する。 

⑫自衛消防隊は，小型放水砲による泡消火を実施する。現場状況により，

化学消防自動車による泡消火又は延焼防止を実施する。（必要に応じ

て，緊急時対策要員を活用する。） 

⑬自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤の補給を実施する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，自衛消防隊７名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから初期消火開始まで，化学消防自動車等による泡消火（小型放水

砲を使用しない場合）を選択した場合は１時間10分以内，化学消防自動車

等による泡消火（小型放水砲を使用する場合）を選択した場合は１時間40

分以内で可能である。 

なお，小型放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定すること

が可能なため，火災現場の状況に応じて，最も効果的な方角から泡消火を

実施する。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。ホース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作が可能である。また，車両

の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における

作業性についても確保している。 
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（添付資料1.12.9，1.12.10，1.12.13） 

 

(2) 航空機燃料火災への対応 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場

合は，大型送水ポンプ車及び放水砲により，海水を水源とした航空機燃料火

災への泡消火を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火手順の概要は以下のとおり。

また，航空機燃料火災への対応の概要図を第1.12－12図に，タイムチャー

トを第1.12－13図に，水源の配置，大型送水ポンプ車及び放水砲による泡

消火に関するホース敷設ルートの例を第1.12－15図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員へ

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火の準備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を取水箇所周辺に設置する。 

③緊急時対策要員は，ホースを大型送水ポンプ車の水中ポンプに接続後，

水中ポンプを取水箇所へ設置し，大型送水ポンプ車の吸込口にホース

を接続する。 

④緊急時対策要員は，泡消火薬剤容器を大型送水ポンプ車近傍に設置し，

大型送水ポンプ車と接続する。 

⑤緊急時対策要員は，放水砲を設置し，ホースの運搬，大型送水ポンプ

車から放水砲までホース敷設を行い，放水砲にホースを接続する。 

⑥緊急時対策要員は，放水砲にホースを接続後，放水砲噴射ノズルを火

災発生箇所に向けて調整する。 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の起動及び泡消火薬剤の注入を

開始し，放水砲による泡消火を開始する。 

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を継続監視し，定格

負荷運転時における給油間隔を目安に燃料の給油（燃料を給油しない

場合，大型送水ポンプ車は約３時間の運転が可能）を実施する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員12名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火開始まで５時

間10分以内で可能である。 
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放水段階では緊急時対策要員５名にて実施する。１％水成膜泡消火薬剤

を5,000L配備し，放水開始から約22分の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（22,000L/min）の１％濃度で自動注入となる。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護服，照明及び通信

連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作

業ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを

配備する。また，車両の作業用照明，ヘッドライド及び懐中電灯を用いる

ことで，暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料1.12.11，1.12.12，1.12.13） 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

航空機燃料火災への対応は，各消火手段に対して異なる緊急時対策要員で対

応することから，準備完了したものから泡消火を開始する。 

化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車又は小型動力ポンプ付水槽車，

化学消防自動車及び小型放水砲は，大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火

を開始するまでの移動経路を確保するための泡消火，要員の安全確保のための

泡消火，航空機燃料の飛散による延焼拡大防止のための広範囲の泡消火を行う。 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火は，航空機燃料火災を約1,320 

m3/hの流量で消火する。 

初期対応において，移動経路を確保するための泡消火，要員の安全確保のた

めの泡消火，航空機燃料の飛散による延焼拡大防止のための消火活動について

は，小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲より準備作業が

容易で，機動性が高い化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車を優先する。 

建物等高所への消火活動を行う必要がある場合，小型動力ポンプ付水槽車，

化学消防自動車及び小型放水砲による泡消火を行う。 

使用する水源について，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車又は小

型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲は，消火栓（ろ過水タ

ンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽及び純水タンクのうち準

備時間が短い水源である消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽）を優先する。

消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽及び純

水タンクが使用できなければ海水を使用する。 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火の水源は，大流量の放水であるた

め海水を使用する。 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルに関する手順については，「1.10 水

素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」に整備する。 

燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順については，「1.11 使

用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」に整備する。 
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大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する

手順等」に整備する。 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故時

の計装に関する手順等」に整備する。 

原子炉建物周辺の線量を確認する手順に関する手順については，「1.17 監視

測定等に関する手順等」に整備する。 
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第 1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損 

燃
料
プ
ー
ル
内
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷 

－ 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

取水口 

取水管 

取水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制」 

ガンマカメラ 

サーモカメラ 自
主
対
策
設
備 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放射性物質吸着材による海

洋への放射性物質の拡散抑

制」 

「シルトフェンスによる海洋

への放射性物質の拡散抑制」 

 

原
子
炉
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災 

－ 

航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
対
応 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

取水口 

取水管 

取水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による消火活動」 

「航空機燃料火災時等におけ

る初動対応」 

初
期
対
応
に
お
け
る 

延
焼
防
止
処
置 

化学消防自動車 

小型動力ポンプ付水槽車 

小型放水砲 

泡消火薬剤容器 

消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽） 

ろ過水タンク 

補助消火水槽 

純水タンク 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／４） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による大気への放射性物質の拡散

抑制」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

制御棒駆動水圧系系統流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

操
作 

原子炉圧力容器への注水量 － 

原子炉格納容器への注水量 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量  

ペデスタル代替注水流量(狭帯域用) 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉建物内の水素濃度 原子炉建物水素濃度 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

屋外の放射線量 モニタリング・ポスト 
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監視計器一覧(２／４） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

b. ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による大気への放射性物質の拡散

抑制」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量  

低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

制御棒駆動水圧系系統流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

操
作 

－ 
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監視計器一覧(３／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ａ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

原子力災害対策手順書 

「放射性物質吸着材による海洋への放射性

物質の拡散抑制」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量  

低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

制御棒駆動水圧系系統流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

操
作 

－ 
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監視計器一覧(４／４） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

原子力災害対策手順書 

「シルトフェンスによる海洋への放射性物

質の拡散抑制」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量  

低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

制御棒駆動水圧系系統流量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

燃料プールの監視 

燃料プール水位低 警報 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

操
作 

－ 

1.12.2.2 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

ａ．化学消防自動車等による泡消火 

原子力災害対策手順書 

「航空機燃料火災時等における初動対応」 

判
断
基
準 

－ 

操
作 

－ 

1.12.2.2 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 

(2) 航空機燃料火災への対応 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による消火活動」 

判
断
基
準 

－ 

操
作 

－ 
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エ
リ
ア
に
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
放
射
性
物
質
吸
着
材
運
搬
車
）

資
機
材
積
込

設
置
（
雨
水
排
水
路
集
水
桝
（
No
.
３
排
水
路
）
）

移
動
（
現
場
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
）

資
機
材
積
込

設
置
（
雨
水
排
水
路
集
水
桝
（
２
号
炉
放
水
槽
南
）
）

設
置
（
雨
水
排
水
路
集
水
桝
（
２
号
炉
廃
棄
物
処
理
建
物
南
）
）

28
0

26
0

要
員
(
数
)

放
射
性
物
質
吸
着
材
に
よ
る
海
洋
へ
の

放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

緊
急
時
対
策
要
員

５

20
0

22
0

24
0

14
0

16
0

18
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

放
射

性
物

質
吸

着
材

に
よ

る
海

洋
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
抑

制

４
時

間
20
分
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海

洋
へ
の
放

射
性
物

質
の

拡
散
抑
制

（
シ
ル

ト
フ

ェ
ン

ス
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

 

手
順

の
項

目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
に
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
運
搬
車
）

積
込
・
運
搬

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置

運
搬
・
小
型
船
舶
の
準
備

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置

備
考

2
2

経
過

時
間

（
時

間
）

2
0

4
0

6
0

2
0

1
4
0

1
8
0

1
4

1
6

1
8

1
6
0

2
4

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

シ
ル

ト
フ

ェ
ン

ス
に

よ
る

海
洋

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

抑
制

緊
急

時
対

策
要

員
７

要
員

(
数

)

8
0

1
2
0

1
0
0

２
号
炉

放
水

接
合
槽

へ
の
シ

ル
ト
フ

ェ
ン
ス

（
１
重

目
）
の

設
置

３
時
間

輪
谷
湾

へ
の

シ
ル
ト

フ
ェ
ン

ス
（
１

重
目
）

の
設
置

24
時
間
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①，②の作業は，異なる要員で対応できる場合は，並行して実施することが可能 

 

第 1.12－11図 海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れ 

 

  

放水砲による放水開始まで必要な手順 

放水砲及び大型送水ポンプ車による大気への 

放射性物質の拡散抑制を行うと判断した場合 

（操作概要） 

・２号炉放水接合槽，輪谷湾へのシルト 

フェンスの設置（１重目） 

②シルトフェンス設置作業 

（緊急時対策要員:７名） 

（操作概要） 

・２号炉放水接合槽，輪谷湾へのシルト 

フェンスの設置（２重目） 

③シルトフェンス設置作業 

（緊急時対策要員:７名） 

（操作概要） 

・雨水排水路集水桝３箇所（No.３排水路，２号炉放水槽南， 

２号炉廃棄物処理建物南）への放射性物質吸着材の設置 

①放射性物質吸着材設置作業 

（緊急時対策要員:５名） 

1.12-34r2



 

化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用しない場合） 

化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用する場合） 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火 

第 1.12－12図 航空機燃料火災への対応の概要図

小型動力ポンプ付水槽車 

化学消防自動車※ 

消火栓等の水利 

防波壁 

海水 

放水砲 

防波壁 

海水 

泡消火薬剤 

大型送水ポンプ車 

小型動力ポンプ付水槽車 

消火栓等の水利 

化学消防自動車 

小型放水砲 

泡消火薬剤 

防波壁 

 海水 

海水も使用可能 

海水も使用可能 

※：化学消防自動車は泡消火薬剤を貯蔵するタンク

があるが，化学消防自動車使用時に適宜タンク

内へ泡消火薬剤容器の泡消火薬剤の補給も可能 

1.12-35r2
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す
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第
1.
1
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1 3
図

 
航

空
機
衝
突

に
よ
る

航
空

機
燃
料
火

災
時
の

手
順

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
２

）
 

手
順
の
項
目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
化
学
消
防
自
動
車
，
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
，
泡
消
火
薬
剤
運
搬
車
）

第
４
保
管
エ
リ
ア
か
ら
現
場
へ
の
車
両
移
動

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

ポ
ン
プ
起
動
，
放
水
開
始

化
学
消
防
自
動
車
に
よ
る
初
期
消
火
活
動
及
び
延
焼
防
止
（
機
関
操
作
）

（
適
宜
，
化
学
消
防
自
動
車
へ
泡
消
火
薬
剤
を
補
給
）

3
0
0

2
4
0

2
6
0

2
8
0

2
0
0

2
2
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
泡
消
火

（
小
型
放
水
砲
を
使
用
し
な
い
場
合
）

3
2
0

3
4
0

自
衛
消
防
隊

7

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

初
期
消
火
開
始

１
時
間
10
分

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
開
始

５
時
間
1
0
分

手
順
の
項
目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
化
学
消
防
自
動
車
，
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
，
泡
消
火
薬
剤
運
搬
車
）

第
４
保
管
エ
リ
ア
か
ら
現
場
へ
の
車
両
移
動

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
，
泡
消
火
薬
剤
容
器
と
小
型
放
水
砲
の
接
続
）

化
学
消
防
自
動
車
の
起
動
，
放
水
開
始

小
型
放
水
砲
に
よ
る
初
期
消
火
活
動
及
び
延
焼
防
止
（
機
関
操
作
）

（
適
宜
，
小
型
放
水
砲
へ
泡
消
火
薬
剤
を
補
給
）

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

3
2
0

3
4
0

1
0
0

1
2
0

2
8
0

3
0
0

化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
泡
消
火

（
小
型
放
水
砲
を
使
用
す
る
場
合
）

自
衛
消
防
隊

7

経
過
時
間
（
分
）

初
期
消
火
開
始

１
時
間

4
0
分

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
開
始

５
時
間
1
0
分

1.12-36r2



    

 

大
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及
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に
よ
る
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消

火
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図

 
航

空
機
衝
突

に
よ
る

航
空

機
燃
料
火

災
時
の

手
順

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
２

）
 

 
 

手
順

の
項

目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
）

送
水
準
備
（
車
両
運
搬
，
水
中
ポ
ン
プ
設
置
）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
起
動
，
送
水
開
始

泡
消
火
開
始
（
流
量
調
整
・
監
視
）

（
要
員

12
名
の

う
ち

５
名

で
泡

消
火

実
施

）

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
ホ
ー
ス
展
張
車
，
泡
消
火
薬
剤
運
搬
車
）

取
水
槽
閉
止
板
開
放

放
水
砲
の
設
置

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

泡
消
火
薬
剤
の
設
置

放
水
開
始

泡
消
火
開
始
（
監
視
）

（
要
員

12
名
の

う
ち

５
名

で
泡

消
火

実
施

）

26
0

22
0

24
0

備
考

経
過

時
間

（
分

）

10
0

12
0

14
0

32
0

34
0

16
0

18
0

20
0

28
0

30
0

80
60

40
20

6

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

放
水

砲
に

よ
る

消
火

活
動

6

緊
急

時
対

策
要

員

緊
急

時
対

策
要

員

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
の
運
搬
，

水
中
ポ
ン
プ
設
置
，
送
水
操
作

等 【
取
水
箇
所
及
び
２
号
炉
原
子

炉
建
物
周
辺
作
業
】

２
号
炉
取
水
槽
の
閉
止
板
開

放
，
放
水
砲
の
設
置
，
ホ
ー
ス

敷
設
，
泡
消
火
薬
剤
の
設
置
，

放
水
操
作
等

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

及
び

放
水

砲
に

よ
る

泡
消

火
開

始

５
時

間
1
0分
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水

源
の

配
置

及
び
大

型
送

水
ポ
ン
プ

車
及
び

放
水

砲
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る
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設
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ト
図

（
例
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添付資料 1.12.1 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／３） 
 

 

 

 

  

技術的能力審査基準（1.12） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、炉

心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損又は貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷に至った場合に

おいて工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するために必要な

手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

① 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するために必要な手

順等」とは、以下に規定する措置

又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等

をいう。 

－ 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場

合において、放水設備により、工

場等外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な手順等を

整備すること。 

② 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を

抑制する手順等を整備すること。 
③ 

 

 

設置許可基準規則（五十五条） 技術基準規則（七十条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の

破損又は貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷に至った場合において

工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するために必要な設備を

設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の

破損又は貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷に至った場合において

工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するために必要な設備を

施設しなければならない。 

④ 

【解釈】 

１ 第５５条に規定する「工場等

外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第７０条に規定する「工場等

外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

－ 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備

を配備すること。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備

を配備すること。 ⑤ 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺

における航空機衝突による航空

機燃料火災に対応できること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺

における航空機衝突による航空

機燃料火災に対応できること。 ⑥ 

ｃ）放水設備は、移動等により、

複数の方向から原子炉建屋に向

けて放水することが可能なこと。 

ｃ）放水設備は、移動等により、

複数の方向から原子炉建屋に向

けて放水することが可能なこと。 ⑦ 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原

子炉施設の同時使用を想定し、工

場等内発電用原子炉施設基数の

半数以上を配備すること。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原

子炉施設の同時使用を想定し、工

場等内発電用原子炉施設基数の

半数以上を配備すること。 
⑧ 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を

抑制する設備を整備すること。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を

抑制する設備を整備すること。 
⑨ 

1.12-40r2



 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／３） 

：重大事故等対処設備 

 

 

 

  

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

大
気
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 新設 ① 

② 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

大
気
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡
散
抑
制 

ガンマカメラ 

サーモカメラ 
可搬 ― ― 

自主対策とする

理由は本文参照 

ホース 新設 

放水砲 新設 

燃料補給設備 新設 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の 

拡
散
抑
制 

放射性物質吸着材 新設 

① 

③ 

④ 

⑨ 

― ― ― ― ― ― シルトフェンス 新設 

小型船舶 新設 

― ― ― ― 

初
期
対
応
に
お
け
る 

延
焼
防
止
処
置 

化学消防自動車 可搬 

１時間 

10分 
７名 

自主対策とする

理由は本文参照 

小型動力ポンプ付

水槽車 
可搬 

小型放水砲 可搬 

泡消火薬剤容器 可搬 

航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火 

大型送水ポンプ車 新設 

① 

④ 

⑥ 

― ― ― ― ― ― 

ホース 新設 

放水砲 新設 

泡消火薬剤容器 新設 

燃料補給設備 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／３） 

 

 

技術的能力審査基準（1.12） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵

槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合に

おいて工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損又は燃料プール内燃料体等の著しい損

傷に至った場合において，大型送水ポンプ

車，放水砲，放射性物質吸着材及びシルトフ

ェンスにより，発電所外への放射性物質の拡

散を抑制する手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な手順等」とは、以下に

規定する措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

－ 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著し

い損傷に至った場合において、放水設

備により、工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するために必要な手順等

を整備すること。 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損又は燃料プール内燃料体等の著しい損

傷に至った場合において，大型送水ポンプ車

及び放水砲により原子炉建物に海水を放水

し，大気への放射性物質の拡散を抑制する手

順等を整備する。 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する

手順等を整備すること。 

原子炉建物に海水を放水することにより

発生する放射性物質を含む汚染水を，放射性

物質吸着材及びシルトフェンスを設置する

ことにより，海洋への放射性物質の拡散を抑

制する手順等を整備する。 
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添付資料 1.12.2 

自主対策設備仕様 

 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震性 容量 揚程 個数 

ガンマカメラ 可搬 － － － １台 

サーモカメラ 可搬 － － － １台 

化学消防自動車 可搬 － 168m3/h 85m ２台 

小型動力ポンプ付水槽車 可搬 － 168m3/h 85m ２台 

小型放水砲 可搬 － － － ２台 

泡消火薬剤容器 可搬 － 1,000L／式 － ６式 

消火栓（ろ過水タンク，

補助消火水槽） 
常設 － 

約 3,000m3※１ 

（１号ろ過水タンク） 
－ １基 

約 3,000m3※１ 

（２号ろ過水タンク） 
－ １基 

約 2,500m3※１ 

（非常用ろ過水タンク） 
－ １基 

約 200m3※１／基 

（補助消火水槽） 
－ ２基 

１号ろ過水タンク 常設 － 約 3,000m3※１ － １基 

２号ろ過水タンク 常設 － 約 3,000m3※１ － １基 

非常用ろ過水タンク 常設 － 約 2,500m3※１ － １基 

補助消火水槽 常設 Ｃクラス 約 200m3※１/基 － ２基 

純水タンク 常設 Ｃクラス 約 600m3※１/基 － ２基 

※１：公称値を示す 
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添付資料 1.12.3 
 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

 

1. 操作概要 

放射性物質放出箇所（原子炉建物の破損口）付近に放水砲を配置するとともに，

大型送水ポンプ車を海水の取水箇所周辺に配備し，水中ポンプにホースを取り付

け非常用取水箇所へ設置する。 

大型送水ポンプ車から放水砲まで送水するためのホース等を敷設し，接続の上，

ホースの水張りを行う。 

放水砲の噴射ノズルを放射性物質放出箇所に向けて調整した後，大型送水ポン

プ車の送水ポンプを起動し，放水砲操作により放射性物質放出箇所へ海水をスプ

レイする。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（非常用取水設備（取水口，取水管，取水

槽 ）周辺 ）） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡

散抑制に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名，拡散抑制時５名（緊急時対策要員） 

有効性評価で想定する時間 ：要求はない。 

想定時間 ：４時間 30分以内（所要時間目安※１：３時間

49分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能

性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿

手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

温度についても，作業は屋外のため支障はない。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し

ており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる

経路を移動する。 
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作業性  ：大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具での接

続であり，容易に接続可能である。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はなく，十分な作業

スペースを確保している。 

水中ポンプの設置は，ユニック車により吊り下ろすため容易に設

置可能である。 

 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を

含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

 

     

大型送水ポンプ車 大型送水ポンプ車 水中ポンプ 

  

水中ポンプ用ホース 
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放水砲による放水の状況 

 

   
水中ポンプ設置の状況        配管エルボ 
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添付資料 1.12.4 

放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」のうち，大

型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制手順について

は，ホース敷設ルートにより，排気筒南側法面ルートで４時間 30分以内，原子

炉建物西側連絡道路ルートで４時間 30 分以内での対応を想定している。この想

定は，設備の配備や訓練の実績を踏まえた時間であるが，以下にその詳細を説明

する。 

(1) 全体の作業時間について

第１図に大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑

制のタイムチャートを示す。 

第１図に示した作業について，作業実績と実績を踏まえた想定時間は第１表

のとおりである。 

備考

手順の項目 要員(数)

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（大型送水ポンプ車）

大型送水ポンプ車起動，送水開始

拡散抑制開始（流量調整・監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（ホース展張車）

取水槽閉止板開放

放水砲の設置

送水準備（ホース敷設）

放水開始

拡散抑制開始（監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

【取水箇所及び２号炉原子
炉建物周辺作業】
２号炉取水槽の閉止板開
放，放水砲の設置，ホース
敷設，放水操作等

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車の運搬，
水中ポンプ設置，送水操作
等

送水準備（車両運搬，水中ポンプ設置）

180 210 240 270

経過時間（分）

30 60 90 120 150

大型送水ポンプ車及び放水砲による
大気への放射性物質の拡散抑制

6

6

必要な要員と作業項目

緊急時対策要員

緊急時対策要員

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

４時間30分
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第１図 大気への放射性物質の拡散抑制 タイムチャート 

（排気筒南側法面ルート） 



第１表 個別作業の概要及び訓練の実績と実績を踏まえた想定時間 

（排気筒南側法面ルートとした場合） 

 作業名 

実績値 

(単一 

訓練) 

実績を

踏まえ

た想定 

備考 

① 

緊急時対策所から第

４保管エリアまでの

移動 

32分 35分 他の手順と同じ設定としている。 

② 

車両健全性確認 訓練 

未実施 

(12名) 

10分 

(12名) 

車両健全性の確認時間を 10分と想定。 

③ 

第４保管エリアから

現場への車両運搬，

水中ポンプ設置 

177分 

(６名) 

205分 

(６名) 

６名の内訳 

・水中ポンプ用ホース（10本）設置：４名 

【水中ポンプとホースの接続】 

・チェーンブロック操作：１名 

【チェーンブロックを使用した水中ポンプの設置】 

・指揮者：１名 

・油圧ホース設置：５名 

【水中ポンプと車体をつなぐ油圧ホース引き出し】 

・指揮者：１名 

④ 

取水槽閉止板開放 訓練 

未実施 

(６名) 

30分 

(６名) 

取水槽閉止板の開放時間を 30分と想定。 

・閉止板開放：５名 

・指揮者：１名 

⑤ 

放水砲の設置 26分 

(６名) 

30分 

(６名) 

６名の内訳 

・運搬車運転：１名 

・放水砲の設置：４名 

・指揮者：１名 

⑥ 

海水取水場所（防波

壁内側）から放水砲

設置場所までのホー

ス敷設 

112分 

(６名) 

130分 

(６名) 

６名の内訳 

・展張車運転：１名 

・ホース敷設(道路上)：４名 

【ホースの敷設状況(ねじれのないこと等)の確認】 

・指揮者：１名 

※訓練実績(112分)は一部ホース(排気筒近傍)を人力で

敷設しており，この場合，ホースの敷設は指揮者を除

く５名で実施する。原子炉建物西側連絡道路を使用す

る場合はすべてのホースを大型ホース展張車（300A）

で敷設が可能なことより想定時間は 80分となる。 

⑦ 

大型送水ポンプ車 

起動 

10分 

 (12名) 

20分 

(12名) 

12名の内訳 

・指揮者：1名 

・ポンプ起動：２名 

・漏えい確認：９名 

訓練実績を踏まえ，作業時間を想定しているが，第１表に示す①②③⑦作業（④

⑤⑥は除く※）の合計 270分（４時間 30分）と想定している。これらの訓練実

績は，以下のような作業時間短縮の工夫をした上での実績値である。 

※④⑤⑥の作業は，第 1図のとおり，③の作業と並行で実施するため合計時間

に影響しない。  
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＜主な工夫＞ 

・大型送水ポンプ車のホース敷設が迅速に行えるよう，使用するホースをあら

かじめ運搬車両に積載すること。 

・大型送水ポンプ車のホースや水中ポンプの設置方法などについて，効率的な

設置ができるようメーカの指導に従い要員を配置。 

・必要最少限の人員による効率的な役割分担を手順書化し各車両に配備。 

 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制手順に

ついては，ホース敷設ルートに関係なく作業時間が４時間 30分となる。 

この点について以下に説明する。 

防波壁内の海水取水箇所から原子炉建物周辺の放水砲設置箇所までのホー

ス敷設ルートは，原子炉建物西側連絡道路ルート，排気筒南側法面ルートの２

ルートを想定している。（第２図） 

排気筒南側法面ルートは一部ホース（排気筒近傍）を人力で敷設する必要が

あり，ホースの敷設に 130分の作業時間を想定している。原子炉建物西側連絡

道路ルートはすべてのホースを展張車で設置ができ，ホースの敷設に 80分の

作業時間を想定している。 

ホース敷設ルートは，そのときの現場の状況で敷設に支障がない場合は，ホ

ース敷設に人力で設置する作業がないルートを選択する（原子炉建物西側連絡

道路ルートを選択）こととしており，想定時間は４時間 30分となる。 
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第２図 海水取水場所と放水砲設置箇所間のホース敷設ルート 

具体的には，ホース敷設を人力で設置する作業がない場合，全体の作業時間

は４時間 30分となる。（第３図） 

第３図 タイムチャート（原子炉建物西側連絡道路ルート） 

手順の項目

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（大型送水ポンプ車）

送水準備（車両運搬，水中ポンプ設置）

大型送水ポンプ車起動，送水開始

拡散抑制開始（流量調整・監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（ホース展張車）

取水槽閉止板開放

放水砲の設置

送水準備（ホース敷設）

放水開始

拡散抑制開始（監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

180 210 240

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車の運搬，
水中ポンプ設置，送水操作
等

【取水箇所及び２号炉原子
炉建物周辺作業】
２号炉取水槽の閉止板開
放，放水砲の設置，ホース
敷設，放水操作等

備考

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

大型送水ポンプ車及び放水砲による
大気への放射性物質の拡散抑制

6

6

27030 60

緊急時対策要員

緊急時対策要員

90 120 150

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

４時間30分

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) 今後の作業時間短縮に向けた取り組みについて 

現在は本作業にかかる時間を４時間 30分以内としているが， 

 

・訓練の習熟による作業時間の短縮。 

・水中ポンプの現場での実証。（新たに海水取水箇所となるエリアについて十

分な作業スペースが確保できるよう工夫することにより，若干の時間短縮が

期待できる。） 

 

など，訓練や運用の改善を今後も行うことで作業時間全体の短縮に向けた取

り組みを行っていく。 

 

(3) 大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制の作業

時間と成立性について 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散を抑制する

手順は，有効性評価で想定する作業がないことから有効性評価への影響はない。 

また，技術的能力「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等」の準備手順着手の判断基準として，「炉心損傷開始を判断した場合※

において，あらゆる注水手段を講じても原子炉への注水が確認できない場合。」

としていることから，放射性物質の拡散抑制開始に余裕をもって準備に着手す

る手順としている。 

※: 格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)が使用できない場合

に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 
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添付資料 1.12.5 
 

 

放水砲の設置場所及び使用方法等について 

 

1. 放水砲による具体的なプラント事故対応 

(1) 放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災の消火活動

の具体的な対応例 

① 放水砲の使用の判断 

次のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合は，放水砲を使用

する。 

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注水できず，原子炉格納

容器の破損のおそれがあると判断した場合 

・原子炉格納容器からの異常漏えいにより，格納容器フィルタベント系で

原子炉格納容器の減圧及び除熱をしているものの，原子炉建物内の水素

濃度が低下しないことにより原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

を開放する場合 

・燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールスプ

レイができない場合 

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの指示がオーダーレベル

で上昇した場合 

・航空機燃料火災が発生した場合 

 

② 放水砲の設置位置の判断 

放水砲の設置位置として，放射性物質の拡散抑制の場合はあらかじめ設置

位置候補を複数想定しているが，現場からの情報（風向き，損傷位置（高さ，

方位））等を勘案し，緊急時対策本部が総合的に判断して，適切な位置から

の放水を緊急時対策要員へ指示する。 

また，消火活動の場合は，火災の状況（アクセスルート含む）等を勘案し，

設置位置を確保したうえで，適切な位置から放水する。 

 

③ 放水砲の設置位置と原子炉建物（原子炉格納容器又は燃料プール）への放

水可能性 

前述のとおり，放水砲は状況に応じて適切な場所に設置する。原子炉建物

中心から約 99mの範囲内に放水砲を仰角 55°以上（泡消火放水の場合は，原

子炉建物中心から約 61mの範囲内に放水砲を仰角 65°以上）で設置すれば，

原子炉建物４階（燃料取替階）屋上（屋根トラス）まで放水することができ

ることから，原子炉格納容器又は燃料プールへの放水は十分に可能である。 

また，海水取水箇所については複数箇所を想定するとともに，ホースの敷

設ルートについても，そのときの被害状況や火災の状況を勘案して柔軟な対

応ができるよう複数のアクセスルートを確保し，複数のアクセスルートを想
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定した手順及び設備構成とする。 

なお，大気への放射性物質の拡散抑制の場合は，放射性物質を含む汚染水

が雨水排水の流路等を通って海へ流れることを想定し，放射性物質吸着材及

びシルトフェンスを設置することにより汚染水の海洋への放射性物質の拡

散抑制を行う。 

2. 放水砲の設置位置について

(1) 海水放水（放射性物質拡散抑制）の場合

第１図 射程と射高の関係（海水放水（放射性物質拡散抑制）の場合） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2)泡消火放水（航空機燃料火災）の場合

第２図 射程と射高の関係（泡消火放水（航空機燃料火災）の場合） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3. 放水砲の放射方法について 

放射性プルーム放出時には，放水砲で放水した水により，放射性プルームに含

まれる微粒子状の放射性物質が除去されることが期待できる。 

放水砲の放射方法としては，直状放射から噴霧放射への切り替えが可能であり，

噴霧放射は直状放射に比べ射程距離が短くなるものの，より細かい水滴径が期待

できるため，高い放射性物質の除去効果が期待できる。 

したがって，プルーム放出時の放水砲の放射方法としては，以下のとおりとす

る。 

・原子炉建物（原子炉格納容器又は燃料プール）の破損箇所が確認できる場合，

原子炉建物破損箇所に向けて放水し，噴射ノズルを調整することにより噴霧

放射で破損箇所を最大限覆うことができるように放射する。 

・原子炉建物（原子炉格納容器又は燃料プール）の破損箇所や放射性物質の放

出箇所が確認できない場合，原子炉建物の中央に向けて放水する。 

なお，直状放射でしか届かない場合においても，到達点では霧状になってい

ることから（第４図参照），放射性物質の除去に期待できる。 

 

  

 

第４図 直状放射による放水 
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添付資料 1.12.6 
 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み 

 

1. 操作概要 

原子炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放水する際に，原子炉建物から

放出される放射性物質の漏えい箇所を把握し，大気への放射性物質の拡散抑制を

より効果的なものとするため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射性物質

や熱を検出し，放射性物質漏えい箇所の絞り込みを行う。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込みに必

要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：２名（緊急時対策要員） 

想定時間    ：１時間以内（所要時間目安※１：45分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能

性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿

手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

温度についても，作業は屋外のため支障はない。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し

ており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる

経路を移動する。 

 

作業性  ：ガンマカメラ又はサーモカメラの設置は，市販の三脚を利用して

原子炉建物が見通せる箇所に設置するだけの作業であり，容易に

実施可能である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，

十分な作業スペースを確保している。 

 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を

含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 
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添付資料 1.12.7 

 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

【放射性物質吸着材の運搬，設置】 

 

1. 操作概要 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の著

しい損傷に至った場合において，大気への放射性物質の拡散抑制を行う際，雨水

排水路集水桝に放射性物質吸着材を設置する。 

 

2. 作業場所 

屋外（放射性物質吸着材保管場所及び設置箇所（３箇所）） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制に必要な要員数，想定

時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：５名（緊急時対策要員） 

想定時間    ：４時間20分以内（所要時間目安※１：３時間50分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される

可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト，懐中電灯を携帯して

おり，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

作業性  ：放射性物質吸着材の運搬作業にはユニック車を使用することで重

量物である放射性物質吸着材を効率的に運搬できる。放射性物質

吸着材の設置は，ユニック車により雨水排水路集水桝にメッシュ

ボックスを吊りおろし及び人力により放射性物質吸着材を投入

するため容易に設置可能である。作業エリア周辺には，支障とな

る設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を
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含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

 

 

 

第 1図 放射性物質吸着材 外観写真 
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添付資料 1.12.8 
 

 

シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

【シルトフェンスの運搬，設置】 

 

1. 操作概要 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体等の著

しい損傷に至った場合において，大気への放射性物質の拡散抑制を行う際，放射

性物質を含む汚染水が流れ込む２号炉放水接合槽及び輪谷湾にシルトフェンス

を設置する。引き続き，同箇所に２重目のシルトフェンスを設置する。 

 

2. 作業場所 

屋外（シルトフェンス保管場所，２号炉放水接合槽，輪谷湾） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

(1)２号炉放水接合槽への設置 

必要要員数 ：７名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：３時間以内（１重目のみ）（所要時間目安※１：２時間

32分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

(2)輪谷湾への設置 

必要要員数 ：７名（緊急時対策要員）  

想定時間 ：24時間以内（１重目のみ）（所要時間目安※2：手順着

手から 10時間） 

※２：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される

可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯

しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移

動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動

できる経路を移動する。 
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作業性  ：シルトフェンスの運搬作業にはユニック車を使用することで重

量物であるシルトフェンスを効率的に運搬できる。 

シルトフェンス設置は陸上から人力による牽引が可能であり，

展開についても小型船舶を使用し展開する容易な作業である。

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ

ースを確保している。 

 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携

帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装

置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 

 

 

 

第 1図 シルトフェンス 外観写真 
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添付資料 1.12.9 
 

初期対応における延焼防止処置 

【化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車の配置，泡消火】 

 

1. 操作概要 

航空機燃料火災状況を確認し，安全距離を確保した場所に化学消防自動車を配

置する。続いて化学消防自動車のポンプを起動し，外部水源（消火栓（ろ過水タ

ンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンク）から取水し，

泡消火による初期対応（延焼防止）を実施する。 

火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，水源近傍に小型動力ポンプ付

水槽車を，水源と火災発生場所の中間位置付近に化学消防自動車を設置するとと

もに，小型動力ポンプ付水槽車により外部水源から化学消防自動車に送水する。

続いて化学消防自動車のポンプを起動し，泡消火による初期対応（延焼防止）を

実施する。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），

ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンク，放水槽）周辺） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

化学消防自動車等による初期対応における延焼防止処置に必要な要員数，想定

時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：７名（自衛消防隊） 

想定時間    ：１時間10分以内（所要時間目安※１：53分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される

可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯

しており，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

作業性  ：消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に

操作可能である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，

十分な作業スペースを確保している。 
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連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携

帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装

置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 

車両の移動（夜間） ホース接続作業（夜間）

ポンプ起動操作（夜間） 

第１図 化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用しない場合） 

第２図 射程と射高の関係 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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添付資料 1.12.10 
 

初期対応における延焼防止処置 

【小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲の配置，泡消火】 

 

1. 操作概要 

航空機燃料火災状況を確認し，安全距離を確保した場所に小型放水砲を配置す

るとともに，化学消防自動車により外部水源（消火栓（ろ過水タンク，補助消火

水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンク）から小型放水砲に送水し，

泡消火による初期対応（延焼防止）を実施する。火災発生場所と使用する水源の

場所が遠い場合，水源近傍に小型動力ポンプ付水槽車を，水源と火災発生場所の

中間位置付近に化学消防自動車を設置し，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付

水槽車から小型放水砲に送水する。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），

ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンク，放水槽）周辺） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

小型放水砲等による初期対応における延焼防止処置に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数   ：７名（自衛消防隊） 

想定時間    ：１時間 40分以内（所要時間目安※１：１時間 19分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能

性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿

手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し

ており，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

作業性  ：消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に操

作可能である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を

1.12-64



含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

小型放水砲 小型放水砲による放水状況 

第１図 化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用する場合） 

第２図 射程と射高の関係 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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航空機燃料火災への泡消火 

【大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火】 

 

1. 操作概要 

原子炉建物の破損口等，航空機燃料火災に対する泡消火を行える場所付近に，

放水砲を配置するとともに，大型送水ポンプ車を外部水源（海水）の取水箇所周

辺に配備し，水中ポンプにホースを取り付け海水取水箇所へ設置する。 

大型送水ポンプ車，泡消火薬剤容器から放水砲まで送水するためのホース等を

敷設し，接続の上，ホースの水張りを行う。 

大型送水ポンプ車の送水ポンプを起動し，放水砲操作により火災発生箇所へ向

けて消火を開始する。さらに大型送水ポンプ車にて泡消火薬剤の注入操作を行い，

泡消火を開始する。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（非常用取水設備（取水口，取水管，取水槽 ）

周辺）周辺） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数   ：12名，泡消火時５名（緊急時対策要員） 

想定時間    ：５時間 10分以内（所要時間目安※１：４時間 19分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能

性があることから，操作は汚染の可能性を考慮し防護具 （全面

マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又

は携行して作業を行う。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯し

ており，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

作業性  ：大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具での接

続であり，容易に接続可能である。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はなく，十分な作業

スペースを確保している。 
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連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を

含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 
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放水設備における泡消火薬剤の設定根拠について 

 

泡消火薬剤の容量は空港に配備されるべき防災レベル等について記載されてい

る，国際民間航空機関（ICAO）発行の空港業務マニュアル（第１部）（以下，「空

港業務マニュアル」という。）を基に設定する。 

設定に当たっては，空港業務マニュアルで離発着機の大きさにより空港カテゴ

リーが定められており，最大であるカテゴリー10 を適用する。また，保有してい

る泡消火薬剤は，１％水成膜泡消火薬剤であり，空港業務マニュアルでは性能レ

ベルＢ に該当する。空港カテゴリー10かつ性能レベルＢの泡消火薬剤に要求され

る混合溶液の放射量は 672m3/h であり，発泡に必要な水の量は 32.3m3 である。必

要な泡消火薬剤は 32.3m3×１％＝323L に対して，空港業務マニュアルでは２倍の

量 323L×2＝646Lを保有することが規定されている。 

以上より，必要保有量 646Lに対して，5,000Lを泡消火薬剤の容量として設定し

た。 

なお，航空機衝突による航空機燃料火災に対応するため，泡消火薬剤を１％混

合しながら 1,320m3/h で泡消火を実施することから，5,000L の泡消火薬剤で約 22

分間泡消火が可能である。 

 

 

以下に，空港業務マニュアルの規定に対する放水設備の仕様を示す。 

 

空港業務マニュアルの規定 放水設備の仕様 

水の量 
32,300L 

（32.3m3） 
海を水源とする 

混合泡溶液の放射量 
11,200L/min 

（672m3/h） 

約 1,320m3/h 

(放水砲放出量) 

泡消火薬剤の量 646L（0.646m3） 5,000ℓ（5.0m3） 

消火活動時間 
約３分×２分 

（672m3/hにおいて） 

約 22分 

（約 1,320m3/hにおいて） 
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消火設備の消火性能について 

1. 化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車

(1) 消火設備の概要

化学消防自動車は，消防法に基づく動力消防ポンプ（Ａ－１級）であり，水

源から消火用水を吸い込み，消火用水を放水する消火設備である。車両に水槽

及び泡消火薬剤槽を有しており，泡消火が可能である。また，車両として移動

できることから機動性が高い。第１図に化学消防自動車の外観を示す。 

射程距離は，約 17m（0.35MPa－400L／min）の能力を有しており，火災に対

して離れた位置から消火活動が可能である。第２図に射程と射高の関係を示す。 

水源は，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火

水槽，純水タンク等となるが，ホース等の圧損による消火性能の低下がある場

合には，小型動力ポンプ付水槽車と直列に接続することで，ホース等の圧損分

の圧力を補い，消火に必要な消火性能を確保することができる。 

第１図 化学消防自動車 

第２図 射程と射高の関係 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) 消火性能

消火用水を放出する際に消火用水と泡消火薬剤を混合することにより，泡消

火用水として放水することが可能であり，油火災に対応することができる。 

化学消防自動車を用いた消火活動は大型航空機衝突時に想定される航空機

燃料の飛散による路面火災に加え，衝突時に想定される飛散物による一定の範

囲内にある油タンク，変圧器，車両等の火災についても消火活動を実施するこ

とができる。なお，化学消防自動車によって約１時間（0.35MPa－400L／min）

の消火活動を実施する場合，泡消火薬剤は約 720L ※１必要となる。 

化学消防自動車（Ａ－１級）は泡消火薬剤を貯蔵するタンクの容量が 500L

あるが，これとは別に 2,000Lを泡消火薬剤容器２式※２にて保管し，化学消防

自動車使用時に適宜タンク内へ泡消火薬剤容器の泡消火薬剤を補給すること

によって，約３時間の消火活動が可能となる。 

※１：化学消防自動車で使用する泡消火薬剤は３％たん白泡消火薬剤

※２：泡消火薬剤容器１式の容量は 1,000L

２. 化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車及び小型放水砲

(1) 消火設備の概要

化学消防自動車は，消防法に基づく動力消防ポンプ（Ａ－１級）であり，水

源から消火用水を吸い込み，消火用水を消火活動場所に設置した小型放水砲ま

で送水する消火設備である。小型放水砲は，化学消防自動車の送水先のホース

先端に設置し，高所かつ数十メートル離れた地点へ放水可能な消火設備である。

小型放水砲内で消火用水と泡消火薬剤を混合させることにより泡消火が可能

である。また，車両移動できることから機動性が高い。第３図に小型放水砲の

外観を示す。 

射程及び射高距離は，射程約 42ｍ，射高約 32ｍ（0.7MPa－1,900L/min）の

能力を有しており，火災に対して高所かつ離れた距離から消火活動が可能であ

る。第４図に射程と射高の関係を示す。 

水源は，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火

水槽，純水タンク等となるが，ホース等の圧損による消火性能の低下がある場

合には，小型動力ポンプ付水槽車と化学消防自動車を直列に接続することで，

ホース等の圧損分の圧力を補い，消火に必要な消火性能を確保することができ

る。 
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第３図 小型放水砲 

第４図 射程と射高の関係 

(2) 消火性能

消火用水を放出する際に消火用水と泡消火薬剤を混合することにより，泡消

火用水として放水することが可能であり，油火災に対応することができる。 

小型放水砲は，射程，射高の能力が高いことから高所への消火活動を実施す

ることができ，大型航空機衝突時に想定される航空機燃料の飛散による建物火

災等に対応することができる。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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３． 大型送水ポンプ車，放水砲 

(1) 消火設備の概要 

大型送水ポンプ車は，大容量の動力ポンプであり，車両に搭載された水中ポ

ンプを水源に沈め，消火用水を消火活動場所に設置された放水砲まで送水する

消火設備である。放水砲は，大型送水ポンプ車の送水先のホース先端に設置し，

高所かつ数十メートル離れた地点へ放水可能な消火設備である。大型送水ポン

プ車内部で消火用水と泡消火薬剤を混合することにより泡消火が可能である。

また，車両移動できることから機動性が高い。 

大型送水ポンプ車，放水砲について，外観図を第５図に，射程と射高の関係

を第６図に示す。射程及び射高距離は，射程約 61ｍ，射高（原子炉建物４階

（燃料取替階）屋上）約 49ｍ以上（0.8MPa－22,000L/min）の能力を有してお

り，火炎に対して高所かつ離れた距離から消火活動が可能である。放水砲は可

搬型設備のため，任意に設置場所を設定することが可能であり，風向き等の天

候状況及びアクセス状況に応じて，最も効果的な方角から放水する。 

水源は，海水となるが，車両が直接，水源に寄り付かなくとも車両搭載の水

中ポンプのみを水源場所まで移動することが可能であり，海水を消火用水とし

て使用することができる。 

 

 

第５図 大型送水ポンプ車，放水砲 
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第６図 射程と射高の関係※（泡消火放水） 

※：本曲線は，実放射計測のデータから割り出した理論値であり，射程は無

風時を想定している。（帝国繊維株式会社） 

(2) 消火性能

消火用水を放水砲へ送水する際，消火用水と泡消火薬剤を大型送水ポンプ車

内部にて混合することにより，泡消火用水として放水することが可能であり，

油火災に対応することができる。 

泡消火薬剤容器１個で１％水成膜泡消火薬剤を 1,000L 貯蔵することができ，

泡消火薬剤容器５個を使用することにより，約 22 分間の消火活動が可能であ

る。 

大型送水ポンプ車及び放水砲を用いた消火活動は，大型航空機衝突時に想定

される航空機燃料の飛散による建物火災等について，射程，射高の能力が高い

ことから原子炉建物４階（燃料取替階）屋上への消火活動を実施することがで

きる。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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手順のリンク先について 

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等について，手順のリン

ク先を以下に取りまとめる。 

 

1. 1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

・原子炉建物ブローアウトパネルに関する手順 

＜リンク先＞ 1.10.2.2(2)  原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開

放による水素排出 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

＜リンク先＞ 1.11.2.2(1) 燃料プールスプレイ 

 

・大型送水ポンプ車への燃料補給に関する手順 

＜リンク先＞ 1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディー

ゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補

給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への給油 

 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1(1) 計器の故障 

1.15.2.1(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

1.15.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替

直流電源設備からの給電 

1.15.2.2(1)ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電 

1.15.2.2(1)ｃ．可搬型直流電源設備又は直流給電車からの

給電 

1.15.2.2(1)ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監

視 

 

・原子炉建物周辺の線量を確認する手順 

＜リンク先＞ 1.17.2.1(1) モニタリング・ポストによる放射線量の測定 

1.17.2.1(2) 可搬式モニタリング・ポストによる放射線量

の測定及び代替測定 

1.17.2.1(3) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃

度の測定 
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1.17.2.1(4) 放射能測定装置による空気中の放射性物質の 

濃度の代替測定 

1.17.2.1(5) 放射能測定装置等による放射性物質の濃度及 

び放射線量の測定 
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1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

＜目 次＞ 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(a) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設備

(b) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備

(c) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備

(d) 補助消火水槽を水源とした対応手段と設備

(e) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備

(f) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段と

設備 

(g) 純水タンクを水源とした対応手段と設備

(h) 海を水源とした対応手段と設備

(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段と設備

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対

応手段と設備 

(c) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．水源の切替え 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え

(b) 淡水から海水への切替え

(c) 海水から淡水への切替え

(d) 外部水源から内部水源への切替え

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｄ．手順等 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源
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とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原

子炉格納容器内の除熱 

(2) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

(3) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

(4) 補助消火水槽を水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水 

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水 

(5) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水 

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送

水車による原子炉圧力容器への注水 

ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却 

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給 

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器下部への注

水 

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水 

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプ

レイ 
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(6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器内の冷却 

ｄ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給 

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

ｆ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル

への注水 

ｇ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ 

(7) 純水タンクを水源とした対応手順

ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水 

ｃ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給 

ｅ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｆ．純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｇ．純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

(8) 海を水源とした対応手順

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷

却水の確保 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 
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(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水） 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手

順 

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）への補給 

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

(3) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補

給 

ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給 

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源切替え 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源切替え 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水中の場合 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

(3) 海水から淡水への切替え 

(4) 外部水源から内部水源への切替え 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チ

ェンバ）への切替え 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への切替え 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) 水源を利用した対応手段 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

 

添付資料 1.13.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.13.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 
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添付資料 1.13.3 自主対策設備仕様 

 

添付資料 1.13.4 重大事故対策の成立性 

1. ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

2. 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

大量送水車による送水 

3. 純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

4. 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大

量送水車への送水 

5. 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大

量送水車（２台）による送水 

6. 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給 

7. 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東

２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給 

8. 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）への海水補給 

9. 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への海水補給 

10. 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

11. 低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え 

12. 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水

源の切替え 

13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業

における放射線量等の影響について 

14. 取水源からの取水時の異物管理について 

添付資料 1.13.5 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源の

切替えの判断基準について 

添付資料 1.13.6 水源から必要な箇所への給水経路 

添付資料 1.13.7 解釈一覧 

1. 操作手順の解釈一覧 

2. 弁番号及び弁名称一覧 

添付資料 1.13.8 手順のリンク先について 

 

  

1.13-5r2



1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

 

設計基準事故の収束に必要な水源は，サプレッション・チェンバ及び復水貯

蔵タンクである。重大事故等時において，設計基準事故の収束に必要な水源と

は別に重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保するこ

とに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な対処設備を整備

する。ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手

順等を整備すること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されているこ

と。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めるこ

と。 
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1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉圧力容器への注水が必要な場合に，設計基準事故の収束に必要な水

源として，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを設置する。 

原子炉格納容器内の冷却が必要な場合に，設計基準事故の収束に必要な水

源として，サプレッション・チェンバを設置する。 

設計基準事故の収束に必要な水源が枯渇又は破損した場合は，その機能を

代替するために，各水源が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる手段と重大事

故等対処設備を選定する（第 1.13－1図）。 

また，原子炉圧力容器へのほう酸水注入，第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給，残留熱代替除去系による減圧及び除熱，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイが必要な

場合の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自

主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基

準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十六条及び技術基準規則第

七十一条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅され

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

なお，重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧

注水系による原子炉圧力容器への注水ができた場合，冷温停止に向けて低圧

注水系を準備する。その後，高圧注水系が機能維持できなくなった場合は，

逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，低圧注水系による原子炉

圧力容器への注水に切り替える。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧注水系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合は，低圧注水系準備ができ次第，逃がし安全弁

による発電用原子炉の減圧を実施し，常設設備を使用した低圧注水系による

原子炉圧力容器への注水を行う。また，常設設備を使用した低圧注水系によ

る原子炉圧力容器への注水ができない場合は，可搬型設備を使用した低圧注

水系による原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タ

ンクの故障を想定する。 
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設計基準事故の収束に必要な水源に要求される機能の喪失原因から選定し

た対応手段と審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段並び

にその対応に使用する重大事故等対処設備と自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 1.13－1

表に整理する。 

 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(a) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてサプレッション・チェンバ

を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源とした原子

炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器内の

減圧及び除熱を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，サプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 

・高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポンプ） 

・高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポンプ） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，サプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

・低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポンプ） 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱で使

用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 
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サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び

原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

 

(b) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として復水貯蔵タンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源として利用

できない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手段が

ある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉

格納容器内の冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同

様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，復水貯蔵タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・高圧炉心スプレイ・ポンプ 

・制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ） 

・原子炉圧力容器 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・原子炉浄化系 配管 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・非常用交流電源設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，復水貯蔵タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備

は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 
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復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

(c) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として低圧原子炉代替注水槽を利

用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源として利用

できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行

う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，低圧原子炉代替注水槽

を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使

用する設備は以下のとおり。 

・ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

  

(d) 補助消火水槽を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として補助消火水槽を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代

替注水槽を水源として利用できない場合は，補助消火水槽を水源とした

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水及び燃料プールへの注水を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

にて選定する対応手段及び設備と同様である。 
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原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，補助消火水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は

以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

(e) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてろ過水タンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代

替注水槽を水源として利用できない場合は，ろ過水タンクを水源とした

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水及び燃料プールへの注水を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水タンクを水源と

した原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は

以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設

備は以下のとおり。 
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・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

また，重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，低圧原子

炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て利用できない場合はろ過水タンクを水源として大量送水車を用いた原

子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタ

スクラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへ

の注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

 

ろ過水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下

のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口等 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水タンクを水源と

した原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は

以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口等 
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ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以

下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する

設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

(f) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段と

設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代

替注水槽を水源として利用できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車を用いた原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への

補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プ

ールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各接続口ま

での送水で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口等 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，輪谷貯水槽（西１）及
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び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納

容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口等 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納

容器下部への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェ

ルへの注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プール

への注水／スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

なお，上記輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

対応手段は，淡水だけでなく海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）へ供給することにより，重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給することが可能である。 

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした淡水のみを利用する。 

 

(g) 純水タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として純水タンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替

注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用

できない場合は，純水タンクを水源として大量送水車を用いた原子炉圧

力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラ
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バ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水

及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

 

純水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下の

とおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口等 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，純水タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以

下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給で

使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口等 

 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設備

は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 
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純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設

備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

(h) 海を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として海を利用する。 

重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・

チェンバを水源として利用できない場合は，海を水源として海水取水箇

所（非常用取水設備）から大量送水車又は大型送水ポンプ車及び大量送

水車を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子

炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注

水／スプレイを行う手段がある。 

また，重大事故等時において，海を水源とした原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）による冷却水の確保，最終ヒートシンク（海）

への代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災へ

の泡消火を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，

「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」，

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」及び「1.12 発電所

外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

 

海を水源として原子炉圧力容器への注水等に用いる大量送水車までの

送水で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・ホース・接続口等 

・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，海を水源とした原子炉

圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとお
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り。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設備は以下の

とおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設備は以下

のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による

冷却水の確保で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）（原子炉補機冷却水 

ポンプ及び原子炉補機海水ポンプ） 

 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送で使用する設

備は以下のとおり。 

・原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車， 

ホース・接続口等） 

 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備は以下

のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火で使用する設備は以下のと

おり。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・ホース 

・泡消火薬剤容器 

・燃料補給設備 
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(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてほう酸水貯蔵タンクを利用

する。 

重大事故等時において，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力

容器へのほう酸水注入を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための手順等」，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備

と同様である。 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入で

使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

 

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

上記(a)～(i)で述べた水源のうち，低圧原子炉代替注水槽，サプレッ

ション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクは重大事故等対処設備として

位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解

釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

また，水源を利用した対応手段で使用する設備の整理については，各

条文の整理と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果から選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を確保することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・補助消火水槽 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確保されていないが，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ない場合において，重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段

として有効である。 

・ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過

水タンク） 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確保されていないが，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生し
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ていない場合において，重大事故等の収束に必要となる水を確保する

手段として有効である。 

また，大量送水車を用いた重大事故等の収束に必要となる水を確保

する手段として有効である。 

・純水タンク 

耐震性は確保されていないが，大量送水車を用いた重大事故等の収

束に必要となる水を確保する手段として有効である。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，制御棒駆動水圧系又は復水輸送系に

よる各種注水手段として有効である。 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，大量送水車による海を水源とした対応手段

が実施できない場合の代替手段として有効である。 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段と設備 

重大事故等の収束のために低圧原子炉代替注水槽を使用する場合は，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大量送水車により，淡

水又は海水を補給する手段とろ過水タンク及び純水タンク（以下淡水タ

ンクという。）から大量送水車により，淡水を補給する手段がある。また，

水源の枯渇等により淡水の補給が継続できない場合においても，海水取

水箇所から大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）に

より，海水を補給する手段がある。 

 

ⅰ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした場合） 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・燃料補給設備 

 

ⅱ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水タンクを水

源とした場合） 

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 
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・淡水タンク 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・燃料補給設備 

 

ⅲ 大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低

圧原子炉代替注水槽への補給（海を水源とした場合） 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとお

り。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・大型送水ポンプ車 

・非常用取水設備 

・燃料補給設備 

 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対

応手段と設備 

重大事故等の収束のために輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を使用する場合は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から淡

水を補給する手段がある。また，水源の枯渇等により淡水の補給が継続

できない場合においても，海水取水箇所（非常用取水設備）から海水を

補給する手段がある。 

ⅰ 輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

・ホース 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・燃料補給設備 

 

ⅱ 大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）への補給（海を水源とした場合） 

海を水源とした大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備は以下のとお

り。 
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・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・ホース 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・燃料補給設備 

 

(c) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

重大事故等の収束のために復水貯蔵タンクを使用する場合は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクから淡水を補給

する手段がある。また，水源の枯渇等により淡水の補給が継続できない

場合においても，海水取水箇所から海水を補給する手段がある。 

 

ⅰ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした場合） 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による復水貯蔵タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。なお，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる復水貯蔵タンクへの補給は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給した淡

水を使用する手段だけでなく，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）へ補給した海水を大量送水車を用いて補給する手段もある。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅱ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（淡水タンクを水源とし

た場合） 

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で

使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・淡水タンク 

・ホース 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅲ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水源とした場合） 
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海を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で使用する

設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース 

・非常用取水設備 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅳ 大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水源とした

場合） 

海を水源とした大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給で使

用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・非常用取水設備 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備のうち，大量送水

車，ホース・接続口，低圧原子炉代替注水槽及び燃料補給設備は重大事

故等対処設備として位置付ける。 

海を水源とした大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への

補給で使用する設備のうち，大量送水車，ホース，非常用取水設備及び

燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備

のうち，大量送水車，ホース，非常用取水設備及び燃料補給設備は重大

事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を

満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を確保することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 
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耐震性は確保されているものの，スロッシング等の影響を受ける場

合があるが，淡水を利用した輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給手段として有効である。 

・淡水タンク 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が確保できない場合

があるが，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子

炉代替注水槽への補給ができない場合において，淡水タンクの水を低

圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効である。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利用した原子炉圧力

容器等への注水手段として有効である。 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，海を水源とした大量送水車による海水補給

が実施できない場合の代替手段として有効である。 

 

ｃ．水源の切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないように，各水

源への補給手段を整備しているが，補給が不可能な場合は水源を切り替え

る手段がある。 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系の第一水源は，サプレッション・チェンバであり，

サプレッション・チェンバを優先して使用するが，サプレッション・プ

ール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・プー

ル水温上昇等により使用できない場合において，復水貯蔵タンク（自主

対策設備）の水位計が健全であり，水位が確保されている場合は，水源

をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。 

なお，水源の切替えは，運転中の原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系を停止することなく水源を切り替えることが可能である。 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替えで使用す

る設備は以下のとおり。 

・復水貯蔵タンク 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

 

(b) 淡水から海水への切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給には淡水を優先して使用する。輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクの枯渇によ
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り，淡水の供給が継続できない場合は，海水の供給に切り替える。 

低圧原子炉代替注水槽から重大事故等の収束に必要な水の供給を行っ

ている場合は，水の供給が中断することなく淡水から海水への切替えが

可能である。 

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えで使用する設備は以下

のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・淡水タンク 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・低圧原子炉代替注水槽 

・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から重大事故等の収束に

必要な水の供給を行っている場合は，あらかじめ大型送水ポンプ車又は

大量送水車の準備をすることにより速やかに淡水から海水への切替えが

可能である。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え

で使用する設備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

復水貯蔵タンクから重大事故等の収束に必要な水の供給を行っている

場合は，水の供給が中断することなく淡水から海水への切替えが可能で

ある。 

復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替えで使用する設備は以下のとお

り。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・淡水タンク 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・復水貯蔵タンク 
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・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

(c) 海水から淡水への切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給において，土石流の影響により，

原子炉等へ海水の供給を行っている場合，水の供給が中断することなく

海水から淡水への切替えが可能である。 

海水から淡水へ切り替える時に使用する設備は以下のとおり。 

・淡水タンク 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

(d) 外部水源から内部水源への切替え 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）で想定

される事故の収束に必要な対応には，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，原

子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水槽 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱で想定される事故の収束に

必要な対応には，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，原

子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段があ

る。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・サプレッション・チェンバ 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

・燃料補給設備 

 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 
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原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替えで使用す

る設備のうち，サプレッション・チェンバは重大事故等対処設備として

位置付ける。また，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系は重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えで使用する設備のうち，

大量送水車，非常用取水設備，ホース，低圧原子炉代替注水槽及び燃料

補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え

で使用する設備のうち，大量送水車，非常用取水設備，ホース及び燃料

補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を

満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備のうち，低圧原子炉

代替注水槽，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替注水系（常設）

（低圧原子炉代替注水ポンプ），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）は重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を

満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

以上の重大事故等対処設備及び代替淡水源により，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を確保することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

 

・淡水タンク 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が確保できない場合

があるが，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子

炉代替注水槽への補給ができない場合において，淡水タンクの水を低

圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効である。 

また，淡水タンクを水源とした大量送水車による原子炉等へ注水す

る手段として有効である。 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

耐震性は確保されているものの，スロッシング等の影響を受ける場

合があるが，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水を輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する手段として有効で
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ある。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利用した原子炉圧力

容器等への注水手段として有効である。 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，海を水源とした大量送水車による海水補給

が実施できない場合の代替手段として有効である。 

ｄ．手順等 

上記「ａ．水源を利用した対応手段と設備」，「ｂ．水源へ水を補給する

ための対応手段と設備」及び「ｃ．水源の切替え」により選定した対応手

段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要

領書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及び事故時操作要領書（シビア

アクシデント）に定める（第 1.13－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備

についても整理する（第 1.13－2表，第 1.13－3表）。 

（添付資料 1.13.2） 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

重大事故等時，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の除熱並びに残留熱代替除去系による除熱を行う

手順を整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水手段としては高圧原子炉代替注水系，原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系がある。 

(a) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央

制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位
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低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.1 (1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）については，

「1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注

水開始まで 10分以内で可能である。 

 

(b) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合において，

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合

は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。 

【1.2.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水手順（現場手動操作）については，

「1.2.2.1(1)ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動での原子炉
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圧力容器への注水開始まで 35分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低

（レベル２））による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉

隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.4(1)】 

ⅱ 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）については「1.2.2.4(1)

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(d) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，

中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子

炉代替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系により原

子炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人力による弁の

操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室から

の操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧

1.13-29r2



力容器への注水ができない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない

場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水（現場手動操作）手順については「1.2.2.2(1)ａ．

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員４名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系起動による原

子炉圧力容器への注水開始まで１時間以内，緊急時対策要員による排水

処理開始まで１時間 45分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器及

び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が

開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離

時冷却系起動時のみとし，その後速やかに退室する手順とする。したが

って，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う

環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えており，保護具

（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより本操作が可能で

ある。 

 

(e) 高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低

（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室

からの手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に

維持できない場合。 

【1.2.2.4(2)】 
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ⅱ 操作手順 

高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.4(2)高圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(f) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅

延・防止） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替直流電源設備と

して使用するＳＡ用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用す

る高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器より高圧原子炉代替注水系の電

源を確保し，原子炉圧力容器へ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，

高圧原子炉代替注水系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合において，設備に

異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェンバ）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅

延・防止）手順については，「1.8.2.2(1)ａ． 高圧原子炉代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開

始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水

開始まで 10分以内で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源と

した原子炉圧力容器への注水手段としては残留熱除去系及び低圧炉心スプレ

イ系がある。 

(a) 残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自動起動（原子炉

水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制

御室からの手動操作により残留熱除去系（低圧注水モード）を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系の

電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子

炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（低圧

注水モード）にて原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合の原子炉圧力容器

への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(1)】 

(ⅱ) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への

注水 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧

注水モード）が使用可能な状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ
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ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.3(1)残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.1(2)ａ．(a)残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧

後の原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

10分以内で可能である。 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

10分以内で可能である。 

 

(b) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低（レベ

ル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手

動操作により低圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機により低圧炉心スプレ

イ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又

は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，低圧炉心スプ

レイ系にて原子炉圧力容器への注水を実施する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(3)】 

 

(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧

注水モード）が復旧できず，低圧炉心スプレイ系が使用可能な状態に
※１復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.3(3)低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水」，低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4.2.1(2)ａ．(b)低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水開始まで２分以内で可能である。 

(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水開始まで 10分以内で可能である。 

 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱手段と

しては残留熱除去系がある。 

(a) 残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全な場合は，中央制御室か
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らの手動操作により残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し，サ

プレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを

実施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系（格納容器冷

却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱

除去系（格納容器冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，ス

プレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱 

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※１ 

※１：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度，又は原子炉圧力容器下鏡部温度，サプ

レッション・チェンバ温度又はサプレッション・プール水

位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に達した場合。 

【1.6.2.3(1)】 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により 

緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備で

あるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）が使用可能な状態※1 に復旧された場合で，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッ 

ション・チェンバ)が確保されている状態。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度，又は原子炉圧力容器下鏡部温度，サプ

レッション・チェンバ温度又はサプレッション・プール水

位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に達した場合。 
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【1.6.2.1(2)ａ．(a)】 

 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替交流電源設備として

使用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系の受電が完了し，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能

な状態※2 に復旧された場合で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達した場合※3。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッ

ション・チェンバ)が確保されている状態。 

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧

力指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に達した場合。 

【1.6.2.2(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱手順については，

「1.6.2.3(1)残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容

器内へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除

熱（炉心損傷前）手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(a) 残留熱除去系

電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧

後の原子炉格納容器内の除熱（炉心損傷後）手順については，

「1.6.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10分以内で可能である。 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

1.13-36r2



損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10分以内で可能である。 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10分以内で可能である。 

(b) 残留熱除去系によるサプレッション・プール水の除熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が健全な場合

は，中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）を起動し，サプレッション・プール水の除熱を実

施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）によるサプレッション・プール水の除熱ができない場合は，

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の電源を復旧し，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系に

より冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）にてサプレッション・プール水の除熱を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱 

以下のいずれかの状態に該当した場合。 

・逃がし安全弁開固着 

・サプレッション・プール水の温度が規定温度以上 

・サプレッション・チェンバの気体温度が規定温度以上 

【1.6.2.3(2)】 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であ

るＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）が使用可能な状態※１に復旧さ

れた場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 
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【1.6.2.1(2)ａ．(b)】 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，常設代替交流電源設備とし

て使用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊

急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）が使用可能な状態※２に復旧された場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.6.2.2(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱手順に

ついては，「1.6.2.3(2) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）によるサプレッション・プール水の除熱」，残留熱除去系電源

復旧後のサプレッション・プールを水源とした原子炉格納容器内の除熱

手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(b)残留熱除去系電源復旧後のサプレ

ッション・プール水の除熱」及び「1.6.2.2(2)ａ．(b) 残留熱除去系電

源復旧後のサプレッション・プール水の除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内

で可能である。 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分

以内で可能である。 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉
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心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始

を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内で可

能である。 

 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原

子炉格納容器内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原

子炉格納容器内の除熱手段については，残留熱代替除去系がある。 

(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷

前） 

炉心損傷前において，残留熱代替除去系の運転により，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防

止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系の復旧に見込みがなく※２原子

炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべて成立した場合。 

・残留熱代替除去系が使用可能※３であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しく

は補機冷却水が確保できない場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェ

ンバ）が確保されている場合。 

【1.5.2.1(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順につい

ては，「1.5.2.1(1)ａ．(a)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断した後，残留熱代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間は以
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下のとおり。 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

１時間５分以内で可能である。 

 

(b) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷

後） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱代替除去系の運転

により，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格

納容器の過圧破損を防止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系の復旧に見込み

がなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべ

て成立した場合。 

・残留熱代替除去系が使用可能※3であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しく

は補機冷却水が確保できない場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェ

ンバ）が確保されている場合。 

【1.7.2.1(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順につい

ては，「1.7.2.1(1)ａ．(a)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間は以

下のとおり。 

・原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施

する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，１時間５分以内で可能である。 
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・原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，45 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保（炉心損傷前） 

炉心損傷前において，原子炉格納容器の過圧破損を防止するために残

留熱代替除去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系により補

機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器

（Ｂ）へ供給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱代替除去系を使用する場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

【1.5.2.1(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(b)残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時にお

ける原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

・原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員 15 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要

員操作の補機冷却水供給開始まで７時間 20分以内で可能である。 

・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合），中

央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて
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作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分

以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで６時間 50 分

以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(d) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保（炉心損傷後） 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めに残留熱代替除去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系に

より補機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱

交換器（Ｂ）へ供給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱代替除去系設備を使用

する場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

【1.7.2.1(1)ａ.(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保手順については，「1.7.2.1(1)ａ．(b)残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時にお

ける原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

・原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員 15 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要

員操作の補機冷却水供給開始まで７時間 20分以内で可能である。 

・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による
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大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合），中

央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて

作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分

以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで６時間 50 分

以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(2) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水及び

原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手順を整備

する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水としては，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ

系及び制御棒駆動水圧系がある。 

  

 (a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作によ

り原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，サプレッショ

ン・チェンバを水源として使用できない場合において，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合 

 

ⅱ 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容

器への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－2図に，タイ

ムチャートを第 1.13－3図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水貯蔵タ

ンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への

注水開始を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパ

スＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 
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③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時冷却系のポ

ンプ復水貯蔵水入口弁を開とする。 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ポンプ復水貯蔵水入口

弁が開となったことを確認後，ポンプトーラス水入口弁を閉とす

る。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作又は自動

起動信号（原子炉水位低（レベル２））によりタービン蒸気入口弁，

ＲＣＩＣ注水弁及び復水器冷却水入口弁が全開し，原子炉隔離時

冷却系が起動したことを確認した後，当直副長に報告する。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量指示値の

上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し当直副長に報告す

る。 

⑦ 当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するよう

に，指示する。 

⑧ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時冷却系タ

ービン回転数の調整により原子炉隔離時冷却系系統流量を調整

することで，原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持し，当直副長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作によ

り高圧炉心スプレイ系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず，サプレッション・チェンバを水源として使用できない場合に

おいて，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維

持できない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容
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器への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－4図に，タイ

ムチャートを第 1.13－5図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水貯蔵タ

ンクを水源とした高圧炉心スプレイ・ポンプの手動起動を指示す

る。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパ

スＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳポンプ復水貯蔵

水入口弁を開とする。 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳポンプ復水貯蔵

水入口弁が開となったことを確認後，ＨＰＣＳポンプトーラス水

入口弁を閉とする。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位低（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力

高）により高圧炉心スプレイ・ポンプが起動し，ＨＰＣＳ注水弁

が全開となったことを確認した後，当直副長に報告する。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力容器への注

水が開始されたことを高圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の

上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告

する。 

⑦ 当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するよう

に，指示する。 

⑧ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳ注水弁の開閉

操作により高圧炉心スプレイ系系統流量を調整することで，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持し，当直副長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(c) 制御棒駆動水圧系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

への注水（進展抑制） 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失又は全交流動力電源喪失時において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持できない場合は，原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確保し，復水貯蔵
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タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，常設代替交流電源

設備により制御棒駆動水圧系の電源を確保し，原子炉圧力容器の下部へ

の注水を実施することで，原子炉圧力容器の下部に落下した溶融炉心を

冷却し，原子炉圧力容器の破損の進展を抑制する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の制御

棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧炉心スプレイ

系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持できない場合で，

制御棒駆動水圧系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ａ．】 

 

(ⅱ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，制御棒駆動水圧系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の制御棒駆

動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.3(1)ａ．

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水」及び溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については「1.8.2.2(1)ｃ．制御棒駆

動水圧系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水開始
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まで 15分以内で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水手段としては，復水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注

水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場合，残存溶融炉

心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場

合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場

合に，復水輸送系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できな

い場合において，復水輸送系及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

が使用できず，復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が可能な場

合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(b)】 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水ができず，復水輸送系が使用可能
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な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の復水輸送系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(b)復水

輸送系による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(b)復水輸送系による残存溶融炉心の冷却」及び溶融

炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための復水輸送

系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｅ．復

水輸送系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（Ａ）の注入配管を使用した復水輸送系による原子炉

圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員 1 名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への

注水開始まで 20分以内で可能である。 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系（Ｃ）の注入配管を使用した

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員

１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で

可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器へ
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の注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 20 分以内で可能である。 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 20 分以内で可能である。 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，復

水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷

却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイがで

きない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系により原子炉格

納容器内にスプレイする。 

原子炉格納容器内へのスプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならな

いように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合におい

て，復水輸送系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(b)】 

(ⅱ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷
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却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

内へのスプレイができない場合において，復水輸送系が使用可能な場

合※２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した

場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉

圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷

却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(b)復水輸送系による原子炉格納容

器内へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(b) 復水輸送系による原子炉

格納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

上記の操作は，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中

央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する

場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へ

のスプレイ開始までの想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：20分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への

注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 
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上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始

を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始

まで 20 分以内で可能である。 

 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，

復水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

（常設）により，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却ができ

ない場合に，原子炉格納容器の破損を防止するため，復水貯蔵タンクを

水源とした復水輸送系により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成

の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器

下部への注水ができず，復水輸送系（スプレイ管使用）が使用可能な

場合※２。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却

が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系

（スプレイ管使用）及び消火系（スプレイ管使用）による原子炉格納

容器下部への注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）

が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の

徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容器の

破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用）及び消火系（ペデスタル注水配管使用）
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による原子炉格納容器下部への注水ができず，復水輸送系（スプレイ

管使用）が使用可能な場合※２。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器

の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）によ

る原子炉格納容器下部への注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注

水配管使用）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度の指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構

温度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部へ

の注水手順については，「1.8.2.1(1)ｂ．復水輸送系による原子炉格納

容器下部への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉格納

容器下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，20

分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

(3) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順 

重大事故等時，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注
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水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手順を

整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（常設）

がある。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）である，大量送水車による原子

炉圧力容器への注水手段は，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水手段と同時並行で準備を開始する。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場合，残存溶融炉

心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場

合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場

合に，低圧原子炉代替注水系（常設）を起動し，低圧原子炉代替槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系により原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（常設）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(a)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(a)】 
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(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可能な場合
※２。  

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子炉代

替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)ａ．(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)

ａ．(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却」及

び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.8.2.2(1)ｄ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

10分以内で可能である。 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水 
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上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水開始まで 20分以内で可能である。 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水開始まで 10分以内で可能である。 

 

ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段として

は，格納容器代替スプレイ系（常設）がある。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車による原子

炉格納容器内の冷却手段は，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内への冷却手段と同時並行で準備を開始する。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源

とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できない場合

は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした格納容器代替スプレイ系（常設）

により原子炉格納容器内にスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのス

プレイの判断基準（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（常設）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(a)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による格納容器スプレイの判断

基準（炉心損傷後） 
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炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（常設）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(低圧原子炉代替注水槽)

が確保されている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源

とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(a)格

納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(a)格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのス

プレイ（炉心損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系

（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 30 分以内で

可能である。 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への

注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以

内で可能である。 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのス

プレイ（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系

（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 30 分以内で
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可能である。 

 

ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段と

しては，ペデスタル代替注水系（常設）がある。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車による原子炉

格納容器下部への注水手段は，ペデスタル代替注水系（常設）による原子

炉格納容器下部への注水手段と同時並行で準備を開始する。 

(a) ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源と

した原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の損傷を防

止するため，ペデスタル代替注水系（常設）により原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常

設）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３ 及び破損によるパラメータの変化
※４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替

注水系（常設）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，
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ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源と

した原子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ａ．ペ

デスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してからペデスタル代替注水系（常設）

による原子炉格納容器下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，30分以内で可能である。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

(4) 補助消火水槽を水源とした対応手順 

重大事故等時，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子

炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの注水

を行う手順を整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水手段としては，消火系がある。 

 

(a) 消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から

原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，補助消

火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常
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設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合
※１。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保

されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水

が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。  

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替注水系（常

設）及び復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，消火系

が使用可能な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保

されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 
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ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.4.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.1(3)ａ．(c)消火系による残存溶融炉心の冷却」，溶融

炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための消火系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｆ．消火系

による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力容器への注水開

始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25分以内 

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて想定時間は 30 分

以内 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで

25分以内で可能である。 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容

器下部への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は以下の通り。 

［原子炉格納容器下部水位確保の場合］ 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25 分以内で可能

である。 
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［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10 分以内で可能

である。 

 

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，消火系

がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器へのスプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内に

スプレイできない場合は，補助消火水槽を水源とした消火系により原子

炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができ

ず，消火系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ

起動の判断基準に到達した場合※２。ただし，重大事故等へ対処する

ために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合。 

※２：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による

原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※

２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合
※３。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量
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率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順

については，「1.6.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内へのス

プレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作について，Ａ－残留

熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ

－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及

び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｃ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては消火

系がある。 

(a) 消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，補助

消火水槽を水源とした消火系により原子炉格納容器下部の床面に落下し

た溶融炉心の冷却を実施する。 
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炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場

合※１ で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（スプレイ

管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火系（スプ

レイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未

達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプ

レイ管使用），消火系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタ

ル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火

系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候
※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及

び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破

損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容

器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸

送系（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保
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されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水

手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消火系による原子炉格納容器下部へ

の注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器

下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［原子炉格納容器下部水位確保の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25

分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水 

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手段としては，消火系があ

る。 

(a) 消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，消火系を起動し，補助消火水槽を水源

とした燃料プールへの注水を実施する。 

消火系による燃料プールへの注水については，補助消火ポンプにより

注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して燃料プールへの注水を実

施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 
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以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※１。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※２。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできない場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手順につ

いては，「1.11.2.1(1)ａ．消火系による燃料プールへの注水」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による燃料プールへの

注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による燃料プールへの注水開始まで 25

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 
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(5) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子

炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの注水

を行う手順を整備する。 

また，ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注

水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，

原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注

水／スプレイを行う手順を整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水手段としては消火系がある。 

 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から

原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，ろ過水

タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系により原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合
※１。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水
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が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。  

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替注水系（常

設）及び復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，消火系

が使用可能な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.4.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器内への注水」，残

存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4.2.1(3)ａ．(c)消火系による残存溶融炉心の冷却」，溶

融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための消火系

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｆ．消火

系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力容器への注水開

始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用 
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・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25分以内 

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて想定時間は 30 分以

内 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで

25分以内で可能である。 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで，

25分以内で可能である。 

 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，消火系

がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器へのスプレイ 

残留熱除去系 (格納容器冷却モード)が故障により使用できず，格納容

器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内にス

プレイできない場合は，ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉

格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができ

ず，消火系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ

起動の判断基準に到達した場合※２。ただし，重大事故等へ対処する
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ために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

※２：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による

原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※

２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合
※３。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順

については，「1.6.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内へのス

プレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作について，Ａ－残留

熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ

－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及
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び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては消火

系がある。 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器下部の床面に落下した溶

融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，

ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器下部の床面に落

下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場

合※１ で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（スプレイ

管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火系（スプ

レイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未

達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプ

レイ管使用），消火系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタ

ル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火

系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 
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［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候
※３ 及び破損によるパラメータの変化※４ により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及

び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破

損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容

器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸

送系（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし重大事故へ対処するために消火系による消火が必要な火災が

発生していない場合。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水

手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消火系による原子炉格納容器下部へ

の注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器

下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［原子炉格納容器下部水位確保の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25

分以内で可能である。 
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［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手段としては，消火系があ

る。 

(a) 消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，消火系を起動し，ろ過水タンクを水源

として消火ポンプにより注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して

燃料プールへ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※１。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※２。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスができない場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手順につ

いては，「1.11.2.1(1)ａ．消火系による燃料プールへの注水」にて整備

する。 
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ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による燃料プールへの

注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合， 

25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送

水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉

建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車によ

る送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続

口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口か

ら注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，1.13.2.1(5)ｆ．～1.13.2.1(5)ｋ．に示す。） 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接

続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，

水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内

接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホー

ス数量が決まる。 

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，

各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選

択する。ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納

容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び

燃料プールへの注水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保で

きる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。 
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(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下の

とおり。概要図を第 1.13－6 図に，タイムチャートを第 1.13－7 図に，

ホース敷設図を第 1.13－37図及び第 1.13－38図に示す。 

 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］ 

 

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による

各種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接

続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定

する。 

② 緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。 

③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車によるろ過水タン

クを水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させ

る。 

⑤ 緊急時対策要員は，ろ過水タンクから指示された接続口までのホー

ス敷設，系統構成を行う。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告す

る。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。 

⑨ 緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動

し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないこと

を確認する。 

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁

を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したこと

を報告する。 

⑫ 緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計
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で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行

う場合］ 

① 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車によるろ過水タン

クを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のた

め，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示す

る。 

② 緊急時対策要員は，大量送水車をろ過水タンクに配置し，大量送水

車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

③ 緊急時対策要員は，ろ過水タンクから接続口までのホースを敷設し，

第１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。 

④ 緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給の系統構成が完了したことを報告する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告す

る。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。 

⑨ 緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水

車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常の

ないことを確認する。 

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補

給止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したこと

を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してからろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水開始

まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器

代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプ

レイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合におい

て２時間 30 分以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続

口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃

料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続し
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た場合おいて２時間 30 分以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注

水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接

続口）に接続した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタス

クラバ容器接続口に接続した場合おいて２時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮してろ過水タンクから送水先へホ

ースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-1） 

 

 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送

水車による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容

器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起

動し，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

1.13-76r2



れている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及

びペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度

指示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水） 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶融炉

心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容
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器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員

２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子

炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時

間 30分以内で可能である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保

していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員

２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子

炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時

間 30分以内で可能である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存
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溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉

心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがあ

る。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度が，原子炉格納容器内への
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スプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉

圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制

御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業

を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又

は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，
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作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制

御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業

を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又

は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，

作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可

能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。格納容器

代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手

段としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整
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がある。 

 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク

（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水

位に到達する前に，大量送水車を起動し，ろ過水タンクを水源として第

１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

(水張り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送

水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口

使用による大量送水車による注水開始まで２時間 30 分以内，第１ベン

トフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 50 分以内

で可能である。 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸

発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定され

ないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を

実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減

するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

1.13-82r2



第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

 

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器下部への注

水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）

がある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温
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度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水

／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器下部への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時

対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期

水張り開始を確認するまで２時間 30分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

 (b) ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水 
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炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 
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ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）

接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用

する場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り

開始を確認するまで２時間 30分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉

ウェル代替注水系がある。 

 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，ろ過水タンクを水源として原子炉ウェル代替注水系によ

り原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉

格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線
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量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ （ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系によるろ過水タンクを水源とした原子炉ウェ

ルへの注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系に

よる原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室

運転員１名及び緊急時対策要員 12 名により作業を実施した場合，作業

開始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間 30 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプ

レイ 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，

燃料プールスプレイ系がある。 

 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，ろ過水タンクを水源として燃料プール
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スプレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水がで

きない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中

央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで２時間 30 分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレ

イヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，ろ過水

タンクを水源として燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を

使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プ

1.13-88r2



ールへの注水ができない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始までの

想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：３時間 30分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：３時間 30分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できな

い場合に，ろ過水タンクを水源として大量送水車による常設スプレイヘ

ッダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ
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かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ

開始まで２時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持でき

ない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズ

ルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレ

イができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 
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（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／

海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレ

イまでの想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：３時間 30分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：３時間 30分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順 

重大事故等時，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタス

クラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水

及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水（淡水／海水） 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。また，第１

ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送水車による補

給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉
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建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車によ

る送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続

口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口か

ら注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，1.13.2.1(6)ｂ．～1.13.2.1(6)ｇ．に示す。） 

大量送水車による各種注水に使用する水源は，輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）（淡水）を優先して使用する。淡水による各種注水が枯

渇等により継続できない場合は海水による各種注水に切り替えるが，輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して注水が必要な箇所へ送

水することにより，各種注水を継続しながら淡水から海水への水源の切替

えが可能である。 

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は原則淡水補給のみ

とする。なお，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給

及び海水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」及び

「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給」の手順にて実施する。 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接

続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，

水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内

接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホー

ス数量が決まる。 

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，

各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選

択する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉

圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注

水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを実施する

場合は，注水流量が多く確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用

する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽及びろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水ができない場合。また，第１ベントフィルタスクラバ容器の

水位が通常水位を下回ると判断した場合。  
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(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による送水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－8 図に，タイ

ムチャートを第 1.13－9 図に，ホース敷設図を第 1.13－39 図及び第 1.13

－40図に示す。 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］ 

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による

各種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接

続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定

する。 

② 緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。 

③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした送水準備のため，接

続口の場所を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させ

る。 

⑤ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）か

ら指示された接続口までのホース敷設，系統構成を行う。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告す

る。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。 

⑨ 緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動

し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないこと

を確認する。 

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁

を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したこと

を報告する。 

⑫ 緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計

で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行

う場合］ 

① 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽(西２)を水源とした第１ベントフィルタス
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クラバ容器への補給準備のため，第１ベントフィルタスクラバ容器

接続口への送水準備を指示する。 

② 緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）に配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置

する。 

③ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）か

ら接続口までのホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ容器

接続口の蓋を開放する。 

④ 緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給の系統構成が完了したことを報告する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告す

る。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。 

⑨ 緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水

車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常の

ないことを確認する。 

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補

給止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したこと

を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子

炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替

注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系

接続口）に接続した場合において２時間 10 分以内，原子炉建物南側接続

口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペ

デスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェ

ル代替注水系接続口）に接続した場合おいて２時間 10 分以内，原子炉建

物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接

続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続した場合において３時間 10

分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した場合おいて

1.13-94r2



２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-2） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容

器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起

動し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）)が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に
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よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及

びペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度

指示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水） 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶融炉

心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可
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搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央

制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又

は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水開始まで２時間 10分以内で可能である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保

していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で暗闇における作業性についても確保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央

制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又

は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水開始まで２時間 10分以内で可能である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残

存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は

炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分
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な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

ｃ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器内の冷却 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイがある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度が，原子炉格納容器内への

スプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器
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代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）)が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉

圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，

「1.6.2.1(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ

（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格

納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び

緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替

スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで

２時間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可
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能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格

納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び

緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替

スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで

２時間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可

能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｄ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給手段としては，大量送水車による第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整がある。 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク
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（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水

位に到達する前に，大量送水車を起動し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源として第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張り

を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順について「1.5.2.1(2)ａ．

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及び

「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張

り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急

時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水

源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィ

ルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始ま

で２時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張

り）完了まで２時間 30分以内で可能である。 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸

発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定され

ないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を

実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減

するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 
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また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保する。 

 

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器下部への注水手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペ

デスタル代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力
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容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順につい

ては，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水操作は，中

央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してか

ら原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時間 10 分

以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実
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施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水操作は，中央

制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水

系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから原

子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時間 10 分以内

で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｆ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル

への注水 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル

への注水手段としては，原子炉ウェル代替注水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉

格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏

えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 
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※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，

「1.10.2.1(1)原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水

（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェ

ルへの注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

より作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉ウェル代替注

水開始まで２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｇ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）を水源として燃料プールスプレイ系を使用した大量送水車によ

り燃料プールへ注水する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水がで

きない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プール

への注水／スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員

12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへ

の注水開始まで２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレ

イヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）を使用した大量送水車により燃料プールへ

注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プ

ールへの注水ができない場合。 
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・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで

の想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できな

い場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大

量送水車による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ

を実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ
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かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ

開始まで２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持でき

ない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズ

ルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレ

イができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位 
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（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレ

イまでの想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(7) 純水タンクを水源とした対応手順 

重大事故時等，純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への

補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プール

への注水／スプレイを行う手順を整備する。 

 

ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送

水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉
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建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車によ

る送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続

口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口か

ら注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，1.13.2.1(7)ｂ．～1.13.2.1(7)ｇ．に示す。） 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接

続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，

水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内

接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホー

ス数量が決まる。 

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，

各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選

択する。純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容

器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃

料プールへの注水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保でき

る原子炉建物南側接続口を優先して使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

純水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下のと

おり。概要図を第 1.13－10 図に，タイムチャートを第 1.13－11 図に，

ホース敷設図を第 1.13－41図及び第 1.13－42図に示す。 

 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］ 

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による

各種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接

続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定

する。 

② 緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。 

③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による純水タンク

を水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させ
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る。 

⑤ 緊急時対策要員は，純水タンクから指示された接続口までのホース

敷設，系統構成を行う。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告す

る。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。 

⑨ 緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動

し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないこと

を確認する。 

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁

を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したこと

を報告する。 

⑫ 緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計

で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行

う場合］ 

① 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による純水タンク

を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のため，

第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示する。 

② 緊急時対策要員は，大量送水車を純水タンクに配置し，大量送水車

付属の水中ポンプユニットを設置する。 

③ 緊急時対策要員は，純水タンクから接続口までのホースを敷設し，

第１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。 

④ 緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給の系統構成が完了したことを報告する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告す

る。 

⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。 

⑨ 緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水

車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常の

1.13-112r2



ないことを確認する。 

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補

給止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したこと

を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから純水タンクを水源とした大量送水車による送水開始ま

で，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代

替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレ

イ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合において

２時間以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格

納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プー

ルスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合

おいて２時間以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，

格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続

した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接

続口に接続した場合おいて２時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。構内のアクセスルートの状況を考慮して純水タンクから送水

先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-3） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした大量送水

車による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が
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できない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容

器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起

動し，純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)が確保され

ている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及

びペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度

指示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水） 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が
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確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶融炉

心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２

名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間以

内で可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保

していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で暗闇における作業性についても確保している。 
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［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２

名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間以

内で可能である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存

溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉

心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

ｃ．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 
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(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保さ

れている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度が，原子炉格納容器内への

スプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)が確保され

ている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉

圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容器

代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水

／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御

室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を

実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御

室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を

実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可

能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。格納容器
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代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｄ．純水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手段

としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整が

ある。 

 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク

（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水

位に到達する前に，大量送水車を起動し，純水タンクを水源として第１

ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

ⅱ 操作手順 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

(水張り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給操

作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送水

車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使

用による大量送水車による注水開始まで２時間以内，第１ベントフィル
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タスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 20 分以内で可能で

ある。事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水

の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定

されないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操

作を実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を

低減するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

 

ｅ．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器下部への注水 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，格

納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）が

ある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 
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損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が

確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器

代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／

海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期

水張り開始を確認するまで２時間以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 
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格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

 (b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可搬

型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が

確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温
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度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル

代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策

要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）

接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用

する場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り

開始を確認するまで２時間以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで３時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｆ．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉ウ

ェル代替注水系がある。 

 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，純水タンクを水源として原子炉ウェル代替注水系により

原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格
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納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ （ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保さ

れている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による純水タンクを水源とした原子炉ウェル

への注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系によ

る原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運

転員１名及び緊急時対策要員 12 名により作業を実施した場合，作業開

始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｇ．純水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレ
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イ 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，

燃料プールスプレイ系がある。 

 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，純水タンクを水源として燃料プールス

プレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水がで

きない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない 

場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中央

制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで２時間以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模
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な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレ

イヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，純水タ

ンクを水源として燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を使

用した大量送水車により燃料プールへ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プ

ールへの注水ができない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない 

場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで

の想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 
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燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できな

い場合に，純水タンクを水源として大量送水車による常設スプレイヘッ

ダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ

開始まで２時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持でき

ない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズ

ルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著し
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い損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレ

イができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレ

イまでの想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(8) 海を水源とした対応手順 

重大事故等時，海を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プ

ールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。 

重大事故等時，海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
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む。）による冷却水の確保，最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送，大気への

放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。 

 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源の確保として大量送水車又は大型

送水ポンプ車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は

原子炉建物内接続口までのホース接続及び大量送水車による送水までの手

順を整備し，建物接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順について

は各条文にて整備する。(手順のリンク先については，1.13.2.1(8)ｂ．～

1.13.2.1(8)ｆ．に示す。) 

水源の確保，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置，大量送水車の配

置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続

口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであ

り，水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建

物内接続口までの距離によりホース数量が決まる。 

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，

各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選

択する。海を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷

却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プール

への注水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保できる原子炉

建物南側接続口を優先して使用する。 

原子炉建物内接続口は，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合に使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽，ろ過水タンク，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による送水手順の概略は以下のとおり。概要図を第 1.13－12 図に，

タイムチャートを第 1.13－13 図に，ホース敷設図を第 1.13－43 図に示

す。 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送
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水）］ 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大量送水車又は

大型送水ポンプ車による大量送水車への送水を実施するよう緊急時

対策要員へ指示する。 

② 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇

所に移動させる。 

③ 緊急時対策要員は，大量送水車による大量送水車への送水の場合，

海水取水箇所から中継する大量送水車接続口までのホース等の敷設

を行う。 

④ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に建物内の系統構成が完了した

ことを報告する。 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車又は大型送水ポン

プ車による大量送水車への送水の準備完了を報告する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，大量送水車又は

大型送水ポンプ車を起動し大量送水車への送水を実施する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の吐出圧力に

より必要流量が確保されていることを確認する。 

⑧ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の運転状態を

継続して監視する。 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水］ 

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による

各種注水を行うことを決定し，各種注水のための建物接続口の場所

及び大量送水車の配置箇所を決定する。 

② 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させ

る。 

③ 緊急時対策要員は，ホース接続継手から建物接続口までのホース敷

設と系統構成を行う。 

④ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水の

場合，大量送水車接続口から海水取水箇所までのホース等の敷設を

行う。 

⑤ 緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送

水車への送水」作業が完了していることを確認する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完

了を報告する。 

⑦ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，大量送水車を起

動し注水／補給を実施する。注水／補給中はホースの結合金具付き

の可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 
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(c) 操作の成立性 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから海を水源とした大量送水車による大量送水車への送水

まで２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水ま

で２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先へホースを敷設

し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-4） 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水］ 

上記の操作は，大量送水車１台の操作を緊急時対策要員６名にて実施

した場合，作業開始を判断してから送水開始まで，建物近傍の送水ライ

ンと直接接続し，各接続口に接続する。大量送水車又は大型送水ポンプ

車による大量送水車への送水から大量送水車による送水の一連の作業は，

中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから「大量送水車（２台）使用の場合」２時間

10 分以内，「大型送水ポンプ車及び大量送水車使用の場合」２時間 10 分

以内で可能である。 

大量送水車（２台）を使用し原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南

側接続口に接続する場合，２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車及び大

量送水車を使用し原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口に接

続する場合，２時間 10 分以内，原子炉建物内接続口に接続する場合，

３時間 20 分以内である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能

である。 
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構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先へホースを敷設

し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.13.4-5） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉圧力容

器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力

容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）を起動し，海を水源とした原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常

設），復水輸送系及び消火系が使用できず，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 
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【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。  

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水が

できない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d)低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶融炉

心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d)低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始ま

で低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）の注入配管を使用した場合において２

時間 10 分以内で可能である。 
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また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 20 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保

していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始ま

で低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）の注入配管を使用した場合において２

時間 10 分以内で可能である。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 20 分以内で可能である。 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存

溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉

心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保

していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器内の冷却 

残留熱除去系(格納容器冷却モード)が故障により使用できず，格納容
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器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系により原子炉格納容器

内にスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

より原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイが使用できない場合において，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，

又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度，又は原子炉

圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 
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ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d)格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続

口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時

間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用

する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 20 分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続

口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時

間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用
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する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 20 分以内で可

能である。 

（「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手

順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。  

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 
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原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対

策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期

水張り開始を確認するまで２時間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 
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(b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。  

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※

４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 
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ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容

器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対

策要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）

接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用

する場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部初期注水の開始

を確認するまで２時間 10分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部初期注水の開始を確

認するまで３時間 20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては原子炉ウェル代替注

水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，海を水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウ

ェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器か

ら原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線
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量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水

手順については，「1.10.2.1(1)原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウ

ェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名によ

り作業を実施した場合，作業開始判断から原子炉ウェル代替注水系によ

る原子炉ウェル注水開始まで２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プー

ルスプレイ系がある。 

(a) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，海を水源として燃料プールスプレイ系

を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。  

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水がで

きない場合。 
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・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，

大量送水車の配置，送水準備及び燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ使用）接続口使用による注水まで２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレ

イヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，海を水

源として燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を使用した大

量送水車により燃料プールへ注水する。  

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プ

ールへの注水ができない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬

型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水開始までの想定時

間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できな

い場合に，海を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイを実施すること

で燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止す

る。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 
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【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，

大量送水車の配置，送水準備及び燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ使用）接続口使用による大量送水車によるスプレイまで２時間

10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位が維持でき

ない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズ

ルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレ

イができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬

型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ開始までの想

定時間は以下のとおり。 

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷

却水の確保 

海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）への冷却

水を確保する手段としては，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

がある。 

 

(a)  原子炉補機冷却系による（原子炉補機海水系を含む。）冷却水の確保 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が健全な場合は，自動

起動信号による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機

冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を起動し，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）による冷却水確保を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を使用した原子炉圧

力容器内及び原子炉格納容器内の除熱が必要な場合 

【1.5.2.3(1)】 
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ⅱ 操作手順 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷却水の確保

手順については，「1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）による除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

による除熱開始まで３分以内で可能である。 

 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送手段としては原

子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系がある。 

 

(a) 海を水源とした原子炉補機代替冷却系による除熱 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系を使用した発

電用原子炉からの除熱，原子炉格納容器内の除熱及び燃料プール水の除

熱ができなくなるため，原子炉補機代替冷却系を用いた除熱のため，原

子炉補機冷却系の系統構成を行い，原子炉補機代替冷却系により補機冷

却水を供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留

熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）又は残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送す

る。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障又は全交流動

力電源喪失により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を使

用できない場合。ただし，原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準

備を優先する。※１ 

※１：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大

量送水車による注水又は補給準備を実施。 

【1.5.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒートシンク（海）

への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却
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系による除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対

策要員15名にて作業を実施した場合，原子炉建物南側接続口又は原子炉

建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合，作業開始を判断して

から運転員操作の系統構成完了まで１時間40分以内，緊急時対策要員操

作の補機冷却水供給開始まで７時間20分以内で可能である。 

また，原子炉建物内接続口を使用する場合，中央制御室運転員１名，

現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転

員操作の系統構成完了まで１時間40分以内，緊急時対策要員操作の補機

冷却水供給開始まで６時間50分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同等である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 大型送水ポンプ車による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の機能が喪失した場合，

残留熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため，原子炉補機代替

冷却系により補機冷却水を確保するが，移動式代替熱交換設備が機能喪

失した場合は，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，大型送水ポンプ車

により，原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給す

る。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留

熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，目的に応

じた運転モードで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を起動し，最終ヒート

シンク（海）へ熱を輸送する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）機能喪失又は全交流

動力電源喪失により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が

機能喪失した場合で，移動式代替熱交換設備が故障等により使用できな

い場合。 

【1.5.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 
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原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒートシンク（海）

への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1)ｂ．大型送水ポンプ車に

よる除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対

策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員に

よる系統構成完了まで１時間20分以内，緊急時対策要員による大型送水

ポンプ車を使用した補機冷却水供給開始まで６時間50分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手段としては大型送水ポ

ンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制がある。 

(a) 海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を

防止するため，格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱や格納

容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系による原子炉格納容器の減

圧及び除熱させる手段がある。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が

異常に低下し，燃料プール注水設備で注水しても水位が維持できない場

合は，燃料プールへのスプレイにより燃料損傷を緩和する手段がある。 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建物から直接放射性物質が拡

散する場合を想定し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に

海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注水手段を講じて

も発電用原子炉への注水が確認できない場合。 

・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆる注水手段を講じ

ても水位低下が継続する場合。 

・大型航空機の衝突など，原子炉建物外観で大きな損傷を確認した場
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合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

【1.12.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした大気への放射性物

質の拡散抑制手順については，「1.12.2.1(1)ａ．大型送水ポンプ車及び

放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の現場対応は緊急時対策要員 12 名にて実施した場合，所要時間

は，複数あるホース敷設ルートのうち，人力で設置する作業がない原子

炉建物西側連絡ルートを優先的に選択することで，作業開始を判断して

から大気への放射性物質の拡散抑制の準備完了まで４時間 30 分以内で

可能である。（ホースを人力で設置する排気筒南側連絡ルートでホース

を敷設した場合は，４時間 30 分以内で大気への放射性物質の拡散抑制

の準備を完了することとしている。） 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。作業環境の周辺温度は外気温と同程度である。

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように大

型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射性物質の拡散抑制

を開始する。緊急時対策要員５名にて実施し，大型送水ポンプ車及び放

水砲による大気への放射性物質の拡散抑制の実施指示から 10 分以内で

放水することが可能である。  

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定することが可能で

あり，風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じて，最も効果的な方

角から原子炉建物破損口等の放射性物質の放出箇所に向けて放水する。 

なお，原子炉建物への放水に当たっては，原子炉建物から漏えいする

放射性物質や熱を検出する手段として，必要に応じてガンマカメラ又は

サーモカメラを活用する。原子炉建物の破損箇所や放射性物質の放出箇

所が確認できない場合は，原子炉建物の中心に向けて放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで，放水形状を直線
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状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状とするとより遠くまで放

水できるが，噴霧状とすると，直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果

が期待できることから，なるべく噴霧状を使用する。 

また，直線状で放水する場合も到達点では，噴霧状になっているため

放射性物質の抑制効果がある。 

なお，大型送水ポンプ車及び放水砲の準備にあたり，プラント状況や

周辺の現場状況，ホースの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ル

ートから全対応の作業時間が短くなるよう適切なルートを選択する。 

 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手段としては大型送水ポンプ

車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火がある。 

(a) 大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した

場合は，大型送水ポンプ車及び放水砲により，海水を水源として，航空

機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

【1.12.2.2(2)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした航空機燃料火災へ

の泡消火手順については，「1.12.2.2(2)ａ．大型送水ポンプ車及び放水

砲による航空機燃料火災への泡消火」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火開始まで

５時間 10 分以内で可能である。 

放水段階では緊急時対策要員５名にて実施する。１％水成膜泡消火薬

剤を 5,000L 配備し，放水開始から 22分の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（22,000L/min）の１％濃度で自動注入とな

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに

作業ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホース

を配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，
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暗闇における作業性についても確保している。 

 

(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう

酸水注入／注水手順を整備する。 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手段

としては，ほう酸水注入系がある。 

(a) 事故時操作要領書（徴候ベース）「反応度制御」 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）の操作を

実施しても，制御棒 1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。 

なお，制御棒手動操作・監視系の故障により，制御棒の位置が確認で

きない場合もＡＴＷＳと判断する。 

【1.1.2.1(2)】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注入手順については，「1.1.2.1(2)ＥＯＰ「反応度制御」」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員２名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから，ほう酸水注入系起動操作完了まで６分以内で対応

可能である。 

 

(b) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，ほう酸

水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給するこ

とで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力

容器への注水を継続する。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給

することで，ほう酸水注入テストタンクを使用したほう酸水注入系によ
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る原子炉圧力容器への注水も可能である。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高圧炉心スプレイ

系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほ

う酸水注入系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注水手順については，「1.2.2.3(1)ｂ．ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

へのほう酸水注入は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10

分以内で可能である。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給し，原

子炉圧力容器へ継続注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現場

運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧

力容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能である。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給

し，原子炉圧力容器へ注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉

圧力容器への注水開始まで１時間 15分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入を並

行して実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ注水する場合で，

ほう酸水注入系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量
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率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯蔵タンク）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注入手順については，「1.8.2.2(1)ｂ．ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してからほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入開始まで 10分以内で可能である。 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水） 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を

実施している場合に，低圧原子炉代替注水槽への補給手段がないと低圧原

子炉代替注水槽水位は低下し，水源が枯渇するため，大量送水車による低

圧原子炉代替注水槽への補給を実施する。 

大量送水車の水源は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を優

先して使用する。淡水による低圧原子炉代替注水槽への補給が枯渇等によ

り継続できない場合は，海水による低圧原子炉代替注水槽への補給に切り

替えるが，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して低圧原

子炉代替注水槽へ補給することにより，低圧原子炉代替注水槽への補給を

継続しながら淡水から海水への切替えが可能である。なお，輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．輪谷

貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への補給」の手順にて，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）への海水補給は，「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて実施する。 

また，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として低圧原

子炉代替注水槽へ補給している場合は，あらかじめ大量送水車又は大型送

水ポンプ車の水源切替え準備をすることにより速やかに淡水から海水への

切替えが可能である。淡水から海水への切替えは，「1.13.2.3(2)淡水から
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海水への切替え」の手順にて実施する。 

 

(a) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種

注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能

な場合。 

 

ⅱ 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。概要

図を第 1.13－14図，タイムチャートを第 1.13－15図に，ホース敷設図

を第 1.13－44図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示す

る。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水

車の配置及びホース接続を依頼する。 

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に決定し，緊急時対策要員に大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

の蓋を開放後，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

⑤ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）か

ら低圧原子炉代替注水槽までのホース敷設を行う。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽へ

の補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示に

て確認する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋

開放及びホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊

急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告す

る。 

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。 

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視
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を指示する。 

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉

代替注水槽への補給開始を指示する。 

⑪ 緊急時対策要員は，大量送水車の起動後，補給開始したことを緊急

時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は，当直長に報告す

る。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始され

たことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副

長に報告する。 

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による低圧原

子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告

する。 

⑭ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に

到達したことを当直副長に報告する。 

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補

給開始まで２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ルー

トを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.13.4-6） 

 

(b) 淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種

注水が必要となった場合で，淡水タンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給ができ
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ない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－16 図，タイムチャ

ートを第 1.13－17図に，ホース敷設図を第 1.13－45 図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示す

る。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水

車の配備及びホース接続を依頼する。 

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を淡水タン

クに決定し，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注

水槽への補給の準備を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置し，淡水タンク

接続口から大量送水車吸入口へホースを接続する。 

⑤ 緊急時対策要員は，淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽までのホ

ース敷設を行う。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽へ

の補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示に

て確認する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋

開放及びホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊

急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告す

る。 

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。 

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視

を指示する。 

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉

代替注水槽への補給開始を指示する。 

⑪ 緊急時対策要員は，淡水タンクの弁を全開後，大量送水車の起動操

作を行い，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，

緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始され

たことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副

長に報告する。 

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による淡水タ
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ンクから低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時

対策本部に報告する。 

⑭ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に

到達したことを当直副長に報告する。 

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による淡水タン

クから低圧原子炉代替注水槽への補給開始まで１時間 50 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作

業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクから低圧原子炉代

替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

(添付資料 1.13.4-6) 

 

(c) 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による低圧原子炉代替注水槽への補給 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種

注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水

タンクが使用できない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。

概要図を第 1.13－18図に，タイムチャートを第 1.13－19図に，ホース

敷設図を第 1.13－46図に示す。 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

「1.13.2.1(8)ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車
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又は大量送水車（２台）による送水」の操作手順と同様である。 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による送水］ 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指

示する。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量

送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低圧

原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車及び大型送

水ポンプ車又は大量送水車（２台）の配置とホースの接続を依頼

する。 

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を海に決

定し，緊急時対策要員に大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大

量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給準備を指

示する。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水

箇所に配置し，大量送水車又は大型送水ポンプ車付属の水中ポン

プユニットを海水取水箇所へ設置する。 

⑤ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から低圧原子炉代替注水槽まで

のホース敷設を行う。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表

示にて確認する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の

蓋開放及びホースの挿入を行う。 

⑧ 緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量

送水車への送水準備」作業が完了していることを確認し，大量送

水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊

急時対策本部は当直長に報告する。 

⑨ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量

送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。 

⑩ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監

視を指示する。 

⑪ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給開始を指示する。 

⑫ 緊急時対策要員は，大量送水車の起動操作を行い，補給開始した

ことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直

長に報告する。 
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⑬ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始さ

れたことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当

直副長に報告する。 

⑭ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による低圧

原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に

報告する。 

⑮ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位

に到達したことを当直副長に報告する。 

⑯ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽

への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大量送水車による大量送水車への送水まで２時間

10 分以内，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水まで２時間

10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海水取水箇所から中継する

大量送水車へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モ

ニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-4） 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による送水］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大量送水車（２台）を使用する場合，２時間 10

分以内，大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用する場合，２時間

10分以内で可能である。 

大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水から大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の一連の作業は，中央

制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，
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作業開始を判断してから「大量送水車（２台）使用の場合」２時間

10 分以内，「大型送水ポンプ車及び大量送水車使用の場合」２時間 10

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に

操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車から低圧原子炉

代替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料 1.13.4-5) 

 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手

順 

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）への補給 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合に輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）の水が枯渇する前に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷

貯水槽（東２）の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給

する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合で，輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水が枯渇するおそれがある場合。 

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を

第 1.13－20 図に，タイムチャートを第 1.13－21 図に，ホース敷設図を

第 1.13－47 図に示す。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員

に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給を指示する。 

② 緊急時対策要員は，大量送水車の配置及びホース等の接続を行う。 

③ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）か

ら輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設を
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行う。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホース挿入を行い，大量送水車に

よる送水準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 

⑤ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。 

⑥ 緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，輪谷貯水槽（東１）又は

輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

へ補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑦ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）及

び輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水位を目視により

確認し，補給が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，

緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）に水を補給す

るまで１時間 20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能

である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（東１）又は輪谷

貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホー

スを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-7） 

 

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

(a) 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

への海水補給 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水が枯渇により輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給ができなくなるおそれが

ある場合に，大型送水ポンプ車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）へ補給する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽

（東１）又は輪谷貯水槽（東２）を水源とした補給ができない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への補給手順の概略は以下のとおり。概略図を第 1.13

－22図に，タイムチャートを第 1.13－23図に，ホース敷設図を第 1.13

－48図に示す。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大型送水ポン

プ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水

補給を実施するよう緊急時対策要員へ指示する。 

② 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を海水取水箇所に配置し，

大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所に設

置する。 

③ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。 

④ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の配置，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホースの挿入を行い，大

型送水ポンプ車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑤ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大型送水ポンプ車による輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示す

る。 

⑥ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動後，補給開始したこ

とを緊急時対策本部に報告する。 

⑦ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

の水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策

本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大型送水ポンプ車による海水取水箇所から輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始まで３時間 40 分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の

結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に
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操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-8） 

 

(b) 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海

水補給 

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水が枯渇により輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給ができなくなるおそれが

ある場合に，大量送水車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）へ補給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，淡水を水源と

した補給ができない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への海水補給手順の概略は以下のとおり。概略図を第 1.13－

24図に，タイムチャートを第 1.13－25図に，ホース敷設図を第 1.13－

48図に示す。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大量送水車に

よる輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給を

実施するよう緊急時対策要員へ指示する。 

② 緊急時対策要員は，大量送水車を海水取水箇所に配置し，大量送

水車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所に設置する。 

③ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホースの挿入を行い，大量送

水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑤ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。 

⑥ 緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，補給開始したことを緊
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急時対策本部に報告する。 

⑦ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

の水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策

本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大量送水車による海水取水箇所から輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始まで２時間 30 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.13.4-9） 

 

 (3) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補

給 

復水貯蔵タンクを水源として，各種注水を行う場合で，復水貯蔵タンク

の水が枯渇するおそれがある場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）の水を復水貯蔵タンクへ補給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能な場

合。 

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による復水貯蔵タンクへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第

1.13－26 図に，タイムチャートを第 1.13－27 図に，ホース敷設図を第

1.13－49図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大

量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備開始を指示する。  

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送
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水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備のため，大量送水車の配

置及びホース接続を依頼する。 

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に決定し，緊急時対策要員に大

量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

の蓋を開放後，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

⑤ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）か

ら復水貯蔵タンクまでのホース敷設を行う。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給

に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵タンクへのホー

ス接続を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に

報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。 

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示

する。 

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タ

ンクへの補給開始を指示する。 

⑪ 緊急時対策要員は，大量送水車を起動し，復水貯蔵タンク接続口元

弁を全開にし，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。ま

た，緊急時対策本部は，当直長に報告する。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたこと

を復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による復水貯

蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑭ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達し

たことを当直副長に報告する。 

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給

停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給開始ま

で２時間 10 分以内で可能である。 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，淡水タンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給手

順の概要は以下のとおり。概要図は第 1.13－28 図，タイムチャートを第

1.13－29図に，ホース敷設図を第 1.13－50図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大

量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備開始を指示する。  

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備のため，大量送水車の配

置及びホース接続を依頼する。 

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を淡水タン

クに決定し，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへ

の補給の準備を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置し，淡水タンク

接続口から大量送水車吸入口へホースを接続する。 

⑤ 緊急時対策要員は，淡水タンクから復水貯蔵タンクまでのホース敷

設を行う。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給

に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認

する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵タンクへのホー

ス接続を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に

報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 
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⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。 

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示

する。 

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タ

ンクへの補給開始を指示する。 

⑪ 緊急時対策要員は，淡水タンクの弁及び復水貯蔵タンク接続口元弁

を全開にし，大量送水車の起動操作を行い，補給開始したことを緊

急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告す

る。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたこと

を復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による復水貯

蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑭ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達し

たことを当直副長に報告する。 

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給

停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による淡水タン

クから復水貯蔵タンクへの補給開始まで１時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクから復水貯蔵タン

クへホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タン

クから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合。 

 

(b) 操作手順 
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海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タン

クへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第 1.13－30 図，タイム

チャートを第 1.13－31図に，ホース敷設図を第 1.13－51図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大

量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給

の準備開始を指示する。  

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給の準

備のため，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置及びホース接続

を依頼する。 

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を海に決定

し，緊急時対策要員に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水

貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。 

④ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇

所に配置し，大量送水車又は大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユ

ニットを海水取水箇所へ設置する。 

⑤ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から復水貯蔵タンクまでのホース

敷設を行う。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車又は大型送水ポンプ車による復

水貯蔵タンクへの海水補給に必要な監視計器の電源が確保されてい

ることを状態表示にて確認する。 

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置及び復

水貯蔵タンクへのホース接続を行い，大量送水車又は大型送水ポン

プ車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急

時対策本部は当直長に報告する。 

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依

頼する。 

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示

する。 

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車又は大型送水ポン

プ車による復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。 

⑪ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を起動し，復

水貯蔵タンク接続口元弁を全開にし，補給開始したことを緊急時対

策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたこと

を復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車又は大型送水

ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時
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対策本部に報告する。 

⑭ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達し

たことを当直副長に報告する。 

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給

停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから「大量送水車使用の場合」

２時間 10分以内，「大型送水ポンプ車使用の場合」３時間 50分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車又は大型送水ポン

プ車から復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプ

レッション・プール水温上昇等によりサプレッション・チェンバが使用でき

ない場合において，復水貯蔵タンクの水位計が健全であり，水位が確保され

ている場合は，重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよ

う，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源を切り替える。 

なお，水源切替えにおいては，運転中の原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧

炉心スプレイ・ポンプを停止することなく水源を切り替えることが可能であ

る。 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時において，復水貯

蔵タンクが使用可能な場合は，サプレッション・チェンバから復水貯蔵タ

ンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態となり，復水貯蔵

タンクの水位が確保されている場合 

・サプレッション・プール水位が，－50cm以下となった場合 

・サプレッション・プール水温度が，原子炉隔離時冷却系の設計温度を
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超えるおそれがある場合 

 

(b) 操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－32図に，タイムチャート

を第 1.13－33図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にサ

プレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源の切替え，そ

の後の原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認する

よう指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパス

ＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポ

ンプ復水貯蔵水入口弁を全開操作する。 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポ

ンプ復水貯蔵水入口弁が全開となったことを確認後，ポンプトーラ

ス水入口弁を全閉操作し，水源がサプレッション・チェンバから復

水貯蔵タンクへ切り替わることを確認する。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，水源切替え後における原

子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長

に水源切替えが完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切り替えるまで５分以内で可能である。中央制御室に設置されてい

る操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内作業の

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.13.4-10） 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時において，サプレ

ッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態となり，復水貯蔵

タンクの水位が確保されている場合 

・サプレッション・プール水位が，－50cm以下となった場合 

・サプレッション・プール水温度が，高圧炉心スプレイ系の設計温度を

超えるおそれがある場合 
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(b) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－34図に，タイムチャート

を第 1.13－35図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧炉心スプレイ系の水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵

タンクへ切替え，その後の高圧炉心スプレイ系の運転状態に異常が

ないことを確認するよう指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパス

ＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系のＨ

ＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁を全開操作する。 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵

水入口弁が全開となったことを確認後，ＨＰＣＳポンプトーラス水

入口弁を全閉操作し，水源がサプレッション・チェンバから復水貯

蔵タンクへ切り替わることを確認する。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて水源切替え後における高圧

炉心スプレイ系の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長に

水源切替えが完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切り替えるまで５分以内で可能である。中央制御室に設置されてい

る操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内作業の

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.13.4-10） 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，低圧原

子炉代替注水槽への淡水供給が継続できない場合は淡水補給から海水補給

へ切り替える。 

低圧原子炉代替注水槽への補給は，「1.13.2.2(1)ａ．大量送水車による

低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水）」の手順にて整備する。 

(添付資料 1.13.4-11) 

 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，輪谷貯
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水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水供給が継続できない場合は

淡水補給から海水補給へ切り替える。 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給は，

「1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて，輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給は，「1.13.2.2(2)ｂ．海か

ら輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて整備

する。 

(添付資料 1.13.4-12) 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，復水貯

蔵タンクへの淡水供給が継続できない場合は淡水補給から海水補給へ切り

替える。 

復水貯蔵タンクへの淡水補給は，「1.13.2.2(3)ａ．輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給」及び「1.13.2.2(3)

ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給」の手順にて，復水貯蔵タン

クへの海水補給は，「1.13.2.2(3)ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給」の

手順にて整備する。 

 

(3) 海水から淡水への切替え 

土石流の発生により，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした原子炉圧力容器等への注水ができない場合は，海を水源とした原子炉

圧力容器等への注水を実施するが，その後，淡水タンクが使用可能であるこ

とを確認できた場合は，海水から淡水へ水源を切り替える。 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器等への注水は，

1.13.2.1.(5)ｅ．～ ｋ．の手順にて整備する。 

純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器等への注水は，

1.13.2.1.(7)ａ．～ ｇ．の手順にて整備する。 

 

(4) 外部水源から内部水源への切替え 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に内部水源（サプレッション・チェン

バ）を水源とした高圧注水系による原子炉圧力容器への注水ができない場合

は，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，外部水源（低圧原子

炉代替注水槽）を水源とした低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水又は外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

を水源としたペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水を行うが，その後，事故収束に必要な対応として，外部水源（低圧原

子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部
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水源（サプレッション・チェンバ）への切替えを行う。 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チ

ェンバ）への切替え 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器

破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」発生時の事故の収束に必要な対応として，外部水源（低圧原子炉代

替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替え

る。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷時，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水を実施している状

態にて，原子炉水位がＬ０以上と判断され，かつ，残留熱代替除去系が

使用可能な場合※１ 

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ）が確保されている場合 

 

(b) 操作手順 

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・

チェンバ）への切替え手順の概要は以下のとおり。 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替

除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手順

については，「1.7.2.1(1)ａ． 残留熱代替除去系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱」にて整備する。また，外部水源（低圧原子炉代替注

水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(1)a.(a)低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に外

部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水手段から，内部水源（サプ

レッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉

圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段へ切り替えるた

め，残留熱代替除去ポンプの起動を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源（サプレッショ

ン・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱が開始されたことを確認し，

当直副長に報告する。 

③ 当直副長は，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残

留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器
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内の除熱開始を確認後，中央制御室運転員に外部水源（低圧原子炉

代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系の停止操作を行うた

め，低圧原子炉代替注水ポンプ停止を指示する。 

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，低圧原子炉代替注水ポン

プを停止する。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，当直副長に低圧原子炉代替注水ポンプが停

止したことを報告する。 

(c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系

による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱操作の成立

性については，「1.13.2.1(3)ｄ．(b)残留熱代替除去系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱」にて整理する。 

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器内の注水操作の成立性については，

「1.13.2.1(1)ａ．(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉

代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水」にて整理する。 

 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への切替え 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器

破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」発生時の事故の

収束に必要な対応として，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替える。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器破損後，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水を実施している状態にて，残留熱代替除去系が使用

可能な場合※１ 

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ）が確保されている場合 

(b) 操作手順 

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への切替え手順の概要は以下のとおり。 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替

除去系による原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.7.2.1(1)ａ． 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備す

る。また，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使

用したペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への
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注水手順については，「1.8.2.1(1)e.ペデスタル代替注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に外

部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペ

デスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

手段から，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留

熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱手段へ切り替えるため，

残留熱代替除去ポンプの起動を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源（サプレッショ

ン・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器

内の除熱が開始されたことを確認し，当直副長に報告する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ペデスタル代替注水系

（可搬型）の停止基準である，格納容器圧力 384kPa[gage]以下及び

ドライウェル水位がベント管下端位置（ドライウェル床面＋1m）に

到達したことを当直副長へ報告する。 

④ 当直副長は，ペデスタル代替注水系（可搬型）の停止基準到達を確

認後，中央制御室運転員に外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）の停止

操作を行うため，原子炉格納容器下部への注水停止を指示する。 

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却

外側隔離弁の全閉操作を実施する。 

⑥ 中央制御室運転員Ａは，当直副長に原子炉格納容器下部への注水が

停止したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系

による原子炉格納容器内の除熱操作の成立性については，「1.13.2.1(3)

ｄ．(b)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて

整理する。 

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペ

デスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作

の成立性については，「1.13.2.1(6)ｅ．(b)ペデスタル代替注水系（可搬

型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原

子炉格納容器下部への注水」にて整理する。 

 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

大量送水車による各接続口から注水等が必要な箇所までの送水手順について

は，「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等｣，「1.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6原子炉格
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納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための手順等｣，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等」，「1.10水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて，それぞれ整備する。 

海を水源とした設備への送水手順については，「1.5最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための手順等」及び「1.12発電所外への放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて，それぞれ整備する。 

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備，大量

送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」にて整備する。 

なお，大量送水車による送水に使用するホース結合金具付きの可搬型圧力計

は，送水時に圧力を確認しながらポンプの回転数を操作し，送水圧力の調整を

実施するため，使用する圧力計は健全性が確認されたものを使用する。 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロー

チャートを第 1.13－36図に示す。

(1) 水源を利用した対応手段

重大事故等時には，原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱等のサプレッション・チェンバ又は復水貯

蔵タンクを水源とした注水をするため，必要となる十分な量の水をサプレッ

ション・チェンバ又は復水貯蔵タンクに確保する。

サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを水源とした注水ができな

い場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器等への各種注

水を実施する。 

サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク及び低圧原子炉代替注水槽を

水源とした注水が実施できず，さらに重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合は，補助消火水槽又はろ過水タ

ンクを水源として消火系による原子炉圧力容器等への注水を実施する。

補助消火水槽及びろ過水タンクを水源として利用できない場合は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車により原子炉

圧力容器等へ注水するため，必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）に確保する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場

合は，純水タンクを水源とした大量送水車により原子炉圧力容器等への注水

を実施する。 

純水タンクを水源として使用できない場合は，海を利用して大量送水車及
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び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）により原子炉圧力容器等へ注水

することとなる。 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

(a) 大量送水車による送水（注水等）に利用する水源の優先順位

重大事故等時，常設設備による注水等ができない場合は，大量送水車

による送水（注水等）を実施する。 

大量送水車による送水（注水等）には，複数の水源から選択する必要

があることから，送水（注水等）に利用する水源の優先順位の考え方を

以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，注水継続性（可搬型設備に

よる送水時の有効水源容量）及び水質による機器への影響（淡水／海水）

を考慮する。なお，淡水タンクは湧水等を水源とする輪谷貯水槽（東１）

及び輪谷貯水槽（東２）からの補給以外に現実的な水源補給の手段がな

く，継続的な注水確保の観点からは有効な水源でないことから，補給用

水源として位置付ける。 

可搬型設備による送水（注水等）に利用する水源は，低圧原子炉代替

注水槽よりも注水継続性がある輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を優先することから，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容

器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの注水／ス

プレイを実施するため，必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）に確保する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できな

い場合は，最終的な水源である海を水源とした大量送水車及び大型送水

ポンプ車又は大量送水車（２台）による原子炉圧力容器への注水，原子

炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの

注水／スプレイを実施する。 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段

重大事故等時には，注水等に使用している水源が枯渇しないように，大量

送水車又は大型送水ポンプ車により，注水等に使用している水源への補給を

実施する。なお，補給手段における水源と可搬型設備の組み合わせは，以下

のようにする。 

・輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とする場合は，大量

送水車を使用する。

・輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を水源とする場合は，大量

送水車を使用する。

・淡水タンクを水源とする場合は，大量送水車を使用する。
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・海を水源とする場合は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を使用する。

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，注水等に使用している水源への補給には，複数の水源か

ら選択する必要があることから，大量送水車又は大型送水ポンプ車による

補給に利用する水源の優先順位の考え方を以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，信頼性（耐震性）及び水質に

よる機器への影響（淡水／海水）を考慮する。また，淡水タンクにおいて

は，消火系の水源であることを考慮する。 

(a) 低圧原子炉代替注水槽への補給に利用する水源の優先順位

低圧原子炉代替注水槽を水源として，原子炉圧力容器への注水等の各

種注水時において，大量送水車が使用可能な場合は，大量送水車により

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから低圧原

子炉代替注水槽へ補給する。 

低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替注水ポンプによ

る原子炉圧力容器への注水等の各種注水時において，淡水タンクは消火

系の水源として確保する必要があり，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）は淡水タンクより信頼性が高いことから，大量送水車により

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽

へ補給する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクを水源

として利用できない場合は，海を利用して大量送水車及び大型送水ポン

プ車又は大量送水車（２台）により低圧原子炉代替注水槽へ補給する。 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給に利用する水源

の優先順位 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納

容器下部への注水及び燃料プールへの注水／スプレイにおいて，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が枯渇しないように，大量送水車

又は大型送水ポンプ車により，各水源からの補給を実施する。 

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）へ補給できない場合は，海を利用して大量送水

車又は大型送水ポンプ車により補給する。 

(c) 復水貯蔵タンクへの補給に利用する水源の優先順位

復水貯蔵タンクを水源として，原子炉圧力容器への注水等の各種注水

時において，外部電源喪失により交流電源が確保できない場合で大量送
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水車が使用可能な場合は，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから復水貯蔵タンクへ補給する。輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクを水源として

利用できない場合は，海を利用して大量送水車又は大型送水ポンプ車に

より復水貯蔵タンクへ補給する。 
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第 1.13－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
対
応

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
）

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポン

プ）

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順等」及

び「1.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための手順

等」にて整備する。 

原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 

高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポン

プ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
）

サプレッション・チェンバ
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」にて整備する。 

低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポン

プ） 

残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱

サプレッション・チェンバ

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の 

注
水
及
び
原
子
炉
格
納 

容
器
内
の
除
熱

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(２／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・スト

レーナ 

原子炉浄化系配管 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「水位確保」等 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 

原子炉圧力容器 

主蒸気系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・ス

パージャ 

原子炉浄化系 配管 

非常用交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「水位確保」等 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(３／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(４／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水槽 

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水槽 

格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替

注水ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

低圧原子炉代替注水槽 

ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(５／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(６／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク

ラ
バ
容
器
へ
の
補
給 

ろ過水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(７／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を 

水
源
と
し
た
送
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力 

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 
輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
格
納
容
器
内 

の
冷
却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

－ 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル

タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ

の
補
給 

大量送水車 

ホース・接続口 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 
自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
ウ
ェ
ル 

へ
の
注
水 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る 

原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」にて整備す

る。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の 

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

1.13-185r2



対応手段，対処設備及び手順書一覧(８／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 
自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク

ラ
バ
容
器
へ
の
補
給 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(９／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

海
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

 
海
を
水
源
と
し
た
送
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

非常用取水設備 

燃料補給設備※１ 
重
大
事
故 

等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

大型送水ポンプ車 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力 

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器

下
部
へ
の
注
水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル 

へ
の
注
水 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の 

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１０／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

海
を
水
源
と
し
た
対
応 

－ 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機

海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る 

冷
却
水
の
確
保 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

（原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポン

プ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
（
海
） 

へ
の
代
替
熱
輸
送 

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，

大型送水ポンプ車，ホース・接続口等） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の 

拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

ホース 

燃料補給設備※１ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて整備す

る。 

航
空
機
燃
料
火
災 

へ
の
泡
消
火 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて整備す

る。 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を 

水
源
と
し
た
対
応 

－ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の 

ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.1 緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にす

るための手順等」及び「1.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等」にて整備

する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１１／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

を
水
源
と
し
た
補
給
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策
設
備 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
補
給 

淡水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

海
を
水
源
と
し
た
補
給 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

大型送水ポンプ車 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１２／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か
ら
輪
谷

貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

ホース 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

自
主
対
策
設
備 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪

谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と

し
た
補
給
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

補
給 

淡水タンク 

大量送水車 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

海
を
水
源
と
し
た
補
給 

大型送水ポンプ車 

大量送水車 

非常用取水設備 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１３／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系 

の
水
源
切
替
え 

サプレッション・チェンバ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「水位確保」等 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

淡水タンク 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

自
主
対
策
設
備 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
） 

へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１４／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
か
ら
海
へ
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

自
主
対
策
設
備 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
補
給
す
る 

水
源
の
切
替
え 

大型送水ポンプ車 

大量送水車 

非常用取水設備 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

淡水タンク 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え 

（
外
部
水
源
（
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
）
か
ら 

内
部
水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
切
替
え
）
） 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッション・チェンバ 

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（シビアア

クシデント） 

「注水-2」 

 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え 

（
外
部
水
源
（
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
） 

か
ら
内
部
水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
切
替
え
）） 

サプレッション・チェンバ 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（シビアア

クシデント） 

「注水-4」 

 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）  
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１５／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 
海
か
ら 

淡
水
タ
ン
ク
へ
の
切
替
え 

大量送水車 

大型送水ポンプ車 

非常用取水設備 

２号炉放水槽 

荷揚場 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

ろ過水タンク 

ホース 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2） 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

(a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 
判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2） 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

電源 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(２／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(6） 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(8） 海を水源とした対応手順 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操
作 

水源の確保 海を利用 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1） 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

海を利用 

1.13.2.2 水源への水を補給するための対応手順 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

操
作 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補給」 判
断
基
準 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

海を利用 
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監視計器一覧(３／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.2 水源への水を補給するための対応手順 

(3） 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

復水貯蔵タンク水位 
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表 1.13－3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.13】 

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 
中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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施
設

か
ら
追
加

し
た
箇

所

：
ホ
ー
ス

※
１

：
公

称
値

を
示

す
。
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※
１

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
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輪

谷
貯

水
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（
東

１
）
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は
輪
谷
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水
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（
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谷
貯
水
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（
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１

）
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輪

谷
貯

水
槽
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西
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）

へ
の

補
給

 

タ
イ
ム
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ャ
ー
ト

 

 

 
 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

ホ
ー

ス
展

張

ハ
ッ

チ
開

放
，

ホ
ー

ス
投

入

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

要
員
(
数
)

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か

ら
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

６

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か
ら

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給

１
時
間

20
分
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大

型
送

水
ポ

ン
プ
車

に
よ

る
輪
谷

貯
水
槽
（

西
１

）
又
は
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

へ
の
海

水
補

給
 

概
要

図
 

 
 

 

海
水

防
波

壁

輪
谷
貯
水

槽
（

西
２
）

約
5
,0
0
0m

3※
１

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１
）

約
5
,0
0
0m

3※
１

海
水

水
中
ポ
ン

プ

大
型
送
水

ポ
ン
プ

車

凡
例

：
設

計
基

準
対

象
施

設
か

ら
追

加
し

た
箇

所

：
ホ

ー
ス

※
１

：
公

称
値

を
示

す
。
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
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大

型
送

水
ポ

ン
プ
車

に
よ

る
輪
谷
貯

水
槽
（

西
１

）
又
は
輪

谷
貯
水

槽
（

西
２

）
へ

の
海

水
補

給
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

 

 
 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

起
動

，
補

給
開

始
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

ハ
ッ

チ
開

放
，

ホ
ー

ス
投

入

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又

は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

60
80

10
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

20

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
等

40

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
配
置
，

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
補
給
操

作
等

12
0

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

に
よ

る
輪

谷
貯

水
槽

（
西

１
）

又
は

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
へ

の
海

水
補

給
３

時
間
40
分
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大
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送
水
車

に
よ
る

輪
谷

貯
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槽
（

西
１
）

又
は

輪
谷
貯
水

槽
（

西
２

）
へ

の
海

水
補

給
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要

図
 

 
 

海
水

防
波

壁

輪
谷
貯
水

槽
（

西
２
）

約
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0
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3※
１

輪
谷
貯
水

槽
（

西
１
）

約
5
,0
0
0m

3※
１

海
水

水
中
ポ
ン

プ

大
量
送
水

車

凡
例

：
設

計
基

準
対

象
施

設
か

ら
追
加

し
た
箇

所

：
ホ
ー
ス

※
１

：
公

称
値

を
示

す
。
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１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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大
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送

水
車

に
よ
る

輪
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貯
水
槽
（

西
１
）
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は

輪
谷
貯
水

槽
（

西
２

）
へ

の
海

水
補

給
 

タ
イ

ム
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ー

ト
 

 

 
 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
，

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

大
量
送
水
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷

貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

10
20

経
過
時
間
（
分
）

緊
急
時
対
策
要
員

12
送

水
準

備
（

ホ
ー

ス
敷

設
及

び
ハ

ッ
チ

開
放

）

備
考

13
0

14
0

15
0

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

大
量
送
水
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給

２
時
間
30
分
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操
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弁
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称
 

⑪
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
接
続
口
元
弁

 

記
載
例

 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。
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輪
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貯
水
槽
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及
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計
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施
設
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加

し
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箇
所

：
ホ
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ス

：
手
動
弁

：
配
管

※
１

：
公

称
値

を
示

す
。
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第
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保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
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施
可
能
で
あ
る
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ク
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緊
急

時
対

策
所
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第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水
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備
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ー
ス

敷
設

）

送
水

準
備

（
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ク

内
敷

設
，

接
続

）

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
接

続
元

弁
「

開
」

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

緊
急
時
対
策
要
員

６

14
0

15
0

要
員
(
数
)

緊
急
時
対
策
要
員

６

80
90

10
0

11
0

12
0

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
か

ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

13
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
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【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運

搬
・
敷
設
，
補
給
操
作
等

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
及

び
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

か
ら

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
補

給
２

時
間

1
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分
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順
 

弁
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称
 

⑪
※
１
 

Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
取
出
元
弁
及
び
Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
取
出

し
口
止
め
弁
 

⑪
※
２
 

１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
取
出
弁
及
び
１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
元
弁
 

⑪
※
３
 

２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
取
出
弁
及
び
２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
元
弁
 

⑪
※
４
 

代
替
注
水
用
取
水
口
元
弁

及
び
代
替
注
水
用
取
水
口
 

⑪
※
５
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
接
続
口
元
弁

 

記
載
例
 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
※

１
～

  
：
同
一

操
作

手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す

る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順

を
示
す
。
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淡

水
タ
ン
ク

か
ら
復

水
貯

蔵
タ
ン
ク

へ
の

補
給

 
概

要
図

 
 

復
水
貯
蔵

タ
ン
ク

約
2
,0
0
0m

3※
１

非
常
用
ろ

過
水
タ

ン
ク

約
2
,5

0
0m

3※
１

大
量
送
水

車

１
号
ろ
過

水
タ
ン

ク

約
3
,0
0
0m

3※
１

２
号
ろ
過

水
タ
ン

ク

約
3
,0

0
0m

3※
１

凡
例

：
設
計
基

準
対
象

施
設

か
ら
追
加

し
た
箇

所

：
ホ
ー
ス

：
手
動
弁

：
手
動
弁

：
配
管

※
１
：
公

称
値
を

示
す

。

  

純
水
タ
ン

ク
（
Ａ

）

約
6
00
m3

※
１

純
水
タ
ン

ク
（
Ｂ

）

約
6
00
m3

※
１

⑪
※

１

⑪
※

２
⑪

※
３

⑪
※
４

⑪
※
５
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１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 

第
1
.1
3
－

2
9
図

 
淡

水
タ
ン
ク

か
ら
復

水
貯

蔵
タ
ン
ク
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の
補

給
 

タ
イ
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ー

ト
 

 
 

手
順
の
項
目

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

水
位

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
，

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

送
水

準
備

（
タ

ン
ク

内
ホ

ー
ス

敷
設

）

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
接

続
元

弁
「

開
」

操
作

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

淡
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

緊
急
時
対
策
要
員

12

12
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

淡
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

１
時
間

50
分
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記
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○
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と

し
た
大

量
送

水
車
又
は

大
型
送
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第 1.13－37図 ろ過水タンクからの各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13-38図 ろ過水タンクから第１ベントフィルタスクラバ容器への 

補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－39図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）からの 

各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.13-247r2



第 1.13－40図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から 

第１ベントフィルタスクラバ容器への補給ルート図 

1.13-248r2



第 1.13-41図 純水タンクからの各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13-42図 純水タンクから第１ベントフィルタスクラバ容器への 

補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－43図 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は 

大量送水車（２台）による各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－44図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした 

大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－45図 淡水タンクを水源とした大量送水車による 

低圧原子炉代替注水槽への補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.13-253r2



  第 1.13－46図 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は 

大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給 

ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－47図 輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から 

 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－48図 大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１） 

   又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－49図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした 

   大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－50図 淡水タンクを水源とした大量送水車による 

復水貯蔵タンクへの補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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  第 1.13－51図 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による 

  復水貯蔵タンクへの補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.13-259r2



添付資料 1.13.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／８) 

技術的能力審査基準（1.13） 番号 設置許可基準規則（五十六条） 技術基準規則（七十一条） 番号 

【本文】 

発電所原子炉設置者において、設計基準事故

の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を有する水源

を確保することに加えて、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備に対して重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給

するために必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

① 

【本文】 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて、発電用原子炉施設には，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

【本文】 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別

に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに

加えて、発電用原子炉施設には、設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備

に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な設

備を施設しなければならない。 

⑧ 

【解釈】 

１「設計基準事故の収束に必要な水源とは別

に、重大事故等の収束に必要となる十分な量

の水を有する水源を確保することに加えて、

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備に対して重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等を

いう。 

― 

【解釈】 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要

な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて発電用

原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故

等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第７１条に規定する「設計基準事故

の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有

する水源を確保することに加えて、発電

用原子炉施設には、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水

を供給するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

― 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、

十分な量の水を供給できる手順等を整備する

こと。 

② 
ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量

の水を供給できること。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの

間、十分な量の水を供給できること。 
⑨ 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯

水池等）が確保されていること。 
③ 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）

が確保されていること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又

は貯水池等）が確保されていること。 
⑩ 

ｃ）海を水源として利用できること。 ④ ｃ）海を水源として利用できること。 ｃ）海を水源として利用できること。 ⑪ 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されてい

ること。 
⑤ ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保され

ていること。 
⑫ 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを

準備しておくこと。 
⑥ 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備して

おくこと。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポン

プを準備しておくこと。 
⑬ 

ｆ）水の供給が中断することがないよう、水

源の切替え手順等を定めること。 
⑦ 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替

再循環設備等により、多重性又は多様性を確保するこ

と。（PWR） 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環

設備は、代替再循環設備等により、多重

性又は多様性を確保すること。（PWR） 

― 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／８) 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
対
応

サプレッション・チェンバ 既設 

①②③⑤

⑥⑦⑧⑨

⑩⑫⑬

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応

復水貯蔵タンク 常設 

－ － － 

原子炉隔離時冷却系（原子

炉隔離時冷却ポンプ） 
既設 

－ 

制御棒駆動水圧系（制御棒駆

動水圧ポンプ） 
常設 

高圧原子炉代替注水系（高

圧原子炉代替注水ポンプ） 
新設 原子炉隔離時冷却ポンプ 常設 

高圧炉心スプレイ系（高圧

炉心スプレイ・ポンプ） 
既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
常設 

残留熱除去系（残留熱除去

ポンプ） 
既設 主蒸気系配管・弁 常設 

低圧炉心スプレイ系（低圧

炉心スプレイ・ポンプ） 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁・ストレーナ 
常設 

残留熱代替除去系（残留熱

代替除去ポンプ） 
新設 高圧炉心スプレイポンプ 常設 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応

低圧原子炉代替注水槽 新設 

①②③⑤

⑥⑦⑧⑨

⑩⑫⑬

高圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ・スパージャ 
常設 

低圧原子炉代替注水系（常

設）（低圧原子炉代替注水ポ

ンプ）

新設 

－ 

原子炉浄化系配管 常設 

格納容器代替スプレイ系

（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

新設 原子炉圧力容器 常設 

ペデスタル代替注水系（常

設）（低圧原子炉代替注水ポ

ンプ）

新設 
復水輸送系（復水輸送ポン

プ） 
常設 

－ － － 

所内常設蓄電式直流電源設

備 
常設 

非常用交流電源設備 常設 

補
助
消
火
水
槽
を

水
源
と
し
た
対
応

補助消火水槽 常設 

－ － － 

消火系（補助消火ポンプ） 常設 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
対
応

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
既設 ①②③

⑤⑥⑦

⑧⑨⑩

⑫⑬

ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応

ろ過水タンク 常設 

－ － － 

大量送水車 新設 消火系（消火ポンプ） 常設 

ホース・接続口 新設 大量送水車 可搬 

燃料補給設備 新設 ホース・接続口 可搬 

低圧原子炉代替注水系（可

搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等）

既設 

新設 

－ 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

既設 

新設 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）（大量送水車，ホース・

接続口等） 

常設

可搬 

第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給（大量送水

車，ホース・接続口） 

既設 

新設 

格納容器代替スプレイ系（可

搬型）（大量送水車，ホース・

接続口等） 

常設

可搬 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等）

既設 

新設 

第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給（大量送水

車，ホース・接続口） 

常設

可搬 

原子炉ウェル代替注水系

（大量送水車，ホース・接

続口等） 

既設 

新設 

ペデスタル代替注水系（可搬

型）（大量送水車，ホース・

接続口等） 

常設

可搬 

燃料プールスプレイ系（大

量送水車，ホース・接続口

等） 

新設 
原子炉ウェル代替注水系（大

量送水車，ホース・接続口等） 

常設

可搬 

－ － 
燃料プールスプレイ系（大量

送水車，ホース・接続口等） 

常設

可搬 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／８) 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

－ － － － 

純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応

ろ過水タンク 常設 

－ － － 

消火系（消火ポンプ） 常設 

大量送水車 可搬 

ホース・接続口 可搬 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

低圧原子炉代替注水系（可

搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等）

常設

可搬 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

常設

可搬 

第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給（大量送水

車，ホース・接続口） 

常設

可搬 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等）

常設

可搬 

原子炉ウェル代替注水系

（大量送水車，ホース・接

続口等） 

常設

可搬 

海
を
水
源
と
し
た
対
応

大型送水ポンプ車 新設 

①②③

④⑤⑥

⑦⑧⑨

⑪⑫⑬

－ － － － － － 

大量送水車 新設 

非常用取水設備 既設 

２号炉放水槽 既設 

１号炉取水槽 既設 

荷揚場 既設 

３号炉取水管点検立坑 既設 

ホース・接続口 新設 

燃料補給設備 新設 

低圧原子炉代替注水系（可

搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等）

既設 

新設 

－ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

既設 

新設 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等）

既設 

新設 

原子炉ウェル代替注水系

（大量送水車，ホース・接

続口等） 

既設 

新設 

燃料プールスプレイ系（大

量送水車，ホース・接続口

等） 

新設 

原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）（原子

炉補機冷却水ポンプ，原子

補機海水ポンプ） 

既設 

原子炉補機代替冷却系（移

動式代替熱交換設備，大型

送水ポンプ車，ホース・接

続口等） 

既設 

新設 

大型送水ポンプ車 新設 

放水砲 新設 

泡消火薬剤容器 新設 

ホース 新設 

燃料補給設備 新設 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／８) 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

ほ
う
酸
水
貯
蔵

タ
ン
ク
を
水
源

と
し
た
対
応

ほう酸水貯蔵タンク 既設 ① 

② 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － 

ほう酸水注入系（ほう酸水

注入ポンプ） 
既設 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
既設 ① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 

⑬ 

－ － － － － － 

大量送水車 新設 

ホース・接続口 新設 

低圧原子炉代替注水槽 新設 

燃料補給設備 新設 

海
を
水
源
と
し
た
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

大量送水車 新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 

⑬ 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

大量送水車 可搬 

１時間 30分 12名 
－ 

大型送水ポンプ車 新設 純水タンク 常設 

非常用取水設備 既設 １号ろ過水タンク 常設 

２号炉放水槽 既設 ２号ろ過水タンク 常設 

１号炉取水槽 既設 非常用ろ過水タンク 常設 

荷揚場 既設 ホース・接続口 可搬 

３号炉取水管点検立坑 既設 低圧原子炉代替注水槽 常設 

ホース 新設 燃料補給設備 
常設 

可搬 

低圧原子炉代替注水槽 新設 

－ － － － － － 

燃料補給設備 新設 

大
量
送
水
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西

２
）
へ
の
海
水
補
給

大量送水車 新設 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給

大型送水ポンプ車 可搬 

２時間 30分 12名 － 

非常用取水設備 既設 非常用取水設備 常設 

２号炉放水槽 既設 ２号炉放水槽 常設 

１号炉取水槽 既設 １号炉取水槽 常設 

荷揚場 既設 荷揚場 常設 

３号炉取水管点検立坑 既設 ３号炉取水管点検立坑 常設 

ホース 新設 ホース 可搬 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
既設 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
常設 

燃料補給設備 新設 燃料補給設備 
常設 

可搬 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(５／８) 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

－ － － － 

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は 

輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か
ら 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給 

大量送水車 可搬 

１時間 20分 ６名 － 

輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯

水槽（東２） 
常設 

ホース 可搬 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
常設 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
か
ら 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給 

大量送水車 可搬 

２時間 10分 12名 
－ 

 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
常設 

ホース 可搬 

復水貯蔵タンク 常設 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

淡
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
へ
の
補
給 

大量送水車 可搬 

１時間 30分 12名 － 

淡水タンク 常設 

ホース 可搬 

復水貯蔵タンク 常設 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

大
量
送
水
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
海
水
補
給 

大量送水車 可搬 

２時間 10分 12名 － 

非常用取水設備 常設 

２号炉放水槽 常設 

１号炉取水槽 常設 

荷揚場 常設 

３号炉取水管点検立坑 常設 

ホース 可搬 

復水貯蔵タンク 常設 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の 

海
水
補
給 

大型送水ポンプ車 可搬 

３時間 50分 12名 － 

非常用取水設備 常設 

２号炉放水槽 常設 

１号炉取水槽 常設 

荷揚場 常設 

３号炉取水管点検立坑 常設 

ホース 可搬 

復水貯蔵タンク 常設 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(６／８) 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

原
子
炉
隔
離
時
冷

却
系
及
び
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
の

水
源
切
替
え

復水貯蔵タンク 既設 

① 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 
サプレッション・チェンバ 既設 

原子炉隔離時冷却系 既設 

高圧炉心スプレイ系 既設 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応
（
淡
水
か
ら

海
水
へ
の
切
替
え
）（
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え
）

大型送水ポンプ車 新設 

① 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

大量送水車 新設 

非常用取水設備 既設 

２号炉放水槽 既設 

１号炉取水槽 既設 

荷揚場 既設 

３号炉取水管点検立坑 既設 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
既設 

淡水タンク 
既設 

新設 

ホース 新設 

低圧原子炉代替注水槽 新設 

燃料補給設備 新設 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応
（
淡
水
か
ら
海
水

へ
の
切
替
え
）
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯

水
槽
（
西
２
）
へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え

大型送水ポンプ車 新設 

① 

⑦ 

⑧ 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応

（
淡
水
か
ら
海
水
へ
の
切
替
え
）

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え

大型送水ポンプ車 可搬 

－ － － 

大量送水車 新設 大量送水車 可搬 

非常用取水設備 既設 非常用取水設備 常設 

２号炉放水槽 既設 ２号炉放水槽 常設 

１号炉取水槽 既設 １号炉取水槽 常設 

荷揚場 既設 荷揚場 常設 

３号炉取水管点検立坑 既設 ３号炉取水管点検立坑 常設 

ホース 新設 
輪谷貯水槽（西１）・輪谷

貯水槽（西２） ※1 
常設 

燃料補給設備 新設 淡水タンク 常設 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
既設 復水貯蔵タンク 常設 

輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯

水槽（東２） 
既設 燃料補給設備 

常設 

可搬 

－ － － － 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応

（
海
水
か
ら
淡
水
へ
の
切
替
え
）

大量送水車 可搬 

－ － － 

非常用取水設備 常設 

２号炉放水槽 常設 

１号炉取水槽 常設 

荷揚場 常設 

３号炉取水管点検立坑 常設 

淡水タンク 常設 

ホース 可搬 

燃料補給設備 
常設 

可搬 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応
（
外
部
水
源

（
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
）
か
ら
内
部
水
源

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
へ
の
切
替

え

低圧原子炉代替注水槽 新設 

① 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

低圧原子炉代替注水系（常

設）（低圧原子炉代替注水ポ

ンプ）

既設 

新設 

残留熱代替除去系（残留熱代

替除去ポンプ） 
新設 

－ － 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(７／８) 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数 

で使用可能か 
備考 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応
（
外
部
水
源
（
輪
谷
貯

水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
））
か
ら
内
部

水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
へ
の
切
替
え 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯

水槽（西２） ※1 
既設 

① 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

サプレッション・チェンバ 既設 

ペデスタル代替注水系（可搬

型）（大量送水車，ホース・

接続口等） 

既設 

新設 

残留熱代替除去系（残留熱代

替除去ポンプ） 
新設 

燃料補給設備 新設 

－ － 

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(８／８) 

技術的能力審査基準（1.13） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収

束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水を有する水源を確保することに

加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処

設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切にしめさ

れていること。 

設計基準事故の収束に必要な水源であるサプレッ

ション・チェンバ及び復水貯蔵タンクとは別に，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を低圧原

子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）並びにほう酸水貯蔵タンクに確保するこ

とに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備に対して重大事故等の収束に必要となるサ

プレッション・チェンバ，低圧原子炉代替注水槽，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに

海水及びほう酸水貯蔵タンクによる十分な量の水を

供給するために必要な手順等を整備する。

【解釈】 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

有する水源を確保することに加えて、設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給するために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

－ 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分

な量の水を供給できる手順等を整備するこ

と。 

想定される重大事故等の収束までの間，重大事故

等の収束に必要な水源であるサプレッション・チェ

ンバ，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）並びに海水及びほう酸水貯

蔵タンクによる十分な量の水を供給できる手順等を

整備する。

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池

等）が確保されていること。 

複数の代替淡水源として，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を確保する。 

ｃ）海を水源として利用できること。 海水取水箇所から大量送水車用いて海水を取水す

ることにより，海を水源として利用する。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されているこ

と。 

構内のアクセスルートの状況を考慮してホースを

敷設することで，代替水源である輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）並びに海（海水取水箇所）

からの移送ルートを確保する。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備

しておくこと。 

代替水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）並びに海（海水取水箇所）からの水の移

送に使用するホース，大量送水車を準備する。 

ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の

切替え手順等を定めること。 

水の供給が中断することがないように，淡水から

海水へ水源を切り替える手順等を整備する。 
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添付資料 1.13.3 

自主対策設備仕様 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震クラス 容量 揚程 個数 

純水タンク 常設 Ｃクラス 約 600m3※１ － ２基 

１号ろ過水タンク 常設 － 約 3,000m3※１ － １基 

２号ろ過水タンク 常設 － 約 3,000m3※１ － １基 

非常用ろ過水タンク 常設 － 約 2,500m3※１ － １基 

補助消火水槽 常設 Ｃクラス 約 200m3※１ － ２基 

輪谷貯水槽（東１）・ 

輪谷貯水槽（東２） 
常設 － 約 5,000m3※１ － ２基 

※１：公称値を示す
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添付資料 1.13.4-1 

 

重大事故対策の成立性 

 

1. ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

(1) ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水が必

要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，送水ルー

トを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，ろ過水タンクを水源と

した大量送水車により送水する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所（ろ過水タン

ク））周辺) 

      

ｃ．必要要員数及び想定時間 

(a) ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉建物西側接続口又

は原子炉建物南側接続口を使用した送水 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水（原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウ

ェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイ）として，原子炉建物西

側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数，想定

時間は以下のとおり。 

 

必要要員数   ：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」12名(緊急

時対策要員 12名) 

「原子炉建物南側接続口を使用した場合」12 名（緊

急時対策要員 12名） 

    想定時間   ：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」２時間 30

分以内（所要時間目安※１：２時間 10分） 

         「原子炉建物南側接続口を使用した場合」２時間 30

分以内（所要時間目安※１：２時間 10分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 
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想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア）

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55分，所要時間目

安 34分

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側周辺，

原子炉建物南側周辺）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子

炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）：想定時間

30分，所要時間目安 26分

・送水準備：所要時間目安 20分（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南

側接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続

口・南側接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（ろ過水タンク，原子炉建物南側周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 20分，所要時間目安 15 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～ろ過水タンク）

・大量送水車配置：所要時間目安 10分（ろ過水タンク）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 20分，所要時間目安１時間

７分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 57分（ろ過水タンク，原子
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炉建物南側周辺） 

・移動：所要時間目安 10分（原子炉建物南側周辺～ろ過水タンク） 

●大量送水車起動，送水開始：10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（ろ過水タンク） 

 

(b) ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスク

ラバ容器接続口を使用した場合 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水（第１ベントフィルタ

スクラバ容器水張り）として，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を

使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

   必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

   想定時間  ：２時間 30分以内（所要時間目安※１：２時間 10分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した

時間 

      

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺作

業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55分，所要時間目

安 34分 

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側周辺，

原子炉建物南側周辺） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）：想定

時間 30分，所要時間目安 26分 

・送水準備：所要時間目安 20分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラ

バ容器接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：第１ベントフィルタ

スクラバ容器接続口周辺） 
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【緊急時対策要員６名】（ろ過水タンク，原子炉建物南側周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 20分，所要時間目安 15 分 

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～ろ過水タンク） 

・大量送水車配置：所要時間目安 10分（ろ過水タンク） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 20分，所要時間目安１時間

７分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 57分（ろ過水タンク，原子

炉建物南側周辺） 

・移動：所要時間目安 10分（原子炉建物南側周辺～ろ過水タンク） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（ろ過水タンク） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路   ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障

となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策

本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

1.13-274r2



ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.13.4-2 

 

2. 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による

送水 

(1) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車によ

る送水 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による送水が必要な状況において，接続口（ホース接続箇所）

及び水源を選定し，送水ルートを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車により送水する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，タービン建物大物搬入

口周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））周辺) 

原子炉建物付属棟１階（非管理区域） 

      

ｃ．必要要員数及び想定時間 

(a) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続

口を使用した送水 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水（原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格

納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／ス

プレイ）として，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子

炉建物内接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数   ：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」12名(緊急

時対策要員 12名) 

「原子炉建物南側接続口を使用した場合」12 名（緊

急時対策要員 12名） 

「原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）」12名（緊急時対策要員 12名） 

 

    想定時間   ：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」２時間 10

分以内（所要時間目安※１：１時間 41分） 
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         「原子炉建物南側接続口を使用した場合」２時間 10

分以内（所要時間目安※１：１時間 41分） 

「原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大 

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）」３時間 10 分（所要時間目安※１：２時間

46 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55分，所要時間目

安 34分 

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子

炉建物西側法面，原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）：想定時間

25分，所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南

側接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続

口・南側接続口周辺） 

 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物内作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア） 
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●ホース積込み，運搬：想定時間 25分，所要時間目安 25分

・ホース積込み：所要時間目安 15分

・移動：所要時間目安 10分（第４保管エリア～タービン建物大物搬入

口）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間 45分，所要

時間目安１時間 30 分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安１時間 30分

（原子炉建物付属棟１階（非管理区域））

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物内接続口）：想定時間５分，所要時間

目安５分

・送水準備：所要時間目安５分（ヘッダ～原子炉建物内接続口，系統

構成：操作対象１弁）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），

原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）

・移動：所要時間目安５分（原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），

タービン建物大物搬入口周辺作業）
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●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 10分，所要時間目安１時間

９分 

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～タービン建物大物搬入

口） 

・送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間４分 

●大量送水車配置：想定時間 20分，所要時間目安 16分 

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安 12分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）周辺） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安４分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）周辺） 

 

(b) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した場合 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水（第１ベントフィルタスクラバ容器水張り）として，第１ベント

フィルタスクラバ容器接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

   必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

   想定時間  ：２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した

時間 

      

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺作

業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ
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ア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55分，所要時間目

安 34分 

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（原子

炉建物西側法面，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）：想定

時間 25分，所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラ

バ容器接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：第１ベントフィルタ

スクラバ容器接続口周辺） 

 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），

原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分 

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（西１）
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及び輪谷貯水槽（西２）周辺） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路   ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障

となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段  ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策

本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.13.4-3 

 

3. 純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

(1) 純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，純水タンクを水源とした大量送水車による送水が必要

な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，送水ルート

を決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，純水タンクを水源とし

た大量送水車により送水する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所（純水タンク））

周辺) 

原子炉建物付属棟１階（非管理区域） 

      

ｃ．必要要員数及び想定時間 

(a) 純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉建物西側接続口又は

原子炉建物南側接続口を使用した送水 

純水タンクを水源とした大量送水車による送水（原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉

ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイ）として，原子炉建

物西側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数   ：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」12名(緊急

時対策要員 12名) 

「原子炉建物南側接続口を使用した場合」12 名（緊

急時対策要員 12名） 

 

    想定時間   ：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」２時間以

内（所要時間目安※１：１時間 35 分） 

「原子炉建物南側接続口を使用した場合」２時間以

内（所要時間目安※１：１時間 35 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業） 
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●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 40分，所要時間目

安 24分 

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側接続口・

南側接続口周辺） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 20分（原子

炉建物西側接続口・南側接続口周辺） 

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）：想定時間

25分，所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南

側接続口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続

口・南側接続口周辺） 

 

【緊急時対策要員６名】（純水タンク，原子炉建物南側周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 20分，所要時間目安 17 分 

・移動：所要時間目安７分（第３保管エリア～純水タンク） 

・大量送水車配置：所要時間目安 10分（純水タンク） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 50分，所要時間目安 30分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 25分（純水タンク～原子炉

建物南側周辺） 

・移動：所要時間目安５分（原子炉建物南側周辺～純水タンク） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（純水タンク） 

1.13-283r2



(b) 純水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラ

バ容器接続口を使用した場合 

純水タンクを水源とした大量送水車による送水（第１ベントフィルタス

クラバ容器水張り）として，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使

用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：12名（緊急時対策要員 12名） 

想定時間  ：２時間以内（所要時間目安※１：１時間 35分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した

時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺作

業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア）

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 40分，所要時間目

安 24分

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～第１ベントフィルタス

クラバ容器接続口周辺）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 20分（第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）：想定

時間 25分，所要時間目安 21分

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラ

バ容器接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：第１ベントフィルタ

スクラバ容器接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（純水タンク，原子炉建物南側周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ
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ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 20分，所要時間目安 17 分 

・移動：所要時間目安７分（第３保管エリア～純水タンク） 

・大量送水車配置：所要時間目安 10分（純水タンク） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 50分，所要時間目安 30分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 25分（純水タンク～原子炉

建物南側周辺） 

・移動：所要時間目安５分（原子炉建物南側周辺～純水タンク） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（純水タンク） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路   ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障

となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策

本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.13.4-4 

 

4. 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水 

(1) 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車によ

る大量送水車への送水が必要な状況において，海水取水箇所を選定し，送水

ルートを決定する。  

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，海を水源として大量送

水車又は大型送水ポンプ車により大量送水車へ送水する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(原子炉建物周辺，取水箇所(非常用取水設備)) 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

(a) 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車へ

の送水 

海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への

送水に必要な要員数,想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ： 「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保

の場合」６名(緊急時対策要員６名) 

「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水

源確保の場合」６名(緊急時対策要員６名) 

「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水

源確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合」６名(緊急時対策

要員６名) 

「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保

の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合」６名(緊急時対策要員６

名) 

 

想定時間   ： 「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保

の場合」２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間

40 分） 

           「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水

源確保の場合」２時間 10分以内（所要時間目安※１：
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２時間８分） 

「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水

源確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合」３時間 20 分以内

（所要時間目安※１：３時間３分）

「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保

の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合」３時間 20 分以内（所要

時間目安※１：３時間３分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した

時間 

想定時間内訳 

「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保の場合」 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第４保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 40分，所要時間目安 25 分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保管エリア～非常用取水

設備）

・大量送水車配置：所要時間目安 23分（非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 35分，所要時間目安 16分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 16分（非常用取水設備，原

子炉建物周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（非常用取水設備周

辺）

「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水源確保の場合」 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ
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ア） 

●車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）：想定時間 10

分，所要時間目安 10 分 

・車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）：所要時間目

安 10分（第４保管エリア） 

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安１時間

10分 

・移動，大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間 10 分※２（移動

経路：第３保管エリア～非常用取水設備，非常用取水設備周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 50分，所要時間目安 49分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 49分※２（非常用取水設備，

原子炉建物周辺） 

※２：並行して作業を行う。 

●大型送水ポンプ車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分 

・大型送水ポンプ車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水

設備周辺） 

 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）：想定時間 10

分，所要時間目安 10 分 

・車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）：所要時間目

安 10分（第４保管エリア） 

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安１時間

10分 

・移動，大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間 10分（移動経路：

第３保管エリア～非常用取水設備，非常用取水設備周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 20分，所要時間目安 52分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 52分（非常用取水設備周辺） 

●大型送水ポンプ車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分 

・大型送水ポンプ車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水

設備周辺） 

  

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放
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出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路   ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性     ：大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作

業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業ス

ペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対

策本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

接続口までのホース展張 
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添付資料 1.13.4-5 

 

5. 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２台）

による送水 

(1) 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２台）

による送水 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並び

に大量送水車（２台）による送水が必要な状況において，水源の確保（海か

ら大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水），接続口（ホ

ース接続箇所）を選定し，送水ルートを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，海を水源とした大量送

水車により送水する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所(非常用取水

設備)) 

原子炉建物付属棟１階（非管理区域） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２

台）による送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車によ

る原子炉建物西側接続口への送水の場合」６名(緊急時

対策要員６名) 

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車に

よる原子炉建物南側接続口への送水の場合」６名(緊急

時対策要員６名) 

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車に

よる原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）」６名(緊急時対策要員６名) 

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物

南側接続口への送水の場合」６名(緊急時対策要員６

名) 

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建

物西側接続口への送水の場合」６名(緊急時対策要員６

名) 
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「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物

内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響がある場合）」６名

(緊急時対策要員６名) 

 

想定時間   ：「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車によ

る原子炉建物西側接続口への送水の場合」２時間 10分

以内（所要時間目安※１：２時間８分） 

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車に

よる原子炉建物南側接続口への送水の場合」２時間 10

分以内（所要時間目安※１：２時間８分） 

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車に

よる原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）」３時間 20分以内（所要時間目安目安※１：３

時間３分） 

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物

西側接続口への送水の場合」２時間

10分以内（所要時間目安※１：１時間

40分） 

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物

南側接続口への送水の場合」２時間

10分以内（所要時間目安※１：１時間

40分） 

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物

内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響がある場合）」３時間

20分以内（所要時間目安目安※１：３時間３分） 

 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した

時間 

 

想定時間内訳 

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物西

側接続口・南側接続口・原子炉建物内への送水の場合」 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

1.13-291r2



ア） 

●車両健全性確認（大量送水車）：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車）：所要時間目安 10 分（第３保管エリ

ア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～原子炉建物周辺）

・大量送水車配置：所要時間目安７分※２（原子炉建物周辺）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 50分，所要時間目

安 42分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 42分※２（原

子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●送水準備（大量送水車～大型送水ポンプ車ホース接続）：想定時間 50

分，所要時間目安 44 分

・送水準備（大量送水車～大型送水ポンプ車ホース接続）：所要時間

目安 44分※２（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安５分

・系統構成：所要時間目安１分※２（操作対象１弁：原子炉建物西側接

続口・南側接続口周辺）

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分※２（原子炉建物周辺） 

※２：並行して作業を行う。

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物内作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア）

●車両健全性確認（大量送水車）：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車）：所要時間目安 10 分（第３保管エリ

ア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～非常用取水設備）

・大量送水車配置：所要時間目安７分（非常用取水設備）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間２時間 20分，所要

時間目安２時間９分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安２時間９分

（原子炉建物付属棟１階（非管理区域））

●大量送水車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備）
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「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物西側接続口・南側

接続口・原子炉建物内への送水の場合」 

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車）：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車）：所要時間目安 10 分（第３保管エリ

ア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 11 分 

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～原子炉建物周辺） 

・大量送水車配置：所要時間目安７分（原子炉建物周辺） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間，所要時間

目安 32分 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 32分（原子

炉建物西側接続口・南側接続口周辺） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安６分 

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続

口・南側接続口周辺） 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（原子炉建物周辺） 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物内作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車）：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車）：所要時間目安 10 分（第３保管エリ

ア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分 

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～非常用取水設備） 

・大量送水車配置：所要時間目安７分（非常用取水設備） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間２時間 20分，所要

時間目安２時間９分 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安２時間９分

（原子炉建物付属棟１階（非管理区域）） 

●大量送水車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分 

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備） 
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ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路   ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障

となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策

本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

   

ホース接続作業（夜間） ホース展張作業（昼間） ポンプ起動操作（昼間） 
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添付資料 1.13.4-6 

 

6. 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給 

 

(1) 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水） 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給が必

要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，補給ルー

トを決定する。 

現場では，指示された補給ルートを確保した上で，大量送水車により補給

する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(取水箇所（輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２），淡水タンク，

非常用取水設備），原子炉建物周辺) 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２），淡水タンク及び海を水源とし

た大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給として，水源ごとの補給

に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：「輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車を使用する場合」12 名(緊急時対策要員

12名) 

「淡水タンクを水源とした場合」12 名（緊急時対策要員

12名） 

「海を水源とした大量送水車（２台）を使用した場合」

12名（緊急時対策要員 12名） 

「海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車を使

用した場合」12名（緊急時対策要員 12名） 

 

想定時間  ：「輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車を使用する場合」２時間 10 分以内（所

要時間目安※１：１時間 41分） 

「淡水タンクを水源とした場合」１時間 50分以内（所要

時間目安※１：１時間 27分） 

「海を水源とした大量送水車（２台）を使用した場合」

２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 29分） 

「海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車を使
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用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※１：２時

間６分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した

時間 

 

想定時間内訳 

「輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車を

使用する場合」 

【緊急時対策要員６名】（低圧原子炉代替注水槽周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 50分，所要時間目

安 34分 

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側法面） 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30分（低圧

原子炉代替注水槽周辺） 

●送水準備（ヘッダ～低圧原子炉代替注水槽補給口）：想定時間 25分，

所要時間目安 21分 

・送水準備：所要時間目安 15分（ヘッダ～低圧原子炉代替注水槽補給

口） 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：低圧原子炉代替注水

槽補給口周辺） 

 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），

原子炉建物西側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 
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●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分 

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間５分，所要時間目安 37分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面） 

・移動：所要時間目安５分（原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）） 

●大量送水車起動，補給開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）周辺） 

 

「淡水タンクを水源とした場合」 

【緊急時対策要員 12名】（非常用ろ過水タンク，低圧原子炉代替注水槽

周辺作業） 

●緊急時対策所～第３，４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目

安 28分（第３保管エリア），32分（第４保管エリア） 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア），32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３，４保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 10分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～非常用ろ過水タンク） 

・大量送水車配置：所要時間目安５分※２（非常用ろ過水タンク周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 50分，所要時間目安 36分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 36分※２（非常用ろ過水タ

ンク，低圧原子炉代替注水槽） 

●フランジ取外し，ホース投入：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・フランジ取外し，ホース投入：所要時間目安 10 分※２（低圧原子炉

代替注水槽周辺） 

●非常用ろ過水タンク取水口元弁「開」操作：想定時間５分，所要時間

目安３分 

・非常用ろ過水タンク取水口元弁「開」操作：所要時間目安３分※２（非

常用ろ過水タンク周辺） 

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分 
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・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分※２（非常用ろ過水タ

ンク周辺）

※２：並行して作業を行う。

「海を水源とした大量送水車（２台）を使用した場合」 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業） 

●緊急時対策所～第３，４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目

安 28分（第３保管エリア），32分（第４保管エリア）

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア），32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３，４保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 11 分

・移動：所要時間目安３分（移動経路：第３保管エリア～非常用取水

設備）

・大量送水車配置：所要時間目安８分（非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 40分，所要時間目安 34分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 34分（非常用取水設備，原

子炉建物周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10分（非常用取水設備周

辺）

【緊急時対策要員６名】（低圧原子炉代替注水槽周辺作業） 

●緊急時対策所～第２保管エリア移動：想定時間 25 分，所要時間目安

22分

・移動：所要時間目安 22分（移動経路：緊急時対策所～第２保管エリ

ア）

●車両健全性確認（大量送水車）：想定時間 10分，所要時間目安 10分

・車両健全性確認（大量送水車）：所要時間目安 10 分（第２保管エリ

ア）

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第２保管エリア～原子炉建物周辺）

・大量送水車配置：所要時間目安７分（原子炉建物周辺）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間 10分，所要

時間目安 35分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 35分（低圧
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原子炉代替注水槽周辺） 

●大量送水車起動，補給開始：想定時間 10分，所要時間目安 10分 

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：低圧原子炉代替注水

槽周辺） 

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分（原子炉建物周辺） 

 

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車を使用した場合」 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大型送水ポンプ車）：想定時間 10分，所要時間目安

10分 

・車両健全性確認（大型送水ポンプ車）：所要時間目安 10分（第４保

管エリア） 

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 10分，所要時間目安１時間８

分 

・移動，大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間８分※３（移動経

路：第３保管エリア～非常用取水設備，非常用取水設備周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 15分，所要時間目安 12分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 12分※３（非常用取水設備，

原子炉建物周辺） 

●大型送水ポンプ車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分 

・大型送水ポンプ車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水

設備周辺） 

※３：並行して作業を行う。 

 

【緊急時対策要員６名】（低圧原子炉代替注水槽周辺作業） 

●緊急時対策所～第３，４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目

安 28分（第３保管エリア），32分（第４保管エリア） 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア），32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３，４保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 12 分 

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～原子炉建物周辺） 
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・大量送水車配置：所要時間目安７分※４（原子炉建物周辺） 

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間 20分，所要

時間目安１時間 18 分 

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安１時間 18分
※４（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺） 

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安５分 

・系統構成：所要時間目安１分※４（操作対象１弁：原子炉建物西側接

続口・南側接続口周辺） 

・大型送水ポンプ車起動，補給開始：所要時間目安４分※４（原子炉建

物周辺） 

※４：並行して作業を行う。 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路   ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。 

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障

となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策

本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 ホース接続作業（昼間） 水中ポンプ設置準備（夜間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.13.4-7 

 

7. 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

(1) 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給が必要な

状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，補給ルートを

決定する。 

現場では，指示された補給ルートを確保した上で，大量送水車により補給

する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２），輪谷貯水槽（西１）・

輪谷貯水槽（西２）周辺) 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）を水源とした大量送水車によ

る輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給に必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：６名（緊急時対策要員） 

想定時間    ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：１時間） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２），輪

谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）周辺作業） 

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28分 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 13 分 

・移動：所要時間目安３分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（東１）及
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び輪谷貯水槽（東２）） 

・大量送水車配置：所要時間目安 10分（輪谷貯水槽（東１）及び輪谷

貯水槽（東２）周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 20分，所要時間目安 16分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 16分（輪谷貯水槽（東１）

及び輪谷貯水槽（東２），輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）） 

●ハッチ開放，ホース投入：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・ハッチ開放，ホース投入：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）） 

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分 

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分（輪谷貯水槽（東１）

及び輪谷貯水槽（東２）周辺） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。 

温度についても，作業は屋外のため支障はない。 

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。  

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障と

なる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対

策本部及び中央制御室に連絡する。 

    
大量送水車起動 ホース接続 
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添付資料 1.13.4-8 

 

8. 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海

水補給 

(1) 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の海水補給 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への海水補給が必要な状況において，海水取水箇所を選定し，

補給ルートを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，大型送水ポンプ車によ

り補給する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(取水箇所(非常用取水設備)，輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西

２）周辺) 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

海を水源とした大型送水ポンプ車による送水に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

必要要員数   :12名（緊急時対策要員） 

想定時間     :３時間 40分以内（所要時間目安※１：３時間７分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア） 

●車両健全性確認（大型送水ポンプ車）：想定時間 10分，所要時間目安

10分 

・車両健全性確認（大型送水ポンプ車）：所要時間目安 10分（第４保

管エリア） 

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 25分，所要時間目安１時間８

分 

・大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間８分（非常用取水設備
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周辺） 

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 20分，所要時間目安１時間

13分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安１時間 13 分（非常用取水設

備，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

●大型送水ポンプ車起動，補給開始：想定時間 10分，所要時間目安４分

・大型送水ポンプ車起動，補給開始：所要時間目安４分（非常用取水

設備周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），

原子炉建物南側法面周辺作業） 

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安

32分

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリ

ア）

●車両健全性確認（ホース展張車）：想定時間 10分，所要時間目安 10

分

・車両健全性確認（ホース展張車）：所要時間目安 10分（第４保管エ

リア）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間５分，所要時間目安 57分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 57分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物南側法面周辺）

●ハッチ開放，ホース投入：想定時間 10分，所要時間目安５分

・ハッチ開放，ホース投入：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。  

操作性     ：大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺に
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は，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保し

ている。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対

策本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

   

ホース接続作業（夜間） 水中ポンプ設置準備（昼間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.13.4-9 

 

9. 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給 

(1) 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補

給 

 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への海水補給が必要な状況において，海水取水箇所を選定し，補給

ルートを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，大量送水車により補給

する。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(取水箇所(非常用取水設備)，輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西

２）周辺) 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

海を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への海水補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：12名(緊急時対策要員) 

想定時間     ：２時間 30分以内（所要時間目安※１：１時間 16分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員 12名】（非常用取水設備，輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）周辺作業） 

●緊急時対策所～第３，４保管エリア移動：想定時間 35分，所要時間目

安 28分（第３保管エリア），32分（第４保管エリア） 

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリ

ア），32分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア） 

●車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：想定時間 10分，所要

時間目安 10分 

・車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）：所要時間目安 10分

（第３，４保管エリア） 

●大量送水車配置：想定時間 15分，所要時間目安 11 分 

・移動：所要時間目安３分（第３保管エリア～非常用取水設備） 

・大量送水車配置：所要時間目安８分（非常用取水設備周辺） 

●送水準備（ホース敷設及びハッチ開放）：想定時間１時間 35分，所要

1.13-306r2



時間目安 31分 

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 26分（非常用取水設備，輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）） 

・ハッチ開放：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）） 

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分 

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分（非常用取水設備周

辺） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。  

操作性     ：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障

となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対

策本部及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

   

 ホース展張作業（夜間） ホース接続作業（昼間） ポンプ起動操作（夜間） 
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添付資料 1.13.4-10 

 

10. 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

ａ．操作概要 

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプ

レッション・プール水温上昇等によりサプレッション・チェンバが使用でき

ない場合において，復水貯蔵タンクの水位計が健全であり，水位が確保され

ている場合は，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源をサプレ

ッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。 

 

ｂ．作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

中央制御室からの原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水時におけるサプレッション・チェンバから復水貯蔵タ

ンクへの水源の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数 ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間   ：５分以内（所要時間目安※１：５分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●水源切替え：想定時間５分，所要時間目安５分 

・水源切替え：所要時間目安５分（水源切替え操作開始：中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性 ：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。 
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添付資料 1.13.4-11 

11. 低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中において，

低圧原子炉代替注水槽への淡水補給が継続できない場合は，淡水補給から海

水補給に切り替える。 

なお，水源切替えを速やかに実施するためには，事前に「大量送水車又は

大型送水ポンプ車による大量送水車への送水」準備を完了させておくことが

重要である。 

ｂ．作業場所 

屋外(取水箇所（非常用取水設備)，原子炉建物周辺) 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

海を水源とした低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えに必要な

要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ： 12名（緊急時対策要員） 

想定時間   ： 「海を水源とし大量送水車（２台）を使用した場合」

２時間 10分以内（所要時間目安※１：１時間 40分） 

  「海を水源とし大量送水車及び大型送水ポンプ車を使

用した場合」２時間 10分以内（所要時間目安※１：２

時間８分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

「海を水源とし大量送水車及び大型送水ポンプ車を使用した場合」 

添付資料 1.13.4-6 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給手

順の「海を水源とし大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用した場合」と

同様。 

「海を水源とし大量送水車（２台）を使用した場合」 

 添付資料 1.13.4-6 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給手

順の「海を水源とし大量送水車（２台）を使用した場合」と同様。 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜
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間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。 

温度についても，作業は屋外のため支障はない。 

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。  

操作性     ：大量送水車及び大型送水ポンプ車からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作

業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業ス

ペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対

策本部及び中央制御室との連絡が可能である。 
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添付資料 1.13.4-12 

 

12.  輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え 

(1) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え 

ａ．操作概要 

緊急時対策本部は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車の送水中において，水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）から海へ切替えが必要となった場合，大型送水ポンプ車又は大量

送水車により輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ海水補給を行い，

水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海に切り替える。 

 

ｂ．作業場所 

屋外(輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺，取水箇所（非常

用取水設備)) 

 

ｃ．必要要員数及び想定時間 

海を水源とした輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水

源の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：「海を水源とし大量送水車を使用した場合」12名（緊急

時対策要員） 

「海を水源とし大型送水ポンプ車を使用した場合」12名

（緊急時対策要員） 

想定時間   ：「海を水源とし大量送水車を使用した場合」２時間 30

分以内（所要時間目安※１：１時間 14分） 

「海を水源とし大型送水ポンプ車を使用した場合」３時

間 40 分以内（所要時間目安※１：３時間７分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

「海を水源とし大量送水車を使用した場合」 

 添付資料 1.13.4-9大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）への海水補給手順と同様。 

 

「海を水源とし大型送水ポンプ車を使用した場合」 

 添付資料 1.13.4-8大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は

輪谷貯水槽（西２）への海水補給手順と同様。 

 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境   ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜
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間における作業性を確保している。また，放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備

又は携行して作業を行う。 温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。 

移動経路  ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。  

操作性     ：大量送水車及び大型送水ポンプ車からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作

業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業ス

ペースを確保している。 

連絡手段   ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対

策本部及び中央制御室との連絡が可能である。 
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添付資料 1.13.4-13 

 

13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放射線量 

等の影響について 

 

   重大事故等対策の有効性評価における水源の補給準備・補給作業及び燃料の

給油準備・給油作業の成立性を確認するため，作業員の実効線量評価を行う。 

ａ．想定シナリオ 

    被ばく線量の観点で最も厳しくなる格納容器破損モード「雰囲気圧力・温

度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事故シーケン

スグループ等のうち，残留熱代替除去系を使用できない場合を想定した事故

シナリオを選定する。 

 

   ｂ．作業時間帯 

    屋外の放射線量が高い場合は緊急時対策所にて待機し，事象進展の状況や

屋外の放射線量等から，作業員の被ばく低減と，屋外作業早期開始による正

と負の影響を考慮した上で，総合的に判断する。実効線量評価においては，

保守的な評価とする観点から，屋外作業実施が可能と考えられる線量率に低

減する格納容器ベント実施３時間後とする。 

    なお，低圧原子炉代替注水槽への補給準備作業及び大量送水車への燃料給

油準備作業は，必要時に補給作業が可能となる状態とするため，あらかじめ

格納容器ベント前に実施する。 

    

   ｃ．被ばく経路 

    水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における評価対

象とする被ばく経路を第１表に示す。 

 

   ｄ．その他（温度及び湿度） 

    「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱

代替除去系を使用できない場合）」発生時に必要な水源の補給準備・補給作

業及び燃料の給油準備・給油作業は屋外作業であることから，温度，湿度の

観点で作業環境は問題とならない。 
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第１表 評価対象とする被ばく経路（格納容器ベント実施後の屋外作業） 

評価経路 評価内容 

原子炉格納容器から 

原子炉建物に漏えいする 

放射性物質 

原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による

被ばく（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線による外部被ばく） 

大気中へ放出される 

放射性物質 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線に

よる被ばく（クラウドシャインによる外部被ばく） 

大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による

内部被ばく 

地表に沈着した放射性物質からのガンマ線による

被ばく（グランドシャインによる外部被ばく） 

格納容器フィルタベント系

の放射性物質 

格納容器フィルタベント系の放射性物質からのガ

ンマ線による外部被ばく（直接ガンマ線による外

部被ばく） 

 

   ｅ．主な評価条件及び評価結果 

    主な評価条件及び被ばく線量の確認結果を第２表，大量送水車による水源

の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業のタイムチャートを第

３表に示す。水源の補給準備作業における作業員の実効線量は約 28mSv，補

給作業における作業員の実効線量は約 15mSv，燃料の給油準備作業における

作業員の実効線量は約 4.3mSv，給油作業における作業員の実効線量は約

3.6mSvとなり作業可能である。 
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第
３

表
 
大

量
送

水
車

に
よ

る
水
源
の
補
給
準
備
・
補
給
作
業
及
び
燃
料
の
給

油
準
備

・
給

油
作

業
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

作
業
内
容

対
応
要
員
数

資
機

材

荷
卸

し

燃
料
の
給
油
準
備
作
業

２
名

作
業
内
容

対
応
要
員
数

２
名

２
名

２
名

２
名

２
名

２
名

計
12
名

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水

槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水

車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ

の
補
給
準
備
作
業

ホ
ー

ス
接

続

１
時
間

２
時
間

３
時
間

補
給

準
備

燃
料

の
給

油
準

備
作

業
　

１
時

間
5
0
分

（
輪

谷
貯

水
槽

（
西

１
）

及
び

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
周

辺
作

業
）

補
給

開
始

補
給

準
備

作
業

2
0
分

12
名

（
２
班
）

出
動

準
備

，
移

動

ホ
ー

ス
敷

設
（

法
面

含
む

）

ポ
ン

プ
等

設
置

作
業

　
１

時
間

2
0
分

ハ
ッ

チ
開

放
，

水
中

ポ
ン

プ
投

入

ホ
ー

ス
敷

設
等

作
業

　
１

時
間

1
0
分

出
動

準
備

，
移

動

ホ
ー

ス
敷

設
，

ヘ
ッ

ダ
ー

ユ
ニ

ッ
ト

等
設

置

ス
ト

レ
ー

ナ
運

搬
・

設
置

1
0
時
間

2
0
時
間

2
5
時
間

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水

槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水

車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ

の
補
給
監
視
作
業

３
時

間

３
時

間

３
時

間

補
給

監
視

作
業

　
2
4
時

間
（

最
大

１
名

：
６

時
間

）

３
時

間

３
時

間

燃
料
の
給
油
作
業

２
名

３
時

間

３
時

間

３
時

間

（
輪
谷
貯

水
槽
（

西
１
）

及
び
輪

谷
貯
水

槽
（
西

２
）
周

辺
作
業

）

（
低
圧
原

子
炉
代

替
注
水

槽
周
辺

作
業
）

（
輪
谷
貯

水
槽
（

西
１
）

及
び
輪

谷
貯
水

槽
（
西

２
）

周
辺
作
業

）

燃
料
の
給

油
作
業

【
水
の

補
給
監

視
作
業

時
間
の

う
ち
２

時
間

20
分
（

20
分
/
回

×
７

回
）

】
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添付資料 1.13.4-14 

14. 取水源からの取水時の異物管理について

重大事故等時には，常設設備の水源より原子炉圧力容器への注水，原子炉格

納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を実施するが，常設設備の水

源は水量が有限であるため，大量送水車又は大型送水ポンプ車による輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），淡水タンク並びに海（海水取水箇所）を

水源とした接続口への直接送水又は注水等で使用している水源への補給を実施

する。 

常設設備へ送水する際は，津波等の自然災害の影響により，取水箇所にがれ

き等の漂流物が浮遊又は水底に堆積していることが懸念されるが，大量送水車

又は大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニットについては，吸込み部を水面

より低く着底しない位置に固定して設置するため，漂流物の影響を受けにくい。 

また，水中ポンプユニットの吸込み部にはストレーナを設置しているため，

異物の吸込み防止を図ることが可能である。 

大量送水車付属の水中ポンプユニット 

大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニット 

ストレーナ

ストレーナ
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添付資料 1.13.5 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源切替えの判断基準に

ついて 

 

1.  はじめに 

原子炉圧力容器への注水等の各種注水において低圧原子炉代替注水槽及びサ

プレッション・チェンバを水源として使用できない場合に輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源として使用することとしている。輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）が枯渇した場合は，水源を海へ切り替える必要が

あることから，水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海へ切

り替える際の判断基準の考え方を示す。 

 

2.  水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海へ切り替える際の

考え方 

水源の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への切替えは，原

子炉圧力容器への注水等の各種注水が途切れることがなく，かつ淡水をできる

限り使用する運用とする。 

よって，海を水源とする対応の準備中における各種注水での必要水量を算出

し，その必要水量を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から送水でき

なくなる前に，海を水源とした各種注水の準備作業を開始する。 

 

3.  １，２号炉の必要注水量の設定について 

   １，２号炉の必要注水量については，１号炉及び２号炉の燃料プールにおけ

る使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量以上の注水量と原子炉圧力容器への注水や

格納容器スプレイを実施していることも考慮し，低圧原子炉代替注水槽への補

給量を必要注水量とする。 

 

(1) １，２号炉の使用済燃料崩壊熱相当以上の注水量について 

   燃料プールにおける使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量は，２号炉の運転中

の使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量を算出し，保守的に１号炉にもその蒸発

量を適用する。 

 

   ２号炉の運転中の燃料プールにおける使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量を

以下の条件で求める。（保守的に評価するため顕熱は考慮しない。） 

 

【条件】 

 運転中の燃料プール中の崩壊熱：2.2[MWt] 

 100℃の水の蒸発潜熱：2256[kJ/kg] 
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100℃の水の密度：958[kg/m3] 

  2.2×103kJ/s÷2256kJ/kg÷958kg/m3×3600s/h=3.67m3/h≒4m3/h 

 以上から２号炉の燃料プールへの必要注水量は４m3/hであり，１，２号炉全

体で８m3/hが使用済燃料崩壊熱相当以上の注水量となる。 

(2) ２号炉の低圧原子炉代替注水槽への補給量について

２号炉は原子炉圧力容器への注水や格納容器スプレイを実施していること

も考慮し，低圧原子炉代替注水槽へ 120m3/h（低圧原子炉代替注水槽への最大

補給量）で補給を行うこととする。 

(3) 大量送水車の水中ポンプが送水可能な必要最低水位について

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大量送水車の水中ポンプ

を使用して原子炉圧力容器への注水等を実施するためには，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）は 700mm（1,183ｍ3）の水位が必要

4. 水源切替え時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位

水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海に切り替える作業に

掛かる時間は最大で約３時間 40分であり，保守性を見込んで約４時間とすると，

水源切替え時の必要水量は以下のとおりとなる。 

使用済燃料崩壊熱相当以上の注水に必要な水量 

4ｍ3/h×4h×2プラント＝32ｍ3

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への補給に必要な水量 

120m3/h×4h＝480ｍ3

大量送水車水中ポンプ必要最低水位 

700mm（1,183ｍ3） 

全体の必要水量 

32ｍ3 ＋480ｍ3 ＋1,183ｍ3＝1,695ｍ3

以上のことから 1,695ｍ3の必要水量が輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）から送水可能であれば，海を水源とした各種注水の準備中であっても，輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各種注水が途切れることは

ない。よって，水源切替え時の必要水量 1,695ｍ3を上回る 2,202ｍ3送水可能な

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位 1.3ｍで，海を水源とした各

種注水の準備作業を開始する。 
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5. まとめ

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源の切替えについ

ては，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位 1.3ｍで切替え作業を

実施する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位確認については，

原子炉圧力容器への注水等の各種注水での水の使用量を確認し，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位の計算を行っていることから，１日／回の

目安で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に設置した水位計を目視に

て確認する。 
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弁
番
号
及
び
弁
名
称
一
覧

弁
番
号
 

弁
名
称

 
操
作
場
所
 

Ｖ
８
３
－
３
０
０
９
Ｂ

 
Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
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出
元
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Ｖ
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０
Ｂ

 
Ｂ
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３
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源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
中
央
制
御
室
操
作
）
 

【
1.
2.
2.
4(
1)
】
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(1
)ａ

．
(d
) 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
に

よ
る

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

を
水

源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
現
場
手
動
操
作
）
 

【
1.
2.
2.
2(
1)
ａ
．】

 
現
場
手
動
操
作
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
起
動

 

1.
13
.2
.1
(1
)ａ

．
(e
) 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
に

よ
る

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

を
水

源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
2.
2.
4(
2)
】
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(1
)ａ

．
(f
) 

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

に
よ

る
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ

ェ
ン

バ
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

（
溶

融
炉

心
の

原
子

炉
格

納
容
器
下
部
へ
の
落
下
遅
延
・
防
止
）
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ａ
．】

 
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(1
)ｂ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容

器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(1
)ｂ

．
(a
) 

残
留
熱
除
去
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
3(
1)
】
 

残
留

熱
除

去
系

（
低

圧
注

水
モ

ー
ド

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器

へ
の
注
水
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 リ
ン
ク
先
一
覧
（
２
／
１
３

) 

手
順
等
 

リ
ン
ク
先
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｂ

．
(a
) 

残
留
熱
除
去
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
2)
ａ
．
(a
)】

 
残

留
熱

除
去

系
（

低
圧

注
水

モ
ー

ド
）

電
源

復
旧

後
の

原
子

炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｂ

．
(b
) 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
3(
3)
】
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

【
1.
4.
2.
1(
2)
ａ
．
(b
)】

 
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

電
源

復
旧

後
の

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の

注
水
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｃ

．
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱

 

1.
13
.2
.1
(1
)ｃ

．
(a
) 

残
留
熱
除
去
系
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

【
1.
6.
2.
3(
1)
】
 

残
留

熱
除

去
系

（
格

納
容

器
冷

却
モ

ー
ド

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

【
1.
6.
2.
1(
2)
ａ
．
(a
)】

 
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
ス

プ

レ
イ
 

【
1.
6.
2.
2(
2)
ａ
．
(a
)】

 
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
原

子
炉

格
納

容
器

内
へ

の
ス

プ

レ
イ
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｃ

．
(b
) 

残
留
熱
除
去
系
に
よ
る

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱
 

【
1.
6.
2.
3(
2)
】
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱
 

【
1.
6.
2.
1(
2)
ａ
．
(b
)】

 
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

水

の
除
熱
 

【
1.
6.
2.
2(
2)
ａ
．
(b
)】

 
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

水

の
除
熱
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｄ

．
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱

 

1.
13
.2
.1
(1
)ｄ

．
(a
) 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除

熱
（
炉
心
損
傷
前
）
 

【
1.
5.
2.
1(
1)
ａ
．
(a
)】

 
残

留
熱

代
替

除
去

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
減

圧
及

び

除
熱
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｄ

．
(b
) 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除

熱
（
炉
心
損
傷
後
）
 

【
1.
7.
2.
1(
1)
ａ
．
(a
)】

 
残

留
熱

代
替

除
去

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
減

圧
及

び

除
熱
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｄ

．
(c
) 

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系

に
よ
る
補
機
冷
却
水
確

保
（
炉
心
損
傷
前
）
 

【
1.
5.
2.
1(
1)
ａ
．
(b
)】

 
残

留
熱

代
替

除
去

系
使

用
時

に
お

け
る

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却

系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
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 リ
ン
ク
先
一
覧
（
３
／
１
３

) 

手
順
等
 

リ
ン
ク
先
 

1.
13
.2
.1
(1
)ｄ

．
(d
) 

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系

に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
（
炉
心
損
傷
後
）
 

【
1.
7.
2.
1(
1)
ａ
．
(b
)】

 
残

留
熱

代
替

除
去

系
使

用
時

に
お

け
る

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却

系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
 

1.
13
.2
.1
(2
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(2
)ａ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
の
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(2
)ａ

．
(a
) 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

た

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
本
資
料
に
記
載

 

1.
13
.2
.1
(2
)ａ

．
(b
) 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

た

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 
本
資
料
に
記
載

 

1.
13
.2
.1
(2
)ａ

．
(c
) 

制
御

棒
駆

動
水

圧
系

に
よ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

を
水

源
と

し
た

原

子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
進
展
抑
制
）
 

【
1.
2.
2.
3(
1)
ａ
．】

 
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｃ
．】

 
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(2
)ｂ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(2
)ｂ

．
(a
) 

復
水

輸
送

系
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

圧

力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(b
)】

 
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(b
)】

 
復
水
輸
送
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｅ
．】

 
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(2
)ｃ

．
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(2
)ｃ

．
(a
) 

復
水

輸
送

系
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

格

納
容
器
内
の
冷
却
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(b
)】

 
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(b
)】

 
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 

1.
13
.2
.1
(2
)ｄ

．
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(2
)ｄ

．
(a
) 

復
水

輸
送

系
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

格

納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｂ
．】

 
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(3
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(3
)ａ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
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 リ
ン
ク
先
一
覧
（
４
／
１
３

) 

手
順
等
 

リ
ン
ク
先
 

1.
13
.2
.1
(3
)ａ

．
(a
) 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
常

設
）

に
よ

る
低

圧
原

子
炉

代
替

注

水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(a
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

常
設

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器

へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(a
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

常
設

）
に

よ
る

残
存

溶
融

炉
心

の

冷
却
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｄ
．】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

常
設

）
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器

へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(3
)ｂ

．
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(3
)ｂ

．
(a
) 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
）
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(a
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(a
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

1.
13
.2
.1
(3
)ｃ

．
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(3
)ｃ

．
(a
) 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ａ
．】

 
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

常
設

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

下
部
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(4
) 

補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(4
)ａ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(4
)ａ

．
(a
) 

消
火

系
に

よ
る

補
助

消
火

水
槽

を
水

源
と

し
た

原
子

炉
圧

力
容

器

へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｆ
．】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(4
)ｂ

．
補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(4
)ｂ

．
(a
) 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
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 リ
ン
ク
先
一
覧
（
５
／
１

３
) 

 

手
順
等

 
リ
ン
ク
先
 

1.
13
.2
.1
(4
)ｃ

．
補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(4
)ｃ

．
(a
) 

消
火

系
に

よ
る

補
助

消
火

水
槽

を
水

源
と

し
た

原
子

炉
格

納
容

器

下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｃ
．】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(4
)ｄ

．
補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(4
)ｄ

．
(a
) 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ａ

．】
 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(5
) 

ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(5
)ａ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(5
)ａ

．
(a
) 

消
火

系
に

よ
る

ろ
過

水
タ

ン
ク

を
水

源
と

し
た

原
子

炉
圧

力
容

器

へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
内
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｆ
．】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｂ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｂ

．
(a
) 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(c
)】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｃ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｃ

．
(a
) 

消
火

系
に

よ
る

ろ
過

水
タ

ン
ク

を
水

源
と

し
た

原
子

炉
格

納
容

器

下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｃ
．】

 
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｄ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｄ

．
(a
) 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ａ

．】
 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｅ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水

 
本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｆ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｆ

．
(a
) 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

ろ
過

水
タ

ン
ク

を

水
源
と
し
た
原
子
炉
圧

力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
残

存
溶

融
炉

心

の
冷
却
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｇ
．】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
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リ
ン
ク
先
一
覧
（
６
／
１

３
)

手
順
等

 
リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(5
)ｇ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｇ

．
(a
) 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
ろ

過
水

タ
ン

ク

を
水
源
と
し
た
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
冷
却
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｈ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ
の
補
給

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｈ

．
(a
) 

大
量

送
水

車
に

よ
る

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
水

位

調
整
（
水
張
り
）
 

【
1.
5.
2.
1(
2)
ａ
．
(b
)】

 

【
1.
5.
2.
1(
3)
ａ
．
(b
)】

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）

 

【
1.
7.
2.
1(
1)
ｂ
．
(b
)】

 

【
1.
7.
2.
1(
2)
ｂ
．
(b
)】

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｉ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｉ

．
(a
) 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
ろ

過
水

タ
ン

ク

を
水
源
と
し
た
原
子
炉

格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｄ
．】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｉ

．
(b
) 

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

ろ
過

水
タ

ン
ク

を

水
源
と
し
た
原
子
炉
格

納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｅ
．】

 
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｊ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(5
)ｊ

．
(a
) 

原
子

炉
ウ

ェ
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

原
子

炉
ウ

ェ
ル

へ
の

注
水

（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
10
.2
.1
(1
)】

 
原

子
炉

ウ
ェ

ル
代

替
注

水
系

に
よ

る
原

子
炉

ウ
ェ

ル
へ

の
注

水

（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｋ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

1.
13
.2
.1
(5
)ｇ

．
(a
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃

料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｇ

．
(b
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｃ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(5
)ｇ

．
(c
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃

料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ

イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ａ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
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リ
ン
ク
先
一
覧
（
７
／
１

３
)

手
順
等

 
リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(5
)ｋ

．
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

1.
13
.2
.1
(5
)ｇ

．
(d
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ

レ
イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
) 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(6
)ａ

．
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送

水
車
に
よ
る
送
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｂ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(6
)ｂ

．
(a
) 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

輪
谷

貯
水

槽
（

西

１
）

及
び

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
残

存
溶

融
炉

心

の
冷
却
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｇ
．】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｃ

．
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(6
)ｃ

．
(a
) 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ

イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西

１
）

及
び

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

格
納

容

器
内
の
冷
却
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｄ

．
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ
の
補
給

 

1.
13
.2
.1
(6
)ｄ

．
(a
) 

大
量

送
水

車
に

よ
る

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
水

位

調
整
（
水
張
り
）
 

【
1.
5.
2.
1(
2)
ａ
．
(b
)】

 

【
1.
5.
2.
1(
3)
ａ
．
(b
)】

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（

水
張
り
）
 

【
1.
7.
2.
1(
1)
ｂ
．
(b
)】

 

【
1.
7.
2.
1(
2)
ｂ
．
(b
)】

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（

水
張
り
）
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リ
ン
ク
先
一
覧
（

８
／
１
３
)

手
順
等
 

リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(6
)ｅ

．
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た

原
子
炉
格
納
容
器
下
部

へ
の
注
水
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｅ

．
(a
) 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ

イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西

１
）

及
び

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

格
納

容

器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｄ
．】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｅ

．
(b
) 

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

輪
谷

貯
水

槽
（

西

１
）

及
び

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

格
納

容

器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｅ
．】

 
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｆ

．
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(6
)ｆ

．
(a
) 

原
子

炉
ウ

ェ
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

原
子

炉
ウ

ェ
ル

へ
の

注
水

（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
10
.2
.1
(1
)】

 
原

子
炉

ウ
ェ

ル
代

替
注

水
系

に
よ

る
原

子
炉

ウ
ェ

ル
へ

の
注

水

（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｇ

．
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

1.
13
.2
.1
(6
)ｇ

．
(a
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃

料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｇ

．
(b
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｃ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｇ

．
(c
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃

料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ

イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ａ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(6
)ｇ

．
(d
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ

レ
イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
) 

純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(7
)ａ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水

 
本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｂ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｂ

．
(a
) 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

純
水

タ
ン

ク
を

水

源
と
し
た
原
子
炉
圧
力

容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
残

存
溶

融
炉

心

の
冷
却
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.13-331r2



リ
ン
ク
先
一
覧
（
９
／
１

３
)

手
順
等
 

リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(7
)ｂ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｂ

．
(a
) 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

純
水

タ
ン

ク
を

水

源
と
し
た
原
子
炉
圧
力

容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｇ
．】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｃ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｃ

．
(a
) 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
純

水
タ

ン
ク

を

水
源
と
し
た
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
冷
却
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｄ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ
の
補
給

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｄ

．
(a
) 

大
量

送
水

車
に

よ
る

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
水

位

調
整
（
水
張
り
）
 

【
1.
5.
2.
1(
2)
ａ
．
(b
)】

 

【
1.
5.
2.
1(
3)
ａ
．
(b
)】

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）

 

【
1.
7.
2.
1(
1)
ａ
．
(b
)】

 

【
1.
7.
2.
1(
2)
ａ
．
(b
)】

 
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
調
整
（
水
張
り
）

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｅ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｅ

．
(a
) 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
純

水
タ

ン
ク

を

水
源
と
し
た
原
子
炉
格

納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｄ
．】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｅ

．
(b
) 

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

純
水

タ
ン

ク
を

水

源
と
し
た
原
子
炉
格
納

容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｅ
．】

 
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｆ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(7
)ｆ

．
(a
) 

原
子

炉
ウ

ェ
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

原
子

炉
ウ

ェ
ル

へ
の

注
水

（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
10
.2
.1
(1
)】

 
原

子
炉

ウ
ェ

ル
代

替
注

水
系

に
よ

る
原

子
炉

ウ
ェ

ル
へ

の
注

水

（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｇ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

1.
13
.2
.1
(7
)ｇ

．
(a
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃

料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｇ

．
(b
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｃ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
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リ
ン
ク
先
一
覧
（
１
０
／
１

３
)

手
順
等
 

リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(7
)ｇ

．
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

1.
13
.2
.1
(7
)ｇ

．
(c
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃

料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ

イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ａ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(7
)ｇ

．
(d
) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ

レ
イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
) 

海
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(8
)ａ

．
海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
及
び
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
又
は
大
量
送
水
車

（
２
台
）
に
よ
る
送
水
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｂ

．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
の
海
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｂ

．
(a
) 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

海
を

水
源

と
し

た

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の

注
水
 

【
1.
4.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
4.
2.
1(
3)
ａ
．
(d
)】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
残

存
溶

融
炉

心

の
冷
却
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｇ
．】

 
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容

器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｃ

．
海
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｃ

．
(a
) 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
海

を
水

源
と

し

た
原
子
炉
格
納
容
器
内

の
冷
却
 

【
1.
6.
2.
1(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

【
1.
6.
2.
2(
1)
ａ
．
(d
)】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｄ

．
海
を
水
源
と
し
た

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

1.
13
.2
.1
(8
)ｄ

．
(a
) 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
海

を
水

源
と

し

た
原
子
炉
格
納
容
器
下

部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｄ
．】

 
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｄ

．
(b
) 

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

海
を

水
源

と
し

た

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

【
1.
8.
2.
1(
1)
ｅ
．】

 
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.13-333r2



リ
ン
ク
先
一
覧
（

１
１
／
１
３
)

手
順
等
 

リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(8
)ｅ

．
海
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

1.
13
.2
.1
(8
)ｅ

．
(a
) 

原
子

炉
ウ

ェ
ル

代
替

注
水

系
に

よ
る

海
を

水
源

と
し

た
原

子
炉

ウ

ェ
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
10
.2
.1
(1
)】

 
原

子
炉

ウ
ェ

ル
代

替
注

水
系

に
よ

る
原

子
炉

ウ
ェ

ル
へ

の
注

水

（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｆ

．
海
を
水
源
と
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｆ

．
(a
) 

海
を

水
源

と
し

た
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ

ッ
ダ
）
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
へ
の
注
水
 

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｆ

．
(b
) 

海
を

水
源

と
し

た
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
ス

プ
レ

イ

ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水

【
1.
11
.2
.1
(1
)ｃ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｆ

．
(c
) 

海
を

水
源

と
し

た
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ

ッ
ダ
）
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

【
1.
11
.2
.2
(1
)ａ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

）
に

よ
る

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｆ

．
(d
) 

海
を

水
源

と
し

た
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
ス

プ
レ

イ

ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ

【
1.
11
.2
.2
(1
)ｂ

．】
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｇ

．
海
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
補
機
冷
却
系

（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。）

に
よ
る
冷
却
水
の
確
保

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｇ

．
(a
) 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。）

に
よ
る
冷

却
水
の
確
保
 

【
1.
5.
2.
3(
1)
】
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。）

に
よ
る

除
熱
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｈ

．
海
を
水
源
と
し
た
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
（
海
）
へ
の
代
替
熱
輸
送

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｈ

．
(a
) 

海
を
水
源
と
し
た
原
子

炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
 

【
1.
5.
2.
2(
1)
ａ
．】

 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｈ

．
(b
) 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に

よ
る
除
熱
 

【
1.
5.
2.
2(
1)
ｂ
．】

 
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｉ

．
海
を
水
源
と
し
た
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｉ

．
(a
) 

海
を

水
源

と
し

た
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
及

び
放

水
砲

に
よ

る
大

気

へ
の
放
射
性
物
質
の
拡

散
抑
制
 

【
1.
12
.2
.1
(1
)ａ

．】
 

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

及
び

放
水

砲
に

よ
る

大
気

へ
の

放
射

性
物

質
の
拡
散
抑
制
 

1.
13
.2
.1
(8
)ｊ

．
海
を
水
源
と
し
た
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火

 

1.
13
.2
.1
(8
)ｊ

．
(a
) 

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

及
び

放
水

砲
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
へ

の

泡
消
火
 

【
1.
12
.2
.2
(2
)ａ

．】
 

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

及
び

放
水

砲
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
へ

の
泡
消
火
 

1.
13
.2
.1
(9
) 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.1
(9
)ａ

．
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入

 

1.
13
.2
.1
(9
)ａ

．
(a
) 

事
故
時
操
作
要
領
書
（

徴
候
ベ
ー
ス
）「

反
応
度
制
御
」
 

【
1.
1.
2.
1(
2)
】
 

Ｅ
Ｏ
Ｐ
「
反
応
度
制
御
」
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リ
ン
ク
先
一
覧
（

１
２
／
１
３
)

手
順
等
 

リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.1
(9
)ａ

．
ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入

 

1.
13
.2
.1
(9
)ａ

．
(b
) 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ

る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

【
1.
2.
2.
3(
1)
ｂ
．】

 
ほ

う
酸

水
注

入
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
入

及
び

注

水
 

1.
13
.2
.1
(9
)ａ

．
(c
) 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ

る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入
 

【
1.
8.
2.
2(
1)
ｂ
．】

 
ほ

う
酸

水
注

入
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

ほ
う

酸
水

注

入
 

1.
13
.2
.2
 
水

源
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.2
(1
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.2
(1
)ａ

．
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給
（
淡
水
／
海
水
）

 

1.
13
.2
.2
(1
)ａ

．
(a
) 

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
及

び
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

を
水

源
と

し

た
大
量
送
水
車
に
よ
る

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.2
(1
)ａ

．
(b
) 

淡
水

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

た
大

量
送

水
車

に
よ

る
低

圧
原

子
炉

代

替
注
水
槽
へ
の
補
給
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.2
(1
)ａ

．
(c
) 

海
を

水
源

と
し

た
大

量
送

水
車

及
び

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

又
は

大

量
送
水
車
（
２
台
）
に

よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.2
(2
) 

 輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.2
(2
)
ａ

．
輪

谷
貯
水

槽
（

東
１

）
又

は
輪

谷
貯

水
槽

（
東

２
）

か
ら

輪
谷

貯
水

槽
（

西

１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.2
(2
)ｂ

．
海
か
ら
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給

 

1.
13
.2
.2
(2
)ｂ

．
(b
) 

大
量
送
水
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は

輪
谷
貯
水
槽
（
西

２
）
へ
の
海
水
補
給

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.2
(3
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.2
(3
)ａ

．
 

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
及

び
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

か
ら

復
水

貯

蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.2
(3
)ｂ

．
 

淡
水
タ
ン
ク
か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 

本
資
料
に
記
載
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リ
ン
ク
先
一
覧
（
１
３
／
１
３

)

手
順
等
 

リ
ン
ク
先

1.
13
.2
.2
(3
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応
手
順

 

1.
13
.2
.2
(3
)ｃ

．
 

海
か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
 
水

源
を
切

り
替
え
る
た
め
の
対
応
手
順
 

1.
13
.2
.3
(1
) 

 原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
水
源
切
替
え

 

1.
13
.2
.3
(1
)ａ

．
 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
時

の

水
源
の
切
替
え
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
(1
)ｂ

．
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
時

の

水
源
の
切
替
え
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
(2
) 

淡
水
か
ら
海
水
へ
の
切
替
え

 

1.
13
.2
.3
(2
)ａ

．
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
送
水
中
の
場
合
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
(2
)ｂ

．
 

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
及

び
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

を
水

源
と

し

た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水
中
の
場
合
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
(2
)ｃ

．
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
送
水
中
の
場
合
 

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
(3
) 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え

 

1.
13
.2
.3
(3
)ａ

．
 

外
部

水
源

（
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
）

か
ら

内
部

水
源

（
サ

プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
へ
の
切
替
え

本
資
料
に
記
載
 

1.
13
.2
.3
(3
)ｂ

．
 

外
部
水
源
（
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
））

か
ら
内
部
水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
へ
の
切
替
え
 

本
資
料
に
記
載
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1.14 電源の確保に関する手順等 

＜目次＞ 

1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料補給設備による給油

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｆ．手順等 

1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

ｃ．直流給電車による直流盤への給電 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保

1.14-1r2



ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコ

ントロールセンタ受電 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタン

クローリへの補給 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 
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添付資料1.14.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.14.2 重大事故対策の成立性 

(1) ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(2) 号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(3) 高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(4) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

(5) 可搬型直流電源設備による給電 

(6) 直流給電車による直流盤への給電 

(7) ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

(8) 非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

(9) 号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

(10) ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電 

(11) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

(12) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタ

ンクローリへの補給 

(13) タンクローリから各機器等への給油 

(14) 不要直流負荷（Ａ系）の切離し 

添付資料1.14.3 不要直流負荷切離しリスト 

添付資料1.14.4 動的負荷自動起動防止措置 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置 

(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ系又はＬ

／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置 

添付資料1.14.5 受電前準備操作対象リスト 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系）への給

電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(2) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｄ系）への給

電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(3) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ系）への

給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(4) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｄ系）への

給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

添付資料1.14.6 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳＡ電

源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の電動弁リス

ト 

添付資料1.14.7 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 
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添付資料1.14.8 解釈一覧 

(1) 判断基準の解釈一覧 

(2) 操作手順の解釈一覧 

(3) 操作の成立性の解釈一覧 
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1.14 電源の確保に関する手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中

原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保す

るために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源

により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必 

要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って

可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにし

ておくこと。また、敷設したケ－ブル等が利用できない状況に備え、予備の

ケ－ブル等を用意すること。 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)

及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、

少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する対処設備を

整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

外部電源が喪失した場合において，非常用高圧母線及び直流設備へ給電する

ための設計基準事故対処設備として，非常用交流電源設備及び非常用直流電源

設備を設置している。 

また，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電力を各

負荷へ分配するための設計基準事故対処設備として，非常用所内電気設備を設

置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち，非常用交流電源設備並びに非常用直

流電源設備が健全であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した

場合は，その機能を代替するために，各設計基準事故対処設備が有する機能，

相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定

する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.14

－1 図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自

主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審査基

準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第五十七条及び「技術基準規

則」第七十二条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である非常用交流電源設備又は非常用

直流電源設備が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

非常用交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・非常用ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 
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・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

非常用直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・Ａ－115V 系蓄電池 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V 系充電器 

・Ｂ－115V 系充電器 

・高圧炉心スプレイ系充電器 

・Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

機能喪失原因対策分析の結果，設計基準事故対処設備の故障として，非常用

高圧母線への交流電源による給電及び直流設備への直流電源による給電に使

用する設備並びに非常用所内電気設備の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事故

等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.14－1 表

に整理する。 

1.14-7r2



ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により非常用

高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。），Ｄ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ

系」という。）及び高圧炉心スプレイ系（以下「Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系」と

いう。）への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電にて炉

心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

へ給電する手段がある。 

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施

するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給

電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－2図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。 
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ⅱ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から自号炉

の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給電

により，自号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－3図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高

圧母線Ｄ系電路 

ⅲ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－2図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ

２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 
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・タンクローリ 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン

発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン

発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コント

ロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コン

トロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電

機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機

車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電

路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線

Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 
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・号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧

母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機

の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により充電器

を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源設備による

給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障により充電器を経由した直流設備への給電

ができない場合は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

による給電を開始するまでの間，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設

代替直流電源設備により24時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第1.14－5図に示す。 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ｂ－115V 系充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

また，共通要因によって非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ系の安

全機能と同時に機能が喪失することがないよう物理的に分離を図った常

設代替直流電源設備があり，その常設代替直流電源設備により重大事故

等時の対応に必要な直流設備へ給電する手段がある。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－5図に示す。 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 
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ⅱ 可搬型直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代

替直流電源設備の蓄電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合

は，高圧発電機車，代替所内電気設備及び充電器（Ｂ１－115V系充電器

（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用））を組み合わせた

可搬型直流電源設備により直流設備へ給電する手段がある。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線

結線図を第 1.14－2 図及び第 1.14－5 図に示す。 

・高圧発電機車 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・230V 系充電器（常用） 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

ⅲ 直流給電車による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代

替直流電源設備の蓄電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合

は，直流給電車及び高圧発電機車の組合せにより直流設備へ給電する手

段がある。 

直流給電車による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を

第 1.14－5 図に示す。 

・高圧発電機車 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）電路 
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・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物

処理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電

路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

交流電源及び直流電源の喪失により設計基準事故対処設備である非常

用ディーゼル発電機が起動できない場合は，他号炉の非常用低圧母線から

自号炉の非常用低圧母線へ給電することにより非常用ディーゼル発電機

の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する手段がある。 

号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保で使用する設備は以下の

とおり。 

・号炉間連絡ケーブル（１号炉） 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備のうち，Ｂ－

115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），

Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩ

Ｃ），Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路，Ｂ１－115V系蓄電池

（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充

電器～直流母線電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備のうち，ＳＡ用115V系

蓄電池，ＳＡ用115V系充電器及びＳＡ用115V系蓄電池及び充電器～直流母

線電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機車，

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用），

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路，高圧

発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧

発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路，高圧発電

機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～

直流母線電路，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用
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軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは

重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で直流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建

物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処

理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路 

代替交流電源設備による給電時に高圧発電機車を配備することから，可

搬型直流電源設備としての給電は可能である。直流給電車は追加で配備す

ることにより，重大事故等の対処に必要となる直流電源を確保するための

手段として有効である。 

・号炉間連絡ケーブル（１号炉） 

号炉間融通によって確保できる電源の容量は小さく，使用用途及び使用

条件が限定されるが，直流電源の喪失が原因で非常用ディーゼル発電機を

起動することができない場合において，非常用ディーゼル発電機の起動の

ために必要な直流電源（制御電源）を確保するための手段として有効であ

る。 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，必要

な設備へ給電できない場合又は代替所内電気設備に接続する重大事故等

対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備にて電路を確保し，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電する手段がある。 

なお，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，重大事故等が発生

した場合において，共通要因で同時に機能を喪失することなく，少なくと
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も一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計とする。 

代替所内電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線

図を第1.14－2図に示す。 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 

・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤 

・ＳＡ電源切替盤 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系 

・非常用高圧母線Ｄ系 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替所内電気設備による給電で使用する設備のうち，緊急用メタクラ，

メタクラ切替盤，緊急用メタクラ接続プラグ盤，高圧発電機車接続プラグ

収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロ

ールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常

用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である非常用

所内電気設備が機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

耐震性はあるが，非常用コントロールセンタ母線を経由することから，

非常用コントロールセンタの破損時には使用できないものの，非常用コン

トロールセンタ及び切替盤の双方の健全性が確認できた場合において，重

大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。 
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ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障により 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系への給電ができない場合は，代替交流電源設備によ

る給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

へ給電する手段がある。 

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施

するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給

電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－2図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。 

ⅱ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系へ給電する手段がある。 
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高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系への給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－4

図に示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系

～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系

～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

ⅲ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から自号炉

の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給電

により，自号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－3図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高

圧母線Ｄ系電路 

ⅳ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－2図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母
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線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ

２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン

発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン

発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コント

ロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コン

トロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電

機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機

車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電

路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線

Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン
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トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電で使用する設備のう

ち，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレ

イ補機海水系を含む。），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～

常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～

常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，常用高圧母線Ａ系（及びＢ系）を経由す

る電路の健全性が確認でき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全

であり，かつ高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合において，事

故対応時に必要な電源を確保するための手段として有効である。 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧

母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機

の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。
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ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料補給設備による給油 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して運転させるた

め，燃料補給設備により給油する手段がある。 

燃料補給設備による給油で使用する設備は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料補給設備による給油で使用する設備のうち，ガスタービン発電機用

軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処で使用する設備の

燃料を確保し，必要な期間運転を継続することができる。 

ｆ．手順等 

上記「ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備」，「ｂ．代替電源（直

流）による対応手段及び設備」，「ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び

設備」，「ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段

及び設備」及び「ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備」により選定した

対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として「事故時操作要

領書（徴候ベース）」（以下「ＥＯＰ」という。），「原子力災害対策手順書」，

「ＡＭ設備別操作要領書」に定める（第 1.14－1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第 1.14

－2 表）。 

さらに，他の条文にて選定した重大事故等対処設備と本条文にて選定した

給電手段との関連性についても整理する。 

（添付資料1.14.7） 
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1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発

生した場合，並びに外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機による給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び燃

料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ

系及びＭ／Ｃ Ｄ系の電源を復旧する。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，

その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系受電操作完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系

充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V

系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の優先

順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

なお，優先２の手順については「ｂ．号炉間電力融通ケーブルを使用した

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３，優先４及び優先５の手

順については「ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」

にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＭ／Ｃ ＨＰＣ

Ｓ系へ給電できない場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動について

は，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が確保

されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 
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(b) 操作手順 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受

電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガ

スタービン発電機の起動及び緊急用メタクラの受電開始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動及び緊急

用メタクラの受電を電圧確認により実施する。 

③ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への

受電準備開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の動的機器の自動起動防止のため操作スイッチ

（以下「ＣＳ」という。）を「停止引ロック」又は「停止」とする。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長に受電準備完了を報告する。 

⑥ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系の受

電開始を指示する。 

⑦ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」とし， 

Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

⑧ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑨ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告する。 

⑩ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系への

受電準備開始を指示する。 

⑪ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑫ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑬ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 
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⑭ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」とし， 

Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操作を実施する。 

⑮ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑯ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊

急時対策本部にガスタービン発電機の現場からの起動を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の現場起

動によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③ｂ緊急時対策要員は，ガスタービン発電機の現場起動及び緊急用メタ

クラの受電を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電準備完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系への受電準備開始を指示する。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑦ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

⑧ｂ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑨ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑩ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系の受

電開始を指示する。 

⑪ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」とし，

Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

⑫ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急用メタ
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クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑬ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」とし，

Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操作を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑰ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のと

おり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで40分以内で可能

である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以

下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで50分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５分以内

で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 
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室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(1)） 
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ｂ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合において，

号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成し，他号

炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格

納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されてい

る場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能であ

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない状況にお

いて，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受

電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第

1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－11図

に示す。 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ａ系から号炉間電力融通ケーブルによる当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に号炉間電力融通

ケーブルによる他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉

のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④中央制御室運転員Ａは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器の１号炉の

遮断器のインターロック解除処置を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施し，号炉間電力融通の受電準備が完了したこと

を当直副長に報告する。 
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⑥当直副長は，中央制御室運転員に号炉間電力融通ケーブルによる他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のＭ／Ｃへの給電開始

を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，２号炉の常用高圧母線の予備変受電遮断器及

び非常用高圧母線の母線連絡遮断器の「入」操作を行う。 

⑧中央制御室運転員Ａは，１号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線の

母線連絡操作及び予備変受電遮断器を「入」操作及び受電したＭ／Ｃ

の電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電

器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先２の号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(2)） 
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ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブルによるＭ／Ｃ Ｃ系及

びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電機車接

続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格

納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，

Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（Ｒ

ＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブルによる給電ができ

ない場合。 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－12図に，タイムチャートを第1.14－13図から第1.14－15図に

示す。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側

の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，高

圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収

納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，
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Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替

作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動

力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を

緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側

の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，高

圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収

納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，
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Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替

作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動

力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を

緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合）〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発

電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）

によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急用

メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車か

ら緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブルを

敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，
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Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，Ｍ／Ｃを受電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」

操作し，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作すると

ともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一

次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本

部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

(c) 操作の成立性 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先４の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 
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優先５の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間40

分以内で可能である。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤，原子炉建物西側及び原子炉建物南側の高

圧発電機車接続プラグ収納箱からメタクラ切替盤間のケーブルは常時敷

設されており，ケーブル敷設作業が円滑に行うことが可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

高圧発電機車はプラント監視機能等を維持する上で必要な最低限度の

電力を供給する。プラントの被災状況に応じて使用可能な設備の電源を供

給する。 

（添付資料1.14.2(3)） 
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1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル及び高圧発

電機車による交流電源の復旧ができない場合，Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－

115V系蓄電池（ＳＡ）から，24時間以上にわたり直流母線へ給電する。また，

ＳＡ用115V系蓄電池及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）については，負荷切離し

なしで蓄電池にて24時間以上にわたり直流母線へ給電する。 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ａ－115V系蓄

電池，Ｂ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池

（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性

子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線への給

電に自動で切り替わることを確認する。全交流動力電源喪失から８時間を経

過した時点で，Ｂ－115V系直流盤の不要な負荷の切り離しを実施する。その

後，Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）による給電に切り替

えることで，24時間以上にわたり直流母線へ給電する。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ

給電している24時間以内に，ガスタービン発電機による給電の場合，Ｍ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤， 

Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器

盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ

給電している24時間以内に，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車によ

る給電の場合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系を受電し，その後，

Ａ－115V系充電器盤又はＢ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），

ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源

の機能を回復させる。 

なお，蓄電池を充電する際は水素ガスが発生するため，バッテリー室の換

気を確保した上で蓄電池の回復充電を実施する。また，ガスタービン発電機

によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電完了後は，中央制御室

監視計器Ｃ系及びＤ系の復旧を行う。号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電

機車によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電完了後は，中央制

御室監視計器Ｃ系又はＤ系の復旧を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

〔Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣ

ＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電
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池による給電の判断基準〕 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V系充電器，Ｂ－115V系充電器，高

圧炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充

電器，230V系充電器（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及び 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

〔Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替えの判断

基準〕 

全交流動力電源喪失後，８時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブル若しくは高圧発電機車による給電操作が完了する見込みが

ない場合又はＢ－115V系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能

性がある場合。 

〔Ａ－115V系充電器盤の受電及び中央制御室監視計器Ｃ系の復旧の判

断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル又は高圧発電機車による給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系の

受電が完了している場合。 

〔Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系

充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電及び中央制御室監視計器

Ｄ系の復旧の判断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル又は高圧発電機車による給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＤ系の

受電が完了している場合。 

(b) 操作手順 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を

第1.14－16図から第1.14－18図に，タイムチャートを第1.14－19図から第

1.14－25図に示す。なお，Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子

炉中性子計装用蓄電池による給電手順については，「1.14.2.6(2) 非常用

直流電源設備による給電」にて整備する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＢ－115V 系蓄電

池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系蓄電池による給

電が開始されたことの確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）及びＳＡ用 115V 系充電器による給電が停止したことをＭ／Ｃ Ｄ
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系電圧にて確認し，当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ）及びＳＡ用 115V 系蓄電池による給電が開始され，Ｂ－115V 系充

電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系充電器盤

にて負荷電圧が規定電圧であることを確認し，当直副長に報告する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に８時間経過後の蓄電池切替え操作の

時間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高

（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する

よう指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，８時間経過後の蓄電池切替え操作の時間的裕

度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高（レベル

８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する。 

⑥当直副長は，現場運転員に全交流動力電源喪失から８時間を経過する

時点でＢ－115V 系蓄電池の不要な負荷の切り離し及びＢ－115V 系蓄

電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。なお，

Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある

場合は，経過時間によらず，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ）への切替えを指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，蓄電池の延命処置として全交流動力電源喪失

から８時間を経過した時点で制御電源及び直流照明を除く直流負荷の

切離しを実施する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，全交流動力電源喪失から８時間を経過した時

点でＢ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）に

よる給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理建物地下中１階（非管

理区域）のＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）蓄電池電圧指示値が規定電

圧であることを確認し，切替え完了を当直副長に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に原子炉隔離時冷却系の再起動を指示

する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉隔離時冷却系を再起動する。 

⑪ａ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまでにガス

タービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電

が完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V 系

充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を

指示する。 

⑪ｂ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまでに号炉

間電力融通ケーブル又は高圧発電機車によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ

のＣ系又はＤ系の受電が完了したことを確認した場合，運転員に交流

電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V

1.14-35r2



系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（Ｒ

ＣＩＣ）の受電開始を指示する。 

⑫ａＡ－115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ａ－中央制御室排風機及びＡ－115V 系充電器

盤が使用可能か確認する。 

⑬ａ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ａ－中央制御室排風

機及びＡ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ａ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ａ－中央制御室排風機

及びＡ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室

において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ａ－中央制御室

排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。

⑯ａ中央制御室運転員Ａは，Ａ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰ａ当直副長は，運転員にＡ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｃ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地上１階（非管理区域）のＡ－115V系充電器盤の運転状

態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，

給電が開始したことを当直副長に報告する。 

⑲ａ当直副長は，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｄ系復旧完了後，運転員に

中央制御室監視計器の復旧開始を指示する。 

⑳ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｃ系の遮断器操作又は

受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認

し，当直副長に報告する。 

㉑ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｄ系の遮断器操作又は

受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認

し，当直副長に報告する。 

㉒ａ中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室監視計器が復旧

されたことを状態表示にて確認し，当直副長に報告する。 

⑫ｂＢ－115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ－115V 系充電器

1.14-36r2



盤が使用可能か確認する。 

⑬ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＢ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＢ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室

において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室

排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｂ当直副長は，運転員にＢ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ－115V系充電器盤の運転

状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，

給電が開始したことを当直副長に報告する。 

Ｂ－115V系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施す

る。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順

⑲ａ～㉒ａと同様である。 

⑫ｃＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ１－115V 系充電

器盤（ＳＡ）が使用可能か確認する。 

⑬ｃ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｃ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）が使用可能であれば，運転員にバ

ッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－

中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｃ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｃ当直副長は，運転員にＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の受電開始を
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指示する。 

⑱ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ１－115V系充電器盤（Ｓ

Ａ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認す

るとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電完了後，中央制御室監視計器の復

旧を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順

⑲ａ～㉒ａと同様である。 

⑫ｄＳＡ用115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＳＡ用 115V 系充電

器盤が使用可能か確認する。 

⑬ｄ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＳＡ用115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｄ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＳＡ用115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー

室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御

室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｄ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｄ当直副長は，運転員にＳＡ用115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＳＡ用115V系充電器盤の運

転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するととも

に，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施

する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順

⑲ａ～㉒ａと同様である。 

⑫ｅ230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の
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負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び 230V 系充電器盤

（ＲＣＩＣ）が使用可能か確認する。 

⑬ｅ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｅ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能であれば，運転員にバッ

テリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中

央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｅ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｅ当直副長は，運転員に230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指

示する。 

⑱ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認すると

ともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了後，中央制御室監視計器の復旧

を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順

⑲ａ～㉒ａと同様である。 

(c) 操作の成立性 

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用115V系蓄電

池による給電は，現場運転員２名にて直流母線（Ｂ－115V系直流盤，Ｂ－

115V系直流盤（ＳＡ）及びＳＡ対策設備用分電盤（２））へ自動で給電さ

れることを確認する。中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに

対応ができる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電操

作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）受電切替え完了及

び不要負荷切離し操作完了まで30分以内で可能である。 

・Ａ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 

・Ｂ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 

・Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電完了まで20分以内で可能である。 

・ＳＡ用115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 
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・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了まで20分以内で可能である。 

・中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系復旧まで40分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(4)） 
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ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時に，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩ

Ｃ）及びＳＡ用115V系蓄電池による給電ができない場合に，可搬型直流電源

設備（高圧発電機車及び充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用

115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用）））により直流電源を必要な機器

に給電する。 

可搬型直流電源設備による給電（高圧発電機車によるＳＡ低圧母線，充電

器盤への給電）の優先順位は以下のとおり。 

１．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

２．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

３．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブル又は高圧発電機車による給電操作が完了する見込みがない

場合。 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－26図及び第1.14－27図に，タ

イムチャートを第1.14－28図から第1.14－30図に示す。 

なお，高圧発電機車によるＳＡコントロールセンタ受電の操作手順につ

いては「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順のうち，「高

圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の

操作手順と同様であるため，当該手順にて実施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電機車に

よる充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤

及び230V系充電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車による充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充

電器盤及び230V系充電器盤（常用））への給電準備を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車による充電器盤 
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（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充

電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａ及び緊急時対策要員は，充電器盤（Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））

の受電に先立ち，「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電

機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操

作手順のうち，「高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電」の操作手順にてＳＡコントロールセンタの受電を

実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブル接続のためＣ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｃ／Ｃ Ｄ系の負荷「中央制御室排風機」の遮断器を「切」とし，当

直副長に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを敷設する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機又はＢ－中央制御室排

風機を起動するための系統構成を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを接続するとともに，

絶縁抵抗測定によりＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，

仮設ケーブル接続完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員に中央制御室排風機の電源の復旧を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブルを接続したＳＡコントロールセ

ンタの遮断器を「入」とし，中央制御室排風機の電源が復旧したこと

を当直副長に報告する。 

⑫当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室排風機の起動操作を指示

する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が

換気されたことを確認し，起動操作が完了したことを当直副長に報告

する。 

⑭当直副長は，現場運転員にＳＡコントロールセンタから充電器盤への

給電開始を指示する。 

⑮現場運転員Ｂ及びＣは，充電器切替盤にて「Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ 

Ｄ系」から「ＳＡコントロールセンタ」へ受電切替操作を行い，充電

器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V

系充電器盤（常用））の運転状態及び充電器盤充電器電圧指示値が規定

電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長

に報告する。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は

以下のとおり。 

優先１の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。 

優先３の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）による給電完了まで５時間50分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(5)） 
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ｃ．直流給電車による直流盤への給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備

が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設備による直流電源の給電がで

きない場合に，直流給電車をＢ－115V系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），

Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）に接続し，直流電源を

給電する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブル又は高圧発電機車による給電操作が完了する見込みがない

場合において，可搬型直流電源設備による給電ができない場合。 

(b) 操作手順 

直流給電車による直流盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対

応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－31図に，タイムチャートを

第1.14－32図及び第1.14－33図に示す。 

〔優先１．廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準

備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電

車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電

準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（廃棄物処理建物南

側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤及

び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備のためＢ－115V 系充電器盤及び

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の出力遮断器を「切」とし，当直副長に

Ｂ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電前準備完

了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系

直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧発

電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準備

完了を報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V
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系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備が完了したこと

を緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給

電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給

電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電操作を実施し，給電

が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電が開始したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（Ｒ

ＣＩＣ）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤及び 230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値

が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直副

長に報告する。 

〔優先２．原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による

直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給

電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電

車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への

給電準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（原子炉建物南側の

直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備のためＢ１－115V 系充電器

盤（ＳＡ）及び 230V 系充電器盤（常用）の出力遮断器を「切」とし，

当直副長にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）へ

の給電前準備完了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び

230V 系直流盤（常用）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧

発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準

備完了を報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備が完了した
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ことを緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給

電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）へ

の給電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電操作を実施し，

給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電が開始したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直

流盤（常用）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及

び 230V 系直流盤（常用）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示

値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直

副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

優先１の廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系

直流盤及び230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電完了まで４時間15分以内で

可能である。 

優先２の原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による

直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系直流

盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）への給電完了まで４時間15分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(6)） 
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 (2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電のため，ＳＡ用115V系蓄電池に

よるＢ－115V系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器の制御

電源を確保する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失時，ＳＡ用115V系蓄電池の電圧が規定電圧である場合で，

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による 

Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電が可能となった場合。 

(b) 操作手順 

ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－34図に，

タイムチャートを第1.14－35図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員にＳＡ用 115V

系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤の負荷抑制として，Ｂ－

115V 系直流盤にてＭ／Ｃ Ｄ系遮断器制御電源以外の負荷の遮断器

を「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系蓄電池からＢ－115V 系蓄電池

及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）へ放電させないために，Ｂ－115V

系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系充電器盤のＢ－115V 系直流盤

（ＳＡ）の遮断器並びにＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）のＳＡ用 115V 系

充電器盤受電遮断器及びＢ－115V 系直流盤の遮断器を「入」操作し，

当直副長にＢ－115V 系直流盤受電準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，現場運転員にＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直

流盤の受電開始を指示する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤にてＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）の遮断器を「入」とし，Ｂ－115V 系直流盤受電を実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）の 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確

認し，受電完了を当直副長に報告する。 

⑧当直副長は，運転員にＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作開始を指示する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判
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断してからＢ－115V系直流盤受電完了まで30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(7)） 
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ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機及び非常用直流電源喪失後，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル又は高圧発電機車による給電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電後，Ａ－

115V系充電器盤からＡ－115V系直流盤へ給電し，遮断器の制御電源を確保す

る。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電時に，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が

喪失している場合には，手動にて遮断器を投入後，受電操作を実施する。 

また，給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ Ｃ系受電前準備については

「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ

系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」及び「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」と同様である。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電の優先順位は以下のとお

り。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

(a) 手順着手の判断基準 

Ａ－115V系直流盤の電圧が喪失した場合で，ガスタービン発電機，号炉

間電力融通ケーブル又は高圧発電機車のいずれかの手段によるＭ／Ｃ 

Ｃ系への給電のための電路構成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電前準備及び起動操作が

完了している場合。 

(b) 操作手順 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－36図から第

1.14－38図に，タイムチャートを第1.14－39図から第1.14－41図に示す。 

なお，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車

のいずれかの手段によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電のための電路構成，Ｍ／Ｃ 

Ｃ系受電前準備及び起動操作については「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン

発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．

号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」
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又は「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電」の操作手順にて実施し，その後，本手順を実施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V 系直流

盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を手動操作にて

「入」とし，当直長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。号炉

間電力融通ケーブルを使用した給電の場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系の母線連絡

遮断器及びＭ／Ｃ Ａ系の受電遮断器を手動操作にて「入」とし，当

直副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ａ当直副長は，ガスタービン発電機による給電が可能な場合は，運転

員にＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，ガスタービン発電機からＭ／Ｃ Ｃ系へ給

電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」とし，ガスタービン発

電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）によるＡ－115V系直流盤

受電の場合〕 

③ｂ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（１号炉）による電力融通が

可能な場合は，運転員にＭ／Ｃ Ｃ系への電力融通開始を指示する。 

④ｂ中央制御室運転員Ａは，１号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線

の母線連絡及び予備変受電の遮断器を「入」とし，号炉間電力融通ケ

ーブル（１号炉）による電力融通を開始する。 

⑤ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建

物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な
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場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑤ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給

電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｃ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｃ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｃ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建

物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な

場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑤ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給

電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｄ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｄ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｄ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

1.14-51r2



〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＡ－115V系直流盤受電の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合）〕 

③ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（ガスター

ビン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤へ

の接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系

の受電開始を依頼する。 

④ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を指示する。 

⑤ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による給電を

実施し，高圧発電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に

報告する。 

⑥ｅ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｅ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｅ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

(c) 操作の成立性 

上記優先１の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機による 

Ａ－115V系直流盤受電完了まで１時間35分以内で可能である。 

上記優先２の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間電力融通ケーブル（１

号炉）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間45分以内で可能である。 

上記優先３，優先４及び優先５の操作は，中央制御室運転員１名，現場

運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ

収納箱に接続）又は高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機
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の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）によるＡ－115V系直流

盤受電完了まで１時間35分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(8)） 
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(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

当該号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備の機能喪失により非常

用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保できない場

合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉の

Ａ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤を受電し，非常用ディーゼル発電機

の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する。 

また，他号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備が機能喪失し，当該

号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉

へ給電することが可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

直流電源の喪失により非常用ディーゼル発電機が起動できず，外部電源，

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル及び高圧発電機車による給

電が不可能な状況において，他号炉のＬ／Ｃ Ｃ系又はＬ／Ｃ Ｄ系の電

圧が正常で他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系からの給電が可能で

ある場合。 

(b) 操作手順 

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流

盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，

概要図を第1.14－42図に，タイムチャートを第1.14－43図に示す。 

（本手順は，当該号炉で外部電源喪失並びに非常用直流電源設備が機能

喪失した状況において，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から号炉

間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系

直流盤を受電する操作手順を示す。） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に他号炉の 

Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系を経由した当該号炉のＡ－115V系直流

盤又はＢ－115V 系直流盤の受電準備を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，バッテリー室換気のための空調機電源が確保

できないため，Ａ－115V 系蓄電池又はＢ－115V 系蓄電池の遮断器を

「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系及びＡ－115V 系直流

盤の受電前準備，又はＣ／Ｃ Ｄ系及びＢ－115V 系直流盤の受電前準

備としてＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制のためにあらかじ

め定められた負荷の遮断器を「切」とし，当直副長に受電準備完了を

報告する。 

④当直副長は，現場運転員に他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に

よる当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示す
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る。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の母

線連絡ラインの遮断器を「入」とし，当該号炉への給電を開始したこ

とを当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系による当該号炉

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電完了後，現場運転員に交流

電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤の受電開始

を指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤

へ給電するための遮断器を「入」とし，廃棄物処理建物地上１階（非

管理区域）のＡ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＡ－115V 系直

流盤電圧指示値又は廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の 

Ｂ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＢ－115V 系直流盤電圧指

示値が規定電圧であることにより確認するとともに，当直副長に報告

する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから他号炉のＣ／Ｃによる当該号炉Ａ－115V系直流盤又はＢ－

115V系直流盤受電完了まで55分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(9)） 
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1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコ

ントロールセンタ受電 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪失し

た場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合

に，ガスタービン発電機又は高圧発電機車から代替所内電気設備へ給電する

ことで，発電用原子炉の冷却,原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要とな

る設備の電源を復旧する。 

なお，負荷への給電にあたっては，非常用コントロールセンタ及び非常用

コントロールセンタ切替盤の双方が健全であれば，非常用コントロールセン

タ切替盤での給電を優先して使用する。 

代替交流電源設備によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ

（以下「ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ」という。）への給電の優先順位は

以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給については，自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪失

した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な

場合で，ガスタービン発電機又は高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃへ給電が可能な場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動

については，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要

員が確保されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－

Ｃ／Ｃ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図

に，概要図を第1.14－44図に，タイムチャートを第1.14－45図から第1.14

－48図に示す。 
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〔優先１．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガ

スタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの受電開始

を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動及び緊急

用メタクラの受電を電圧確認により実施し，緊急用メタクラのＳＡ－

Ｌ／Ｃへの遮断器の「入」操作を実施する。 

③ａ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ガスター

ビン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 

④ａ当直副長は，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，現場運転員に

ＳＡ電源切替盤による負荷への給電開始を指示する。 

当直副長は，非常用コントロールセンタ切替盤による給電の場合には，

中央制御室運転員に非常用コントロールセンタ切替盤による給電開始

を指示する。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，Ｓ

Ａ電源切替盤にて各電動弁電源を「ＳＡ側」へ切り替えを行い，切替

作業完了を当直副長へ報告する。 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替盤による給電

の場合には，ＣＳで切り替えを行い，切替作業完了を当直副長へ報告

する。 

⑥ａ中央制御室運転員Ａは，電動弁の電源が復旧したことを状態表示ラ

ンプにて確認する。 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊

急時対策本部にガスタービン発電機の現場からの起動を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の現場起

動によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

③ｂ緊急時対策要員は，ガスタービン発電機の現場起動及び緊急用メタ

クラの受電を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動によるＳＡ－Ｌ

／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器

の「入」操作を実施する。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ガスター

ビン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 
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ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④ａ～⑥ａと同

様である。 

〔優先２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の

場合〕 

①ｃ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）に

よるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｃ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの遮断器の「切」を確認し

た後，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器及び非常用高圧母線

用遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－ 

Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，

高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ

収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｃ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタク

ラへの切替作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車か

らＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，

受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示す

る。 

⑨ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 
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⑪ｃ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物西側の

高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｃ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④ａ～⑥ａと同

様である。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の

場合〕 

①ｄ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）に

よるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｄ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの遮断器の「切」を確認し

た後，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器及び非常用高圧母線

用遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－ 

Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，

高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ

収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｄ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタク

ラへの切替作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車か

らＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，

受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示す

る。 
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⑨ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｄ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物南側の

高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｄ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④ａ～⑥ａと同

様である。 

〔優先４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳ

Ａコントロールセンタ受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合）〕 

①ｅ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電準備開始を指示する。 

②ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタク

ラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの

給電を依頼する。 

③ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示す

る。 

④ｅ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの遮断器の「切」を確認し

た後，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器の「入」操作を行い，

当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車
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から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブル

を敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｅ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作する

とともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変

圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急

時対策本部に報告する。 

⑧ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）による給電開始を指示する。 

⑨ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｅ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（ガスタービン発電

機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｅ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④ａ～⑥ａと同

様である。 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃ受電完了まで10分以内で可能である。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員２名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ

及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで55分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱

に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可

能である。 
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優先３の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱

に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可

能である。 

優先４の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊

急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間40分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(10)） 
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1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発

生した場合，並びに外部電源及び非常用ディーゼル発電機による給電が見込

めない場合に，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷

却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電を実施す

る。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作完了後，Ａ－115V系充電器盤， 

Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器

盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給

する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の優先

順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

３．号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 

４．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

６．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合） 

なお，優先２の手順については「ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３の手順について

は「ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

受電」にて，優先４，優先５及び優先６の手順については「ｄ．高圧発電機

車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機の故障によりＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｄ系へ給電ができない場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動につい

ては，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が確

保されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 
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(b) 操作手順

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先１．

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の

操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性

上記の中央制御室操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで40分以内で可能

である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。

現場操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系

受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下

のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで50分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５分以内

で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電の場

合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料1.14.2(1)） 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所内電気

設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の母線電圧が喪失している状態

で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＭ／

Ｃ Ａ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及び 

Ｍ／Ｃ Ｂ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｄ系へ給電す
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る。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，Ｍ／Ｃ Ｃ系

及びＤ系の母線電圧が喪失している状態で，非常用ディーゼル発電機によ

る受電ができない場合において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系並びにＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｂ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系の使用が可能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポン

プの停止が可能な場合。 

(b) 操作手順

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系への受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6

図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－49図及び第1.14－50図に，タイ

ムチャートを第1.14－51図に示す。 

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系受電の場合〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系を経由したＭ／Ｃ Ｃ系の

受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引きロック」又

は「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ 

Ａ系及びＣ系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系の受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施し，受電準備が完了したことを当直副長に報告

する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＣ系の受電遮断器の

「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電が開始したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。
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〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系及びＭ／Ｃ Ｂ系を経由し

たＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ

系，Ｂ系及びＤ系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及び 

Ｍ／Ｃ Ｂ系の受電遮断器のインターロック解除処置を実施し，受電

準備が完了したことを当直副長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員Ａに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ａ系，Ｂ系及びＤ系の

受電遮断器の「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電

が開始したことを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

(c) 操作の成立性

優先２の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間20分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(11)） 

ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない場合において，

号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成し，他号
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炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格

納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されてい

る場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能であ

る。 

(a) 手順着手の判断基準

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない状況にお

いて，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

(b) 操作手順

号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受

電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第

1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－11図

に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先２．

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性

優先３の号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以

内と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。

（添付資料1.14.2(2)） 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブルによるＭ／Ｃ Ｃ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電機車

接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉

格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器

盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器
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盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

(a) 手順着手の判断基準

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブルによる給電がで

きない場合。 

(b) 操作手順

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－12図に，タイムチャートを第1.14－13図から第1.14－15図に

示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先３．

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優先４．高圧発電機

車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による 

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作

手順と同様である。 

(c) 操作の成立性

優先４の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先５の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先６の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響
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がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間40

分以内で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優先４．高圧発

電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作

の成立性と同様である。

（添付資料 1.14.2(3)） 
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1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタン

クローリへの補給 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ

車，可搬式窒素供給装置に給油する。 

上記設備に給油するため，ガスタービン発電機用軽油タンク若しくは非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク（以下「ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。）とタンクロー

リをホースで接続し，タンクローリへ軽油の補給を行う。 

燃料補給設備によるタンクローリへの補給の優先順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機用軽油タンク 

２．ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポン

プ車，可搬式窒素供給装置を使用する場合。 

ｂ．操作手順 

〔優先１．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ補給する

場合〕 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給手順の概要

は以下のとおり。概要図を第 1.14－52 図に，タイムチャートを第 1.14－53

図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にガ

スタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油の補給開始を

指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保

管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，ガスタービン発電機用軽油タンクへ移動し，ガスタ

ービン発電機用軽油タンクドレン弁の閉止フランジを取り外し，燃料抜

取り用バルブ付アタッチメントを取り付ける。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリに接続したホースをガスタービン発電

機用軽油タンクドレン弁に取り付けた燃料抜取り用バルブ付アタッチ

メントへ接続し，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を「開」操

作する。 

⑥緊急時対策要員は，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの弁を「開」

操作する。 

⑦緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ
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を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，ガスタービ

ン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を開始する。 

⑧緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから

目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，

タンクローリの各バルブ及び燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの

弁を「閉」操作し，タンクローリからホースを取り外した後（継続的に

ホースを使用する場合は，当該ホースをガスタービン発電機用軽油タン

ク側に接続したままとする），ガスタービン発電機用軽油タンクからタ

ンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手

順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順

④から⑧（⑤は軽油タンク側にホースを接続済みのため実施不要）を繰

り返す。 

〔優先２．ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ補給する場合〕 

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給手順の概要は以下

のとおり。概要図を第 1.14－54 図に，タイムチャートを第 1.14－55 図に示

す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にデ

ィーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ軽油の補給開始を指示す

る。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保

管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，補給先に指定されたディーゼル燃料貯蔵タンクへ移

動し，閉止フランジを取り外し，ホースを挿入する。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ

を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，ディーゼル

燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給を開始する。 

⑥緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから

目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，

タンクローリの各バルブを「閉」操作し，タンクローリからホースを取

り外した後（継続的にホースを使用する場合は，当該ホースをディーゼ

ル燃料貯蔵タンク側に挿入したままとする），ディーゼル燃料貯蔵タン

クからタンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告

する。 

⑦緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手

順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順

④から⑥を繰り返す。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからタンクローリへの補給完了までガスタ

ービン発電機用軽油タンクは１時間50分以内，ディーゼル燃料貯蔵タンクは

２時間30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

（添付資料1.14.2(12)） 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ

車，可搬式窒素供給装置に対して，タンクローリを用いて給油する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポン

プ車，可搬式窒素供給装置を運転した場合において，各機器の燃料が規定油

量以上あることを確認した上で運転開始後，燃料保有量及び燃費からあらか

じめ算出した給油時間※１となった場合。 

※１：給油間隔は以下のとおりであり，各設備の燃料が枯渇するまでに給

油することを考慮して作業に着手する。 

ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃費か

ら燃料が枯渇する前に給油することとし，同一箇所での作業が重複

する際は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施する。 

〔ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間40分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間35分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間30分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間40分 

〔ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間40分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間40分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間40分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間40分 

ｂ．操作手順 

タンクローリから各機器等への給油手順の概要は以下のとおり。概要図を

第1.14－56図に，タイムチャートを第1.14－57図及び第1.14－58図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にタ

ンクローリによる給油対象設備への給油を指示する。 
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②緊急時対策要員は，給油対象設備の近傍まで移動し，タンクローリの給

油前準備を行い，必要な距離分の給油ホースを引き出す。 

③緊急時対策要員は，タンクローリの車両付ポンプを作動させる。 

④緊急時対策要員は，給油対象設備の燃料タンクの蓋を「開」とし，給油

ノズルレバーを握り，タンクローリによる給油対象設備への給油を開始

する。 

⑤緊急時対策要員は，給油対象設備の給油状態を目視で確認し，必要量の

給油完了を確認後，給油ノズルレバーを開放し，タンクローリによる給

油対象設備への給油を完了する。 

⑥緊急時対策要員は，定格負荷運転時の給油間隔を目安に，上記操作手順

②から⑤を繰り返す。また，タンクローリの軽油の残量に応じて，「(1)

ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから

タンクローリへの補給」の操作手順にてタンクローリへ軽油を補給する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・タンクローリによる給油対象設備への給油は30分以内（１台当たり）で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

なお，各設備の燃料が枯渇しないよう以下の時間までに給油を実施する。 

・大量送水車の燃費は，定格容量にて約0.065m3/hであり，起動から燃料枯

渇までの時間は約３時間 

・高圧発電機車の燃費は，定格容量にて約0.115m3/hであり，起動から燃料

枯渇までの時間は約２時間 

・大型送水ポンプ車の燃費は，定格容量にて約0.31m3/hであり，起動から

燃料枯渇までの時間は約３時間 

・可搬式窒素供給装置の燃費は，定格容量にて約0.036m3/hであり，起動か

ら燃料枯渇までの時間は約10時間 

また，多くの給油対象設備が必要となる事象（雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合）を想

定した場合，事象発生後７日間，それらの設備（ガスタービン発電機，大量

送水車及び大型送水ポンプ車等）の運転を継続するために必要な燃料（軽油）

の燃料消費量は約421m3である。ガスタービン発電機用軽油タンクにおいて

は，500m3以上となるよう管理する。 

（添付資料 1.14.2(13）） 
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1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全

な場合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による作動，又は中央制御

室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を起動し，非常用高圧母線に給電する。 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転

により消費された燃料は，ディーゼル燃料デイタンクの油面が規定値以下まで

低下するとディーゼル燃料移送ポンプが自動起動し，ディーゼル燃料貯蔵タン

クからディーゼル燃料デイタンクへの補給が開始される。その後燃料補給の完

了に伴い，ディーゼル燃料移送ポンプが自動停止する。 

ａ．手順着手の判断基準 

外部電源が喪失した場合又は非常用高圧母線の電圧がないことを確認し

た場合。 

ｂ．操作手順 

非常用交流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.14－59図に，タイムチャートを第1.14－60図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常用

交流電源設備による給電開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機が自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）により自

動起動し，受電遮断器が投入されたことを確認する。あるいは，中央制

御室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を起動し，受電遮断器を投入する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用高圧母線へ給電が開始されたことをＭ／

Ｃ電圧指示値の上昇及び非常用ディーゼル又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル電力指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の自

動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機が自動起動し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣ

Ｓ系が受電する）ことの確認完了まで１分以内で可能である。 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の手

動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を手動起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣＳ系が
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受電する）完了まで３分以内で可能である。 

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに

対応できる。 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ａ－115V 系

蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線への給電に自動で切り替わる

ことを確認する。蓄電池による給電が開始されたことを確認後，Ａ－115V 系

蓄電池については，蓄電池の延命のため，Ａ－115V 系直流盤の不要な負荷の

切離しを実施する。また，Ｂ－115V 系蓄電池については，外部電源及び非常

用ディーゼル発電機の機能喪失後８時間が経過する時点で，Ｂ－115V 系直流

盤の不要な負荷の切離しを実施し，Ｂ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－

115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電に切替を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V系充電器，Ｂ－115V系充電器，高圧

炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣ

ＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器

の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

ｂ．操作手順 

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による

給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14－61図に，タイムチャート

を第1.14－62図に示す。なお，Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）による給電手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源

設備及び常設代替直流電源設備による給電」にて整理する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V 系蓄電池，

高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中

性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電が開

始されたことの確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－115V 系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，

230V 系充電器（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原

子炉中性子計装用充電器による給電が停止したことをＭ／Ｃ Ｃ系電

圧，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系電圧及びＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当直副

長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，
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230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充蓄電池及びＢ－

原子炉中性子計装用蓄電池による給電が開始され，Ａ－115V 系直流盤，

高圧炉心スプレイ系直流盤，230V 系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中

性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性子計装用充電器盤電圧指示値

が規定値であることを確認し，当直副長に報告する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池の延命処置として制御電源及

び直流照明を除く直流負荷の切離しを実施する。 

ｃ．操作の成立性 

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの

給電は，現場運転員２名にて直流母線（Ａ－115V系直流盤，高圧炉心スプレ

イ系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用分電盤及

びＢ－原子炉中性子計装用分電盤）へ自動で給電されることを確認する。 

Ａ－115V系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用

充電器盤及びＢ－原子炉中性子計装用充電器盤は，中央制御室近傍での電圧

確認であるため，速やかに対応ができる。 

高圧炉心スプレイ系直流盤は，現場にて速やかに対応する。 

不要な負荷の切離し操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから不要な負荷の切離し完了まで30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(14)） 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

常設代替交流電源設備による原子炉補機代替冷却系への給電手順については，

「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

また，操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチ

ャートを第1.14－63図に示す。 

(1) 代替電源（交流）による対応手順 

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な電力を確保するための給電手段として，ガスタービン

発電機による給電，高圧発電機車による給電並びに号炉間電力融通ケーブルを

使用した他号炉の非常用ディーゼル発電機からの電力融通による給電がある。 

短期的には，低圧代替注水で用いる低圧原子炉代替注水系（常設）への給電，

中長期的には，発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系

への給電が主な目的となることから，これらの必要な負荷を運転するための十

分な容量があり，かつ短時間で給電が可能であるガスタービン発電機による給

電を優先する。 

ガスタービン発電機（優先１）から給電できず他号炉の非常用ディーゼル発

電機からの給電が可能な場合は，号炉間電力融通ケーブル（優先２）を使用し

た電力融通を行う。なお，号炉間電力融通ケーブルを使用した電力融通を行う

場合は，電源を供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の運転状況及び電源を

受電する号炉の受電体制を確認した上で実施する。 

ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブルによる給電ができない場

合は，高圧発電機車を原子炉建物近傍又はガスタービン発電機建物（緊急用メ

タクラ）へ移動させ，複数ある接続口から給電ルートを選択して非常用所内電

気設備又は代替所内電気設備へ給電する。高圧発電機車から非常用所内電気設

備へ給電する場合は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱に接続）（優先３），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接

続プラグ収納箱に接続）（優先４），高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊

急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）（優先５）の順で高圧

発電機車の給電ルートを選択する。また，高圧発電機車から代替所内電気設備

へ給電する場合も同様な順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。 

上記の優先１から優先３までの手順を連続して実施した場合，充電器盤の受

電完了まで７時間 20 分以内（あらかじめ他号炉の非常用ディーゼル発電機か

らの電力融通ができないと判断した場合は５時間 45 分以内）で実施可能であ

り，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電されてい

る 24 時間以内に十分な余裕を持って給電を開始する。 
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(2) 代替電源（直流）による対応手順 

全交流動力電源喪失時，直流母線への給電ができない場合の対応手段として，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及

び直流給電車がある。 

原子炉圧力容器への注水で用いる原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉代替

注水系，発電用原子炉の減圧で用いる自動減圧系，原子炉格納容器内の減圧及

び除熱で用いる格納容器フィルタベント系への給電が主な目的となる。短時間

で給電が可能であり，長期間にわたる運転を期待できる手段から優先して準備

する。 

全交流動力電源の喪失によりＢ－115V 系充電器を経由したＢ－115V 系直流

盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの

間，Ｂ－115V 系蓄電池にて８時間 30 分，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）を組み

合わせて使用することで合計 24 時間にわたり原子炉隔離時冷却系の運転及び

自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を行う。 

なお，蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある場合は，経過

時間によらず，蓄電池の切替えを実施する。 

全交流動力電源喪失後，24 時間以内に代替交流電源設備による給電操作が

完了する見込みがない場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車を用いて直

流母線へ給電するが，短時間で給電が可能な可搬型直流電源設備を優先して準

備する。 

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合は，充電器盤を受電して直

流電源の機能を回復させる。 

全交流動力電源の喪失によりＡ－115V 系充電器を経由したＡ－115V 系直流

盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの

間，Ａ－115V 系蓄電池により自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を

行う。Ａ－115V 系蓄電池が枯渇した場合は，遮断器の制御電源が喪失してい

るため，遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧

し，Ａ－115V 系充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。
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第 1.14－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系電路 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※１

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

高圧炉心スプレイ系蓄電池※２

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池※２

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池※２

高圧炉心スプレイ系充電器 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線

電路 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

Ａ－115V 系蓄電池※２

Ｂ－115V 系蓄電池※２

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２

Ａ－115V 系充電器 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

ガスタービン発電機

ガスタービン発電機用サービスタンク

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路

ガスタービン発電機用軽油タンク

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

号
炉
間
電
力
融
通

電
気
設
備
に
よ
る
給
電

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線

Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線

Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ

／Ｃ受電」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

高圧発電機車

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路

ガスタービン発電機用軽油タンク

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク

ホース

タンクローリ

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

Ｂ－115V 系蓄電池※２

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

によるＢ－115V 系直流盤受

電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

常
設
代
替
直
流
電
源
設

備
に
よ
る
給
電

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

ＳＡ用 115V 系充電器 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池による

Ｂ－115V 系直流盤受電」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

高圧発電機車 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

230V 系充電器（常用） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電

源確保時の可搬ケーブルを使

用した中央制御室排風機電源

確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

高圧発電機車 

直流給電車 115V 

直流給電車 230V 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

直流母線電路 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南

側）～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受

電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流

盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保

号炉間連絡ケーブル（１号炉）

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電

非常用所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電

緊急用メタクラ

メタクラ切替盤

緊急用メタクラ接続プラグ盤

高圧発電機車接続プラグ収納箱

ＳＡロードセンタ

ＳＡ１コントロールセンタ

ＳＡ２コントロールセンタ

充電器電源切替盤

ＳＡ電源切替盤

重大事故操作盤

非常用高圧母線Ｃ系

非常用高圧母線Ｄ系

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ受電」 

「主要弁の電源切替」 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

非常用コントロールセンタ切替盤

自
主
対
策
設
備

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電

非常用ディーゼル発電機 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

ガスタービン発電機

ガスタービン発電機用サービスタンク

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路

ガスタービン発電機用軽油タンク

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電

非常用ディーゼル発電機 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

に
よ
る
給
電

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧

母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

自
主
対
策
設
備

号
炉
間
電
力
融
通

電
気
設
備
に
よ
る
給
電

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線

Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線

Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

自
主
対
策
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通による Ｃ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

高圧発電機車

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路

ガスタービン発電機用軽油タンク

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク

ホース

タンクローリ

重
大
事
故
等
対
処
設
備

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

燃
料
の
補
給

― 

燃
料
補
給
設
備
に
よ
る
給
油

ガスタービン発電機用軽油タンク

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク

ホース

タンクローリ

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタ

ンクローリへの燃料積載」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.14－2 表 重大事故等対処に係わる監視計器 

監視計器一覧（１／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」
判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14-84r2



監視計器一覧（２／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14-85r2



監視計器一覧（３／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 
判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－

115V 系直流盤受電」 
判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

蓄電池放電継続時間 Ｂ－115V 系蓄電池の放電時間が８時間以上となるおそれ 

操
作

電源 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

原子炉圧力容器内の 

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準

電源 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

操
作電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作電源 

Ｂ－115V 系充電器電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作電源 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 
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監視計器一覧（４／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作電源 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準

電源 
Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 － － 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｂ．可搬型直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機

電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機

電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｃ．直流給電車による直流盤への給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流盤電源確保」

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作

直流給電車運転監視 直流給電車電圧 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 
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監視計器一覧（５／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系

直流盤受電」 

判
断
基
準

電源 ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

操
作電源 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

操
作電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

操
作電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 
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監視計器一覧（６／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車による ＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車による ＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 
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監視計器一覧（７／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

運転監視 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 
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監視計器一覧（８／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

判
断
基
準

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作補機監視機能 

ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

判
断
基
準

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作補機監視機能 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

原子力災害対策手順書 

「タンクローリから各機器等への給油」 
判
断
基
準

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 

操
作補機監視機能 

タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 
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監視計器一覧（９／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機運転

監視 

Ａ－ディーゼル発電機電圧 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

Ａ－ディーゼル発電機電力 

Ｂ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

Ａ－ディーゼル発電機周波数 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

補機監視機能 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

Ａ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ｂ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 
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凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪

失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.14－1 図 機能喪失原因対策分析（補足）
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先
し
て

受
電
す

る
こ
と
と

す
る
。

な
お
，

状
況
に
よ

っ
て
は

，
Ｃ
系
か

ら
受
電

す
る
可

能
性
も
あ

る
。

※
２

　
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
の
ス

タ
ー
ト
は

，
中
央

制
御
室
か

ら
の
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発
電

機
の
起

動
失
敗
に

よ
り
，

現
場
か

ら
の
起
動

操
作
を

行
う
こ
と

を
判
断

し
た
時

と
す
る
。

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機
に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

　
Ｃ
系

及
び
Ｍ
／

Ｃ
　
Ｄ

系
受
電

（
現
場

操
作
に

よ
る
起
動

）
※
２

中
央
制

御
室
運

転
員
Ａ

１

現
場
運
転

員
Ｂ
，

Ｃ
２

緊
急

時
対
策

要
員

３

要
員

(数
)

必
要
な
要
員

と
作
業

項
目

経
過
時

間
（
分
）

備
考

1
0

20
3
0

40
50

60
7
0

8
0

9
0

1
00

1
1
0

12
0

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機
に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

　
Ｃ
系

及
び
Ｍ
／

Ｃ
　
Ｄ

系
受
電

（
中

央
制
御

室
操
作

に
よ
る
起

動
）

中
央
制

御
室
運

転
員
Ａ

１

現
場
運
転

員
Ｂ
，

Ｃ
２

要
員

(数
)

必
要
な
要
員

と
作
業

項
目

経
過
時

間
（
分
）

備
考

1
0

20
3
0

40
50

60
7
0

8
0

9
0

1
00

1
1
0

12
0

１
時
間

1
0
分

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
に
よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
へ
の

給
電

※
１

4
0分

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
に

よ
る
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

へ
の
給

電
※
１

１
時
間

1
0
分

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
へ
の

給
電

※
１

１
時

間
５
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発

電
機
に

よ
る
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

へ
の
給

電
※
１

第
1
.
1
4
－

9
図
 

ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
及
び

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｄ
系
受

電
 

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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6
6k
V
 
送

電
線

2
20

k
V 

送
電
線

G
TG

D
/G

D
/G

G 

2
2
0
k
V
開

閉
所

6
6
k
V
開

閉
所

起
動

変
圧
器

起
動

変
圧

器

所
内

変
圧

器

常
用

メ
タ

ク
ラ

常
用

メ
タ

ク
ラ

非
常

用
メ

タ
ク

ラ
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
非

常
用

ロ
ー
ド

セ
ン

タ

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン

タ
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

主
変

圧
器

１
号

 
２

号
 

3
号

へ

緊
急

用

メ
タ

ク
ラ

⑧
⑧

⑦
⑦

優
先

２

⑧

【
凡

例
】

 

 
 

G
T
G
 

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

 

 
 

 
G
 

 
 

発
電

機
 

D
/
G
 
 
 
 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 

遮
断

器
 

変
圧

器
 

設
計

基
準

対
象
施

設
か

ら
追
加

し
た

箇
所

 

号
炉

間
電

力
融
通

ケ
ー

ブ
ル

に
よ

る
受

電
電

路

第
1
.
1
4
－

1
0
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
を
使
用

し
た
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電

 

（
号
炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
（

１
号
炉

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
Ｃ
 

Ｄ
系

受
電
の
場

合
）
 

概
要

図
 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順

の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
処

置

受
電

確
認

移
動

，
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

解
除

処
置

※
１

　
号
炉

間
電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル
（

１
号
炉

）
を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ
　

Ｃ
系
受

電
を
示

す
。

ま
た

，
号
炉

間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（

１
号
炉

）
を
使

用
し
た

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系
受

電
に
つ

い
て
は

１
時

間
3
5
分

以
内

で
可
能

で
あ
る

。

号
炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（
１

号
炉
）

を
使
用

し
た

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ
系

受
電

中
央

制
御
室

運
転
員

Ａ
１

必
要
な

要
員
と

作
業

項
目

経
過

時
間
（

分
）

2
0

8
0

1
2
0

1
40

1
6
0

1
80

2
0
0

2
2
0

2
4
0

4
0

6
0

1
0
0

※
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員

(
数

)

備
考

１
時

間
3
5
分

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ
ル

に
よ
る

電
力
融

通

第
1
.
1
4
－

1
1
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
を
使
用

し
た
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電

 

（
号
炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
（

１
号
炉

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
Ｃ
 

Ｄ
系

受
電
の
場

合
）
 

タ
イ

ム
チ
ャ
ー

ト
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ｶ
ﾞ
ｽﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
T
G

G
TG

D
/G

D
/
G

C
-
M/
C

C
-
L/
C

D
-M
/
C

D
-L
/
C

S
A-
L
/
C

S
A1
-
C/
C

S
A2
-
C/
C

2
A
-計

装
C
/C

C
系

C/
C

D
系

C/
C

B
-計

装
C/
C

ﾒ
ﾀ
ｸﾗ
切
替

盤
ﾒ
ﾀ
ｸﾗ
切
替

盤

※
1

※
2

※
2

※
1

高
圧

発
電
機
車

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C

SA
電
源

切
替
盤

充
電

器

電
源

切
替

盤
SA

電
源
切
替

盤

M
M

M
M

充
電
器

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

M
M

高
圧

発
電
機

車
接
続

口
 

高
圧

発

電
機

車

高
圧

発

電
機

車

高
圧
発

電
機
車

優
先
３
⑥

優
先
４
⑥

優
先
５
⑥

優
先
３
⑦

優
先
４
⑦

優
先
３
⑥

優
先
４
⑥

優
先
５
⑥

優
先

４
優
先

４

優
先
５

優
先
５
⑤

優
先
３
⑦

優
先
４
⑦

優
先
３
⑥

優
先
４
⑥

優
先
５
⑥

優
先
３
⑥

優
先
４
⑥

優
先
５
⑥

優
先
５
⑦

優
先
３

優
先
３

【
略

語
】

 

M
/C
：

メ
タ
ル

ク
ラ
ッ

ド
開
閉

装
置

 

L
/C
：

ロ
ー
ド

セ
ン
タ

 

C
/C
：

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

 

変
圧

器
 

G
T
G

D
/G

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発

電
機

非
常

用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

高
圧

遮
断

器

配
線

用
遮

断
器

接
続

装
置

【
凡
例

】

電
動
切
替

装
置

低
圧

遮
断

器

メ
カ

ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー

ロ
ッ
ク

M

設
計
基

準
対

象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

高
圧
発

電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
 

（
原
子

炉
建
物

西
側
）

に
よ

る
受

電
電
路

（
Ｄ

系
）

高
圧
発

電
機
車

接
続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子

炉
建
物

南
側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ

系
）

共
通
電

路
及

び
高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収

納
箱

（
原
子

炉
建

物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ

系
）

緊
急
用

メ
タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ
グ
盤

に
よ
る

受
電

電
路

共
通
電

路
及

び
高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収

納
箱

（
原
子

炉
建

物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ

系
）

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ
グ

盤
 

第
1
.
1
4
－

1
2
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｃ

系
又
は
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ
系

受
電
 

概
要

図
 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
置

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第

４
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

車
両

健
全

性
確

認
作

業
の

前
に

第
４

保
管

エ
リ

ア
へ

緊
急

時
対

策
要

員
が

移
動

を
行

う
。

 
 
 
 
 
 
ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

３
　

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

を
示

す
。

　
　

　
ま

た
，

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

に
つ

い
て

は
４

時
間

3
5分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

※
３

緊
急

時
対

策
要

員
３

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

【
第

１
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間
3
5
分

※
１

第
1
.
1
4
－

1
3
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｃ

系
又
は
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ
系

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
 

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
置

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第

４
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

車
両

健
全

性
確

認
作

業
の

前
に

第
４

保
管

エ
リ

ア
へ

緊
急

時
対

策
要

員
が

移
動

を
行

う
。

 
 
 
 
 
 
ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

３
　

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

を
示

す
。

　
　

　
ま

た
，

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

に
つ

い
て

は
４

時
間

3
5分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

3
6
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

３

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

【
第

１
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

※
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間
3
5
分

※
１

第
1
.
1
4
－

1
4
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｃ

系
又
は
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ
系

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
 

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

移
動

　
※

２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

遮
断

器
操

作

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

　
　
　
な
お
，
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
，
４
時

間
4
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
4
0

3
3
0

2
1
0

3
0
0

※
３

備
考

経
過
時
間
（
分
）

3
6
0

高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に

接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受

電
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

2
7
0

3
0

6
0

9
0

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

へ
の

給
電

４
時

間
4
0
分

※
１

第
1
.
1
4
－

1
5
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｃ

系
又
は
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ
系

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

接
続
プ
ラ

グ
盤
に

接
続

）
に
よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
（
故
意

に
よ
る
大
型

航
空
機
の

衝
突
そ

の
他

の
テ
ロ
リ

ズ
ム
に

よ
る

影
響
が
あ

る
場
合

）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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B
-1
1
5
V
系

直
流

盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
(
S
A
)

46
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0V

母
線

(区
分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
 

(区
分

Ⅰ
)
 

46
0
V
母
線

(区
分

Ⅱ
)

4
6
0
V
母
線

 

(
区

分
Ⅰ
)
 

4
60
V
母
線

(S
A
)

B
1-
1
1
5V

系
 

蓄
電
池

(S
A
)
 

SA
用

1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-
11
5
V
系
 

蓄
電
池
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

計 装 設 備

充 電 器

充 電 器

充 電 器

中
央
分

電
盤

 
Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２
）

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

用
分
電
盤

（
１

）

⑧

⑧

【
凡
例
】

蓄
電
池

配
線

用
遮

断
器

メ
カ
ニ

カ
ル

イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇

所

共
通
電
路

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系

蓄
電

池
（

Ｓ
Ａ
）

に
よ

る
受

電
電
路

Ｂ
－
11
5
V
系
蓄

電
池

に
よ

る
受
電

電
路

第
1
.
1
4
－

1
6
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄

電
池

，
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ

）
切
替
え
）

 
概
要
図

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0
V
母

線
(区

分
Ⅲ
)

4
6
0V

母
線

(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0V

母
線

(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0V

母
線

(
S
A
)

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電

池

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流

盤

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器 充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

4
60
V
母
線

 

(区
分
Ⅰ

) 

4
6
0V

母
線
(
区
分

Ⅱ
)

4
6
0
V
母

線
 

(
区
分

Ⅰ
)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

1
0
5V

母
線

(
区

分
Ⅰ

)
1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ
)

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)

B-
原
子

炉
中

性
子

計
装
用

蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子

計
装
用

蓄
電

池
 

2
30
V
系

蓄
電
池

 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電
池

 

(
RC
IC

) 

2
30
V
系

直
流
盤
（

常
用
）

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C
）

B
-原

子
炉

中
性

子

計
装

用
母

線
 

A
-原

子
炉
中
性

子

計
装

用
母
線
 

A
-1
15

V
系

直
流

盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A)

中
央

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
１

）
Ｓ

Ａ
対

策
設

備

用
分

電
盤

（
２
）

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

遮 断 器 操 作 回 路

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源 計 算 機 用 無 停 電 電 源

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン

非 常 用 油 ポ ン プ

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

【
凡

例
】

蓄
電
池

配
線

用
遮

断
器

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

Ａ
－
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

電
路

 

Ｂ
－

1
1
5V

系
充

電
器

盤
受
電

電
路

 

Ｂ
１

－
11

5
V
系

充
電

器
盤
（

Ｓ
Ａ
）

受
電

電
路
 

Ｓ
Ａ

用
1
15
V
系

充
電
器

盤
受
電

電
路

 

2
3
0
V
系

充
電

器
盤
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ
）

受
電

電
路

 

交
流
共

通
母
線

（
区
分

Ⅱ
）

及
び

 

直
流
共

通
母
線

（
区
分

Ⅱ
）

受
電

電
路

 

第
1
.
1
4
－

1
7
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電
（
Ａ

－
1
1
5
V
系
充

電
器
盤
，

 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
充
電

器
盤

，
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
，
Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系
充
電

器
盤

及
び

2
3
0
V
系
充

電
器

盤
（
Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ
）

受
電

）
 

概
要
図
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ｶﾞ
ｽﾀ

ｰﾋ
ﾞ
ﾝ
発
電

機
 

G
TG

G
T
G

D/
G

D
/G

C
-
M/
C

C
-
L/
C

D
-M
/
C

D
-L
/
C

S
A
-L
/C

S
A1
-
C/
C

S
A2
-
C/
C

A
-
計
装

C/
C

C
系

C
/C

D
系

C
/C

B
-計

装
C/
C

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ
切
替

盤

※
1

※
2

※
2

※
1

高
圧
発

電
機
車

接
続
口
 

高
圧
発

電
機

車

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C

S
A
電

源
切

替
盤

充
電

器

電
源

切
替

盤
S
A
電
源

切
替

盤

M
M

M
M

充
電
器

高
圧
発

電
機
車
 

接
続
プ

ラ
グ
収

納
箱

高
圧
発

電
機

車
 

接
続
プ

ラ
グ

収
納
箱

M
M

高
圧

発
電
機

車

接
続

口
 

⑳
ａ

 
㉑

ｂ

【
略

語
】

 

M
/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ

ド
開
閉

装
置

 

L
/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

 

変
圧

器
 

G
TG

D
/G

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発

電
機

非
常

用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機

高
圧

遮
断

器

配
線

用
遮

断
器

接
続

装
置

【
凡
例

】

電
動

切
替

装
置

低
圧

遮
断

器

メ
カ

ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

M

受
電

電
路

設
計
基

準
対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ

接
続

プ
ラ
グ

盤
 

第
1
.
1
4
－

1
8
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電
（
中

央
制
御

室
監

視
計
器
の

復
旧
）

 

 
概
要
図

 記
載
例
 

○
 

：
操
作
手

順
番
号

を
示
す

。
 

 
○

a
～
 
：
同
一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実
施
す

る
操
作

が
あ
る

場
合
の

操
作
手

順
を
示
す
。
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手
順
の

項
目

電
源

切
替

前
準

備
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

停
止

操
作

）

移
動

，
不

要
負

荷
の

切
離

し

受
電

切
替

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

1
0

11

要
員

(
数
)

必
要
な

要
員

と
作

業
項

目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

6
7

8

所
内
常

設
蓄

電
式

直
流

電
源

設
備

及
び

常
設

代
替

直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

9

８
時

間
3
0分

Ｂ
－

1
15

V系
蓄

電
池

か
ら

Ｂ
１

－
1
15
V系

蓄
電

池
（

Ｓ
Ａ

）
へ

の
切

替

第
1
.
1
4
－

1
9
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄

電
池

，
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ

）
切
替
え
）

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
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手
順
の

項
目

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

Ａ
－

1
15
V
系
充

電
器

盤
受
電

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

2
0

3
0

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

10
4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

備
考

１
時

間
20
分

Ａ
－

11
5
V系

充
電

器
盤

受
電

第
1
.
1
4
－

2
0
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
Ａ
－
1
1
5
V
系
充

電
器

盤
受
電
）

 
タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の

項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

Ｂ
－

1
15
V
系
充

電
器

盤
受
電

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

１
時

間
20
分

Ｂ
－

11
5
V系

充
電

器
盤

受
電

第
1
.
1
4
－

2
1
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
充

電
器

盤
受
電
）

タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

1.14-115r2



手
順
の

項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
１

－
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

Ｂ
１

－
11

5V
系

充
電

器
盤
（

Ｓ
Ａ

）
受
電

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

１
時

間
20
分

Ｂ
１

－
1
15

V系
充

電
器

盤
（

Ｓ
Ａ
）

受
電

第
1
.
1
4
－

2
2
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
受

電
）

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の

項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

Ｓ
Ａ

用
11
5
V系

充
電

器
盤

受
電

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

１
時

間
20
分

Ｓ
Ａ

用
1
15

V系
充

電
器

盤
受

電

第
1
.
1
4
－

2
3
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充

電
器
盤
受

電
）
タ

イ
ム

チ
ャ
ー
ト
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手
順
の

項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

23
0
V
系
充

電
器

盤
（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

１
時

間
20
分

2
3
0V

系
充

電
器

盤
（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）
受

電

第
1
.
1
4
－

2
4
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
2
3
0
V
系

充
電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

）
受
電

）
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
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手
順
の

項
目

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｃ

系
復

旧
確

認

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｄ

系
復

旧
確

認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

（
又

は
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
確

認
）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

（
又

は
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
確

認
）

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

中
央

制
御
室

監
視

計
器
の

復
旧

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

4
0分

中
央
制

御
室

監
視

計
器

の
復
旧

第
1
.
1
4
－

2
5
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設
代
替

直
流
電
源

設
備
に

よ
る

給
電

 

（
中
央
制

御
室
監

視
計

器
Ｃ
系
及

び
Ｄ
系

復
旧

）
タ
イ
ム

チ
ャ
ー
ト
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ｶ
ﾞ
ｽﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG

G
T
G

D
/G

D
/G

C
-
M/
C

C
-
L/
C

D
-M

/
C

D
-L

/
C

S
A-
L
/C

S
A1
-
C
/C

S
A2
-
C
/C

A
-
計
装

C
/C

C
系

C/
C

D
系

C/
C

B
-計

装
C
/C

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ
切

替
盤

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤

※
1

※
2

※
2

※
1

高
圧
発

電
機

車
接

続
口

 
高
圧

発
電
機
車

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C

S
A
電
源

切
替
盤

充
電

器

電
源

切
替

盤
SA

電
源

切
替

盤

M
M

M
M

充
電
器

高
圧
発

電
機

車
 

接
続
プ

ラ
グ

収
納
箱

高
圧

発
電
機
車
 

接
続

プ
ラ
グ
収
納
箱

M
M

高
圧

発
電
機

車
接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

高
圧

発

電
機

車

高
圧
発

電
機
車

優
先

１
優
先

１

優
先

３

優
先
２

優
先
２

【
略

語
】

 

M/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ

ド
開
閉

装
置

 

L/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

 

変
圧
器

 

G
T
G

D
/G

ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

非
常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機

高
圧
遮

断
器

配
線
用

遮
断

器

接
続
装

置

【
凡
例

】

電
動

切
替

装
置

低
圧
遮

断
器

メ
カ
ニ

カ
ル

イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

M

設
計
基

準
対

象
施

設
か
ら

追
加

し
た
箇

所
 

高
圧

発
電

機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
 

（
原

子
炉

建
物

西
側
）

に
よ

る
受

電
電
路

（
Ｄ
系

）
 

高
圧
発

電
機

車
接

続
プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原
子

炉
建

物
南

側
）
に

よ
る

受
電
電
路

（
Ｃ

系
）

共
通
電

路
及
び

高
圧
発
電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納
箱

 

（
原
子

炉
建
物

南
側
）
に
よ

る
受

電
電

路
（

Ｄ
系
）

緊
急

用
メ

タ
ク
ラ

接
続

プ
ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電
電

路
 

共
通

電
路

及
び
高

圧
発

電
機
車

接
続

プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原

子
炉

建
物
西

側
）

に
よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ
系

）
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ

接
続

プ
ラ
グ
盤
 

第
1
.
1
4
－

2
6
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
概
要
図
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メ
タ

ク
ラ

切
替

盤

G
TG

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機

緊
急

用
M
/C

4
60

V
母

線
(
S
A
)

4
60

V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)

4
6
0V

母
線

(
区

分
Ⅱ

)
4
60

V
母

線
(区

分
Ⅱ

)
4
6
0V

母
線

(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0V

母
線

(
区

分
Ⅱ

)

2
3
0V

系
蓄

電
池

(
常
用
)

2
3
0V

系
蓄

電
池

(
R
CI
C)

S
A
用

11
5
V
系

蓄
電
池
 

B
1
-1
15
V
系

蓄
電
池
（
S
A）

2
30
V
系

直
流
盤

（
R
CI
C）

 
23
0V

系
直
流
盤
（

常
用
）

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤( ２)

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系

B-
1
15
V
系
直
流
盤
(S
A)

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤( １)

中
央

制
御

室
排

風
機

SA
-L

/C

C
3
-C

/C
又

は
D
3-

C/
C

仮
設
ケ
ー
ブ
ル

高
圧

発
電

機
車

接
続

口
 

⑤

⑥

⑪

⑮

⑮
⑮

【
凡

例
】

蓄
電
池

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク

設
計

基
準

対
象

施
設
か
ら

追
加

し
た
箇
所

受
電

電
路

変
圧

器
 

G
TG

D
/
G

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発

電
機

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

高
圧
遮

断
器

配
線
用

遮
断
器

低
圧
遮

断
器

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

第
1
.
1
4
－

2
7
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

（
空
調
起
動

用
仮
設
ケ

ー
ブ
ル

接
続

）
 
概
要

図
 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

移
動

　
※

２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
操

作

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場

合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

3
6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

５
時
間
1
0
分

充
電
器
盤
受
電

２
時
間
4
0
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

第
1
.
1
4
－

2
8
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
給
電
の

場
合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

1.14-122r2



手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

移
動

　
※

２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
操

作

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場

合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

５
時
間
1
0
分

充
電
器
盤
受
電

２
時
間
4
0
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

第
1
.
1
4
－

2
9
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
給
電
の

場
合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

1.14-123r2



手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動
，

充
電

器
盤

へ
の

給
電

，
受

電
操

作

移
動

　
※

２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

遮
断

器
操

作

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
送

電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１

　
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
２

時
間

2
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

対
応

で
き

る
。

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

必
要

な
要
員

と
作

業
項

目

経
過

時
間

（
分

）

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

給
電

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
建

物
（

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
）

の
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接

続
）

に
よ

る
給

電
の

場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員
３

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

５
時

間
5
0
分

充
電

器
盤

受
電

２
時
間

5
0
分

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
給

電
※

１

第
1
.
1
4
－

3
0
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

接
続
プ
ラ

グ
盤
に

接
続

）
に
よ
る

 

給
電
の
場

合
（
故

意
に

よ
る
大
型

航
空
機

の
衝

突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ

ム
に
よ
る

影
響
が

あ
る

場
合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0V

母
線

(
区
分

Ⅲ
)

4
6
0V

母
線
(
区

分
Ⅱ

)
4
60
V
母

線
(
区

分
Ⅰ
)

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0V

母
線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0V

母
線
(
S
A
)

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器 充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

46
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線

(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母
線

 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B1
-1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

A
-1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

1
0
5V

母
線
(
区

分
Ⅰ

)
1
05
V
母

線
(
区

分
Ⅱ
)

4
6
0V

母
線
(
区
分

Ⅱ
)

4
60
V
母

線
(
区

分
Ⅰ
)

4
60
V
母
線
(
S
A
)

B-
原
子
炉
中

性
子

計
装
用
蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中
性
子

計
装
用
蓄
電
池
 

23
0V

系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

23
0V

系
蓄
電
池
 

(R
CI
C)
 

2
30
V
系

直
流
盤
（
常
用
）

2
3
0V

系
直
流
盤
（
RC
I
C）

B
-原

子
炉
中
性
子

計
装

用
母
線
 

A
-原

子
炉
中
性
子

計
装
用
母
線
 

A
-1
15
V
系

直
流
盤
 

B
-1
1
5
V
系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
(S
A
)

中
央
分
電
盤
 

Ｓ
Ａ
対

策
設

備

用
分
電

盤
（

１
）

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

用
分
電
盤

（
２
）

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

遮 断 器 操 作 回 路

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源 計 算 機 用 無 停 電 電 源

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン

非 常 用 油 ポ ン プ

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

【
凡

例
】

蓄
電
池

配
線
用
遮

断
器

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

直
流

給
電

車
接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱
（

廃
棄
物

処
理

建
物

南
側
）

 

に
よ

る
受

電
電
路

（
2
3
0V

系
直

流
盤
（

Ｒ
Ｃ
Ｉ

Ｃ
）
）
 

直
流
給

電
車

接
続

プ
ラ
グ

収
納

箱
（

廃
棄
物

処
理

建
物

南
側
）

に
よ
る

受
電

電
路

（
Ｂ
－

1
1
5
V
系
直

流
盤

）
 

直
流
給

電
車

接
続

プ
ラ
グ

収
納

箱
（

原
子
炉

建
物

南
側

）

に
よ
る

受
電

電
路

（
2
30
V
系
直

流
盤

（
常

用
）
）

 

直
流

給
電
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
（

原
子
炉

建
物
南

側
）

に
よ

る
受
電

電
路
（

Ｂ
－

11
5
V
系

直
流
盤

（
Ｓ
Ａ

）
）

 

優
先
１

優
先
２

優
先
１

優
先
１

優
先
１
⑤

優
先
２
⑤

優
先
１
④

優
先
２
④

優
先
１
④

優
先
２
④

優
先
１
⑤

優
先
２
⑤

第
1
.
1
4
－

3
1
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 
概
要
図

 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電
の
場
合
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

3
6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

４
時

間
1
5
分

第
1
.
1
4
－

3
2
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
廃
棄
物

処
理
建

物
南

側
の
直
流

給
電
車

接
続

プ
ラ
グ
収

納
箱
に
接
続

に
よ
る
直

流
盤
へ

の
給

電
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 

1.14-126r2



手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
原
子
炉
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納

箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

４
時

間
1
5
分

第
1
.
1
4
－

3
3
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
原
子
炉

建
物
南

側
の

直
流
給
電

車
接
続

プ
ラ

グ
収
納
箱

に
接
続
に
よ

る
直
流
盤

へ
の
給

電
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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B
-
11

5V
系
直

流
盤
 

B
-
11

5V
系

直
流
盤

(S
A
)

46
0
V
母

線
(区

分
Ⅰ

)
4
60

V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
46
0
V
母
線

 

(
区
分

Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0V

母
線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

46
0
V
母

線
(S
A
)

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

1
1
5
V
系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

計 装 設 備

充 電 器

充 電 器

充 電 器

中
央

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２

）

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
１

）

③

⑥

【
凡

例
】

蓄
電

池

配
線

用
遮

断
器

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加
し

た
箇

所

給
電

防
止

電
路

Ｓ
Ａ

用
1
15

V
系

蓄
電

池
に

よ
る

受
電

電
路

 

②
②

②
④

④
④

③

②

第
1
.
1
4
－

3
4
図

 
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
系
蓄

電
池

に
よ
る
Ｂ

－
1
1
5
V
系
直

流
盤
受
電

 
概
要

図
 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の

項
目

移
動

，
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
準

備

Ｓ
Ａ

用
11

5V
系
蓄

電
池

に
よ
る

Ｂ
－

11
5
V系

直
流

盤
受

電
現

場
運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２
Ｂ

-
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
操

作

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

Ｂ
－

11
5
V
系

直
流

盤
受

電
3
0
分

第
1
.
1
4
－

3
5
図

 
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
系
蓄

電
池

に
よ
る
Ｂ

－
1
1
5
V
系
直

流
盤
受
電

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
4
60
V
母

線
(
区

分
Ⅱ
)

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
(
S
A
)

高
圧
炉

心
 

ス
プ
レ

イ
系
蓄

電
池

高
圧
炉

心
 

ス
プ
レ

イ
系
直

流
盤

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器 充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

4
60
V
母

線
 

(
区
分
Ⅰ

) 

4
6
0V

母
線
(
区
分

Ⅱ
)

4
60
V
母

線
 

(
区
分
Ⅰ

) 

B
1-
1
1
5V

系
 

蓄
電

池
(
SA
)
 

S
A
用

11
5
V
系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

A
-1
1
5
V
系
 

蓄
電
池
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
4
6
0
V
母
線

(
S
A
)

B
-原

子
炉

中
性

子

計
装
用
蓄

電
池

 

A
-原

子
炉

中
性

子

計
装
用
蓄

電
池

 

2
30
V
系
蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系
蓄
電

池
 

(
RC
I
C
) 

2
3
0V

系
直

流
盤
（

常
用

）
2
3
0V

系
直

流
盤
（

RC
I
C
）

B
-原

子
炉
中
性

子

計
装
用

母
線
 

A
-
原

子
炉
中

性
子

計
装

用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A)

中
央
分
電

盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
１

）
Ｓ

Ａ
対

策
設

備

用
分

電
盤

（
２

）
Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

遮 断 器 操 作 回 路

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源 計 算 機 用 無 停 電 電 源

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン

非 常 用 油 ポ ン プ

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

【
凡

例
】

蓄
電

池

配
線

用
遮

断
器

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

電
路

 

第
1
.
1
4
－

3
6
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電
 
概

要
図
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ｶ
ﾞ
ｽﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ
発

電
機
 

G
T
G

G
TG

D
/G

D
/G

C
-
M/
C

C
-
L/
C

D
-M
/
C

D
-L
/
C

S
A
-L
/C

S
A1

-
C/
C

S
A2
-
C
/C

A
-
計
装

C/
C

C
系

C/
C

D
系

C/
C

B
-計

装
C/
C

ﾒ
ﾀ
ｸﾗ
切
替

盤
ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤

※
1

※
2

※
2

※
1

高
圧
発
電

機
車

接
続
口
 

高
圧
発
電

機
車

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C

S
A
電
源

切
替

盤
充
電

器

電
源

切
替

盤
S
A
電

源
切

替
盤

M
M

M
M

充
電
器

高
圧
発
電

機
車
 

接
続
プ
ラ

グ
収
納
箱

高
圧
発
電

機
車
 

接
続
プ
ラ

グ
収

納
箱

M
M

高
圧
発

電
機

車
接

続
口
 

高
圧
発

電
機
車

高
圧
発

電
機
車

高
圧
発

電
機
車

②

④
a 

⑤
c
 

⑤
e 

優
先
５

優
先
４

⑤
d
 

優
先
３

優
先

１

【
略

語
】

 

M
/C
：

メ
タ
ル

ク
ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L
/C
：

ロ
ー
ド

セ
ン
タ

 

C
/C
：

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG

D
/G

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電
機

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

高
圧

遮
断

器

配
線

用
遮

断
器

接
続

装
置

【
凡

例
】

電
動
切

替
装
置

低
圧

遮
断

器

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ
ー

ロ
ッ
ク

M

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇

所
 

高
圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
 

（
原
子

炉
建

物
西

側
）

に
よ

る
受

電
電

路
（

Ｃ
系

）
 

緊
急
用

メ
タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電

電
路

 

共
通
電

路
及

び
 

ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
受

電
電

路
 

高
圧
発

電
機
車

接
続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子

炉
建
物

南
側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ
ラ
グ

盤
 

第
1
.
1
4
－

3
7
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
，
高
圧

発
電
機

車
に

よ
る
給
電

）
 
概
要
図

 

記
載
例
 

○
 

：
操
作
手

順
番
号

を
示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手
順

番
号
内

で
選
択

し
て
実

施
す
る
操
作

が
あ
る

場
合
の

操
作
手

順
の
優

先
番
号
を
示

す
。

 

1.14-131r2



66
kV
 

送
電

線
22

0k
V 

送
電

線

GT
G

D
/G

D/
G

G 

22
0k

V
開

閉
所

66
kV

開
閉
所

起
動

変
圧

器
起

動

変
圧
器

所
内

変
圧
器

常
用
メ
タ

ク
ラ

常
用
メ
タ

ク
ラ

非
常

用
メ

タ
ク

ラ
非
常

用
メ

タ
ク

ラ

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン
タ

非
常

用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

非
常
用

コ
ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

非
常

用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

主
変

圧
器

１
号
 

２
号
 

3
号
へ

緊
急
用

メ
タ
ク
ラ

優
先
２

④
ｂ

 

【
凡

例
】

 

 
 

G
TG

 
 
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

 

 
 

 
G 

  
発

電
機

 

D/
G 
  
 
非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

遮
断

器
 

変
圧

器
 

設
計

基
準

対
象
施

設
か

ら
追
加

し
た
箇

所
 

号
炉

間
電

力
融
通

ケ
ー

ブ
ル
に
よ

る
受

電
電

路

第
1
.
1
4
－

3
8
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
号
炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
に

よ
る
給

電
）

 
概
要
図

記
載
例
 

○
 

：
操
作
手

順
番
号

を
示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手
順

番
号
内

で
選
択

し
て
実

施
す
る
操
作

が
あ
る

場
合
の

操
作
手

順
の
優

先
番
号
を
示

す
。
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手
順

の
項

目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

非
常

用
直

流
電

源
喪

失
時

の
Ａ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ａ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

１
時

間
3
5
分

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

第
1
.
1
4
－

3
9
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5
V
系

直
流
盤
受

電
の
場
合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の

項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ａ
系

及
び

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

非
常

用
直

流
電

源
喪

失
時
の

Ａ
－
1
15

V
系

直
流
盤

受
電

（
号

炉
間

電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
に

よ
る

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場

合
）

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

１
時
間

4
5
分

Ａ
－

1
1
5V

系
充
電

器
盤

受
電

Ａ
－

1
1
5V
系

充
電

器
盤

受
電

第
1
.
1
4
－

4
0
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
号
炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
に

よ
る
Ａ

－
1
1
5
V
系
直
流

盤
受
電
の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の

項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
給

電

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

緊
急

時
対

策
要

員
３

非
常

用
直

流
電

源
喪

失
時
の

Ａ
－
1
15

V
系

直
流
盤

受
電

（
高

圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建

物
西

側
の

高
圧

発
電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に
接

続
）

に
よ
る

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場

合
）

（
高

圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建

物
南

側
の

高
圧

発
電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に
接

続
）

に
よ
る

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場

合
）

（
高

圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

発
電

機
建

物
（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ
）

の
緊

急
用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ
盤

へ
の

接
続

）
に
よ

る
Ａ

－
11
5
V系

直
流
盤

受
電

の
場
合

（
故

意
に

よ
る
大

型
航

空
機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）
）

中
央

制
御

室
運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

１
時

間
35
分

Ａ
－

11
5
V系

充
電

器
盤

受
電

第
1
.
1
4
－

4
1
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
Ａ
－
1
1
5
V
系
直

流
盤

受
電
の
場

合
）

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
Ａ
－
1
1
5
V
系
直

流
盤

受
電
の
場

合
）

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

接
続
プ
ラ

グ
盤
へ

の
接

続
）
に
よ

る
 

Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流

盤
受

電
の
場
合

（
故
意

に
よ

る
大
型
航

空
機
の
衝
突

そ
の
他
の

テ
ロ
リ

ズ
ム

に
よ
る
影

響
が
あ

る
場

合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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6
6
k
V
 
送

電
線

2
2
0k
V 

送
電
線

G
T
G

D
/G

D
/G

G
 

2
20
kV

開
閉
所

6
6k
V
開
閉
所

起
動

変
圧
器

起
動

変
圧
器

所
内

変
圧
器

常
用
メ
タ

ク
ラ

常
用
メ
タ

ク
ラ

非
常
用
メ

タ
ク
ラ

非
常
用
メ

タ
ク
ラ

非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

非
常
用
ロ

ー
ド
セ
ン
タ

非
常
用
コ

ン
ト

ロ
ー
ル
セ
ン

タ
非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

主
変
圧
器

１
号
 

２
号

 

3
号
へ

緊
急
用

メ
タ
ク
ラ

充 電 器

蓄
電

池

直
流
盤

Ｓ
Ａ
 

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン

タ

⑦

②

⑤

【
凡
例
】
 

 
 
GT
G
 

 
ガ

ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機

 

 
 
 G
 
 
 
発

電
機
 

D/
G 
 
  

非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
 

遮
断
器
 

変
圧
器
 

蓄
電
池
 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加

し
た
箇
所

 

号
炉
間
電

力
融
通

ケ
ー
ブ

ル
に

よ
る
受
電

電
路

第
1
.
1
4
－

4
2
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－
1
1
5
V
系

直
流
盤
又

は
Ｂ
－

1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
概
要

図

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の

項
目

移
動

，
蓄

電
池

遮
断

器
「

切
」

受
電

準
備

融
通

作
業 充
電

器
受

電

※
１

　
号
炉

間
連

絡
ケ
ー

ブ
ル

（
１
号

炉
）

を
使

用
し

た
Ｂ
－

1
15
V
系

直
流

盤
受

電
を
示

す
。

な
お
，

号
炉

間
連
絡

ケ
ー

ブ
ル

（
１

号
炉
）

を
使

用
し
た

Ａ
－

11
5V
系

直
流

盤
受
電

は
5
5
分

以
内

で
可

能
で
あ

る
。

※
１

号
炉

間
連

絡
ケ
ー

ブ
ル

（
１
号

炉
）

を
使

用
し

た
Ａ
－

11
5
V系

直
流

盤
又
は

Ｂ
－

11
5
V系

直
流

盤
受

電
現

場
運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過
時

間
（

分
）

備
考

10
2
0

3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
90

1
00

11
0

12
0

55
分

号
炉

間
連

絡
ケ

ー
ブ
ル

（
１

号
炉
）

を
使

用
し
た

Ａ
－

11
5
V
系

直
流

盤
又

は
Ｂ

－
11
5
V
系

直
流

盤
受

電

第
1
.
1
4
－

4
3
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－
1
1
5
V
系

直
流
盤
又

は
Ｂ
－

1
1
5
V
系
直
流
盤

受
電

 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
タ
イ

ム
チ
ャ

ー
ト
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ｶ
ﾞ
ｽ
ﾀｰ
ﾋ
ﾞﾝ
発
電
機
 

G
TG

G
T
G

D
/G

D
/
G

C
-
M/
C

C
-
L/
C

D
-
M/
C

D
-
L/
C

S
A
-L
/
C

S
A1
-
C/
C

S
A
2-
C
/C

A
-
計
装

C
/C

C
系

C
/
C

D
系

C/
C

B
-
計
装

C
/
C

ﾒ
ﾀ
ｸﾗ
切
替

盤
ﾒ
ﾀｸ
ﾗ
切
替

盤

※
1

※
2

※
2

※
1

高
圧
発
電
機
車

接
続
口
 

高
圧
発
電
機
車

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C

S
A
電
源

切
替
盤

充
電
器

電
源

切
替
盤

S
A
電
源

切
替
盤

M
M

M
M

充
電
器

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱

M
M

高
圧

発
電
機

車

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

高
圧
発

電
機
車

高
圧
発

電
機
車

優
先
４

優
先

１

優
先

３
優

先
３

②
ａ

⑤
ｂ

④
ｃ

④
ｄ

④
ｅ

④
ｃ

④
ｄ

⑦
ｃ

⑦
ｄ

⑦
ｅ

⑦
ｃ

⑦
ｄ

④
ｃ

④
ｄ

⑤
a

⑤
a

優
先

２
優

先
２

【
略

語
】

 

M
/C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ
ド

開
閉
装

置
 

L
/C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

変
圧
器

 

G
TG

D
/
G

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

非
常
用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機

高
圧
遮
断

器

配
線
用
遮

断
器

接
続
装
置

【
凡

例
】

電
動
切
替

装
置

低
圧
遮
断

器

メ
カ
ニ
カ

ル
イ

ン
タ
ー
ロ

ッ
ク

M

設
計
基
準

対
象

施
設
か
ら

追
加

し
た
箇
所

 

高
圧

発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原

子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

高
圧
発
電

機
車

接
続
プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原
子
炉

建
物

南
側
）
に

よ
る

受
電
電
路

（
Ｃ
系

）

共
通
電
路

及
び

高
圧
発
電

機
車

接
続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物

南
側
）
に

よ
る

受
電
電
路

（
Ｄ
系

）

緊
急

用
メ

タ
ク
ラ

接
続
プ

ラ
グ
盤

に
よ
る

受
電
電
路

 

共
通

電
路

及
び
高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原

子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機
に

よ
る

受
電
電
路

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ
グ

盤
 

第
1
.
1
4
－

4
4
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電
 

概
要

図
 

記
載
例
 

○
 

：
操
作
手

順
番
号

を
示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手
順

番
号
内

で
選
択

し
て
実

施
す
る
操
作

が
あ
る

場
合
の

操
作
手

順
の
優

先
番
号
を
示

す
。
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手
順

の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

手
順

の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電
，

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作

要
員

(
数

)

必
要
な

要
員
と

作
業
項

目

経
過

時
間
（

分
）

備
考

1
0

2
0

30
4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

 
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

（
Ｓ
Ａ

電
源
切

替
盤

に
よ

る
負
荷

へ
の
受

電
の
場

合
）

（
中

央
制
御

室
に
よ

る
起

動
）

中
央

制
御
室

運
転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

要
員

(
数

)

必
要
な

要
員
と

作
業
項

目

経
過

時
間
（

分
）

備
考

1
0

2
0

30
4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

 
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

（
非
常

用
コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

切
替
盤

に
よ
る

負
荷

へ
の
受

電
の
場

合
）

（
中

央
制
御

室
に
よ

る
起

動
）

中
央

制
御
室

運
転
員

Ａ
１

1
0
分

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
セ

ン
タ
受

電

非
常

用
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ
切
替
盤

操
作

1
0
分

ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
に

よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ

ン
タ
受

電

第
1
.
1
4
－

4
5
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
に
よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場
合
）
（
中
央

制
御

室
に
よ
る

起
動
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
１

／
２
）

1.14-139r2



手
順

の
項
目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

手
順

の
項
目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン

タ
受

電
，

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

操
作

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

※
１

　
タ
イ

ム
チ
ャ

ー
ト

の
ス

タ
ー
ト

は
，
中

央
制
御

室
か
ら

の
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

の
起
動

失
敗

に
よ

り
，
現

場
か
ら

の
起
動

操
作

を
行

う
こ
と

を
判
断

し
た
時

と
す

る
。

 
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

（
非
常

用
コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

切
替
盤

に
よ
る

負
荷

へ
の
受

電
の
場

合
）

（
現

場
操

作
に

よ
る
起

動
）
※

１

 
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

（
Ｓ
Ａ

電
源
切

替
盤

に
よ

る
負
荷

へ
の
受

電
の
場

合
）

（
現

場
操

作
に

よ
る
起

動
）
※

１

2
0

30
4
0

5
0

6
0

7
0

中
央

制
御
室

運
転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要
員

３

中
央

制
御
室

運
転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要
員

３

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員

(
数

)

必
要
な

要
員
と

作
業
項

目

経
過

時
間
（

分
）

備
考

1
0

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

要
員

(
数

)

必
要
な

要
員
と

作
業
項

目

経
過

時
間
（

分
）

1
0

2
0

30
4
0

5
0

6
0

7
0

1
2
0

備
考

5
5
分

ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
に

よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ

ン
タ
受

電

非
常
用

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ
切
替

盤
操
作

5
5分

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ
ン

タ

及
び
Ｓ

Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ
受

電

第
1
.
1
4
－

4
5
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
に
よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場
合
）
（
現
場

操
作

に
よ
る
起

動
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
２

／
２
）

 

1.14-140r2



手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認 移

動
，

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第

４
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

車
両

健
全

性
確

認
作

業
の

前
に

第
４

保
管

エ
リ

ア
へ

緊
急

時
対

策
要

員
が

移
動

を
行

う
。

 
 
 
 
 
 
ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第

４
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

車
両

健
全

性
確

認
作

業
の

前
に

第
４

保
管

エ
リ

ア
へ

緊
急

時
対

策
要

員
が

移
動

を
行

う
。

 
 
 
 
 
 
ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

緊
急

時
対

策
要

員
３

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電
の

場
合

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

１
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

備
考

3
0

6
0

経
過

時
間

（
時

間
）

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電
の

場
合

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

１
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

高
圧

発
電
機
車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧

発
電
機
車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

第
1
.
1
4
－

4
6
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の
場
合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 

1.14-141r2



手
順

の
項
目

要
員

(数
)

緊
急
用

メ
タ
ク

ラ
及
び

Ｓ
Ａ
低

圧
母
線

の
受
電

準
備

受
電

確
認 移

動
，

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

1
5分

以
内

で
可

能
で
あ

る
。

※
２

　
第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
車

両
健

全
性

確
認

作
業

の
前
に

第
４

保
管

エ
リ

ア
へ

緊
急
時

対
策

要
員

が
移

動
を

行
う
。

  
  

  
ま
た

，
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧
発

電
機

車
配

置
作

業
で

１
時
間

2
5分

以
内

で
可

能
で

あ
る
。

手
順

の
項
目

要
員

(数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
0分

以
内

で
可

能
で
あ

る
。

※
２

　
第
４

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
車

両
健

全
性

確
認

作
業

の
前
に

第
４

保
管

エ
リ

ア
へ

緊
急
時

対
策

要
員

が
移

動
を

行
う
。

  
  

  
ま
た

，
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧
発

電
機

車
配

置
作

業
で

１
時
間

2
5分

以
内

で
可

能
で

あ
る
。

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側
の

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場
合

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切
替

盤
に

よ
る

負
荷

へ
の

受
電
の

場
合

）

【
第

１
保
管

エ
リ

ア
を

使
用

す
る

場
合
】

中
央

制
御
室

運
転

員
Ａ

１

緊
急

時
対

策
要

員
３

2
4
0

2
70

3
00

3
30

3
60

必
要

な
要
員

と
作

業
項

目

経
過

時
間
（

時
間

）

備
考

3
0

60
90

12
0

1
50

18
0

21
0

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側
の

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場
合

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ
の

受
電

の
場

合
）

【
第

１
保
管

エ
リ

ア
を

使
用

す
る

場
合
】

中
央

制
御
室

運
転

員
Ａ

１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員
３

3
60

必
要

な
要
員

と
作

業
項

目

経
過

時
間
（

時
間

）

備
考

3
0

60
90

12
0

1
50

18
0

21
0

2
4
0

2
70

3
00

3
30

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
４
時
間
3
5分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

第
1
.
1
4
－

4
7
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の
場
合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 

1.14-142r2



手
順
の

項
目

要
員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

移
動

　
※

２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
接

続

移
動
，
メ

タ
ク

ラ
切
替

盤
操

作

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　

第
１

保
管
エ

リ
ア

の
可
搬

型
設

備
を
使

用
し
た

場
合

は
，
４

時
間

2
5分

以
内
で

可
能
で

あ
る

。
※
２
　

第
１

保
管
エ

リ
ア

の
可
搬

型
設

備
を
使

用
し
た

場
合

は
，
速

や
か

に
対
応

で
き

る
。

手
順
の

項
目

要
員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

移
動

　
※

２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
接

続

移
動
，
メ

タ
ク

ラ
切
替

盤
操

作

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　

第
１

保
管
エ

リ
ア

の
可
搬

型
設

備
を
使

用
し
た

場
合

は
，
４

時
間

2
5分

以
内
で

可
能
で

あ
る

。
※
２
　

第
１

保
管
エ

リ
ア

の
可
搬

型
設

備
を
使

用
し
た

場
合

は
，
速

や
か

に
対
応

で
き

る
。

3
6
0

2
10

2
4
0

2
70

3
0
0

33
0

備
考

3
0

必
要
な
要

員
と

作
業
項

目

経
過
時

間
（

時
間
）

高
圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

建
物

（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ
）

の
緊

急
用
メ

タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ

グ
盤
へ

の
接
続

）
に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ
受

電
の
場

合
（

故
意
に

よ
る

大
型
航

空
機
の

衝
突
そ

の
他

の
テ
ロ

リ
ズ

ム
に
よ

る
影

響
が
あ

る
場

合
）

（
Ｓ
Ａ

電
源
切

替
盤

に
よ
る

負
荷

へ
の
受

電
の

場
合
）

【
第
４

保
管
エ

リ
ア

を
使
用

す
る

場
合
】

中
央
制
御

室
運

転
員
Ａ

１

現
場
運

転
員
Ｂ

，
Ｃ

２

6
0

90
12
0

15
0

18
0

緊
急
時

対
策

要
員

３

備
考

3
0

6
0

9
0

1
20

1
50

3
3
0

3
6
0

必
要
な
要

員
と

作
業
項

目

経
過
時

間
（

時
間
）

1
80

21
0

2
40

2
7
0

3
00

高
圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

建
物

（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ
）

の
緊

急
用
メ

タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ

グ
盤
へ

の
接
続

）
に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ
受

電
の
場

合
（

故
意
に

よ
る

大
型
航

空
機
の

衝
突
そ

の
他

の
テ
ロ

リ
ズ

ム
に
よ

る
影

響
が
あ

る
場

合
）

（
非
常

用
コ
ン

ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

切
替
盤

に
よ

る
負
荷

へ
の

受
電

の
場
合

）

【
第
４

保
管
エ

リ
ア

を
使
用

す
る

場
合
】

中
央
制
御

室
運

転
員
Ａ

１

緊
急
時

対
策

要
員

３

高
圧
発
電

機
車

に
よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー
ド

セ
ン

タ
４

時
間

40
分

※
１

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切
替
盤

操
作

（
Ｂ
系

）

高
圧

発
電
機

車
に

よ
る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

４
時

間
4
0
分

※
１

及
び

Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

受
電

非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ
切

替
盤
操

作

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切
替

盤
操
作

（
Ａ
系

）

第
1
.
1
4
－

4
8
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 

（
高
圧
発

電
機
車

（
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

接
続
プ
ラ

グ
盤
へ

の
接

続
）
に
よ

る
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の
場
合
（

故
意
に
よ

る
大
型

航
空

機
の
衝
突

そ
の
他

の
テ

ロ
リ
ズ
ム

に
よ
る

 

影
響
が
あ

る
場
合

）
）

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
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G

所
内

変
圧

器

A
-
M/

C

C
-
M/

C
D
-
M
/
C
 

B
-
M
/
C
 

H
P
C
S
-
M
/
C 

D
/G
 

所
内

変
圧

器

6
6k
V
 
送
電
線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡
例

】
 

 
 
 

  
発
電
機
 

 
 
 
 
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

 
 
 
遮
断
器
 

 
 
 
変
圧
器
 

Ｇ D
/G

⑥
 

⑥
 

受
電

電
路
 

第
1
.
1
4
－

4
9
図

 
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

又
は

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｄ
系
受

電
 

概
要
図

 

（
高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｃ
系

受
電
）

 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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G

所
内
変
圧
器

A
-
M/
C

C
-
M/
C

D
-
M/
C

B
-
M/
C 

H
P
C
S
-M
/C
 

D
/G
 

所
内
変
圧
器

6
6
kV
 

送
電

線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡

例
】
 

 
 

 
  

発
電

機
 

 
 

  
高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
 

 
  

遮
断

器
 

 
  

変
圧

器
 

Ｇ D
/G

受
電

電
路
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

第
1
.
1
4
－

5
0
図

 
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

又
は

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｄ
系
受

電
 

概
要
図

 

（
高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ
 
Ｄ
系

受
電
）

 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順

の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

処
置

※
１

　
高
圧

炉
心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
　
Ｃ

系
受
電

を
示
す

。
な

お
，

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
に
よ

る
Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電
に

つ
い
て

は
１
時

間
2
0
分
以

内
で
可

能
で
あ

る

必
要
な

要
員
と

作
業

項
目

経
過

時
間
（

分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

16
0

1
8
0

20
0

2
2
0

2
40

要
員

(
数

)

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ
　

Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ
系

受
電

中
央

制
御
室

運
転
員

Ａ
１

※
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

１
時
間
2
0
分

高
圧
炉

心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電

機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は

Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

第
1
.
1
4
－

5
1
図

 
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

又
は

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｄ
系
受

電
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク

防 油 堰

③
⑤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機

用
軽
油
タ
ン

ク
ド
レ
ン
弁
／
閉

止
フ

ラ
ン

ジ

③
⑥
⑧

燃
料
抜
取

り
用
バ

ル
ブ

付
ア

タ
ッ

チ
メ
ン

ト

⑦
⑧
給

排
用
バ

ル
ブ

（
タ

ン
ク
ロ

ー
リ

付
）

④
ホ

ー
ス

ジ
ョ

イ
ン
ト

（
必

要
に
応
じ

て
）

タ
ン
ク
ロ

ー
リ

②
③
⑦

⑧

④
⑤
⑧
ホ

ー
ス

第
1
.
1
4
－

5
2
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵

タ
ン

ク
か
ら
タ

ン
ク
ロ

ー
リ

へ
の
補
給

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
へ
の
補

給
）
 
概

要
図

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順

の
項

目

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

バ
ル

ブ
付

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
接

続

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給

緊
急

時
対

策
要

員
2

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

80
9
0

1
00

1
1
0

12
0

要
員
(
数

)

必
要
な

要
員

と
作

業
項

目

経
過
時

間
（

分
）

１
時
間

50
分

以
降
，

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

か
ら

各
機

器
等

へ
の

給
油

を
実

施
し

，

タ
ン
ク

ロ
ー

リ
の

軽
油

残
量

に
応

じ
て

繰
り

返
す

第
1
.
1
4
－

5
3
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵

タ
ン

ク
か
ら
タ

ン
ク
ロ

ー
リ

へ
の
補
給

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
へ
の
補

給
）
 
タ

イ
ム
チ

ャ
ー

ト
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高
圧

発
電
機

車

タ
ン

ク

ロ
ー

リ

デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯

蔵
タ
ン

ク

大
型

送
水
ポ
ン

プ
車

可
搬

式
窒
素
供

給
装

置

大
量

送
水
車

②
③
⑤

⑥
③

④
⑥
ホ

ー
ス

③
閉

止
フ

ラ
ン

ジ

第
1
.
1
4
－

5
4
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵

タ
ン

ク
か
ら
タ

ン
ク
ロ

ー
リ

へ
の
補
給

 

（
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃

料
貯

蔵
タ
ン
ク

か
ら
タ

ン
ク

ロ
ー
リ
へ

の
補
給
）
 

概
要
図

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。

 

1.14-149r2



手
順
の
項

目

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

抜
き

取
り

準
備

給
油

補
給

片
付

け

必
要
な

要
員
と

作
業

項
目

要
員

(
数
)

デ
ィ

ー
ゼ
ル

燃
料

貯
蔵
タ

ン
ク

か
ら

タ
ン
ク

ロ
ー

リ
へ
の

補
給

緊
急
時
対

策
要
員

2

備
考

1
0

20
3
0

4
0

50
6
0

7
0

80
9
0

1
0
0

11
0

1
50

経
過
時

間
（
分

）

14
0

1
3
0

1
20

２
時
間

30
分

以
降
，
タ

ン
ク

ロ
ー
リ

か
ら

各
機
器

等
へ
の

給
油

を
実
施

し
，

タ
ン
ク
ロ

ー
リ

の
軽
油

残
量

に
応
じ

て
繰
り

返
す

第
1
.
1
4
－

5
5
図

 
ガ

ス
タ
ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は
デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵

タ
ン

ク
か
ら
タ

ン
ク
ロ

ー
リ

へ
の
補
給

 

（
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃

料
貯

蔵
タ
ン
ク

か
ら
タ

ン
ク

ロ
ー
リ
へ

の
補
給
）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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第
1
.
1
4
－

5
6
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
 
概
要

図
 

記
載
例
 

○
：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の
項
目

移
動

，
補

給
準

備

補
給

片
付

け

※
移
動

時
間

及
び
給

油
時
間

は
対
象

設
備
の

配
置

場
所

及
び
燃

料
タ
ン

ク
容
量

に
よ

り
時

間
は
前

後
す
る

。

　
大
量

送
水

車
へ
給

油
す
る

場
合
は

，
移
動

時
間

を
１

分
，
準

備
時
間

を
５
分

，
給

油
時

間
を
２

分
，
片

付
け
時

間
を
５
分

，
ト
ー

タ
ル
1
3
分

で
可

能
で
あ

る
。

　
高
圧

発
電

機
車
へ

給
油
す

る
場
合

は
，
移

動
時

間
を

５
分
，

準
備
時

間
を
５

分
，

給
油

時
間
を

６
分
，

片
付
け

時
間
を
５

分
，
ト

ー
タ
ル

2
1
分
で

可
能
で

あ
る
。

　
大
型

送
水

ポ
ン
プ

車
へ
給

油
す
る

場
合
は

，
移

動
時

間
を
７

分
，
準

備
時
間

を
５

分
，

給
油
時

間
を
６

分
，
片

付
け
時
間

を
５
分

，
ト
ー

タ
ル
2
3
分
で
可

能
で
あ
る

。

　
可
搬

式
窒

素
供
給

装
置
へ

給
油
す

る
場
合

は
，

移
動

時
間
を

５
分
，

準
備
時

間
を

５
分

，
給
油

時
間
を

１
分
，

片
付
け
時

間
を
５

分
，
ト

ー
タ
ル

1
6
分
で

可
能
で
あ

る
。

移
動
は

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電
機

用
軽
油

タ
ン

ク
か
ら

給
油
対
象

設
備
ま

で
を

想
定
す

る
。

左
記
タ

イ
ム

チ
ャ
ー

ト
は
標
準

的
な
場

合
の

時
間
を

示
す
。

8
0

9
0

要
員
(
数
)

備
考

タ
ン
ク

ロ
ー
リ

か
ら
各

機
器
等
へ

の
給
油

（
ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

を
使

用
し
た

場
合
）

緊
急
時
対
策

要
員

２

必
要

な
要
員
と

作
業
項

目

経
過

時
間
（

分
）

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の
軽

油
残

量
に
応

じ
て

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機
用

軽
油
タ

ン
ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ
の

補
給

を
繰
り

返
す
。

3
0分

※

第
1
.
1
4
－

5
7
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（
ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電
機

用
軽

油
タ
ン
ク

を
使
用

し
た

場
合
）

 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

１
／
２
）
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手
順
の
項
目

移
動

，
補

給
準

備

補
給

片
付

け

※
移
動

時
間

及
び
給

油
時
間

は
対
象

設
備
の

配
置

場
所

及
び
燃

料
タ
ン

ク
容
量

に
よ

り
時

間
は
前

後
す
る

。

　
大
量

送
水

車
へ
給

油
す
る

場
合
は

，
移
動

時
間

を
８

分
，
準

備
時
間

を
５
分

，
給

油
時

間
を
２

分
，
片

付
け
時

間
を
５
分

，
ト
ー

タ
ル
2
0
分

で
可

能
で
あ

る
。

　
高
圧

発
電

機
車
へ

給
油
す

る
場
合

は
，
移

動
時

間
を

１
分
，

準
備
時

間
を
５

分
，

給
油

時
間
を

６
分
，

片
付
け

時
間
を
５

分
，
ト

ー
タ
ル

1
7
分
で

可
能
で

あ
る
。

　
大
型

送
水

ポ
ン
プ

車
へ
給

油
す
る

場
合
は

，
移

動
時

間
を
２

分
，
準

備
時
間

を
５

分
，

給
油
時

間
を
６

分
，
片

付
け
時
間

を
５
分

，
ト
ー

タ
ル
1
8
分
で
可

能
で
あ
る

。

　
可
搬

式
窒

素
供
給

装
置
へ

給
油
す

る
場
合

は
，

移
動

時
間
を

１
分
，

準
備
時

間
を

５
分

，
給
油

時
間
を

１
分
，

片
付
け
時

間
を
５

分
，
ト

ー
タ
ル

1
2
分
で

可
能
で
あ

る
。

タ
ン
ク

ロ
ー
リ

か
ら
各

機
器
等
へ

の
給
油

（
デ
ィ

ー
ゼ
ル

燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク

を
使
用

し
た

場
合
）

緊
急
時
対
策

要
員

２

必
要

な
要
員
と

作
業
項

目

経
過

時
間
（

分
）

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

移
動
は

デ
ィ

ー
ゼ
ル

燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク

か
ら

給
油
対

象
設
備
ま

で
を
想

定
す

る
。

左
記
タ

イ
ム

チ
ャ
ー

ト
は
標
準

的
な
場

合
の

時
間
を

示
す
。

8
0

9
0

要
員
(
数
)

備
考

以
降
，
各

機
器

等
へ
の

給
油

を
繰

り
返
し

，
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に
応
じ

て

デ
ィ
ー
ゼ

ル
燃

料
貯
蔵

タ
ン

ク
か

ら
タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給
を

繰
り
返

す
。

3
0
分
※

第
1
.
1
4
－

5
7
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（
デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵

タ
ン

ク
を
使
用

し
た
場

合
）

 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

２
／
２
）
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手
順

の
項

目
要
員

(数
)

○
○

▽
　

タ
ン
ク

ロ
ー

リ
か

ら
各
機

器
等

へ
の
給

油
注
：

上
記
以

外
の

可
搬

設
備
を

使
用

す
る
場

合
は

，
各
車

両
の

燃
料
消

費
量

を
考

慮
し
給

油
を

実
施
す

る
。

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

高
圧

発
電

機
車

○
〇

〇
〇

〇
〇

（
給

油
対

象
）

大
量

送
水

車

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置

〇

必
要

な
要

員
と
作

業
項

目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
3

24
1
4

15
1
6

17
1
8

1
9

8
9

1
0

11
1
2

13
20

21
2
2

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発

電
機
用

軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク

ロ
ー

リ
へ
の

補
給

緊
急
時
対
策

要
員

2

○
　

ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
用

軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク

ロ
ー

リ
へ
の

補
給

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
か

ら
各
機

器
等

へ
の
給

油

▽
▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽

▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽

▽

第
1
.
1
4
－

5
8
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
７
日
間

サ
イ
ク
ル

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

を
使

用
し
た
場

合
）
 
タ
イ

ム
チ
ャ
ー

ト
（
１

／
２

）
 

（
１
日
間

分
の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の
軽
油

補
給
，
燃

料
給
油

時
間

参
照
）
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手
順

の
項
目

要
員

(
数
)

▽
　

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
か
ら
各

機
器

等
へ
の

給
油

注
：

上
記

以
外
の

可
搬
設
備

を
使

用
す
る

場
合

は
，
各

車
両

の
燃
料

消
費
量
を

考
慮

し
給
油

を
実

施
す
る

。

○
　

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電
機

用
軽

油
タ
ン

ク
か

ら
タ
ン

ク
ロ

ー
リ
へ

の
補
給

○
○

○
○

○

必
要

な
要

員
と
作

業
項

目

経
過

時
間

（
時
間

）

備
考

1
2

3
4

5
1
7

6
7

8
9

10
1
1

12
13

1
4

15
1
6

24

デ
ィ

ー
ゼ
ル
燃

料
貯

蔵
タ
ン

ク
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
へ

の
補

給

緊
急

時
対

策
要
員

2

18
1
9

2
0

21
22

2
3

タ
ン

ク
ロ
ー
リ

か
ら

各
機
器

等
へ
の
給
油

（
給
油
対

象
）

大
量
送
水

車

可
搬
式
窒

素
供
給

装
置 大
型
送
水

ポ
ン
プ

車

高
圧
発
電

機
車

○

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

第
1
.
1
4
－

5
8
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
７
日
間

サ
イ
ク
ル

 

（
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃

料
貯

蔵
タ
ン
ク

を
使
用

し
た

場
合
）
 

タ
イ
ム
チ
ャ

ー
ト
（
２

／
２
）

 

（
１
日
間

分
の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の
軽
油

補
給
，
燃

料
給
油

時
間

参
照
）
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D/G D/G D/G

Ｇ

2A-M/C 2B-M/C

2C-M/C 2HPCS-M/C 2D-M/C

② ② ②

2C-L/C 2D-L/C

Ａ－ディーゼル

燃料デイタンク

ＨＰＣＳ－ディーゼル

燃料デイタンク 

Ｂ－ディーゼル

燃料デイタンク

Ａ－燃料移送

ポンプ 

ＨＰＣＳ－燃料移送

ポンプ 

Ｂ－燃料移送

ポンプ 

Ａ－ディーゼル

燃料貯蔵タンク

ＨＰＣＳ－

ディーゼル

燃料貯蔵タンク

Ｂ－ディーゼル

燃料貯蔵タンク

66kV 送電線 220kV 送電線

第 1.14－59 図 非常用交流電源設備による給電 概要図

記載例 ○：操作手順番号を示す。 

【凡例】 

発電機

非常用ディーゼル発電機

遮断器

低圧遮断器 

変圧器 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ｂ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ｂ系） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による受電電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料補給経路

Ｇ

D/G
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手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

る
給

電
確

認

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
中

央
制

御
室

か
ら

の
起

動
に

よ
る

給
電

 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
起

動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

 
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
自
動
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

３
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の

中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
に
よ
る
給
電

１
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
に
よ
る
給
電
確
認

第
1
.
1
4
－

6
0
図

 
非

常
用
交
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
4
6
0
V
母

線
(
区
分

Ⅱ
)

4
6
0V

母
線
(
区

分
Ⅰ
)

4
6
0V

母
線
(
区

分
Ⅰ
)

4
60
V
母

線
(
区

分
Ⅱ
)

4
6
0V

母
線

(
S
A)

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系

蓄
電
池

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系

直
流
盤

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器 充 電 器

充 電 器

充 電 器

充 電 器

46
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

) 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-

1
15
V
系
 

蓄
電

池
(S
A
) 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5
V
系

 

蓄
電
池

 

A
-1
15
V
系
 

蓄
電
池

 

1
0
5V

母
線
(
区

分
Ⅰ

)
1
0
5V

母
線
(
区

分
Ⅱ

)
4
6
0V

母
線

(
区
分

Ⅱ
)

4
6
0V

母
線
(
区

分
Ⅰ

)
4
60
V
母

線
(
SA

)

B
-原

子
炉
中

性
子

計
装
用

蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子

計
装
用

蓄
電

池
 

2
30

V
系
蓄
電
池
 

(
常
用
) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
IC
) 

2
30
V
系
直
流

盤
（
常
用
）

2
30
V
系

直
流

盤
（
RC
I
C
）

B
-原

子
炉
中

性
子

計
装

用
母
線

 
A
-原

子
炉
中

性
子

計
装
用

母
線

 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5
V
系
直

流
盤
(
SA

)

中
央
分

電
盤

 

Ｓ
Ａ
対

策
設

備

用
分

電
盤

（
１

）
Ｓ

Ａ
対

策
設

備

用
分
電

盤
（

２
）

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

遮 断 器 操 作 回 路

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源 計 算 機 用 無 停 電 電 源

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン

非 常 用 油 ポ ン プ

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

直 流 給 電 車 接 続 口

【
凡

例
】

蓄
電
池

配
線
用

遮
断

器

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー

ロ
ッ
ク

設
計
基

準
対

象
施

設
か

ら
追
加

し
た

箇
所

Ａ
－
1
15
V
系

蓄
電

池
 

に
よ
る
受

電
電
路

 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池

 

に
よ

る
受

電
電

路
 

Ａ
，
Ｂ

－
原

子
炉

中
性

子
計

装
用
蓄

電
池

 

に
よ
る

受
電

電
路
 

2
3
0V

系
蓄
電
池

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ

）

に
よ
る
受

電
電
路

 

第
1
.
1
4
－

6
1
図

 
非

常
用
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
概
要
図
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手
順
の

項
目

移
動

，
不

要
負

荷
の

切
離

し

要
員

(
数
)

1
20

必
要
な

要
員

と
作

業
項

目

経
過
時

間
（

分
）

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２
非
常

用
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

給
電

1
60

1
80

2
0
0

22
0

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

1
4
0

１
時
間

40
分

Ａ
－
11

5V
系

蓄
電

池
に

よ
る

不
要

負
荷

の
切

り
離

し

第
1
.
1
4
－

6
2
図

 
非

常
用
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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（
１

）
代

替
電

源
（

交
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系

及

び
Ｍ
／

Ｃ
Ｄ

系
受
電

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発

電
機

又
は

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

号
炉
間

電
力
融

通
ケ
ー

ブ
ル
（

１
号
炉

）
を
使

用

し
た

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又
は

Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車
（

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

建
物
（

緊
急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急
用

メ
タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ
グ

盤
に
接

続
）
に

よ
る

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系

又
は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系
受

電

※
１

高
圧
発

電
機
車

（
ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建
物

（
緊

急
用

メ
タ
ク

ラ
）
の

緊
急
用

メ
タ
ク

ラ
接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接
続

）
に
よ

る
Ｓ
Ａ

ロ
ー
ド

セ
ン
タ

及
び
Ｓ

Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ
受
電

※
１

高
圧

発
電

機
車
（

原
子
炉

建
物
西

側
の
高

圧
発
電

機
車

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱

に
接
続

）
に
よ

る
Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又
は

Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系

受
電
の

場
合

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側
の

高
圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）
に

よ
る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ
系

又
は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系
受

電
の
場

合

高
圧
炉

心
ス
プ

レ
イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機
を

使

用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系

又
は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系
受

電

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側
の

高
圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）
に

よ
る
Ｓ

Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー

ル
セ
ン

タ

受
電

高
圧

発
電

機
車
（

原
子
炉

建
物
南

側
の
高

圧
発
電

機
車

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱

に
接
続

）
に
よ

る
Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

外
部

電
源

喪
失
及

び

非
常

用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
故
障

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

使
用

可
能

Ｍ
／
Ｃ

受
電

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及
び

Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受
電

非
常

用
所

内
電
気

設
備

使
用
可

能

１
号

炉
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

か
ら

の
給
電

（
電

力
融

通
）

可
能

原
子

炉
建

物
西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

使
用
可

能

原
子
炉

建
物
南

側
の

高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
使
用

可
能

高
圧

炉
心

ス
プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
使

用
可

能

非
常
用

所
内
電

気
設
備

使
用

可
能

非
常

用
所

内
電
気

設
備

使
用

可
能

非
常

用
所

内
電
気

設
備

使
用
可

能

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o

凡
例

：
プ
ラ

ン
ト
状

態

：
操
作

，
確
認

：
判
断

：
重
大

事
故
等

対
処
設

備

※
１

故
意

に
よ

る
大
型

航
空
機

の
衝
突

そ
の
他

テ
ロ

リ
ズ

ム
に
よ

る
影
響

が
あ
る

場
合

第
1
.
1
4
－

6
3
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
（
１
／

２
）
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第
1
.
1
4
－

6
3
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
（
２
／

２
）

（
２

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

（
３

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

　
　

　
（

直
流

電
源

Ａ
系

喪
失

時
）

　
　

　
（

直
流

電
源

Ｂ
系

喪
失

時
）

外
部
電
源
喪

失
及
び

非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機

故
障

Ａ
－
11
5
V系

蓄
電
池

に
よ
る
給
電

代
替
交

流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

Ａ
－

11
5
V系

充
電
器

に
よ
る

Ａ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電

交
流
電
源
復

旧

全
交

流
動
力
電
源
喪

失

2
4時

間
以
上
継

続

の
恐
れ
あ
り

常
設

直
流
電
源
喪
失

時
の

Ａ
－

11
5
V系

直
流
盤

受
電

Y
es

N
o

外
部
電
源
喪
失

及
び

非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
故

障

Ｂ
－
11
5
V系

蓄
電
池

に
よ

る
給
電

全
交
流
動
力
電

源
喪
失
後
，

８
時
間
以
内

に
代
替
交
流
電

源

設
備
に
よ
る
給

電
可
能

N
o

Ｂ
１
－
11
5V
系
蓄

電
池
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ

る
給
電

全
交
流
動
力
電

源
喪
失
後
，

2
4時

間
以
内

に
代
替
交
流
電

源

設
備
に
よ
る
給

電
可
能

N
o

可
搬
型

直
流
電
源
設
備

使
用
可

能

可
搬
型
直
流
電

源
設
備

に
よ
る
給
電

直
流
給
電
車

に
よ
る
給
電

代
替
交
流
電
源

設
備

に
よ

る
給
電

N
o

Y
es

Y
es

Y
es

交
流
電
源
復

旧

Ｂ
－
11
5
V系

充
電
器
に
よ
る

Ｂ
－

11
5
V系

直
流
盤

受
電

凡
例

：
プ

ラ
ン
ト
状
態

：
操

作
，
確
認

：
判

断

：
重

大
事
故
等
対
処

設
備
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添付資料 1.14.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８） 

技術的能力審査基準（1.14）
番

号
設置許可基準規則（五十七条） 技術基準規則（七十二条） 

番

号 

【本文】 

発電用原子炉設置者におい

て、電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損

傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中におけ

る発電用原子炉内の燃料体

（以下「運転停止中原子炉内

燃料体」という。）の著しい

損傷を防止するために必要

な電力を確保するために必

要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される

方針が適切に示されている

こと。 

①

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準

事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷、原

子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な電力を確保

するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十

三条第二項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定

により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源

が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著

しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するための常設の

直流電源設備を設けなければなら

ない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準事

故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合にお

いて炉心の著しい損傷、原子炉格納

容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中における発

電用原子炉内の燃料体（以下「運転

停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な

電力を確保するために必要な設備を

施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第四十五

条第一項の規定により設置される非

常用電源設備及び前項の規定により

設置される電源設備のほか、設計基

準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷、原子炉

格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止するた

めの常設の直流電源設備を施設しな

ければならない。 

⑤ 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために

必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。

（１）炉心の著しい損傷等を

防止するために必要な電力

の確保 

－

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力

を確保するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力を

確保するために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

－ 

ａ）電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場

合において、代替電源によ

り、炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する

ために必要な手順等を整備

すること。 

②

ａ）代替電源設備を設けること。

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車

及びバッテリ等）を配備すること。

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及

びバッテリ等）を配備すること。 

⑥ 

ⅱ）常設代替電源設備として交流

電源設備を設置すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電

源設備を設置すること。 
⑦ 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対し

て、独立性を有し、位置的分散を

図ること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。 
⑧ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８） 

技術的能力審査基準（1.14）
番

号
設置許可基準規則（五十七条） 技術基準規則（七十二条） 

番

号 

ｂ）所内直流電源設備から給

電されている２４時間内に、

十分な余裕を持って可搬型

代替交流電源設備を繋ぎ込

み、給電が開始できること。

③

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備

は、負荷切り離しを行わずに 8時

間、電気の供給が可能であること。

ただし、「負荷切り離しを行わず

に」には、原子炉制御室又は隣接

する電気室等において簡易な操作

で負荷の切り離しを行う場合を含

まない。その後、必要な負荷以外

を切り離して残り 16 時間の合計

24時間にわたり、電気の供給を行

うことが可能であること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、

負荷切り離しを行わずに 8時間、電

気の供給が可能であること。ただし、

「負荷切り離しを行わずに」には、

原子炉制御室又は隣接する電気室等

において簡易な操作で負荷の切り離

しを行う場合を含まない。その後、

必要な負荷以外を切り離して残り

16 時間の合計 24 時間にわたり、電

気の供給を行うことが可能であるこ

と。 

⑨ 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等

の対応に必要な設備に電気（直流）

の供給を行うことが可能である可

搬型直流電源設備を整備するこ

と。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の

対応に必要な設備に電気（直流）の

供給を行うことが可能である可搬型

直流電源設備を整備すること。 

⑩ 

ｃ）複数号機設置されている

工場等では、号機間の電力融

通を行えるようにしておく

こと。また、敷設したケーブ

ル等が利用できない状況に

備え、予備のケーブル等を用

意すること。 

－

ｄ）複数号機設置されている工場

等では、号機間の電力融通を行え

るようにあらかじめケーブル等を

敷設し、手動で接続できること。

ｄ）複数号機設置されている工場等

では、号機間の電力融通を行えるよ

うにあらかじめケーブル等を敷設

し、手動で接続できること。 － 

ｄ）所内電気設備（モーター

コントロールセンター

(MCC)、パワーセンター(P/C)

及び金属閉鎖配電盤(メタク

ラ)(MC)等）は、共通要因で

機能を失うことなく、少なく

とも一系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図る

こと。 

④

ｅ）所内電気設備（モーターコン

トロールセンター(MCC)、パワーセ

ンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤

(メタクラ)(MC)等）は、代替所内

電気設備を設けることなどにより

共通要因で機能を失うことなく、

少なくとも一系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図ること。

ｅ）所内電気設備（モーターコント

ロールセンター(MCC)、パワーセンタ

ー(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタク

ラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を

設けることなどにより共通要因で機

能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確

保を図ること。 

⑪ 

２ 第２項に規定する「常設の直流

電源設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備とす

る。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、

負荷切り離し（原子炉制御室又は

隣接する電気室等において簡易な

操作で負荷の切り離しを行う場合

を含まない。）を行わずに 8 時間、

その後、必要な負荷以外を切り離

して残り16 時間の合計24 時間に

わたり、重大事故等の対応に必要

な設備に電気の供給を行うことが

可能であるもう１系統の特に高い

信頼性を有する所内常設直流電源

設備（3 系統目）を整備すること。

２ 第２項に規定する「常設の直流電

源設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、

負荷切り離し（原子炉制御室又は隣

接する電気室等において簡易な操作

で負荷の切り離しを行う場合を含ま

ない。）を行わずに 8 時間、その後、

必要な負荷以外を切り離して残り

16 時間の合計 24 時間にわたり、重

大事故等の対応に必要な設備に電気

の供給を行うことが可能であるもう

１系統の特に高い信頼性を有する所

内常設直流電源設備（3 系統目）を

整備すること。 

－ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設

解釈

対応

番号

機能 機器名称 
常設

可搬

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

非常用ディーゼル発電機 既設

① 

⑤ 
－ － － － － － 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 既設

非常用ディーゼル発電機 

燃料デイタンク 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料デイタンク 
既設

非常用ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 
既設

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 
既設

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 
既設

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク 
既設

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ 
既設

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送系配管・弁 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料移送系配管・弁 
既設

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

Ａ－115V 系蓄電池 既設

① 

⑤ 
－ － － － － － 

Ｂ－115V 系蓄電池 既設

高圧炉心スプレイ系蓄電池 既設

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 既設

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 既設

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 新設

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 新設

Ａ－115V 系充電器 既設

Ｂ－115V 系充電器 既設

高圧炉心スプレイ系充電器 既設

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 既設

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 既設

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 新設

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設

解釈

対応

番号

機能 機器名称 
常設

可搬

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

ガスタービン発電機 新設

① 

② 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

ガスタービン発電機用サービスタンク 新設

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 新設

ガスタービン発電機用燃料移送系 

配管・弁 
新設

ガスタービン発電機～ 

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
新設

ガスタービン発電機～ 

ＳＡロードセンタ電路 
新設

ガスタービン発電機～ＳＡロードセン

タ～ＳＡ１コントロールセンタ電路 
新設

ガスタービン発電機～ＳＡロードセン

タ～ＳＡ２コントロールセンタ電路 
新設

ガスタービン発電機～高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
新設

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路
新設

ガスタービン発電機～高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
新設

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路
新設

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設

－ － － － 

号
炉
間
電
力
融
通
電
気
設
備

に
よ
る
給
電

号炉間電力融通ケーブル 

（１号炉） 
常設

１時間 

35 分 
３名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

号炉間電力融通ケーブル 

（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～

非常用高圧母線Ｃ系電路 

常設

号炉間電力融通ケーブル 

（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～

非常用高圧母線Ｄ系電路 

常設

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
給
電

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機 
常設

１時間 

15 分 
３名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料デイタンク 
常設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機～非常用高圧母線ＨＰＣ

Ｓ系～常用高圧母線Ａ系～非常

用高圧母線Ｃ系電路 

常設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機～非常用高圧母線ＨＰＣ

Ｓ系～常用高圧母線Ａ系～常用

高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線

Ｄ系電路 

常設

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高

圧炉心スプレイ補機海水系を含

む。） 

常設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク 
常設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料移送ポンプ 
常設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料移送系配管・弁 
常設

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／８） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設

解釈

対応

番号

機能 機器名称 
常設

可搬

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

高圧発電機車 新設

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

－ － － － － 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

新設

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

新設

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続 

プラグ盤電路 
新設

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高

圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
新設

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

新設

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

新設

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

新設

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ドレン弁 
新設

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設

ホース 新設

タンクローリ 新設

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

Ｂ－115V 系蓄電池 既設

① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 新設

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 新設

Ｂ－115V 系充電器 既設

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 新設

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設

解釈

対応

番号

機能 機器名称 
常設

可搬

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

ＳＡ用 115V 系蓄電池 新設 ① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － ＳＡ用 115V 系充電器 新設

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流

母線電路 
新設

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

高圧発電機車 新設

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

高圧発電機車 可搬

３時間 

25 分 ５名 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 直流給電車 115V 可搬

ＳＡ用 115V 系充電器 新設 直流給電車 230V 可搬

230V 系充電器（常用） 新設

高圧発電機車～直流給電車～

直流給電車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）電路 

可搬

高圧発電機車～高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
新設

直流給電車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）～直流母線

電路 

常設

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（原子炉建物西側）～直流母線電路 
新設

高圧発電機車～直流給電車～

直流給電車接続プラグ収納箱

（廃棄物処理建物南側）電路 

可搬

高圧発電機車～高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
新設

直流給電車接続プラグ収納箱

（廃棄物処理建物南側）～直流

母線電路 

常設

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（原子炉建物南側）～直流母線電路 
新設

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 
常設

－ － 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続

プラグ盤電路 
新設

ガスタービン発電機用 

軽油タンクドレン弁 
常設

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ 

直流母線電路 
新設

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
常設

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設
高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ドレン弁 
新設 ホース 可搬

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 タンクローリ 可搬

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機燃料貯蔵タンク 
既設

－ － － － － ホース 新設

タンクローリ 新設

－ － － － 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を

使
用
し
た
直
流
電
源
確
保

号炉間連絡ケーブル（１号炉） 常設 55 分 ２名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８） 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設

解釈

対応

番号

機能 機器名称 
常設

可搬

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電

緊急用メタクラ 新設

① 

④ 

⑤ 

⑪ 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
使
用
の
場
合
）

緊急用メタクラ 常設

－ － 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

メタクラ切替盤 新設 メタクラ切替盤 常設

緊急用メタクラ接続プラグ盤 新設
緊急用メタクラ接続プラグ

盤 
常設

高圧発電機車接続プラグ収納箱 新設
高圧発電機車接続プラグ収

納箱 
常設

ＳＡロードセンタ 新設 ＳＡロードセンタ 常設

ＳＡ１コントロールセンタ 新設 ＳＡ１コントロールセンタ 常設

ＳＡ２コントロールセンタ 新設
非常用コントロールセンタ

切替盤 
常設

充電器電源切替盤 新設 重大事故操作盤 常設

ＳＡ電源切替盤 新設 非常用高圧母線Ｃ系 常設

重大事故操作盤 新設 非常用高圧母線Ｄ系 常設

非常用高圧母線Ｃ系 既設

－ － － － － 

非常用高圧母線Ｄ系 既設

燃
料
補
給
設
備
に
よ
る
給
油

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設

① 

② 

⑤ 

－ － － － － － 

ガスタービン発電機用軽油タンクド

レン弁 
新設

非常用ディーゼル燃料発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機燃料貯蔵タンク 
既設

ホース 新設

タンクローリ 新設

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８）

技術的能力審査基準(1.14) 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容

器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中におけ

る発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」

という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著

しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手

順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

― 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合におい

て、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な

手順等を整備すること。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄

電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備

及び燃料補給設備を設置又は配備し，非常用所内電気設備及び代

替所内電気設備に給電するために必要な手順等を整備する。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な

余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始で

きること。 

可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備を設置又は配備

し，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び充電器（Ｂ

１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器

（常用））を組み合わせた可搬型直流電源設備により直流設備へ給

電するために必要な手順等を整備する。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行

えるようにしておくこと。また、敷設したケ－ブル等が利用でき

ない状況に備え、予備のケ－ブル等を用意すること。 

― 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワー

センター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要

因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人

の接近性の確保を図ること。 

非常用所内電気設備と共通要因で同時に機能を喪失することな

く，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設

計とした代替所内電気設備を設置し，発電用原子炉の冷却，原子

炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する

ために必要な手順等を整備する。 
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添付資料 1.14.2(1)

重大事故対策の成立性 

(1) ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ａ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

(a) 操作概要 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系へ給電できない

場合において，中央制御室操作によりガスタービン発電機を起動後，現場

でのＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，

最長時間を要するＭ／Ｃ Ｄ系受電操作に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：40 分以内（所要時間目安※１:25 分） 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電操作に必要な時間は，30 分以

内と想定する。 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：想定時間 10

分，所要時間目安４分 

・ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：所要時間目

安４分 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 18 分 

・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分 
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●Ｍ／Ｃ Ｃ系準備：想定時間 25 分，所要時間目安 18 分 

・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 35 分，所要時間目安 24 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ａ－計装電

気室）  

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装

電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ－計装電

気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安７分（電路構成：原子炉建物

付属棟 ２階） 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分（受電操作：原子炉建物

付属棟 ２階） 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 14 分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ２階） 

・電路構成：所要時間目安 13 分 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分（受電操作：原子炉建物

付属棟 ２階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ
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リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ｂ．ガスタービン発電機の現場操作による起動 

(a) 操作概要

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系へ給電できない

場合において，現場操作によりガスタービン発電機を起動後，現場でのＭ

／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

(b) 作業場所

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域）

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域）

(c) 必要要員数及び想定時間

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，

最長時間を要するＭ／Ｃ Ｃ系受電操作に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員２名） 

想定時間  ：１時間 10 分以内（所要時間目安※１:42 分） 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電操作に必要な時間は，１時間

５分以内と想定する。 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 18 分

・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分

●Ｍ／Ｃ Ｃ系準備：想定時間 25 分，所要時間目安 18 分

・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分
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【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 35 分，所要時間目安 24 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ａ－計装電

気室）  

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装

電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ－計装電

気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安７分（電路構成：原子炉建物

付属棟 ２階） 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 14 分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ２階） 

・電路構成：所要時間目安 13 分 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安２分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分（受電操作：原子炉建物

付属棟 ２階） 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安２分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分（受電操作：原子炉建物

付属棟 ２階） 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：想定時

間 50 分，所要時間目安 30 分 

・移動：所要時間目安 26 分（移動経路：緊急時対策所からガスター

ビン発電機建物） 

・ガスタービン発電機起動準備：所要時間目安２分 

・ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：所要時間目

安２分 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを
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配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通

信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な

設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

遮断器操作
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添付資料 1.14.2(2)

(2) 号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(a) 操作概要 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機及びガスタービン発電機により給電ができない場合において，健全号

炉（１号炉）の非常用ディーゼル発電機により号炉間電力融通ケーブルを

介してＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電する。 

(b) 作業場所 

「当該号炉」 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

タービン建物 ２階（非管理区域）（常用電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

「他号炉」 

タービン建物 １階（非管理区域） 

タービン建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 １階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電のうち，最長時間を要するＭ／Ｃ Ｄ系の遮断器操作及びインタ

ーロック処置に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間   ：１時間 35 分以内（所要時間目安※１：１時間７分） 

     ※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系（又はＭ／Ｃ Ｄ系）受電準備：想定時間 40 分，所要

時間目安 27 分 

・負荷抑制操作：所要時間目安 27 分 

●インターロック処置：想定時間 15 分，所要時間目安８分 

・インターロック処置：所要時間目安８分 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 
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【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，受電準備：想定時間 50 分，所要時間目安 39 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装

電気室） 

・受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・受電準備：所要時間目安４分（電路構成：原子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

タービン建物 ２階） 

・受電準備：所要時間目安 16 分（電路構成：タービン建物 ２階） 

●移動，インターロック処置：想定時間 40 分，所要時間目安 27 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：タービン建物 ２階から１号

炉タービン建物 ２階） 

・インターロック処置：所要時間目安５分（インターロック処置：１

号炉タービン建物 ２階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：１号炉タービン建物 ２階か

ら制御室建物 １階） 

・インターロック処置：所要時間目安５分（インターロック処置：制

御室建物 １階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：制御室建物 １階から補助盤

室） 

・インターロック処置：所要時間目安８分（補助盤室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 補助盤室操作，Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ
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リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性 ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性 ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 

インターロック解除処置
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添付資料 1.14.2(3)

(3) 高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ａ．Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電前準備 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の際，受電前準

備として電路構成及び負荷抑制を実施する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 地下１階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，最長時

間を要するＭ／Ｃ Ｄ系の電路構成及び負荷抑制操作に必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間以内（所要時間目安※１：33 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 16 分 

・負荷抑制操作，電路構成：16 分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ受電準備：想定時間１時間，所要時間目安 33 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装

電気室）

・Ｄ系受電準備：所要時間目安３分（電路構成：廃棄物処理建物 地

下中１階）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建

物付属棟 ２階）
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・Ｄ系受電準備：所要時間目安 13 分（電路構成：原子炉建物付属棟 

２階）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

原子炉建物付属棟 地下１階）

・Ｄ系受電準備：所要時間目安１分（負荷抑制操作：原子炉建物付属

棟 地下 1階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と
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なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ｂ．高圧発電機車のケーブル敷設及び高圧発電機車（ガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電（故意による大型航空機の衝突その他テロリズ

ムによる影響がある場合） 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の際，高圧発電

機車からガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接

続プラグ盤の接続箇所に高圧発電機車のケーブルを敷設及び接続後，遮断

器操作及び高圧発電機車を起動し，Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ給電

する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 地下１階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

屋外（ガスタービン発電機建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の

うち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機

車のケーブル敷設及び接続作業，遮断器操作及び高圧発電機車起動操作並

びにＭ／Ｃ Ｄ系への給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間  ：４時間 40 分以内（所要時間目安※１：３時間 27 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳   

【中央制御室運転員】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｄ系受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分（Ｄ系受電確認：原子炉建物付属棟 地

下 1階） 
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【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管

エリア） 

●車両健全性確認（高圧発電機車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（高圧発電機車）：所要時間目安 10 分（車両健全性

確認（高圧発電機車）：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安 47 分 

・高圧発電機車配置：所要時間目安 47 分（移動経路：第４保管エリ

アからガスタービン発電機建物近傍） 

●高圧発電機車準備：想定時間２時間５分，所要時間目安１時間 38 分 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続：所要時間目安１時間 13

分 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤へのケーブル接続：所要時間目安 25

分（ケーブル接続作業：ガスタービン発電機建物近傍） 

●移動，遮断器操作：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍

からガスタービン発電機建物 ３階） 

・遮断器操作：所要時間目安５分（遮断器操作：ガスタービン発電機

建物 ３階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物 ３

階からガスタービン発電機建物近傍） 

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：ガスタービン発電機建物

近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時

においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備して
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いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

ることから接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボ

タン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能である。 

遮断器操作 高圧発電機車での作業

接続作業
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ｃ．高圧発電機車のケーブル敷設及び高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ

収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の際，高圧発電

機車から原子炉建物の高圧発電機車接続プラグ収納箱の接続箇所に高圧

発電機車のケーブルを敷設及び接続後，メタクラ切替盤の切替作業及び高

圧発電機車を起動し，Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ給電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

屋外（原子炉建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，最長時間を要する第１保管エリアの可

搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，メタクラ切

替盤の切替作業及び高圧発電機車起動操作並びにＭ／Ｃ Ｄ系への給電

操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間   ：４時間 35 分以内（所要時間目安※１：３時間 22 分） 

     ※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳  

【中央制御室運転員】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【緊急時対策要員３名】 

●車両健全性確認（高圧発電機車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（高圧発電機車）：所要時間目安 10 分（車両健全性

確認（高圧発電機車）：第１保管エリア） 
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●高圧発電機車配置：想定時間１時間 30 分，所要時間目安１時間 14

分 

・移動：所要時間目安１時間 14 分（移動経路：第１保管エリアから

原子炉建物近傍） 

●高圧発電機車準備：想定時間１時間 55 分，所要時間目安１時間 23

分 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間目安１時間 13 分 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱接続作業：所要時間目安 10 分 

●移動，メタクラ切替盤作業：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物近傍から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・メタクラ切替盤作業：所要時間目安 20 分（メタクラ切替盤操作，

絶縁抵抗測定：原子炉建物付属棟 ２階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

原子炉建物近傍） 

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：原子炉建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時

においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し
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ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

ることから接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボ

タン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ及びボルトリンク接続であり操作性に支障

はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），所内通信連絡設備（警報装置を含む。），

電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本

部との連絡が可能である。 

ボルトリンク接続作業 高圧発電機車での作業

接続口作業
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添付資料 1.14.2(4)

(4) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

ａ．不要直流負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ）への切替え 

(a) 操作概要 

全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V 系直流盤の

不要直流負荷の切離しを実施する。その後，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－

115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電に切替えを実施する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ｂ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電池から

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電切替えに必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：30 分以内（所要時間目安※１：25 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●原子炉隔離時冷却系停止操作：想定時間 10 分，所要時間目安１分 

・原子炉隔離時冷却系停止操作：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，不要負荷の切離し：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室） 

・不要負荷切離し：所要時間目安３分（不要負荷切離し：補助盤室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：補助盤室からＢ－計装電気室，

充電器室） 

・不要負荷切離し：所要時間目安 14 分（不要負荷切離し：Ｂ－計装

電気室） 

●受電切替：想定時間５分，所要時間目安４分 

・受電切替操作及び受電確認：所要時間目安４分（受電切替操作及び

受電確認：Ｂ－計装電気室，充電器室） 
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(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備し

ている。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリア

に配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行

している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，

ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可

能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあるこ

とから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及

び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，

中央制御室との連絡が可能である。 

電源切替操作
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ｂ．Ａ－115V 系充電器盤受電 

(a) 操作概要 

Ａ－115V 系充電器盤受電の際，Ａ－中央制御室排風機を系統構成実施後

に起動し，Ａ－計装コントロールセンタのＡ－115V 系充電器盤用遮断器を

「入」操作し，Ａ－115V 系充電器盤を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ａ－115V 系充電器盤受電のうち，Ａ－計装コントロールセンタのＡ－

115V 系充電器盤用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間 20 分以内（所要時間目安※１：42 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建

物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階からＡ

－計装電気室） 

・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電確認：Ａ－計

装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 
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作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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受電確認遮断器操作
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ｃ．Ｂ－115V 系充電器盤受電 

(a) 操作概要 

Ｂ－115V 系充電器盤受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構成実施後

に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ－115V 系充電器盤用遮断器を

「入」操作し，Ｂ－115V 系充電器盤を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ｂ－115V 系充電器盤受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ－ 

115V 系充電器盤用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間 20 分以内（所要時間目安※１：43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建

物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●Ｂ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階からＢ

－計装電気室） 

・Ｂ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電確認：Ｂ－計

装電気室） 

(d) 操作の成立性について 
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ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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受電確認遮断器操作
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ｄ．Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電 

(a) 操作概要 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統

構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ１－115V 系充電器

盤（ＳＡ）用遮断器を「入」操作し，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）を受

電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電のうち，Ｂ－計装コントロールセン

タのＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）用遮断器操作に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間 20 分以内（所要時間目安※１：43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建

物２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電：想定時間 20 分，所要時間目安

７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階からＢ

－計装電気室，充電器室） 

・Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間目安２分（受電確
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認：Ｂ－計装電気室，充電器室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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受電確認
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ｅ．ＳＡ用 115V 系充電器盤受電 

(a) 操作概要 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構成実

施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタのＳＡ用 115V 系充電器盤用

遮断器を「入」操作し，ＳＡ用 115V 系充電器盤を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタのＳ

Ａ用 115V 系充電器盤用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間 20 分以内（所要時間目安※１：43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建

物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階から充

電器室） 

・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電確認：充電

器室） 
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(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ｆ．230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電 

(a) 操作概要 

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構

成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタの 230V 系充電器盤（Ｒ

ＣＩＣ）用遮断器を「入」操作し，230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電す

る。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタ

の 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）用遮断器操作に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間 20 分以内（所要時間目安※１：43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建

物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：想定時間 20 分，所要時間目安７

分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階からＢ

－計装電気室） 

・230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間目安２分（受電確認：

Ｂ－計装電気室） 
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(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ｇ．中央制御室監視計器の復旧Ｃ系及びＤ系 

(a) 操作概要 

中央制御室監視計器復旧の際，現場にて中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ

系の受電操作を実施し，監視計器電源を復旧する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

中央制御室監視計器の復旧のうち，中央制御室監視計器用遮断器操作に

必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：40 分以内（所要時間目安※１：11 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●中央制御室監視計器Ｃ系復旧確認：想定時間 20 分，所要時間目安１

分 

・監視計器Ｃ系受電確認：所要時間目安１分 

●中央制御室監視計器Ｄ系復旧確認：想定時間 20 分，所要時間目安１

分 

・監視計器Ｄ系受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ｃ／Ｃ Ｃ系受電操作（又はＣ／Ｃ Ｃ系受電確認）：想定時間 20

分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・監視計器Ｃ系受電：所要時間目安３分（受電確認：Ａ－計装電気室）

●Ｃ／Ｃ Ｄ系受電操作（又はＣ／Ｃ Ｄ系受電確認）：想定時間 20

分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装

電気室） 

・監視計器Ｄ系受電：所要時間目安３分（受電確認：Ｂ－計装電気室） 
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(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。

受電操作
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添付資料 1.14.2(5) 

(5) 可搬型直流電源設備による給電 

ａ．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタ

クラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

による影響がある場合）による給電 

(a) 操作概要 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充

電器盤（常用）の受電前準備のため，高圧発電機車（ガスタービン発電機

建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によりＳ

Ａコントロールセンタを受電する。 

(b) 作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

屋外（ガスタービン発電機建物近傍） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤に接続）による給電のうち，最長時間を要する第４保

管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車起動操作に必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

必要要員数：４名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：２時間 50 分以内（所要時間目安※１：１時間 57 分） 

     ※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要

時間目安３分 

・緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：所要時間目安３分 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管
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エリア） 

●車両健全性確認（高圧発電機車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（高圧発電機車）：所要時間目安 10 分（車両健全性

確認（高圧発電機車）：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間５分，所要時間目安 55 分 

・移動：所要時間目安８分（移動経路：第４保管エリアからガスター

ビン発電機建物近傍） 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設及び接続：所要時間目安 47 分（ガ

スタービン発電機建物近傍） 

●移動，遮断器操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍

からガスタービン発電機建物 ３階） 

・遮断器操作：所要時間目安５分（ガスタービン発電機建物 ３階） 

●高圧発電機車による送電：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物 ３

階からガスタービン発電機建物近傍） 

・高圧発電機車の送電操作：所要時間目安５分（ガスタービン発電機

建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時

においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事
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故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

ることから接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボ

タン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能である。 

高圧発電機車での作業接続口作業
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ｂ．高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電 

(a) 操作概要 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充

電器盤（常用）の受電前準備のため，高圧発電機車（高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続）によりＳＡコントロールセンタを受電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

屋外（原子炉建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電のう

ち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車

起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：４名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：２時間 40 分以内（所要時間目安※１：１時間 51 分） 

  ※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要

時間目安３分 

・緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：所要時間目安３分 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管

エリア） 

●車両健全性確認（高圧発電機車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（高圧発電機車）：所要時間目安 10 分（車両健全性

確認（高圧発電機車）：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置，高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収

納箱の検電，接続作業：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分 
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・移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保管エリアから原子炉建

物近傍） 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収納箱の検電及び接

続：所要時間目安 32 分（高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続

プラグ収納箱の検電及び接続：原子炉建物近傍） 

●移動，メタクラ切替盤操作：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物近傍から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・メタクラ切替盤操作：所要時間目安 20 分（メタクラ切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ２階） 

●移動，高圧発電機車による送電：想定時間 30 分，所要時間目安 10

分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

原子炉建物近傍） 

・高圧発電機車の送電操作：所要時間目安５分（送電操作：原子炉建

物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時

においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい
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ることから接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボ

タン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ及びボルトリンク接続であり操作性に支障

はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能である。 

ボルトリンク接続作業

高圧発電機車での作業

接続口作業
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ｃ．Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から蓄電池室換気設備及び充電器盤（Ｂ１

－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤

（常用））への給電 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によりＳＡコントロールセンタ受電後，仮設ケーブルを敷

設及び接続して蓄電池室換気設備を起動し，蓄電池充電時の水素ガスの滞

留を防止する。また，蓄電池室の換気を実施した後，充電器盤（Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））

の受電操作を行う。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用

115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））受電のうち，最長時間を要

する高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤に接続）による給電の仮設ケーブル接続前準備，仮

設ケーブル敷設，充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））受電操作及び蓄電池室換気設備

起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対

策要員３名） 

想定時間 ：３時間以内（所要時間目安※１：１時間 41 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●排風機運転：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・排風機運転：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備：想定時間１時間

10 分，所要時間目安 43 分 
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・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟 ２階） 

・中央制御室排風機ケーブル接続準備：所要時間目安１分（接続準備：

原子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（排風機起動準備：

廃棄物処理建物 ２階） 

●移動，排風機電源復旧：想定時間 20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階から原

子炉建物付属棟 ３階） 

・中央制御室排風機電源復旧：所要時間目安１分（中央制御室排風機

電源復旧：原子炉建物付属棟 ３階） 

●移動，充電器盤への給電，受電操作：想定時間 50 分，所要時間目安

20 分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟 ３階から

充電器室） 

・Ｂ１－115V 充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間目安３分（電源切替

操作及び受電確認：充電器室） 

・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：所要時間目安３分（電源切替操作及

び受電確認：充電器室） 

・230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間目安８分（電源切替

操作及び受電確認：充電器室） 

【緊急時対策要員３名】 

●移動，仮設ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 40 分，所要時間目

安１時間 12 分 

・移動：所要時間目安 26 分（移動経路：ガスタービン発電機建物近

傍から原子炉建物付属棟 ３階） 

・仮設ケーブル敷設，接続：所要時間目安 46 分（原子炉建物付属棟

２階及び３階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 
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ⅱ Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），所内通信連絡設備（警報装置を含む。），

電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本

部との連絡が可能である。 

遮断器操作
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添付資料 1.14.2(6)

(6) 直流給電車による直流盤への給電 

ａ．直流給電車による直流盤への給電前準備 

(a) 操作概要 

直流給電車により直流盤へ給電する際，給電前準備を実施する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

直流給電車による給電のうち，最長時間を要する原子炉建物南側の直流

給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電前準備に必要な要

員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（現場運転員２名） 

想定時間   ：15 分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，遮断器操作：想定時間 15 分，所用時間目安８分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：中央制御室からＢ－計装電気

室） 

・Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）受電準備：所要時間目安２分（受電準

備：Ｂ－計装電気室） 

・230V 系直流盤（常用）受電準備：所要時間目安３分（受電準備：

Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 
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連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

遮断器操作
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ｂ．直流給電車及び高圧発電機車のケーブル敷設及び直流給電車接続プラグ収

納箱に接続による直流盤への給電 

(a) 操作概要 

直流給電車により直流盤を受電する際，直流給電車及び高圧発電機車の

ケーブルを敷設，接続後，直流給電車及び高圧発電機車を起動し，直流盤

に給電を実施する。 

(b) 作業場所 

屋外（原子炉建物近傍又は廃棄物処理建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

直流給電車による直流盤への給電のうち，準備，直流給電車及び高圧発

電機車起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。なお，原子炉

建物近傍及び廃棄物処理建物近傍で想定時間は同様である。 

必要要員数 ：３名（緊急時対策要員３名） 

想定時間  ：４時間以内（所要時間目安※１：３時間７分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員３名】 

●車両健全性確認（高圧発電機車，直流給電車）：想定時間 10 分，所要

時間目安 10 分 

・車両健全性確認高圧発電機車，直流給電車：所要時間目安 10 分（第

１保管エリア） 

●高圧発電機車，直流給電車配置：想定時間１時間 35 分，所要時間目

安１時間 19 分 

・所要時間目安：１時間 19 分（移動経路：第１保管エリアから原子

炉建物又は廃棄物処理建物近傍） 

●車両準備，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 35 分，所要時間目

安１時間 15 分 

・車両準備，ケーブル敷設，接続：所要時間目安１時間 15 分（原子

炉建物又は廃棄物処理建物近傍） 

●直流給電車による給電：想定時間 40 分，所要時間目安 23 分 

・高圧発電機車の起動，送電：所要時間目安５分 

・直流給電車の送電操作，送電：所要時間目安 18 分 
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(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。放射性物質が放

出される可能性があることから，操作は防護具（全面

マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。また，アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  ：直流給電車及び高圧発電機車の起動は，現場操作パネ

ルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連

絡が可能である。 

高圧発電機車での作業

直流給電車での作業

接続口作業
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添付資料 1.14.2(7) 

(7) ＳＡ用 115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電

(a) 操作概要

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電のため，ＳＡ用 115V 系蓄

電池によるＢ－115V系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断

器の制御電源を確保する。 

(b) 作業場所

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室）

(c) 必要要員数及び想定時間

ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤への給電の切替えに必要

な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（現場運転員２名） 

想定時間 ：30分以内（所要時間目安※１：14分） 

※１ 所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｂ－115V系直流盤受電準備：想定時間 15 分，所要時間目安７

分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室）

・Ｂ－115V系直流盤受電準備：所要時間目安１分（負荷切離し：補

助盤室）

・移動：所要時間目安２分（移動経路：補助盤室からＢ－計装電気室，

充電器室） 

・Ｂ－115V系直流盤受電準備：所要時間目安２分（負荷切離し：Ｂ

－計装電気室）

●Ｂ－115V系直流盤受電操作：想定時間 15分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安１分（移動経路：Ｂ－計装電気室から充電器室） 

・受電操作：所要時間目安６分（受電操作：充電器室）

(d) 操作の成立性について

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ
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と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

電源切替操作 
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添付資料 1.14.2(8)

(8) 非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による給電 

(a) 操作概要 

全交流動力電源及び直流電源喪失後，ガスタービン発電機又は高圧発電

機車による給電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ａ－115V 系充電器盤及び 

Ａ－115V 系直流盤を受電して遮断器の制御電源を確保するが，Ｍ／Ｃ Ｃ

系受電時はＭ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が喪失していることか

ら，現場にてＡ－115V 系蓄電池の遮断器を手動で開放を行い，Ｍ／Ｃ Ｃ

系の受電遮断器を手動で投入し，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及び受電

確認を行う。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

タービン建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電のうち，Ａ－115V 系蓄

電池の遮断器「切」操作，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器「入」操作及びＡ－

115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数 ：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間  ：１時間 35 分以内（所要時間目安※１：48 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：所要時間目安１分 

●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・Ａ－中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電用遮断器「入」：想定時間 10 分，所要時間目安５分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電用遮断器「入」：所要時間目安５分（受電準備：
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原子炉建物付属棟 ２階） 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：所要時間目安１分（受電確認：原子炉建物 

２階）

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物 ２階から廃棄物

処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安４分（廃棄物処理建物 ２階からＡ－計装電気

室） 

・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電操作及び電圧

確認：Ａ－計装電気室） 

【緊急時対策要員３名】（高圧発電機車による給電の場合） 

●高圧発電機車による給電：想定時間５分，所要時間目安５分 

・高圧発電機車による給電：所要時間目安５分 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチよる操作であり，容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備
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により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能である。 

    遮断器手動投入
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ｂ．号炉間電力融通ケーブルによる給電 

(a) 操作概要 

全交流動力電源及び直流電源喪失後，号炉間電力融通ケーブルによる給

電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ａ－115V 系充電器盤及びＡ－115V 系直

流盤を受電して遮断器の制御電源を確保するが，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電時はＭ

／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が喪失していることから，現場にて 

Ａ－115V 系蓄電池の遮断器を手動で開放を行い，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断

器を手動で投入し，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認を行う。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

タービン建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電のうち，Ａ－115V 系蓄

電池の遮断器「切」操作，Ｍ／Ｃ Ｃ系の母線連絡遮断器並びにＭ／Ｃ Ａ

系の受電遮断器「入」操作，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認

に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間 ：１時間 45 分以内（所要時間目安※１：58 分） 

     ※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分 

●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・Ａ－中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ｍ／Ｃ Ａ系及びＣ系受電用遮断器「入」：想定時間 20 分，所要時間

目安 15 分 

・Ｍ／Ｃ Ａ系受電用遮断器「入」：所要時間目安５分（受電操作：

タービン建物 ２階） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：タービン建物 ２階から原子

炉建物 ２階） 
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・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電用遮断器「入」：所要時間目安５分（受電操作：

原子炉建物付属棟 ２階） 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：所要時間目安１分（原子炉建物 ２階） 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安

36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物 ２階から廃棄物

処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風

機起動準備：廃棄物処理建物 ２階） 

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安４分（廃棄物処理建物 ２階からＡ－計装電気

室） 

・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電操作及び電圧

確認：Ａ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイ

プ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドラ

イトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 

    遮断器手動投入
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添付資料 1.14.2(9)

(9) 号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

(a) 操作概要 

当該号炉で外部電源及び非常用直流電源設備の機能喪失により非常用

ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保できない場

合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉

のＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤を受電し，非常用ディーゼル

発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する。 

(b) 作業場所 

「当該号炉」 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

「他号炉」 

制御室建物 １階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流

盤受電のうち，最長時間を要するＢ－115V 系直流盤受電について，電力融

通前準備，電力融通操作及びＢ－115V 系直流盤受電操作に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（現場運転員２名） 

想定時間  ：55 分以内（所要時間目安※１：28 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，蓄電池遮断器「切」：想定時間 10 分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安３分（中央制御室からＢ－計装電気室） 

・蓄電池遮断器「切」：所要時間目安２分（受電準備：Ｂ－計装電気

室）

●受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 16 分 

・受電準備：所要時間目安６分（受電準備：Ｂ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安５分（Ｂ－計装電気室から制御室建物 １階） 

・受電準備：所要時間目安５分（受電準備：制御室建物 １階）

●融通作業：想定時間 15 分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：制御室建物 １階からＢ－計
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装電気室） 

・融通作業：所要時間目安１分（融通作業：Ｂ－計装電気室） 

●充電器受電：想定時間５分，所要時間目安１分 

・充電器受電：所要時間目安１分（受電確認：Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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遮断器操作
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添付資料 1.14.2(10)

(10) ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電 

ａ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動によるＳＡロードセンタ及び

ＳＡコントロールセンタ受電 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設

備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，中央制御室操作によりガスタービン発電

機を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電のうち，ガスタービン発電機起動，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃへの給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間   ：10 分以内（所要時間目安※１：４分） 

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と想定  

する。 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電：想定時間 10 分，所要時間目安４分 

・ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロール

センタ受電：所要時間目安４分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安

11 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：
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原子炉建物付属棟 ３階） 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７

分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ｂ．ガスタービン発電機の現場起動によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロ

ールセンタ受電 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設

備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，現場操作によりガスタービン発電機を起

動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電のうち，ガスタービン発電機起動，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃへの給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員２名） 

想定時間   ：55 分以内（所要時間目安※１：31 分） 

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，１時間 30 分以内

と想定する。 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電：想定時間５分，

所要時間目安１分 

・ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電：所要時間目安

１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安

11 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 
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●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７

分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：想定時

間 50 分，所要時間目安 30 分 

・移動：所要時間目安 26 分（移動経路：緊急時対策所からガスター

ビン発電機建物） 

・ガスタービン発電機起動準備：所要時間目安２分 

・ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：所要時間目

安２分 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通

信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備

のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡
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が可能である。 

遮断器操作
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ｃ．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタ

クラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロー

ルセンタ受電（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響

がある場合） 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設

備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）を起動し，

ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。 

(b) 作業場所 

屋外（ガスタービン発電機建物近傍） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロ

ールセンタ受電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使

用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，遮断器操作及び高圧発

電機車起動操作並びにＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作に必

要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間   ：４時間 40 分以内（所要時間目安※１：３時間 27 分） 

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と想定

する。 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要

時間目安３分 

・電路構成：所要時間目安３分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安
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11 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７

分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管

エリア） 

●車両健全性確認（高圧発電機車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（高圧発電機車）：所要時間目安 10 分（車両健全性

確認（高圧発電機車）：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安 47 分 

・高圧発電機車配置：所要時間目安 47 分（移動経路：第４保管エリ

アからガスタービン発電機建物近傍） 

●高圧発電機車準備：想定時間２時間５分，所要時間目安１時間 38 分 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間目安１時間 13 分（高

圧発電機車準備，ケーブル敷設作業：ガスタービン発電機建物近傍） 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤へのケーブル接続：所要時間目安 25

分（ケーブル接続作業：ガスタービン発電機建物近傍） 

●移動，遮断器操作：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍

からガスタービン発電機建物 ３階） 

・遮断器操作：所要時間目安５分（遮断器操作：ガスタービン発電機

建物 ３階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物 ３

階からガスタービン発電機建物近傍） 

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：ガスタービン発電機建物

近傍） 
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(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時

においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。 

電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備している

こと，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していること

から接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボ

タン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能である。 

遮断器操作 高圧発電機車での作業 接続作業
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ｄ．高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロード

センタ及びＳＡコントロールセンタ受電 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設

備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ

収納箱に接続）を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を

実施する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

屋外（原子炉建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロー

ドセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電のうち，最長時間を要する第１

保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続

作業，メタクラ切替盤の切替作業及び高圧発電機車起動操作並びにＳＡ－

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数 ：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間  ：４時間 35 分以内（所要時間目安※１：３時間 22 分） 

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と想定

する。 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要

時間目安３分 

・電路構成：所要時間目安：３分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安

11 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付
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属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７

分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟 ３階） 

【緊急時対策要員３名】 

●車両健全性確認（高圧発電機車）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（高圧発電機車）：所要時間目安 10 分（第１保管エ

リア） 

●高圧発電機車配備：想定時間１時間 30 分，所要時間目安１時間 14

分 

・高圧発電機車配備：所要時間目安１時間 14 分（移動経路：第１保

管エリアから原子炉建物近傍） 

●高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 55 分，所

要時間目安１時間 23 分  

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間目安１時間 13 分 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱接続作業：所要時間目安 10 分 

●移動，メタクラ切替盤作業：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物近傍から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・メタクラ切替盤作業：所要時間目安 20 分（原子炉建物付属棟 ２

階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

原子炉建物近傍） 

・高圧発電機車の送電：所要時間目安５分（原子炉建物近傍） 

(d) 操作の成立性について

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 
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ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時

においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備して

いる。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。 

電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備している

こと，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していること

から接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボ

タン操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信

連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備の

うち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能である。 

ボルトリンク接続作業 高圧発電機車での作業

接続口作業
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添付資料 1.14.2(11)

(11) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

(a) 操作概要 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所内電

気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の母線電圧が喪失している

状態で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系及

びＭ／Ｃ Ａ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系（又は

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ 

Ａ系及びＭ／Ｃ Ｂ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｄ

系）へ給電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 地下２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室） 

タービン建物 ２階（非管理区域）（常用電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電のうち，最長時間を要するＭ／Ｃ Ｄ系遮断器操作及びインター

ロック処置に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：１時間 20 分以内（所要時間目安※１：58 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 35 分，所要時間目安 24 分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安 24 分（負荷抑制及び電路構

成） 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分（受電操作） 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 30 分，所要時間目安 24 分 
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・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ－計装電

気室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装

電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ－計装電

気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建

物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安３分（電路構成：原子炉建物

付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

タービン建物 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構成：タービン建

物 ２階） 

●移動，インターロック処置：想定時間 45 分，所要時間目安 33 分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：タービン建物 ２階から補助

盤室） 

・インターロック処置：所要時間目安 16 分（インターロック処置：

補助盤室） 

・移動：所要目安時間９分（移動経路：補助盤室から原子炉建物付属

棟 地下２階） 

・インターロック処置：所要時間目安５分（インターロック処置：原

子炉建物付属棟 地下２階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイ

プ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドラ

イトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチよる操作であり，容易に操作可能である。 

ⅱ 補助盤室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 
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移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信

用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。 

インターロック解除処置
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添付資料 1.14.2(12)

(12) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタ

ンクローリへの補給 

ａ．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給 

(a) 操作概要 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油を補給（積

載）する。 

(b) 作業場所 

屋外（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給に必要な

要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：１時間 50 分以内（所要時間目安※１：１時間 35 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【緊急時対策要員２名】 

●移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分  

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所から第３保管

エリア） 

●車両健全性確認（タンクローリ）：想定時間 10 分，所要時間目安 10

分 

・車両健全性確認（タンクローリ）：所要時間目安 10 分（第３保管エ

リア） 

●タンクローリ配置：想定時間５分，所要時間目安３分 

・タンクローリ配置：所要時間目安３分（移動経路：第３保管エリア

からガスタービン発電機用軽油タンク近傍） 

●バルブ付アタッチメント接続：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分 

・バルブ付アタッチメント接続：所要時間目安 25 分（ガスタービン

発電機用軽油タンク近傍） 

●補給準備：想定時間９分，所要時間目安７分 

・補給準備：所要時間目安７分（ガスタービン発電機用軽油タンク近

傍） 

●補給：想定時間 16 分, 所要時間目安 16 分 

・補給：所要時間目安 16 分（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍） 
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●補給片付け：想定時間 10 分，所要時間目安６分 

・補給片付け：所要時間目安６分（ガスタービン発電機用軽油タンク

近傍） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作

は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行していることから，夜間においても接近可能

である。また，現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。 

操作性  ：複雑な操作手順はなく，タンクローリの各操作（ハッ

チ開放等）も同時並行して行える作業が主体であるた

め，操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通

信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な

設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。 

ガスタービン発電機用軽油タンク

へのホース接続 

タンクローリへの燃料ホース接続
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ｂ．ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

(a) 操作概要 

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ軽油を補給（積載）す

る。 

(b) 作業場所 

屋外（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：２時間 30 分以内（所要時間目安※１：２時間 13 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員２名】 

●移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分 

・移動：所要時間 28 分（移動経路：緊急時対策所から第３保管エ

リア） 

●車両健全性確認（タンクローリ）：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認（タンクローリ）：所要時間目安 10 分 

●タンクローリ配置：想定時間５分，所要時間目安３分 

・タンクローリ配置：所要時間目安３分（移動経路：第３保管エリ

アからディーゼル燃料貯蔵タンク近傍） 

●抜き取り準備：想定時間１時間５分，所要時間目安１時間 

・抜き取り準備：所要時間目安１時間（ディーゼル燃料貯蔵タンク

近傍） 

●補給：想定時間 30 分，所要時間目安 26 分 

・補給：所要時間目安 26 分（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍） 

●補給片付け：想定時間 10 分，所要時間目安６分 

・補給片付け：所要時間目安６分（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍） 
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(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯によ

り，夜間における作業性を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操

作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行

う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中

電灯を携行しており，夜間においても接近可能であ

る。また，現場への移動は，地震等による重大事故

等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。また，アクセスルート上に支障となる設備

はない。 

操作性  ：複雑な操作手順はなく，タンクローリの各操作（ハ

ッチ開放等）も同時並行して行える作業が主体であ

るため，操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内

通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可

能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能で

ある。 

ディーゼル燃料貯蔵タンク上蓋

開放 

タンクローリへのホース接続
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添付資料 1.14.2(13)

(13) タンクローリから各機器等への給油 

(a) 操作概要 

タンクローリへ補給（積載）した軽油を重大事故等の対処に必要な燃料

給油対象の設備へ給油する。 

(b) 作業場所 

屋外（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍，重大事故等の対処に必要

な燃料給油対象の設備近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

タンクローリから各機器等への給油に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間  ：30 分以内（所要時間目安※１：高圧発電機車の場合 21 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

想定時間内訳（高圧発電機車の場合） 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，準備：想定時間 15 分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機用軽油タ

ンク近傍から高圧発電機車近傍） 

・準備：所要時間目安５分（高圧発電機車近傍） 

●給油：想定時間 10 分，所要時間目安６分 

・給油：所要時間目安６分（高圧発電機車近傍） 

●片付け：想定時間５分，所要時間目安５分 

・片付け：所要時間目安５分（高圧発電機車近傍） 

 (d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，

夜間における作業性を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作

は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行しており，夜間においても接近可能である。

また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発

生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 
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操作性  ：複雑な操作手順はなく，タンクローリの各操作（ハッ

チ開放等）も同時並行して行える作業が主体であるた

め，操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通

信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な

設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。 

各機器等への給油準備 大型送水ポンプ車への給油
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添付資料 1.14.2(14) 

(14) 不要直流負荷（Ａ系）の切離し 

(a) 操作概要 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V 系充電器盤の交流入力電源の喪失

が発生した場合において，１時間以内にＡ－115V 系直流盤の不要直流負荷

の切離しを実施する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ａ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し操作に必要な要員数，想定時

間は以下のとおり。 

必要要員数：２名（現場運転員２名） 

想定時間 ：30 分以内（所要時間目安※１：12 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ａ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し操作：想定時間 30 分，所

要時間目安 12 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気

室） 

・不要負荷切離し：所要時間目安 10 分（負荷切離し：Ａ－計装電気

室） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあ

ることから，容易に実施可能である。 
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連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

不要直流負荷の切離し
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添付資料 1.14.3

不要直流負荷切離しリスト（１／３） 

Ｂ－115V 系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 
使用

時間

負荷

（A）

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
21 原子炉建物照明 地下１階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
22 廃棄物処理建物照明 地下中１階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
23 廃棄物処理建物照明 １階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
24 原子炉建物照明 ２階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
25 原子炉建物照明 ２階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
21 ２Ｂ－メタクラ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
22 ２Ｂ１－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
23 ２Ｂ２－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
24 遮断器テスト電源（常用電気室Ｌ／Ｃ） 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
30 ２Ｄ－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
31 遮断器テスト電源（Ｂ－非常用電気室） 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
35 Ｂ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
36 Ｂ－計装用無停電交流電源装置 8h 154 
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不要直流負荷切離しリスト（２／３） 

Ｂ－115V 系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 
使用時

間 

負荷

（A）

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
25 Ｂ－再循環ＭＧ開閉器盤 8h 

50.0

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
28 Ｂ－中央分電盤（常用） 8h 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
34 Ｂ－ディーゼル発電機制御盤 8h 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V 系直流盤 
33 中央制御室外原子炉停止制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
1D ＲＣＷ遮断弁回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
2D 共通盤（ＨＶＡＣ） 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
4D 後備スクラムパイロット弁回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
5D ＳⅡ－ＲＣＷ，ＲＳＷ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
7D Ｂ，Ｃ－ＲＨＲ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
9D Ｂ－ＳＧＴ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
10D

Ｂ－ＰＬＲポンプモータ不足電圧継電器

盤
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
11D Ｂ－計装用無停電交流電源装置 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
12D Ｂ－中央制御室冷凍機制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
13D ＡＭ設備制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
14D

Ｂ－Ｒ／Ｂオペフロ水素濃度計測盤

ＳＦＰ温度計測回路 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
15D

２Ｄ２，２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセ

ンタ 

切替盤

8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
16D

Ｂ１－水素検出装置盤 

（Ｂ２－水素検出装置盤） 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
17D 補助消火ポンプ制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
18D ２Ｓ－Ｒ／Ｂコントロールセンタ 8h 

 合計  244.5
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不要直流負荷切離しリスト（３／３） 

Ａ－115V 系直流盤負荷

操作場所 FFB 用途名称 
使用

時間

負荷

（A）

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
1 ２Ａ－メタクラ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
2 ２Ａ１－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
3 ２Ａ２－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
4 遮断器用テスト電源（常用電気室Ｍ／Ｃ） 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
10 ２Ｃ－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
11 遮断器テスト電源（Ａ－非常用電気室） 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
13 Ａ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V 系直流盤 
14 Ａ－計装用無停電交流電源装置 70分 154.0

合計  154.0
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添付資料 1.14.4(1) 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置（１

／２） 

操作対象制御盤 操作スイッチ 

2-903 

A－原子炉補機冷却水ポンプ 

C－原子炉補機冷却水ポンプ 

A－原子炉補機海水ポンプ 

C－原子炉補機海水ポンプ 

A－残留熱除去ポンプ 

低圧炉心スプレイポンプ 

A－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ 

B－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ 

A－ドライウェル床ドレンサンプポンプ 

B－ドライウェル床ドレンサンプポンプ 

A－RHR封水ポンプ 

2-904-1

B－原子炉補機冷却水ポンプ

D－原子炉補機冷却水ポンプ

B－原子炉補機海水ポンプ

D－原子炉補機海水ポンプ

B－残留熱除去ポンプ

C－残留熱除去ポンプ

B－RHR封水ポンプ

2-965-1 

A－復水輸送ポンプ 

B－復水輸送ポンプ 

C－復水輸送ポンプ 
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(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置（２

／２） 

操作対象制御盤 操作スイッチ 

2-965-2 

A－中央制御室送風機 

B－中央制御室送風機

A－中央制御室非常用送風機 

B－中央制御室非常用送風機 

A－中央制御室冷水循環ポンプ 

B－中央制御室冷水循環ポンプ 

A－中央制御室冷凍機 

B－中央制御室冷凍機 

A－計装用空気圧縮機 

B－計装用空気圧縮機 

2-929-1 

A1－非常用電気室送風機 

A2－非常用電気室送風機 

A1－非常用電気室排風機 

A2－非常用電気室排風機 

B1－非常用電気室送風機 

B2－非常用電気室送風機 

B1－非常用電気室排風機 

B2－非常用電気室排風機 

A－ドライウェル上部冷却器 

B－ドライウェル上部冷却器 

C－ドライウェル上部冷却器 

A－ドライウェル下部冷却器 

B－ドライウェル下部冷却器 

C－ドライウェル下部冷却器 

2-973A-1 
A－事故時用サンプルポンプ 

A－事故時用サンプル昇圧ポンプ

2-973B-1 
B－事故時用サンプルポンプ 

B－事故時用サンプル昇圧ポンプ
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添付資料 1.14.4(2) 

(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｌ／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置

（１／２） 

操作対象制御盤 操作スイッチ 

2-903 

A－原子炉補機冷却水ポンプ 

C－原子炉補機冷却水ポンプ 

A－原子炉補機海水ポンプ 

C－原子炉補機海水ポンプ 

A－残留熱除去ポンプ 

低圧炉心スプレイポンプ 

A－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ 

B－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ 

A－ドライウェル床ドレンサンプポンプ 

B－ドライウェル床ドレンサンプポンプ 

A－RHR封水ポンプ 

2-904-1

B－原子炉補機冷却水ポンプ

D－原子炉補機冷却水ポンプ

B－原子炉補機海水ポンプ

D－原子炉補機海水ポンプ

B－残留熱除去ポンプ

C－残留熱除去ポンプ

B－RHR封水ポンプ

2-909 
A－SGT排風機 

B－SGT排風機

2-965-1 
A－復水輸送ポンプ 

B－復水輸送ポンプ 
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(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｌ／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置

（２／２） 

操作対象制御盤 操作スイッチ 

2-965-2 

A－中央制御室送風機 

B－中央制御室送風機

A－中央制御室非常用送風機 

B－中央制御室非常用送風機 

A－中央制御室冷水循環ポンプ 

B－中央制御室冷水循環ポンプ 

A－中央制御室冷凍機 

B－中央制御室冷凍機 

A－計装用空気圧縮機 

B－計装用空気圧縮機 

2-929-1 

A1－非常用電気室送風機 

A2－非常用電気室送風機 

A1－非常用電気室排風機 

A2－非常用電気室排風機 

B1－非常用電気室送風機 

B2－非常用電気室送風機 

B1－非常用電気室排風機 

B2－非常用電気室排風機 

A－ドライウェル上部冷却器 

B－ドライウェル上部冷却器 

A－ドライウェル下部冷却器 

B－ドライウェル下部冷却器 

2-973A-1 
A－事故時用サンプルポンプ 

A－事故時用サンプル昇圧ポンプ

2-973B-1 
B－事故時用サンプルポンプ 

B－事故時用サンプル昇圧ポンプ

1.14-259r2



添付資料 1.14.5(1) 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系）への給電時

の現場による受電前準備操作対象リスト 

操作場所 名称 操作内容 

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
Ａ－計装－Ｃ／Ｃ 

Ａ－115V系充電器盤 遮断器「切」 

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
Ａ－計装分電盤 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」 

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
一般計装分電盤 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」 

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｍ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ－メタクラ受電遮断器 遮断器「切」※

Ｃ－メタクラ切替盤 遮断器「入」※

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｌ／Ｃ Ｃ系 

管理事務所２号館 非常用電源盤 遮断器「切」※

Ｃ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

Ａ－ＤＧ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

緊急時対策所低圧受電盤 遮断器「切」※

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」又は「入」と

する。 

1.14-260r2



添付資料 1.14.5(2) 

(2) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｄ系）への給電時

の現場による受電前準備操作対象リスト 

操作場所 名称 操作内容

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
一般計装分電盤

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」

廃棄物処理建物 
地下中１階（非管理区域） 
Ｂ－計装－Ｃ／Ｃ

Ｂ－115V系充電器盤 遮断器「切」

Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）  遮断器「切」

ＳＡ用115V系充電器盤 遮断器「切」

230V系充電器盤（常用） 遮断器「切」

230V系充電器盤（ＲＣＩＣ） 遮断器「切」

廃棄物処理建物 
地下中１階（非管理区域） 
Ｂ－計装分電盤

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｌ／Ｃ Ｄ系

44ｍ盤事務所 遮断器「切」※

Ｓ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ 
（常用）

遮断器「切」※

Ｄ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

Ｂ－ＤＧ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」とする。
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添付資料 1.14.5(3) 

(3) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ系）への給電

時の現場による受電前準備操作対象リスト 

操作場所 名称 操作内容

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 

Ａ－計装－Ｃ／Ｃ 
Ａ－115V系充電器盤 遮断器「切」

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
Ａ－計装分電盤

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
一般計装分電盤

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｍ／Ｃ Ｃ系

Ｃ－メタクラ受電遮断器 遮断器「切」※

Ｃ－メタクラ切替盤 遮断器「入」※

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｌ／Ｃ Ｃ系

管理事務所２号館 非常用電源盤 遮断器「切」※

Ｃ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

Ｓ－Ｒ／Ｂ－コントロールセンタ 
（常用）

遮断器「切」※

Ａ－ＤＧ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

緊急時対策所低圧受電盤 遮断器「切」※

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｃ１－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

Ａ－開閉所コントロールセンタ 遮断器「切」

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」又は「入」とする。
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添付資料 1.14.5(4) 

(4) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｄ系）への給電

時の現場による受電前準備操作対象リスト 

操作場所 名称 操作内容

廃棄物処理建物 
地上１階（非管理区域） 
一般計装分電盤

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」

廃棄物処理建物 
地下中１階（非管理区域） 
Ｂ－計装－Ｃ／Ｃ

Ｂ－115V系充電器盤 遮断器「切」

Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ） 遮断器「切」

ＳＡ用115V系充電器盤 遮断器「切」

230V系充電器盤（常用） 遮断器「切」

230V系充電器盤（ＲＣＩＣ） 遮断器「切」

廃棄物処理建物 
地下中１階（非管理区域） 
Ｂ－計装分電盤

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤 遮断器「切」

原子炉建物付属棟 
地上２階（非管理区域） 
Ｌ／Ｃ Ｄ系

44ｍ盤事務所 遮断器「切」※

Ｓ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ 
（常用）

遮断器「切」※

Ｄ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

Ｂ－ＤＧ－コントロールセンタ 遮断器「切」※

原子炉建物付属棟 
地下１階（非管理区域） 
Ｄ１－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ

Ｂ－開閉所コントロールセンタ 遮断器「切」

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」とする。
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添付資料1.14.6 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳＡ電源切替盤にて

電源給電可能な設計基準事故対処設備の電動弁リスト 

弁名称 
該当条文 

（技術的能力） 

設計基準事故 

対処設備 

重大事故等 

対処設備 

1
Ａ－ＲＨＲドライウェル 

第１スプレイ弁（ＭＶ２２２－３Ａ）

49条（1.6） 

51条（1.8） 
2C2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

2
Ａ－ＲＨＲドライウェル 

第２スプレイ弁（ＭＶ２２２－４Ａ）

49条（1.6） 

51条（1.8） 
2C2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

3
Ａ－ＲＨＲ注水弁 

（ＭＶ２２２－５Ａ） 

47条（1.4） 

50条（1.7） 

51条（1.8） 

2C2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

4
Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 

（ＭＶ２１４－７Ａ） 
48条（1.5） 2C2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

5
ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁 

（ＭＶ２１７－５） 

48条（1.5） 

50条（1.7） 

52条（1.9） 

2C2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

6
ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁 

（ＭＶ２１７－４） 

48条（1.5） 

50条（1.7） 

52条（1.9） 

2C2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

7
Ｂ－ＲＨＲドライウェル 

第２スプレイ弁（ＭＶ２２２－４Ｂ）

49条（1.6） 

50条（1.7） 

51条（1.8） 

2D2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

8
Ｂ－ＲＨＲ注水弁 

（ＭＶ２２２－５Ｂ） 

47条（1.4） 

51条（1.8） 
2D2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

9
Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 

（ＭＶ２１４－７Ｂ） 

48条（1.5） 

50条（1.7） 
2D2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

10
Ｂ－ＲＨＲ熱交バイパス弁 

（ＭＶ２２２－２Ｂ） 
50条（1.7） 2D2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

11
ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁 

（ＭＶ２７２－１９６） 
51条（1.8） 2D2-R/B-C/C 2SA2-C/C 

12
ＮＧＣ 非常用ガス処理入口隔離弁 

（ＭＶ２１７－１８） 

48条（1.5） 

50条（1.7） 

52条（1.9） 

2D3-R/B-C/C 2SA2-C/C 

13
ＮＧＣ 非常用ガス処理入口隔離弁

バイパス弁（ＭＶ２１７－２３） 

48条（1.5） 

50条（1.7） 

52条（1.9） 

2D3-R/B-C/C 2SA2-C/C 

14
ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィル

タ入口弁（ＭＶ２２６－１３） 

48条（1.5） 

50条（1.7） 

52条（1.9） 

2D3-R/B-C/C 2SA2-C/C 
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
１
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
1】

 

緊
急

停
止

失
敗

時
に

発
電

用

原
子

炉
を

未
臨

界
に

す
る

た

め
の
手
順
等
 

－
 

－
 

【
1.
2】

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

高
圧

時
に

発
電

用
原

子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順

等
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室
か

ら
の
操
作
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却
 

・
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
系
へ
の
給
電
 

・
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離

時
冷
却
系
へ
の
給
電
 

・
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
進
展
抑
制
（
ほ
う

酸
水
注
入
）
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。
 

【
1.
3】

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

を
減

圧
す

る
た

め
の

手

順
等

・
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
逃
が
し
安
全

弁
機
能
回
復
 

・
手
動
操
作
に
よ
る
減
圧
 

・
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系
に
よ
る
窒

素
ガ
ス
確
保
 

・
代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
 

・
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
 

・
高
圧
溶
融
物
放
出
／
格
納
容
器
雰
囲
気
直
接

加
熱
の
防
止
 

※
「
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
（
補
助

盤
室
）
に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復
」

の
給
電
に
関
し
て
は
【
1.
3】

に
て
整
理
 

－
 

添付資料 1.14.7

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備

・
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
系
電
動
弁

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ

・
Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ

・
Ｂ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
系
電
動
弁

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

・
逃
が
し
安
全
弁

2
30
V
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

Ｓ
Ａ
用

1
15
V
系
充
電
器
 

Ａ
－
11
5V

系
充
電
器
 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器

Ｓ
Ａ
用

1
15
V
系
充
電
器
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
２
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
4】

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

低
圧

時
に

発
電

用
原

子

炉
を

冷
却

す
る

た
め

の
手

順

等
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除

去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
復
旧
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除

去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復

旧
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
の
復
旧
 

※
下
記
対
応
手
段
は
電
動
弁
の
み
供
給
対
象
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ

る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ

る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。
 

【
1.
5】

 

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を

輸
送
す
る
た
め
の
手
順
等
 

・
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

・
Ｃ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

・
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｃ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ａ
，
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
ポ
ン
プ

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
系
電
動
弁

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
系
電
動
弁

・
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
系
電
動
弁

・
Ａ
，
Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
系
電
動
弁

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
３
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
6】

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
冷

却

等
の
た
め
の
手
順
等
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
）
に
よ

る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に

よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

（
海
水
／
淡
水
）
 

・
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
格
納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

・
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。

【
1.
7】

 

原
子

炉
格

納
容

器
の

過
圧

破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
手

順

等
 

・
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ａ
，
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
ポ
ン
プ

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
系
電
動
弁

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
弁

・
Ａ
，
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
４
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
8】

 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
の

溶

融
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

の

手
順
等
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に

よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

・
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

・
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ

る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ

る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
に
よ
る
原
子
炉
圧

力
容
器
へ
の
注
水
 

・
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
ほ
う
酸
水
注
入
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備

・
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
系
電
動
弁

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

・
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
系
電
動
弁

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

2
30
V
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

Ｓ
Ａ
用

1
15
V
系
充
電
器
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ

・
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
ポ
ン
プ

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｍ
Ｕ
Ｗ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ｍ
Ｕ
Ｗ
系
電
動
弁

・
Ｂ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ

・
Ｂ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
電
動
弁

・
Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
ポ
ン
プ

・
Ａ
－
Ｓ
Ｌ
Ｃ
系
電
動
弁
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
５
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流
 

【
1.
9】

 

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る

た
め
の
手
順
等
 

・
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸
素
ガ
ス

の
排
出
 

・
水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視
 

・
代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な
設
備
へ
の
給
電
 

【
1.
10
】
 

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

建

屋
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

た

め
の
手
順
等
 

・
静

的
触

媒
式

水
素

処
理

装
置

に
よ

る
水

素
濃

度
抑
制
 

・
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
監
視
 

・
代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な
設
備
へ
の
給
電
 

・
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ｎ
Ｇ
Ｃ
系
電
動
弁

・
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

・
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
系
電
動
弁

・
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

水
素
濃
度

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

Ｓ
Ａ
用

1
15
V
系
充
電
器
 

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

計
装
Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置

入
口
温
度

・
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置

出
口
温
度

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

Ｓ
Ａ
用

1
15
V
系
充
電
器
 

・
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度

・
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
６
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
11
】
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却

等
の
た
め
の
手
順
等
 

・
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
監
視
 

・
代
替
交
流
電
源
設
備
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー

ル
冷
却
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
 

・
代
替
電
源
に
よ
る
給
電
 

※
１
 
必
要
な
電
動
弁
の
み
給
電
す
る
。
 

【
1.
12
】
 

工
場

等
外

へ
の

放
射

性
物

質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の

手
順
等
 

－
 

－
 

【
1.
13
】
 

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要

と
な
る
水
の
供
給
手
順
等
 

－
 

－
 

・
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備

※
１

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
 

Ｓ
Ａ
用

1
15
V
系
充
電
器
 

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
設
備

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

L／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ａ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ポ
ン
プ

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
Ｂ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ポ
ン
プ

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ａ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
系
弁

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
用
冷
却
設
備

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

・
Ｂ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
系
弁

1.14-270r2



審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
７
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
15
】
 

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手

順
等
 

・
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
へ
の
給
電
 

 

・
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流

電
源
 

※
１

 

常
設
代
替

交
流
電

源
設
備

可
搬
型
代

替
交
流

電
源
設

備

Ｓ
Ａ
－
Ｃ

／
Ｃ

Ｂ
－
1
1
5
V
系

蓄
電
池

 

Ｂ
－
1
1
5
V
系

充
電
器

 

・
Ⅰ
系
計

装
用
交

流
電
源

 
※
６

・
Ｂ

１
－
1
1
5
V
系
（
Ｓ

Ａ
）
直
流

電
源
 

※
２

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
蓄
電

池
（
Ｓ

Ａ
）

 

可
搬
型
直

流
電
源

設
備

 

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
充
電

器
（
Ｓ

Ａ
）

 

・
Ｓ
Ａ
用

1
1
5
Ｖ
系
直

流
電
源

 
※
３

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系

蓄
電
池

 

可
搬
型
直

流
電
源

設
備

 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系

充
電
器

 

・
Ａ
－
計

装
用
無

停
電
交

流
電
源

装
置
 

※
４

Ａ
－
1
1
5
V
系

蓄
電
池

 

・
Ｂ
－
計

装
用
無

停
電
交

流
電
源

装
置
 

※
５

Ｂ
－
1
1
5
V
系

蓄
電
池

 

Ｃ
／
Ｃ
 

Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 

Ｄ
系

・
Ⅱ
系
計

装
用
交

流
電
源

 
※
７

・
Ｓ
Ａ
用

計
装
用

交
流
電

源
 
※

８

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ

系
蓄
電

池
 

・
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
系
計

装
用
直

流
電
源

 
※
９

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ

系
充
電

器
 

非
常
用
交

流
電
源

設
備

・
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
系
計

装
用
交

流
電
源

 
※

10
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
８
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
15
】
 

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手

順
等
 

・
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
へ
の
給
電
 

※
１
，
２
 
Ｂ
－
11
5V

系
直
流
電
源
，
Ｂ
１
－
11
5V

系
（
Ｓ
Ａ
）
電
源

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
３
 
Ｓ
Ａ
用

11
5
Ｖ
系
直
流
電
源
 

・
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

・
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

・
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

・
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

(狭
帯
域
用

) 
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

・
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量

・
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量

(狭
帯
域
用

) 
・
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

・
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

・
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

・
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

・
格
納
容
器
水
素
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

・
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

・
ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

・
ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

・
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

・
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

・
格
納
容
器
酸
素
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
４
 
Ａ
－
計
装
用
無
停
電
交
流
電
源
装
置

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

・
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

・
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

・
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

・
平
均
出
力
領
域
計
装

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

・
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
５
 
Ｂ
－
計
装
用
無
停
電
交
流
電
源
装
置

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

・
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

・
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

・
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

・
平
均
出
力
領
域
計
装

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
９
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
 
：
直
流

【
1.
15
】
 

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手

順
等
 

・
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
へ
の
給
電
 

 

※
７
 
Ⅱ
系
計
装
用
交
流
電
源

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

・
中
性
子
源
領
域
計
装

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

・
格
納
容
器
水
素
濃
度

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度

※
10

 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
系
計
装
用
交
流
電
源

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
９
 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
系
計
装
用
直
流
電
源

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
６
 
Ⅰ
系
計
装
用
交
流
電
源

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

・
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

・
中
性
子
源
領
域
計
装

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

※
８
 
Ｓ
Ａ
用
計
装
用
交
流
電
源

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
計

・
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
１
０
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
：
直
流
 

【
1.
16
】
 

原
子

炉
制

御
室

の
居

住
性

等

に
関
す
る
手
順
等
 

・
居
住
性
の
確
保
 

・
格
納
容
器
か
ら
漏
え
い
す
る
空
気
中
の
放
射

性
物
質
の
濃
度
低
減
 

【
1.
17
】
 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順

等

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
の
代
替
交
流
電
源

か
ら
の
給
電
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ａ
－
再
循
環
用
フ
ァ
ン

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
Ｂ
－
再
循
環
用
フ
ァ
ン

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ａ
－
チ
ャ
コ
ー
ル
・
フ
ィ
ル
タ
・

ブ
ー
ス
タ
・
フ
ァ
ン

・
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）

・
Ａ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
排
風
機

・
Ａ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
Ｂ
－
チ
ャ
コ
ー
ル
・
フ
ィ
ル
タ
・

ブ
ー
ス
タ
・
フ
ァ
ン

・
Ｂ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
排
風
機

・
Ｂ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
系
電
動
弁

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

・
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階

ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ポ
ス
ト

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
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審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
毎
の
給
電
対
象
設
備
（
１
１
／
１
１
）

対
象
条
文
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
し
た
手
段
 

審
査
基
準
の
要
求
に
適
合
す
る
た
め
の
手
段
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
源
設
備
，
給
電
経
路
，
給
電
対
象
設
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：
交
流
 
 
 
 
：
直
流
 

【
1.
18
】
 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等

に
関
す
る
手
順
等

※
緊
急
時
対
策
所
の
代
替
交
流
電
源
設
備
か
ら

の
給
電
に
関
し
て
は
【
1.
18
】
に
て
整
理
 

－
 

【
1.
19
】
 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

・
発
電
所
内
の
通
信
連
絡
 

・
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
 

※
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
に
よ
る
給
電
に
関

 
し
て
は
【
1.
1
8】

に
て
整
理
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）

計
装
Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ

・
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）

・
無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
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解
釈
一
覧
 

(
1
)
 
判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
（
１
／
２
）
 

手
順
 

判
断
基
準
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
1
 

代
替

電
源

（
交
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(
1
)
 

代
替

交
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．
ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発
電

機
に
よ
る
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｃ
系

及
び
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電
源

（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(
1
)
 

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．
所
内
常
設

蓄
電
式
直

流
電
源
設
備
及

び
常
設
代

替
直
流
電
源
設

備
に
よ
る

給
電
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
の
電
圧
が

放
電

電
圧

の
最

低
値

を
下

回
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
蓄

電
池

の
電

圧
が

9
4
.
5
V

を
下

回
る

可
能

性
が

あ
る

場

合
 

Ｍ
／

Ｃ
，

Ｌ
／

Ｃ
，

Ｃ
／

Ｃ
の

Ｃ
系
及
び
Ｄ
系
 

２
Ｃ
，
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｃ
，
２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
３
，
２
Ｄ
３
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ

ン
タ
 

(
2
)
 

非
常

用
直

流
電

源
喪

失
時

の
遮

断
器

用
制
御
電
源
確
保
 

ａ
．
Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
蓄
電

池
に

よ
る

Ｂ
－

1
1
5
V

系

直
流
盤
受
電
 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
蓄
電
池
の
電
圧

が
規
定
電
圧
で
あ
る
場
合
 

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V

系
蓄

電
池

の
電

圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
場
合
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

ｂ
．
非
常
用
直

流
電
源
喪

失
時

の
Ａ

－
1
1
5
V

系
直

流
盤
受
電
 

Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
の
電
圧
が

喪
失
し
た
場
合
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

の
電

圧
が

9
2
V

以
下
に
な
っ
た
場
合
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

(
3
)
 

号
炉

間
連

絡
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

し
た

直
流
電
源
確
保
 

ａ
．
号
炉
間
連

絡
ケ
ー
ブ

ル
を
使
用
し

た
Ａ
－
1
1
5
V

系
直
流
盤
又

は
Ｂ
－
1
1
5
V

系
直
流
盤
受
電
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

１
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

１
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

１
Ｔ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ａ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

１
Ｕ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｂ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

添付資料 1.14.8(1)
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(
1
)
 
判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
（
２
／
２
）
 

手
順
 

判
断
基
準
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
3
 

代
替

所
内

電

気
設
備
に
よ
る
対
応
手
順

(
1
)
 

代
替

所
内

電
気

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
又

は
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
２
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
１
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
1
 

代
替

電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

交
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発

電
機

に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ

系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 

Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

動
力

変
圧

器
用
遮
断
器
以
外
の
遮
断
器
 

２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器
 

２
号
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
号

緊
急

用
Ｍ

／
Ｃ

・
２

－
Ｆ

Ｓ
 

Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器
 

２
号

緊
急

用
Ｍ

／
Ｃ

・
予

備
緊

急
用

Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
２
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
1
 

代
替

電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

交
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ｂ
．

号
炉

間
電

力
融

通

ケ
ー

ブ
ル

を
使

用
し

た

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ

／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

号
炉

間
電

力
融

通
に

伴
う

受
電

遮
断
器
 

予
備
変
受
電
遮
断
器
 

１
号

炉
の

常
用

高
圧

母
線

及
び

非
常
用
高
圧
母
線
 

１
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ
 

１
Ｂ
－
メ
タ
ク
ラ
 

１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

１
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用
高
圧
母

線
 

２
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｂ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

ｃ
．

高
圧

発
電

機
車

に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又

は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
３
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
1
 

代
替

電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ｃ
．
高
圧
発
電
機
車
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

遮
断

器
 

２
号

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
遮

断
器
 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式

直
流

電
源

設
備

及
び

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
充

電
器

盤
，

Ｂ
１

－
1
1
5
V

系
充

電
器

盤
（

Ｓ
Ａ

）

及
び
Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
盤

に
て

負
荷

電
圧

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

負
荷
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧

が
9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
蓄

電
池

か
ら

Ｂ
１

－
1
1
5
V

系
蓄

電
池

（
Ｓ

Ａ
）

へ

の
切
替
え
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－
1
1
5
V
系

蓄
電

池
（

Ｓ
Ａ

）
へ

の
切

替
え

操
作

を
Ｂ

－
1
1
5
V
系
直
流
盤
及
び
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流

盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
実
施
(操

作
場
所
:
廃
棄

物
処

理
建

物
地

下
中

１
階

Ｂ
－

計
装

用
電

気
室
及
び
充
電
器
室
)
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
４
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．

所
内

常
設

蓄
電

式

直
流

電
源

設
備

及
び

常

設
代

替
直

流
電

源
設

備

に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
蓄

電
池

の
電

圧
が

放
電

電
圧

の
最

低
値

を
下

回
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
の
電
圧
が

9
4
.
5
V
を

下
回
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
 

Ｂ
１

－
1
1
5
V

系
充

電
器

盤
（

Ｓ

Ａ
）
蓄
電
池
電
圧
指
示
値
が
規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
負

荷
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

認
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
Ａ

－
計

装
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

２
Ａ

－
計

装
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

遮
断

器
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
充

電
器

盤
の

運
転

状
態

及
び

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る

こ
と

を
確

認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
 

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
受

電
操

作
又

は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
中
央
制

御
室

監
視

計
器

電
源

が
復

旧
さ

れ
た
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

無
停

電
交

流
電

源
装

置
の

受
電

操
作

又
は

受
電

確
認

を
実

施
し

，
電

源
が

復
旧

さ
れ
た
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－
中
央
制
御
室
排
風
機
 

Ｂ
－
中
央
制
御
室
排
風
機

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

の
Ｂ

－
計

装
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

２
Ｂ

－
計

装
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

遮
断

器
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
５
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．

所
内

常
設

蓄
電

式

直
流

電
源

設
備

及
び

常

設
代

替
直

流
電

源
設

備

に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
充

電
器

盤
充

電
器

電
圧

指
示

値
が

規
定

電
圧

で
あ

る
こ
と
を
確
認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１

－
1
1
5
V

系
充

電
器

盤
（

Ｓ

Ａ
）
充
電
器
電
圧
指
示
値
が
規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
盤
充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
 

2
3
0
V
系
充
電
器
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

1
9
4
.
4
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
 

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

の
受

電
操

作
又

は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
中
央
制

御
室

監
視

計
器

電
源

が
復

旧
さ

れ
た
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

無
停

電
交

流
電

源
装

置
の

受
電

操
作

又
は

受
電

確
認

を
実

施
し

，
電

源
が

復
旧

さ
れ
た
こ
と
を
確
認
 

ｂ
．

可
搬

型
直

流
電

源

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

充
電
器
切
替
盤
 

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
（
Ｓ
Ａ
）
充
電
器
電
源
切

替
盤
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
６
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

ｂ
．

可
搬

型
直

流
電

源

設
備
に
よ
る
給
電
 

充
電
器
運
転
開
閉
器
 

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
盤
 

2
3
0
V
系
充
電
器
盤
（
常
用
）
 

充
電

器
盤

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る

こ
と

を
確

認
 

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

負
荷
電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧

が
9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

2
3
0
V
系
充
電
器
盤
（
常
用
）
に
て
負
荷
電

圧
が

1
9
4
.
4
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

ｃ
．

直
流

給
電

車
に

よ

る
給
電
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
及
び

2
3
0
V

系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
へ
の
給

電
状

況
に

異
常

が
な

い
こ

と
及

び
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
の
確
認
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

電
圧

が
9
2
V
～

1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

2
3
0
V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

電
圧

が

1
7
2
.
5
V
～
2
5
3
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

（
Ｓ

Ａ
）

及
び

2
3
0
V
系
直
流
盤
（
常
用
）

へ
の

給
電

状
況

に
異

常
が

な
い

こ
と

及
び

電
圧

指
示

値
が

規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
の
確
認
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧
が

9
2
V

～
1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

2
3
0
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
電
圧
が

1
7
2
.
5
V

～
2
5
3
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

(
2
)
 
非
常
用
直
流
電

源
喪
失
時
の
遮
断
器

用
制
御
電
源
確
保
 

ａ
.
 
Ｓ

Ａ
用

1
1
5V

系

蓄
電

池
に

よ
る

Ｂ
－

1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電
 

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
盤
蓄
電

池
電
圧
指
示
値
が
規
定
電
圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認
 

電
圧
が

9
4
.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
７
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
2
)
 
非
常
用
直
流
電

源
喪
失
時
の
遮
断
器

用
制
御
電
源
確
保
 

ｂ
.
非

常
用

直
流

電
源

喪
失
時
の
Ａ
－
1
1
5
V
系

直
流
盤
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器
 

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
母

線
連

絡
遮

断
器

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ａ
系

の
受

電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

予
備
変
受
電
遮
断
器
 

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

へ
給

電
す

る
た

め
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

遮
断

器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
Ａ

－
計

装
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

Ａ
－

計
装

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
用

遮
断

器
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
充

電
器

盤
及

び
Ａ

－
1
1
5
V

系
直

流
盤

の
電

圧
指

示

値
が

規
定

電
圧

で
あ

る
こ

と
を

確
認
 

Ａ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
電
圧
が

9
4
.
5
V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

電
圧

が
9
2
V
～

1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

１
号

炉
の

常
用

高
圧

母
線

及
び

非
常

用
高

圧
母

線
の

母
線

連
絡

及
び
予
備
変
受
電
の
遮
断
器
 

１
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

予
備
変
受
電
遮
断
器
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
８
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
3
)
 

号
炉

間
連

絡
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

し
た

直
流
電
源
確
保
 

ａ
．

号
炉

間
連

絡
ケ

ー

ブ
ル

を
使

用
し

た
Ａ

－

1
1
5
V
系
直
流
盤
又
は
Ｂ

－
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電

他
号

炉
の

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｃ
／
Ｃ
 

Ｄ
系
 

１
Ｔ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

１
Ｕ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

当
該

号
炉

の
Ｃ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ａ
－
計
装
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｂ
－
計
装
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
充

電
器

盤
充

電
器

電
圧

指
示

値
，

Ａ
－

1
1
5V

系
直

流
盤
電
圧
指
示
値
 

Ａ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
電
圧
が

9
4
.
5
V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

電
圧

が
9
2
V
～

1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
充

電
器

盤
充

電
器

電
圧

指
示

値
，

Ｂ
－

1
1
5V

系
直

流
盤
電
圧
指
示
値
が
規
定
電
圧
 

Ｂ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
電
圧
が

9
4
.
5
V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

電
圧

が
9
2
V
～

1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

1
.
1
4
.
2
.
3
 

代
替

所

内
電

気
設

備
に

よ
る

対
応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

所
内

電
気

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発

電
機

又
は

高
圧

発
電

機

車
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
２
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

動
力

変
圧

器
用
遮
断
器
以
外
の
遮
断
器
 

２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器
 

２
号
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
号

緊
急

用
Ｍ

／
Ｃ

・
２

－
Ｆ

Ｓ
 

Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器
 

２
号

緊
急

用
Ｍ

／
Ｃ

・
予

備
緊

急
用

Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

を
電

圧
確
認
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

電
圧

が
6
2
1
0
V
～

7
5
9
0
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
Ｓ
Ａ
－
 

Ｌ
／
Ｃ
へ
の
遮
断
器
 

２
－
Ｓ
Ａ
動
力
変
圧
器
遮
断
器
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(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
９
／
９
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
3
 

代
替

所

内
電

気
設

備
に

よ
る

対
応
手
順
 

(
1
)
 

代
替

所
内

電
気

設
備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発

電
機

又
は

高
圧

発
電

機

車
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
の
電
圧
確
認
 

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
の
電
圧
が

3
9
1
V
～
5
0
6
V
で

あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
に

て
各

電
動

弁
電
源
を
「
Ｓ
Ａ
側
」
へ
切
替
え

「
Ｄ

Ｂ
Ａ

側
」

か
ら

「
Ｓ

Ａ
側

」
へ

受
電

切
替
え
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

遮
断

器
 

２
号

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
遮

断
器
 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
Ｓ
Ａ
－
 

Ｌ
／

Ｃ
へ

の
遮

断
器

及
び

非
常

用
高
圧
母
線
用
遮
断
器
 

２
－
Ｓ
Ａ
動
力
変
圧
器
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器
 

1
.
1
4
.
2
.
5
 

重
大

事

故
等
対
処
設
備
（
設
計

基
準
拡
張
）
に
よ
る
対

応
手
順
 

(
2
)
 

非
常

用
直

流
電

源
設
備
に
よ
る
給
電
 

 
Ａ

－
1
1
5
V

系
直

流
盤

，
Ｈ

Ｐ
Ｃ

Ｓ
系

直
流

盤
，

2
3
0
V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）
，

Ａ
－

原
子

炉
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
及

び
Ｂ

－
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
電

圧
指

示
値

が
規

定
値

で
あ

る
こ

と
を
確
認
 

Ａ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

電
圧

が
9
2
V
～

1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｈ
Ｐ

Ｃ
Ｓ

系
直

流
盤

電
圧

が
9
2
V
～

1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

2
3
0
V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

電
圧

が

1
7
2
.
5
V
～
2
5
3
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

原
子

炉
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
電

圧
が
＋
2
1
V
以
上
又
は
－
2
1
V
以
下
で
あ
る

こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

中
性

子
計

装
用

充
電

器
盤

電
圧

指
示

値
電
圧
が
＋
2
1
V
以
上
又
は
－
2
1
V
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
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(
3
)
 
操
作
の
成
立
性
の
解
釈
一
覧
（
１
／
１
）
 

手
順
 

操
作
の
成
立
性
記
載
内
容
 

解
釈
 

1
.
1
4
.
2
.
1
 

代
替

電
源

（
交

流
）

に
よ

る
対

応

手
順
 

(
1
)
 

代
替

交
流

電

源
設

備
に

よ
る

給

電
 

ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電

機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ

系
及

び
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系

受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

ｂ
．
号
炉
間
電
力
融
通
ケ

ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
又
は
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
 
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

c
．

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

1
.
1
4
.
2
.
2
 

代
替

電
源

（
直

流
）

に
よ

る
対

応

手
順
 

(
3
)
 

号
炉

間
連

絡

ケ
ー

ブ
ル

を
使

用

し
た

直
流

電
源

確

保
 

ａ
．
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ

ル
を

使
用

し
た

Ａ
－

1
1
5
V
系
直
流
盤
又
は
 

Ｂ
－

1
1
5
V

系
直

流
盤

受

電
 

他
号
炉
の
Ｃ
／
Ｃ
 

１
Ｔ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

１
Ｕ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

1
.
1
4
.
2
.
3
 

代
替

所
内

電
気

設
備

に
よ

る
対

応

手
順
 

(
1
)
 

代
替

所
内

電

気
設

備
に

よ
る

給

電
 

ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電

機
又

は
高

圧
発

電
機

車

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト

ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
 

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
 

２
Ｓ
Ａ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｓ
Ａ
－
Ｃ
／
Ｃ
 

２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
２
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
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